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Ⅰ 対象高等専門学校の現況及び特徴 

１ 現況  

（１）対象校名 沼津工業高等専門学校 

（２）所 在 地 静岡県沼津市大岡3600 

（３）学科等構成 

学 科：機械工学科，電気電子工学科，電子制御工

学科，制御情報工学科，物質工学科 

専攻科：機械・電気システム工学専攻，制御・情報

システム工学専攻，応用物質工学専攻 

（４）学生数及び教職員数（平成23年５月１日現在） 

学 生 数：準学士課程1,047名，専攻科課程62名 

教職員数：教員 81名（校長含む） 

           職員 47名 

２ 特徴  

 沼津工業高等専門学校（以下「本校」という。）は，産

業界からの強い要望に応えるため，昭和 37 年４月に２学

科（機械工学科，電気工学科）で創設された。以後，時代

の要請に伴い，昭和 41 年に工業化学科を設置，昭和 61

年に電子制御工学科を設置，平成元年に工業化学科を物質

工学科に改組，平成４年に機械工学科の１学級を制御情報

工学科に改組，平成８年に専攻科（３専攻）を設置，平成

11 年に電気工学科を電気電子工学科に名称変更し，準学

士課程５学科，専攻科課程３専攻として現在に至っている。 

 本校では，創設以来，「人柄のよい優秀な技術者となっ

て世の期待にこたえよ」との教育理念の下，静岡県東部地

区唯一の国立の高等教育機関として，地域産業に寄与する

社会的使命と役割を認識しつつ，時代の変化に即応しなが

ら，豊かな人間性を形成する教養教育に力を入れ，専門教

育においては，実験・実習及び情報技術を重視した体験的

早期専門教育を行い，幅広い場で活躍する多様な実践的・

創造的技術者を養成することを目的に教育を行っている。 

  この教育理念及び目的に基づき，(1)低学年全寮制を主

軸とするカレッジライフを通じて全人教育を行うととも

に，(2)コミュニケーション能力に優れた国際感覚豊かな

技術者，(3)実験・実習及び情報技術を重視し，社会の要

請に応え得る実践的技術者，(4)教員の活発な研究活動を

背景に，創造的技術者の養成を教育方針に掲げ，「進取の

気風に富み，幅の広い豊かな教養と質の高い専門の工業技

術の知識を身に付け，新たな発想の下に，技術革新を担う

ことができ，企業から信頼される指導的な実践的技術者の

養成」を実践することにより，工業系を中心とした産業界

に有益な人材を輩出してきた。 

準学士課程においては，深く専門の学芸を教授し，職業

に必要な能力を育成することを目的として，一般科目と専

門科目を楔形に編成し，５年間一貫教育で効果的な専門教

育を実施している。また，準学士課程の成果を基礎として

さらに高度な知識と技術の習得を目指す専攻科課程にお

いては，研究指導を通じた工学に関する深い専門性を基に，

創造的な知性と視野の広い豊かな人間性を備えた技術者

を育成するとともに，産業社会との学術的な協力を基礎に

教育研究を行い，地域社会の産業と文化の進展に寄与する

ことを目的として，実践的・創造的教育を行っている。 

 一方，本校の特徴の一つに，前述の教育方針にも掲げた

「低学年全寮制を主軸とするカレッジライフを通じて全

人教育を行うこと」があり，入学後２年間の学生寮入寮を

原則義務付けている。寮生の生活指導には，専任の寮監を

配置し，全教員の輪番による宿直とともに，寮務担当教員

と学生課寮務係の職員が当たり，また，寮生が組織する「寮

生会」の自治も効果的に機能し，共同生活による学生の社

会性の向上に寄与している。 

 また，平成16年度に設置された地域共同テクノセンター

を核として，産業界や地域社会との連携を強化し，ものづ

くり技術力の継承・発展を担いイノベーション創出に貢献

する技術者を養成するために，地域企業との共同研究・受

託研究が活発に行われている。共同研究・受託研究のテー

マが卒業研究・専攻科研究のテーマとして学生の教育の一

環として進められることにより，総合開発能力の育成及び

プレゼンテーション能力・コミュニケーション能力の育成

に成果を挙げている。 

平成21年度に採択された文部科学省科学技術振興調整

費事業（地域再生人材創出拠点の形成）「富士山麓医用機

器開発エンジニア養成プログラム」は，静岡県が沼津市を

中心とする県東部地域に展開している「ファルマバレープ

ロジェクト」の推進による地域再生計画を人材育成面から

支援している。沼津高専が中心となり東海大学開発工学部、

ファルマバレーセンター、地域医療機関、産業界及び行政

と連携して、中小企業技術者を医用機器開発の中核となる

エンジニアに養成している本プログラムは、異分野融合に

よる高専教育の分野の拡大を具現化するものであり各界

から注目されている。 
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Ⅱ 目的 

沼津工業高等専門学校の使命 

 本校は「人柄のよい優秀な技術者となって世の期待にこたえよ。」を教育理念として掲げ、深く専門の学芸を

教授し、職業に必要な能力を育成することを目的とし、豊かな教養と専門の工学とを身につけた社会から信頼さ

れる、指導力ある実践的・創造的技術者を養成し、静岡県東部地区唯一の国立の高等教育機関として地域の文化

と産業の進展に寄与し、ひいては日本の産業界に有為な貢献をなす人材を世に送り出すことを使命とする。 

 

教育研究活動の目的、方針、学習・教育目標、養成すべき人材像 

１．教育目的 

   豊かな人間性を備え、社会の要請に応じて工学技術の専門性を創造的に活用できる技術者の育成を行い、もっ

て地域の文化と産業の進展に寄与すること。 

２．教育方針 

（１）低学年全寮制を主軸とするカレッジライフを通じて、全人教育を行う。  

（２）コミュニケーション能力に優れた国際感覚豊かな技術者の養成を行う。  

（３）実験・実習及び情報技術を重視し、社会の要請に応え得る実践的技術者の養成を行う。  

（４）教員の活発な研究活動を背景に、創造的な技術者の養成を行う。 

３．学習・教育目標 

本校は、学習・教育目標として、学生が以下の能力、態度、姿勢を身に付けることを目標とする。  

（１）技術者の社会的役割と責任を自覚する態度  

（２）自然科学の成果を社会の要請に応えて応用する能力 

（３）工学技術の専門的知識を創造的に活用する能力  

（４）豊かな国際感覚とコミュニケーション能力  

（５）実践的技術者として計画的に自己研鑽を継続する姿勢  

４．養成すべき人材像 

  社会から信頼される、指導力ある実践的技術者 

 

学科・専攻科等ごとの目的、目標 

 上記の教育目的、学習・教育目標は準学士課程全体に共通であり、さらに教養科、専門学科ごとに目的を以下

のように設定している。専攻科では、上記の教育目的、学習・教育目標を基盤に、より具体化した高い目的、教

育目標を設定している。 

１．準学士課程 

○ 教 養 科 

      専門学科の教科を学ぶに必要な基礎学力を身に付けさせ、健全な技術者に求められる幅広い教養と人間

性を育成することを目的とする。 

○ 専門学科 

    （１）機械工学科 

機械の開発・設計・製造の分野において、自ら考え行動できる実践的な技術者を養成することを目

的とする。 

    （２）電気電子工学科 

電気エネルギー・エレクトロニクス・情報通信の開発・設計・製造・運用の分野において、自ら考

え行動できる実践的な技術者を養成することを目的とする。 
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    （３）電子制御工学科 

電気・機械・情報工学のシステム統合技術の分野において、自ら考え行動できる実践的な技術者を

養成することを目的とする。 

    （４）制御情報工学科 

コンピュータを応用したシステムの設計・製造・運用の分野において、自ら考え行動できる実践的

な技術者を養成することを目的とする。 

（５）物質工学科 

化学工業・ファインケミカル・食品工業等の生産技術や研究開発の分野において、自ら考え行動で

きる実践的な技術者を養成することを目的とする。 

 

２．専攻科課程 

高等専門学校等の教育における成果と伝統を踏まえ、研究指導を通じた工学に関する深い専門性を基に、創

造的な知性と視野の広い豊かな人間性を備えた技術者を育成するとともに、産業社会との学術的な協力を基礎

に教育研究を行い、もって地域社会の産業と文化の進展に寄与することを目的とする。 

この目的を実現するため、本校の学習・教育目標を基礎において、より具体化した高い教育目標を以下のよ

うに設けている。 

 （１）社会的責任の自覚と地球・地域環境についての深い洞察力と多面的考察力（工学倫理の自覚と多面的考

察力） 

 （２）数学、自然科学及び情報技術を応用し、活用する能力を備え、社会の要求に応える姿勢（社会要請に応

えられる工学基礎学力） 

 （３）工学的な解析・分析力及びこれらを創造的に統合する能力（工学専門知識の創造的活用能力） 

 （４）コミュニケーション能力を備え、国際社会に発信し、活躍できる能力（国際的な受信・発信能力） 

 （５）産業の現場における実務に通じ、与えられた制約の下で実務を遂行する能力並びに自主的及び継続的に

自己能力の研鑚を計画的に進めることができる能力と姿勢（産業現場における実務への対応能力と自覚的

に自己研鑚を継続できる能力） 

  

  専攻ごとの目的は以下のとおりである。 

（１）機械・電気システム工学専攻 

機械工学、電気電子工学を中心に深く学修し、さらに制御工学、コンピュータ工学、材料工学、およ

び生物工学等の幅広い工学分野を複合・融合させた「総合システム工学」の教育プログラムで達成され

る能力を身につけた技術者を育成する。  

    （２）制御・情報システム工学専攻 

制御工学、コンピュータ工学を中心に深く学修し、さらに機械工学、電気電子工学、材料工学、およ

び生物工学等の幅広い工学分野を複合・融合させた「総合システム工学」の教育プログラムで達成され

る能力を身につけた技術者を育成する。  

   （３）応用物質工学専攻 

材料工学、生物工学を中心に深く学修し、さらに機械工学、電気電子工学、制御工学、およびコンピ

ュータ工学等の幅広い工学分野を複合・融合させた「総合システム工学」の教育プログラムで達成され

る能力を身につけた技術者を育成する。 
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Ⅲ 基準ごとの自己評価 

 

基準１ 高等専門学校の目的 

（１）観点ごとの分析 

観点１－１－①： 高等専門学校の目的が，それぞれの学校の個性や特色に応じて明確に定められ，

その内容が，学校教育法第115条に規定された，高等専門学校一般に求められる

目的に適合するものであるか。また，学科及び専攻科ごとの目的も明確に定めら

れているか。 

（観点に係る状況） 

本校は，深く専門の学芸を教授し，職業に必要な能力を育成することを目的とし，豊かな教養と専

門の工学とを身につけた有為な実践的技術者の育成を使命とした高等教育機関として，静岡県東部地

域産業界の強い要請と期待を背景に昭和37年に創設された。幅広い産業分野を抱える静岡県東部地域

において，産業界との連携を強く持ち，地域の文化と産業の進展に寄与することができる人材を養成

することを特色とする。その使命を果たすため，学則第１条において高等専門学校一般に求められる

本校の目的を定め（資料１－１－①－１），それを核にして，本校の教育理念，教育目的，教育方針，

学習教育目標，養成すべき人材像を定めている。 

                                  資料１－１－①－１ 

沼津工業高等専門学校学則（抜粋） 

 

第１章 本校の目的 

第１条 本校は，教育基本法の精神にのっとり，学校教育法に基づいて，深く専門の学芸を教授し，職業に必要

な能力を育成することを目的とする。 

                      （出典 本校公式ウェブサイト、本校規則集） 

 

 平成 20 年５月に「沼津工業高等専門学校の教育理念等に関する規則」を制定し，本校の教育理念，

教育目的，教育方針，学習教育目標，養成すべき人材像，教養科・各専門学科の教育目的，本校の学

生受入方針を明確に定めている（資料１－１－①－２）。 

資料１－１－①－２ 

沼津工業高等専門学校の教育理念等に関する規則 

○沼津工業高等専門学校の教育理念等に関する規則 

（平成 20.5.14 制定） 

 第１条 本規則は，教育基本法（昭和２２年法律第２５号），学校教育法（昭和２２年法律第２６号）及び高等

専門学校設置基準(昭和３６年文部省令第２３号)等関係法令の規定に基づき，沼津工業高等専門学校(以下「本

校」という。)の教育理念等について定め，もって教育活動の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。 

第２条 本校の教育理念は，次のとおりとする。 

 （１）人柄のよい優秀な技術者となって世の期待にこたえよ。 

第３条 本校の教育目的は，次のとおりとする。 

 （１）豊かな人間性を備え，社会の要請に応じて工学技術の専門性を創造的に活用できる技術者の育成を行

い，もって地域の文化と産業の進展に寄与すること。 
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第４条 本校の教育方針は，次のとおりとする。 

（１）低学年全寮制を主軸とするカレッジライフを通じて，全人教育を行う。 

（２）コミュニケーション能力に優れた国際感覚豊かな技術者の養成を行う。 

（３）実験・実習及び情報技術を重視し，社会の要請に応え得る実践的技術者の養成を行う。 

（４）教員の活発な研究活動を背景に，創造的な技術者の養成を行う。 

第５条 本校は，学習・教育目標として，学生が以下の能力，態度，姿勢を身に付けることを目標とする。 

（１）技術者の社会的役割と責任を自覚する態度 

（２）自然科学の成果を社会の要請に応えて応用する能力 

（３）工学技術の専門的知識を創造的に活用する能力 

（４）豊かな国際感覚とコミュニケーション能力 

（５）実践的技術者として計画的に自己研鑽を継続する姿勢 

第６条 本校の養成すべき人材像は，次のとおりとする。 

 （１）社会から信頼される，指導力ある実践的技術者 

第７条 教養科の教育目的は，次のとおりとする。 

 （１）専門学科の教科を学ぶに必要な基礎学力を身に付けさせ，健全な技術者に求められる幅広い教養と人間

性を育成することを目的とする。 

第８条 機械工学科の教育目的は，次のとおりとする。 

 （１）機械の開発・設計・製造の分野において，自ら考え行動できる実践的な技術者を養成することを目的と

する。 

第９条 電気電子工学科の教育目的は，次のとおりとする。 

（１）電気エネルギー・エレクトロニクス・情報通信の開発・設計・製造・運用の分野において，自ら考え行

動できる実践的な技術者を養成することを目的とする。 

第１０条 電子制御工学科の教育目的は，次のとおりとする。 

（１）電気・機械・情報工学のシステム統合技術の分野において，自ら考え行動できる実践的な技術者を養成

することを目的とする。 

第１１条 制御情報工学科の教育目的は，次のとおりとする。 

（１）コンピュータを応用したシステムの設計・製造・運用の分野において，自ら考え行動できる実践的な技

術者を養成することを目的とする。 

第１２条 物質工学科の教育目的は，次のとおりとする。 

（１）化学工業・ファインケミカル・食品工業等の生産技術や研究開発の分野において，自ら考え行動できる

実践的な技術者を養成することを目的とする。 

第１３条 本校の学生受入方針は，次のとおりとする。 

 （１）科学技術に興味を持ち，入学後の学習に対応できる基礎学力を身につけている人 

 （２）自ら学習し，科学技術の知識を用いて社会に貢献する意思のある人 

 （３）科学技術の社会的役割と技術者の責任について考えることができる人 

 （４）他人の言うことをよく聞き，自分の意見をはっきりと言える人 

附 則 

 この規則は，平成２０年５月１４日から施行し，平成２０年４月１日から適用する。 

（出典 本校公式ウェブサイト、本校規則集） 

 



沼津工業高等専門学校 基準１ 

7 

専攻科の目的は学則の第 45 条に定められ，本校の教育目的を基盤に研究指導を通じて人材育成を

行うことをもって地域社会の産業と文化の進展に寄与するとしている。その目的を実現するための教

育目標を学則第 46 条の４に明確に定めている（資料１－１－①－３）。さらに，専攻科の教育目標

を実践するための指針として，具体的達成目標を「沼津工業高等専門学校専攻科教育目標の実践指

針」として定めている（資料１－１－①－４）。各専攻の目的（資料１－１－①－５）は平成 23 年

２月にスローガンとして定め，本校公式ウェブサイトに開示した。 

資料１－１－①－３ 

沼津工業高等専門学校学則（抜粋） 

 

第４５条 専攻科は，高等専門学校等の教育における成果と伝統を踏まえ，研究指導を通じ工学に関する深い専門

性を基に，創造的な知性と視野の広い豊かな人間性を備えた技術者を育成するとともに，産業社会との学術的な

協力を基礎に教育研究を行い，もって地域社会の産業と文化の進展に寄与することを目的とする。 

 

第４６条の４ 専攻科は，第４５条の目的を実現するため，次の各号に掲げる教育目標の達成に努めなければなら

ない。 

 (1) 社会的責任の自覚と地球・地域環境についての深い洞察力と多面的考察力（工学倫理の自覚と多面的考察

力） 

 (2) 数学，自然科学及び情報技術を応用し，活用する能力を備え，社会の要求に応える姿勢（社会要請に応え

られる工学基礎学力） 

 (3) 工学的な解析・分析力及びこれらを創造的に統合する能力（工学専門知識の創造的活用能力） 

 (4) コミュニケーション能力を備え，国際社会に発信し，活躍できる能力（国際的な受信・発信能力） 

 (5) 産業の現場における実務に通じ，与えられた制約の下で実務を遂行する能力並びに自主的及び継続的に自

己能力の研鑚を計画的に進めることができる能力と姿勢（産業現場における実務への対応能力と自覚的に自

己研鑚を継続できる能力） 

 

（出典 本校公式ウェブサイト、本校規則集） 
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資料１－１－①－４ 

専攻科 学習・教育目標の実践指針 

 

学習・教育目標の実践指針 

 本専攻科の学習・教育目標は沼津高専学則 第 46 条の 4 に定める"A～E"である。これらの目標を理解し実践する

ために，各項目に分項目“1～4”等を付して実践指針とする。  

A.社会的責任の自覚と，地球・地域環境についての深い洞察力と多面的考察力を身につける。 

(工学倫理の自覚と多面的考察力)  

１．技術者が経験する実務上の問題点と課題を理解し,技術者と社会の関連を例を挙げて説明できる。 

２．最近の工学倫理上の事例を挙げ,問題点と課題を理解し，技術者として適切に対応する方法について提案する

ことができる。  

３．二つ以上の異なる文化，価値観に基づく，工学技術に関する事項の捉え方の差異を理解し，説明できる。  

４．これからの人間活動は自然と調和する必要があることを理解し，工学技術上の諸課題について自然との調和を

実践することができる。  

B.数学，自然科学，情報技術を応用し，活用する能力を備え，社会の要求に応える姿勢を身につける。 

(社会要請に応えられる工学基礎学力)  

１．代表的な物理・化学現象を，数学または情報処理の知識を用いて解析し，その応用例を示すことができる。  

２．ワープロ，表計算ソフト，データベースソフト，プレゼンソフトを活用して，学習・研究上の資料を処理し，

管理することができる。  

３．実験/計算/フィールドワークを通して自然現象を観測し，そこから現象の法則性を抽出することができる。  

４．自然現象をモデル化し，工学技術的な応用を前提として，シミュレーションすることができる。  

C.工学的な解析・分析力，及びそれらを創造的に統合する能力を身につける。 

(工学専門知識の創造的活用能力)  

１．工学技術の基礎的な知識・技術を統合し，創造性を発揮して課題を探求し，組み立て，解決することができ

る。  

２．自己の取り組む研究課題に関する問題点を挙げ，いくつかの工学の基礎的な知識・技術を駆使して実験/計算/

フィールドワークを計画・遂行し，データを正確に解析し，工学的に考察し，その重要性を説明・説得することが

できる。  

３．自己の取り組む研究課題に関して，工学技術上の機能的評価のみならず，安全性，経済性，環境負荷を考慮し

た社会的評価ができる。  

４．社会のニーズを工学技術に反映させる過程で，必要とされるデザイン能力について理解し，説明できる。 こ

こで，デザイン能力とは，単なる設計図面制作の能力ではなく，構想力，種々の学問・技術を統合して必ずしも正

解のない問題に取り組み，実現可能な解を見つけ出していく能力をいう。  

D.コミュニケーション能力を備え，国際社会に発信し，活躍できる能力を身につける。 

(国際的な受信・発信能力)  

１．日本語で，自己の学習・研究活動の経過を報告し，質問に答えることができる。  

２．自己の研究成果の概要を英語で記述することができる。  

 

 



沼津工業高等専門学校 基準１ 

9 

E.産業の現場における実務に通じ，与えられた制約の下で実務を遂行する能力，および自主的，継続的に自己能力

の研鑚を計画的に進めることができる能力と姿勢を身につける。 

 (産業現場における実務への対応能力と，自覚的に自己研鑽を継続できる能力)  

１．指定された期限内に，課題を提出できる。 

２．工学技術に関する課題について，チームで取り組み，その中でメンバーシップあるいはリーダーシップを発揮

できる。  

３．自分の研究に関連した学会が発行する雑誌を，定期的・継続的に読むことができる。  

４．自主的なゼミ・研究会を組織して，学習・研究活動を行うことができる。  

                      （出典 本校公式ウェブサイト、専攻科規則集） 

 

資料１－１－①－５ 

専攻科各専攻の目的 

 

●機械・電気システム工学専攻 

    機械工学，電気電子工学を中心に深く学修し，さらに制御工学，コンピュータ工学，材料工学，および生 

物工学等の幅広い工学分野を複合・融合させた「総合システム工学」の教育プログラムで達成される能力を 

身につけた技術者を育成する。 

  ●制御・情報システム工学専攻 

      制御工学，コンピュータ工学を中心に深く学修し，さらに機械工学，電気電子工学，材料工学，および生 

物工学等の幅広い工学分野を複合・融合させた「総合システム工学」の教育プログラムで達成される能力を 

身につけた技術者を育成する。 

 ●応用物質工学専攻 

      材料工学，生物工学を中心に深く学修し，さらに機械工学，電気電子工学，制御工学，およびコンピュー 

タ工学等の幅広い工学分野を複合・融合させた「総合システム工学」の教育プログラムで達成される能力を 

身につけた技術者を育成する。 

                      （出典 本校公式ウェブサイト、専攻科概要） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

学校教育法に基づき目的を定め，それの実現のために，本校の教育理念，教育目的，教育方針，学

習教育目標，養成すべき人材像，教養科・各専門学科及び，専攻科の目的，教育目標，教育目標の実

践指針，各専攻の目的を資料に示すとおり全て明確に定めている。 
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観点１－２－①： 目的が，学校の構成員（教職員及び学生）に周知されているか。 

（観点に係る状況） 

教職員に対しては，学生便覧（資料１－２－①－１）の配布と本校公式ウェブサイト（資料１－２

－①－２）により周知し，特に新任教職員に対しては，本校概要（資料１－２－①－３）及び新任教

職員オリエンテーション（資料１－２－①－４）で説明し周知している。学生に対しては，学生便覧

（資料１－２－①－１）の配布と，特に新入生に対しては新入生オリエンテーション（資料１－２－

①－５）で説明し周知している。本校の教育理念と学習・教育目標が日常的に教職員及び学生の目に

触れるようにし周知度の向上を図る目的で，平成22年度末にパネル（資料１－２－①－６）を作成し

校内の主だった場所に掲示した。 

資料１－２－①－１ 

教育理念等を掲載した学生便覧表紙裏面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         （出典 平成 23 年度学生便覧表紙裏面） 
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資料１－２－①－２ 

教育理念等を掲載した本校公式ウェブサイトの該当部分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             （出典 本校公式ウェブサイト） 
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資料１－２－①－３ 

教育理念等を掲載した沼津高専概要の該当ページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       （出典 平成 23 年度 沼津工業高等専門学校概要 P.2） 
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資料１－２－①－４ 

新任教職員オリエンテーションでの教育理念等の周知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    （出典 平成 23 年度 新任教職員オリエンテーション スライド資料） 

 

資料１－２－①－５ 

新入生オリエンテーションでの教育理念等の周知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    （出典 平成 23 年度 新入生オリエンテーション スライド資料） 

 

資料１－２－①－６ 

教育理念，学習・教育目標，専攻科教育目標掲示パネル 
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各学科等の教育目的は，学生便覧（資料１－２－①－７）に学科等の概要紹介とともに掲載してい

る。本校公式ウェブサイトの学科案内（資料１－２－①－８）で各学科の概要紹介を掲載し，その中

にも各学科等の目的を説明している。 

 

資料１－２－①－７ 

学科の教育目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          （出典 平成 23 年度 学生便覧 P.83） 
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資料１－２－①－８ 

学科の目標等を掲載したウェブサイトの該当部分（機械工学科の例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            （出典 本校公式ウェブサイト） 

 

 専攻科の目標，各専攻の目的等は本校公式ウェブサイトに公開し（資料１－２－①－９），パネル

に作成したものを専攻科棟の主要個所に掲示して周知を図っている（前出資料１－２－①－６）。教

育目標の実践指針は学生便覧に掲載し周知している（資料１－２－①－10）。 
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資料１－２－①－９ 

専攻科の目標，各専攻の目的を掲載したウェブサイト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             （出典 本校公式ウェブサイト） 
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資料１－２－①－10 

専攻科教育目標の実践指針の掲載部分（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           （出典 平成 23年度学生便覧 P.51） 

 

 平成 22 年度末（平成 23 年２月）に，教職員（非常勤講師を含む）と準学士課程及び専攻科課程の

学生に対して，目的等の周知状況等についてアンケート調査を実施した。アンケート実施の数週間前

に教育理念，学習・教育目標掲示パネル（前出資料１－２－①－６）を校内に掲示したが，それ以外

にはアンケートに先立ち学生達に事前情報を与えることなく実施した。同アンケートでは，目的の周

知度の他に，シラバスの活用状況，成績評価方法等の周知度，学修単位科目の周知度も併せて調査し，

教職員に対してはアドミッションポリシーの周知度も加えて調査した。回答数は，準学士課程学生

972（１年 206，２年 191，３年 204，４年 198，５年 173），専攻科課程学生 55，教職員 116（常勤

教員 48，非常勤講師 33，技術職員 12，事務職員 23）である。それぞれに対する質問内容は（資料１

－２－①－11～13）に示す。「Ⅰ．本校の目的の周知度に関する調査」について，準学士課程学生に
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対する設問４は「学習・教育目標」，専攻科課程学生に対する設問４は「専攻科教育目標」，教職員

に対する設問４は「学習・教育目標」，設問５は「専攻科教育目標」について問うている。 

資料１－２－①－11 

目的の周知度等調査アンケートの質問 [準学士課程学生用] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       （出典 平成 22 年度実施アンケート調査資料） 
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資料１－２－①－12 

目的の周知度等調査アンケートの質問 [専攻科課程学生用] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      （出典 平成 22年度実施アンケート調査資料） 
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資料１－２－①－13 

目的の周知度等調査アンケートの質問 [教職員用] 
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                      （出典 平成 22年度実施アンケート調査資料） 

 

 上記アンケートによる「本校の目的の周知度に関する調査結果」を以下に示す。 

 

１．教育理念の周知度（資料１－２－①－14） 

 「よく知っている」「ある程度の内容まで知っている」と答えた者の割合は，教職員は平均してほ

ぼ 80%，専攻科学生は 65%，準学士課程学生は約 45%であった。「見聞きしたことはある」まで含め

れば，準学士課程学生以外はほぼ 100%である。準学士課程学生も 80%が知っていることになるが，内

容まで理解していない者が多いことがうかがえる。 
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２．教育目的の周知度（資料１－２－①－15） 

 「よく知っている」「ある程度の内容まで知っている」と答えた者の割合は，事務職員を除く教職

員はほぼ 75%，事務職員は 44%，専攻科学生は 62%，準学士課程学生は 24%である。平成 22 年度まで

の学生便覧には記載されていなかったが，平成 23 年度のものから記載するように改めた。 

 

３．教育方針の周知度（資料１－２－①－16） 

 「よく知っている」「ある程度の内容まで知っている」と答えた者の割合は，事務職員を除く教職

員はほぼ 75%，事務職員は 48%，専攻科学生は 60%，準学士課程学生は 23%である。「全く知らない」

と答えた者の割合が，準学士課程学生は 30% 近くあり，周知度の向上を図る必要がある。教員でも 6

～8% あることがわかった。 

 

４．学習・教育目標の周知度（資料１－２－①－17） 

 「よく知っている」「ある程度の内容まで知っている」と答えた者の割合は，常勤教員は 85%，非

常勤講師は 70%，技術職員は 75%，事務職員は 43%，準学士課程学生は 24%である。「全く知らない」

と答えた者の割合が，準学士課程学生では 30% 近くあり、周知度の向上を図る必要がある。 

 

５．養成すべき人材像の周知度（資料１－２－①－18） 

 「よく知っている」「ある程度の内容まで知っている」と答えた者の割合は，常勤教員は 83%，非

常勤講師は 67%，技術職員は 58%，事務職員は 48%，専攻科学生は 78%，準学士課程学生は 45%である。 

 

６．専攻科教育目標の周知度（資料１－２－①－19） 

 「よく知っている」「ある程度の内容まで知っている」と答えた者の割合は，常勤教員は 75%，非

常勤講師は 55%，技術職員は 33%，事務職員は 48%，専攻科学生は 66%である。「見聞きしたことはあ

る」まで含めれば，知っている専攻科学生はほぼ 100%に近い。教職員では専攻科に関わらない者が

いるため，他の項目に比べ周知度が少し低くなっている。 

 

 全項目に関して，準学士課程学生に対する周知度が低い結果であった。「見聞きしたことはある」

まで含めれば70～80%であり，存在は周知されているということになるが，内容の周知と理解を促す

ことが必要であることがわかった。そのため，平成23年４月から全ホームルームに教育理念等を記載

したパネル（資料１－２－①－20）を掲示し学級担任を通じて改めて周知を図った。 
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資料１－２－①－14 

教育理念の周知度調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 平成 22年度実施アンケート調査資料） 
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資料１－２－①－15 

教育目的の周知度調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      （出典 平成 22年度実施アンケート調査資料） 
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                                 資料１－２－①－16 

教育方針の周知度調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      （出典 平成 22年度実施アンケート調査資料） 
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                                  資料１－２－①－17 

学習・教育目標の周知度調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      （出典 平成 22年度実施アンケート調査資料） 
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資料１－２－①－18 

養成すべき人材像の周知度調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      （出典 平成 22年度実施アンケート調査資料）      

 



沼津工業高等専門学校 基準１ 

28 

資料１－２－①－19 

専攻科教育目標の周知度調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      （出典 平成 22年度実施アンケート調査資料） 

 

資料１－２－①－20 

教育理念等のホームルームへの掲示 
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（分析結果とその根拠理由） 

学生便覧，概要，ホームページ等へ掲載し，さらに常に目に触れるようパネルを作成して校内の

主要個所に掲示するなどして周知を図っている。特に年度当初には新入生，新任教職員にはオリエ

ンテーションを通じて周知を図っている。平成23年２月に行った周知度調査アンケートの結果によ

れば，教育理念，教育目的，教育方針，学習・教育目標（専攻科は専攻科教育目標）について「よ

く知っている」「ある程度の内容まで知っている」と答えた者の割合は，教職員は平均して70～

80%，専攻科学生は60～70%であることから，周知されていると判断する。準学士課程学生について

は「見聞きしたことはある」まで含めれば70～80%であり，それらの存在は周知されているが，内

容の理解を促すために全ホームルームに教育理念等を記載したパネルを掲示し担任教員を通じて周

知を徹底したことにより，周知されたと判断する。 

 

観点１－２－②： 目的が，社会に広く公表されているか。 

（観点に係る状況）  

本校公式ウェブサイトに，教育理念・教育目的等（前出資料１－２－①－２），及び専攻科の目

標等（前出資料１－２－①－９）を掲載し社会に広く公表している。 

印刷物では，本校学校概要（前出資料１－２－①－３）を就職関連企業からの来訪者，来客，進

学説明会，１日体験入学，中学校訪問等で広く配布している。その他，入試広報資料（資料１－２

－②－１，２）にも教育理念・教育目的・教育方針等を記載し，県内外の中学校への送付，中学校

訪問，進学説明会，１日体験入学，個別対応のオープンキャンパス，公開講座，出前授業等を通じ

て広く配布している。平成22年度より，入試広報リーフレット（イントロダクション）は静岡県内

全中学校の３年生全員に配布している。進学説明会，１日体験入学，個別対応のオープンキャンパ

ス等では資料の配布と併せて，スライドを用いて説明している（資料１－２－②－３）。入学者募

集要項にも明記している（資料１－２－②－４～６）。これら資料の配布部数等は（資料１－２－

②－７）に示す。 

入試広報リーフレット（イントロダクション）            資料１－２－②－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              （出典 NCT Today INTRODUCTION 2011） 
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資料１－２－②－２ 

入試広報リーフレット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       （出典 NCT Today 2010） 

 

資料１－２－②－３ 

進学説明会用スライド資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            （出典 平成 22 年度進学説明会用「学校紹介と入試制度」スライド） 
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資料１－２－②－４ 

準学士課程学生募集要項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         （出典 平成 23 年度 学生募集要項） 

 

資料１－２－②－５ 

編入学生募集要項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        （出典 平成 23 年度 編入学生募集要項） 
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資料１－２－②－６ 

専攻科学生募集要項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       （出典 平成 23 年度 専攻科学生募集要項） 

 

資料１－２－②－７ 

各種資料の配布先と配布部数等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              （出典 総務課及び学生課入試係の平成 22 年度資料より調査） 

資料・作成部数 配布先・用途 配布部数 備考

１．学校概要・2400部 来客等用 750部

進学説明会・体験入学・中学校訪問等 1,200部
就職関係企業用他 450部

２．入試広報リーフレット・68,000部 静岡県内中学校  265校 36,201部
　　　（イントロダクション） 山梨県内中学校  93校 9,570部

神奈川県内中学校  70校 10,799部
３．入試広報リーフレット・12,000部 静岡県内中学校  291校 5,300部
　　　　　ＮＣＴ　Ｔｏｄａｙ 山梨県内中学校  92校 920部

神奈川県内中学校  94校 940部
４．準学士課程学生募集要項・2000部 静岡県内中学校  265校 265部

山梨県内中学校  92校 92部
神奈川県内中学校  94校 94部

５．編入学生募集要項・370部 静岡県内高等学校  146校 205部
山梨県内高等学校  6校 9部
神奈川県内高等学校  15校 15部

６．専攻科学生募集要項・200部 国公立私立高専　61校 61部

残部は、進学説明
会・体験入学・中
学校訪問・出前授
業・公開講座・個
別オープンキャン
パス等でほぼすべ
て配布

行事 実施回数 参加者数／広報資料配布部数

１．中学校訪問   県内中学校 160校 広報資料配布部数 ：320

                 県外中学校 23校 広報資料配布部数 ：46
２．一日体験入学 1回 参加者総数：946名（中学生：500、保護者：442、中学校教諭：4）

３．進学説明会 10回 参加者総数：693名（中学生：138、保護者：169、中学校教諭：71）

４．出前授業 25回 広報資料配布部数 ：280
５．公開講座 32回 受講生総数：373、広報資料配布部数：448
６．個別オープンキャンパス 12回 来校者総数：23
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（分析結果とその根拠理由） 

本校公式ウェブサイトに教育理念・教育目的，専攻科の目標等を公開し社会に広く公表している。

印刷物では，学校概要，入試広報資料及び学生募集要項等に教育理念・教育目的・教育方針等を記

載し，県内外の中学校等への送付，中学校訪問，進学説明会，一日体験入学，個別対応のオープン

キャンパス，公開講座，出前授業等への参加者及び就職関連企業からの来訪者等へ広く配布し公表

しており，目的が社会に広く公表されていると判断する。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 

本校の教育理念，教育目的，教育方針，学習教育目標，養成すべき人材像，教養科・各専門学科

の教育目的，本校の学生受入方針を規則として明確に定め，本校公式ウェブサイトにわかりやすく

公開している点及び，静岡県内全中学校の３年生全員に入試広報リーフレット（イントロダクショ

ン）を配布し，教育理念と教育方針を広く周知している点で優れている。 

 

（改善を要する点）  

該当なし。 

 

（３）基準１の自己評価の概要 

本校は，学則第１条においてその目的を明確に定めている。さらに，初代校長の遺訓である「人柄

のよい優秀な技術者となって世の期待にこたえよ。」を教育理念とし，これを柱として，教育目的，

教育方針，学習教育目標，養成すべき人材像，教養科・各専門学科の教育目的及び本校の学生受入方

針を平成 20 年５月に「沼津工業高等専門学校の教育理念等に関する規則」として整備した。専攻科

の目的は学則第 45 条に定め，その目的を実現するための教育目標を学則第 46条の４に明確に定め，

さらに，専攻科の教育目標を実践するための指針として，具体的達成目標を「沼津工業高等専門学校

専攻科教育目標の実践指針」として定めている。各専攻の目的は平成 23 年２月に定め本校公式ウェ

ブサイトにスローガンとして開示している。これらは，学校教育法第 115 条に規定された，高等専門

学校一般に求められる目的に則ったものとなっている。 

 本校の教育理念，教育目的等は，教職員に対しては，学生便覧の配布と本校公式ウェブサイト及び，

新任教職員に対しては，本校概要の配布と新任教職員オリエンテーションでの説明により周知してい

る。学生に対しては，学生便覧の配布，教室及び校内主要個所への掲示，新入生オリエンテーション

での説明等により周知している。平成22年度末に実施した周知度調査アンケートでは，教職員及び専

攻科学生には概ね周知されていると判断できる結果が得られたが，準学士課程学生については満足で

きる結果でなかったため，全ホームルームに教育理念等を記載したパネルを掲示し担任教員を通じて

周知を徹底する対応をした。 

社会一般に対しては，本校公式ウェブサイトに教育理念，教育目的等，及び，専攻科の目標等を掲

載し広く公表している。印刷物では，学校概要，入試広報資料及び学生募集要項等に，教育理念，教

育目的，教育方針等を記載し，県内外の中学校，高等学校，全国高専等へ送付し，中学校訪問，進学

説明会，一日体験入学，個別対応のオープンキャンパス，公開講座，出前授業等への参加者及び就職

関連企業等からの来訪者へ多数部を配布し広く公表している。 
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基準２ 教育組織（実施体制） 

（１）観点ごとの分析 

観点２－１－①： 学科の構成が，教育の目的を達成する上で適切なものとなっているか。 

 

（観点に係る状況） 

準学士課程は中学校卒業生を対象に５年一貫教育を実施するなか，低学年全寮制を主軸とした全人教

育を実施し，国際感覚豊かで工学に関する基礎知識を身に付け，同時に，実験及び実習，情報技術を重

視する実践的かつ創造的技術者を養成するという教育方針(資料２－１－①－１)に基づき，機械工学科，

電気電子工学科，電子制御工学科，制御情報工学科，物質工学科の５学科で構成しており，その編成は

高等専門学校設置基準の規定に適合している(資料２－１－①－２)。そして，全学科の学生を対象に基礎

学力の養成と幅広い教養と人間性を育成する目的で教養科（一般科目担当の教員組織）を置いている。静

岡県東部地域には，自動車，産業用機械，電気電子，情報機器，製紙，医薬品関連等の多様な企業が存

在し，各分野の技術者の育成が望まれており，静岡県東部地域で唯一の国立の理工系高等教育機関であ

る本校の学科構成は，地域産業界の需要に適合したものとなっている。 

 

資料２－１－①－１ 

沼津工業高等専門学校の教育理念等に関する規則(抜粋) 

 

第４条 本校の教育方針は、次のとおりとする。 

（１）低学年全寮制を主軸とするカレッジライフを通じて、全人教育を行う。 

（２）コミュニケーション能力に優れた国際感覚豊かな技術者の養成を行う。 

（３）実験・実習及び情報技術を重視し、社会の要請に応え得る実践的技術者の養成を行う。 

（４）教員の活発な研究活動を背景に、創造的な技術者の養成を行う。 

 

(出典 本校規則集) 

 

資料２－１－①－２ 

沼津工業高等専門学校学則(抜粋) 

 

(出典 本校規則集) 
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各学科は「社会から信頼される，指導力のある実践的技術者」という当校で養成すべき人材像(資料２－１

－①－３)を基に「自ら考え行動できる実践的技術者」を共通のキーワードとして教育目的を定めている(資

料２－１－①－４)。それらは当校の教育理念，初代校長の遺訓「人柄のよい優秀な技術者となって世の期

待にこたえよ」(資料２－１－①－５)とも適合している。 

 

資料２－１－①－３ 

当校で養成すべき人物像 

 

(出典 平成 23 年度学生便覧) 

 

資料２－１－①－４ 

沼津工業高等専門学校の教育理念等に関する規則(抜粋) 

 

第８条 機械工学科の教育目的は、次のとおりとする。 

 （１）機械の開発・設計・製造の分野において、自ら考え行動できる実践的な技術者を養成することを目的とする。 

第９条 電気電子工学科の教育目的は、次のとおりとする。 

（１）電気エネルギー・エレクトロニクス・情報通信の開発・設計・製造・運用の分野において、自ら考え行動できる実践的な技

術者を養成することを目的とする。 

第１０条 電子制御工学科の教育目的は、次のとおりとする。 

（１）電気・機械・情報工学のシステム統合技術の分野において、自ら考え行動できる実践的な技術者を養成することを目的と

する。 

第１１条 制御情報工学科の教育目的は、次のとおりとする。 

（１）コンピュータを応用したシステムの設計・製造・運用の分野において、自ら考え行動できる実践的な技術者を養成すること

を目的とする。 

第１２条 物質工学科の教育目的は、次のとおりとする。 

（１）化学工業・ファインケミカル・食品工業等の生産技術や研究開発の分野において、自ら考え行動できる実践的な技術者を

養成することを目的とする。 

(出典 本校規則集) 

 

資料２－１－①－５ 

沼津工業高等専門学校の教育理念等に関する規則(抜粋) 

 

第２条 本校の教育理念は、次のとおりとする。 

 （１）人柄のよい優秀な技術者となって世の期待にこたえよ。 

(出典 本校規則集) 
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（分析結果とその根拠理由） 

地域産業界の需要に適合した人材育成を行うに相応しい学科構成となっており，学科及び学級編成は

高等専門学校設置基準の規定に適合している。そして，各学科は教育の目的を，共通の人材像を軸に定

めており，本校の教育の目的を達成するために適切に構成されていると言える。  

 

 

観点２－１－②： 専攻科を設置している場合には，専攻科の構成が，教育の目的を達成する上で

適切なものとなっているか。 

 

（観点に係る状況） 

専攻科課程は準学士課程に積み上げ型の３専攻，機械・電気システム工学専攻，制御・情報システム工

学専攻，応用物質工学専攻で構成されている（資料２－１－②－１）。本校の専攻科課程は「高等専門学校

等の教育における成果と伝統を踏まえ，研究指導を通じた工学に関する深い専門性を基に，創造的な知

性と視野の広い豊かな人間性を備えた技術者を育成するとともに，産業社会との学術的な協力を基礎に教

育研究を行い，もって地域社会の産業と文化の進展に寄与する」ことを目的とし，その目的・内容は学校教

育法に適合している（資料２－１－②－１）。教育目標として「（１）工学倫理の自覚と多面的考察力」，「（２）

社会要請に応えられる工学基礎学力」，「（３）工学専門知識の創造的活用能力」，「（４）国際的な受信・発

信能力」，「（５）産業現場における実務への対応能力と，自覚的に自己研鑽を継続できる能力」の５つを掲

げ，本校の教育の目的に適合したものとなっている。これらの目標を理解し実践するために実践指針として

具体的な内容を定めている（資料２－１－②－２）。なお，３専攻は単一の技術者教育プログラムである「総

合システム工学」を構成し，第４，第５学年の教育プログラムと合わせてＪＡＢＥＥの認定を受けている（資料２

－１－②－３）。 
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資料２－１－②－１ 

沼津工業高等専門学校学則(抜粋) 
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(出典 平成 23 年度学生便覧Ｐ11，12) 
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資料２－１－②－２ 

沼津工業高等専門学校専攻科教育目標の実践指針 
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（出典 平成 23 年度学生便覧Ｐ51,52） 
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資料２－１－②－３ 

ＪＡＢＥＥ認定証 

 

 

 

（出典 本校公式ウェブサイト） 

（分析結果とその根拠理由） 

専攻科課程３専攻は，準学士の教育成果の上に，研究指導を通じた教育を行い地域社会の産業と

文化の進展に寄与することを目的としており，学校教育法の規定に適合したものであるとともに，

地域産業界の需要に合致したものであり，本校の教育目的を達成するために適切な構成となってい

る。 
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観点２－１－③： 全学的なセンター等を設置している場合には，それらが教育の目的を達成する

上で適切なものとなっているか。 

（観点に係る状況） 

本校は教育の目的を達成するため全学的なセンター等として，機械実習工場，総合情報センター及び

地域共同テクノセンターを設置している。各センター長には教員を任命して運営している（資料２－１－③－

１）。学科等及びセンター等の業務を遂行する技術専門員と技術職員は技術室に配属され，専門的な技術

の内容と必要に応じて，班を構成し業務にあたっている（資料２－１－③－２，３）。 

資料２－１－③－1 

沼津工業高等専門学校教員組織規則(抜粋) 

 

（総合情報センター長） 

第１２条 本校の総合情報センターに、総合情報センター長を置く。 

２ 総合情報センター長は、本校の教授又は准教授の中から校長が任命する。 

３ 総合情報センター長は、校長の命を受け、総合情報センターに関することを掌理する。 

４ 総合情報センター長の任期は１年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任の期

間とする。 

５ 総合情報センターに、副総合情報センター長を置くことができる。 

６ 副総合情報センター長は、総合情報センター長を補佐し、総合情報センター長に事故あるときは、その職務を代行する。  

（地域共同テクノセンター長） 

第１３条 本校の地域共同テクノセンターに、地域共同テクノセンター長を置く。 

２ 地域共同テクノセンター長は、本校の教授又は准教授の中から校長が任命する。 

３ 地域共同テクノセンター長は、校長の命を受け、地域共同テクノセンターに関することを掌理する。 

４ 地域共同テクノセンター長の任期は１年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残

任の期間とする。 

５ 地域共同テクノセンターに、副地域共同テクノセンター長を置くことができる。 

６ 副地域共同テクノセンター長は、地域共同テクノセンター長を補佐し、地域共同テクノセンター長に事故あるときは、その職

務を代行する。 

（技術室長） 

第１４条 本校の技術室に、技術室長を置く。 

２ 技術室長は、本校の教授又は准教授の中から校長が任命する。 

３ 技術室長は、校長の命を受け、本校技術室に関することを掌理する。 

４ 技術室長の任期は１年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任の期間とする。 

（実習工場長） 

第１６条 本校の実習工場に、実習工場長を置く。 

２ 実習工場長は、本校の教授又は准教授の中から校長が任命する。 

３ 実習工場長は、校長の命を受け、本校実習工場に関することを掌理する。 

４ 実習工場長の任期は１年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任の期間とす

る。 

５ 実習工場に、副実習工場長を置くことができる。 

６ 副実習工場長は、実習工場長を補佐し、実習工場長に事故あるときは、その職務を代行する。 

             （以下、省略） 

(出典 本校規則集) 
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資料２－１－③－2 

沼津工業高等専門学校技術室規程(抜粋) 

 

（班・班長） 

第７条 技術室に，専門的技術の内容と必要に応じて，班および班長を置く。 

(1) 実習工場班（主に機械実習工場に関する業務を行う。） 

(2) 機械系班（主に機械工学科及び制御情報工学科に関する業務を行う。） 

(3) 電気・電子・情報系班（主に電気電子工学科，電子制御工学科及び総合情報センターに関する業務を行う。） 

(4) 物理・化学系班（主に教養科及び物質工学科に関する業務を行う。） 

２ 班長は上司の命を受け，班の業務を統括し，円滑な業務遂行に努め，必要な連絡調整を行う。 

(出典 本校規則集) 

 

資料２－１－③－３ 

沼津高専技術室組織図 

 

（出典 本校ウェブサイト） 
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機械実習工場は機械工学科の工作実習を担当しているのみならず他４学科のものづくり実習教育も担

当しており（資料２－１－③－４），全学の実践的ものづくり教育を支えるセンターとなっている。 

資料２－１－③－４ 

平成２3 年度実習工場の利用状況 

 

 

（出典 本校学内限定ウェブサイト) 
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他に，卒業研究の実験装置部品等の製作をする学生の支援，ロボコン等の部品作成をする学生等の支

援を行う中で，創造的，実践的技術者養成に有効に機能している（資料２－１－③－５）。 

資料２－１－③－５ 

平成 22 年度技術室依頼加工状況一覧表 

 

（出典 技術室長作成資料） 
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総合情報センターは，昭和 51 年に設置された情報処理教育センター（資料２－１－③－６）を母体とし，

本校全体の情報基盤整備をも業務として包含する組織として平成 19 年度に発足した（資料２－１－③－７，

８）。 

資料２－１－③－６ 

本校の沿革 

 

（出典：平成 23年度学生便覧Ｐ １） 
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資料２－１－③－７ 

沼津工業高等専門学校総合情報センター規則(抜粋) 

（設置） 

第 1条 沼津工業高等専門学校（以下「本校」という。）に、総合情報センター（以下「センター」という。）を置く。 

（目的） 

第２条 センターは、学内情報基盤の維持管理、運用及び設計並びに学内情報資源の有効活用のための企画、調整及び技術

支援等を行うとともに、学内全般の情報教育の中心的役割を担うことを目的とする。 

（業務） 

第３条 センターは、次に掲げる業務を行う。 

 ⑴ 学内情報基盤の維持管理、運用及び設計に関すること。 

 ⑵ 学内情報ネットワークのセキュリティ管理に関すること。 

 ⑶ サブネットワーク運用の調整及び技術支援に関すること。 

 ⑷ 学内情報資源の有効活用のための企画、調整及び技術支援に関すること。 

 ⑸ 事務情報化の推進に関すること。 

 ⑹ 学生に関する情報教育に関すること。 

 ⑺ 高等専門学校情報処理教育研究委員会に関すること。 

 ⑻ プログラミングコンテストに関すること。 

 ⑼ その他センターの目的を達成するために必要な事項 

      （以下、省略） 

(出典 本校規則集) 

 

資料２－１－③－８ 

情報センター組織図ならびに平成 23 年度構成員 

 

（出典 本校公式ウェブサイト） 
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情報技術を重視した本校の教育方針に沿って，学内全般の情報教育の中心的役割を担っており，全学

科の低学年時における情報リテラシー教育を担当しているほか，学内の情報処理演習室の教育用システム

の維持管理業務も担っており，総合情報センター内の演習室は多くの科目で利用されている(資料 2－1－

③－９)。 

 

資料２－１－③－９ 

平成 23 年度前期 情報センターの利用状況 

 

 

 

（出典 本校学内限定ウェブサイト） 
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地域共同テクノセンターは平成 1６年に発足し，地域共同テクノセンター長を委員長とした地域連携・研

究支援委員会が設置され，部門制による組織を構成することでセンターの機能的な運営が行われている

（資料２－１－③－10）。 

 

資料２－１－③－10 

地域共同テクノセンターが運営する地域連携・研究支援委員会組織図 

 

（出典 本校公式ウェブサイト） 

 

また，地域共同テクノセンターでは先端の設備を活用した共同研究が 53 件，受託研究が３件と全国高専で

もトップクラスの共同研究が実施されている（資料２－１－③－11）。 
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資料２－１－③－11 

平成 22 年度共同研究受託研究一覧 

共同研究
本校研究
担当者 研究題目 研究開始日
(延長開始日)研究終了日

M小林隆，新冨，永禮
極低温度乾燥空気発生装置用の高断熱フレキシブル配管及
び継手の開発

研究料納付後
（20.7.22)

H23.3.31

M小林隆
管フランジ継手の密封性能に与えるガスケット特性及び温
度条件の影響に関する研究

H21.4.1 H22.6.30

C蓮實
醗酵技術によるオカラ及び食品工場由来の未利用副産物を
機能性飼料化する研究

契約締結日
（H21.4.13)

H22.5.31

S藤尾
検査冶具のＣＡＤによる自動設計及び加工ＮＣデーター変
換

H21.5.28 H22.5.27

C稲津 メタン貯蔵剤の開発
研究料納付後
（H21.6.11)

H22.5.31

C蓮實,竹口
馬鈴薯澱粉工場におけるタンパク質回収技術の開発
酸等電点沈殿処理上清の嫌気性微生物分解の可能性につい

研究料納付後
（H21.7.6)

H22.4.30

C蓮實,竹口 呼気ガスを用いた疲労測定器の開発
研究料納付後
（H21.8.31)

H22.4.30

C蓮實 微生物によるガソリンスタンドの油汚染土壌浄化
研究料納付後
（H21.8.27)

H22.8.31

C蓮實 イムノクロマト法高感度化技術の確立
研究料納付後
（H21.10.14)

H22.7.31

C蓮實 新規消化管がんマーカーを指標とした診断方法の開発
研究料納付後
（H21.10.14)

H22.7.31

C蓮實,竹口 アルカリゲネス・フェカリス菌を用いた脱臭装置の研究
研究料納付後
（H21.10.20)

H22.8.31

C蓮實,竹口 二流体ノズルを用いた霧化粒子塗着装置の開発
研究料納付後
（H21.9.25)

H22.4.30

C蓮實,稲津,藁科 水素化マグネシウムの利用技術開発
研究料納付後
（H21.12.15)

H22.5.31

C蓮實,E望月孔,C稲津,竹口センシングに関する要素技術の検討 H21.4.22 H24.3.31

C渡辺,稲津 スラッジの発生を抑制しためっき廃液処理方法の開発
研究料納付後
（H21.6.10)

H23.3.31

S藤尾,鈴木茂 プラスチック金型の高効率・高精度加工 H22.4.1 H23.3.31

S藤尾 金型加工の高性能化 H22.4.1 H23.3.31

C押川
「光酸化による芳香族アルデヒド類及びカルボン酸類の製
造」に関する研究

H22.4.1 H23.3.31

L住吉 クラスター模型による核構造及び反応の研究 H22.4.1 H23.3.31

C蓮實 光触媒と紫外線灯の組合せによる減菌・殺菌作用の確認
研究料納付後
（H22.5.7)

H23.3.31

E高野 回転子、固定子を同軸で回転させる発電機の開発研究
研究料納付後
（H22.5.28)

H22.9.30

C芳野 コタラヒムブツのマウス免疫系に対する作用に関する研究
研究料納付後
（H22.4.30)

H23.3.31

C蓮實
プロテアーゼを使い鰹節の旨み成分を増加させ、削り節に
加工する加工方法の開発及びかつおぶし虫の体内に持つ有

研究料納付後
（H22.6.30)

H23.3.31

C竹口 人の疲労度、集中力の計測方法の確立
研究料納付後
（H22.6.30)

H23.4.30

D鄭 防振台に組み込むダンパーの開発
研究料納付後
（H22.5.14)

H23.3.31

C蓮實 イムノクロマト法高感度化基盤技術の化学的解析
研究料納付後
（H22.6.15)

H23.7.31

C蓮實 新規消化管がんマーカーを指標とした診断技術の開発
研究料納付後
（H22.6.15)

H23.7.31

S藤尾
検査冶具のＣＡＤによる自動設計及び加工ＮＣデーター変
換

H22.5.28 H23.5.27

M西田 海外鋼管の４点曲げ疲労強度に関する研究 H22.6.7 H22.12.31

C竹口 スプレイ方式による薄膜塗布装置の研究開発
研究料納付後
（H22.6.7)

H23.4.30

C渡辺 リンを含む排水からのリン回収に関する研究
研究料納付後
（H22.6.10)

H23.3.20

C蓮實
二流体ノズルとアルカリゲネス・フェカリス菌を用いた新
規脱臭装置の開発

研究料納付後
（H22.6.10)

H23.8.31

D川上
飲料用紙容器におけるスカイブ成形不良の画像検知方法に
関する研究

研究料納付後
（H22.7.15)

H23.6.30

M小林
管フランジ継手の密封性能に与えるガスケット特性及び温
度条件の影響に関する研究

H22.7.1 H23.3.31

S長谷
実務スキル涵養する高専－技科大における制御工学教育プ
ログラムの検討と作成

H22.7.1 H23.3.15

C渡辺
技術者教育としての課外活動の可能性の提示と「人間力」
養成メソッドの開発

H22.7.1 H23.3.15

C渡辺
持続可能な社会構築を目的とする市民の連携促進と環境配
慮型まちづくりへの応用

H22.7.1 H23.3.15

S藤尾 機械システムのロバスト運動制御に関する研究 H22.7.1 H23.3.15

E佐藤 近接場光デバイスの基盤技術の研究開発 H22.7.1 H23.3.15

D遠山
ナノコンポジット材料の高電界下での電荷挙動の把握と電
気伝導機構の解明

H22.7.1 H23.3.15

C稲津
有機遷移金属錯体を構造規制剤に用いた新規ゼオライト合
成法の開発と吸着，触媒能の特性化

H22.7.1 H23.3.15

E望月孔 戸別同報受信機の商品化に関する研究
研究料納付後
（H22.7.30)

H23.3.31

C稲津
担持パラジウム触媒の酸化物薄膜修飾による触媒燃焼の基
質選択性向上

H22.7.23 H23.3.31

E野毛 水晶基板の加工技術と特性評価に関する研究 H22.7.23 H23.3.31

D遠山 電力ケーブル線路の水トリー劣化診断法の開発（その５）
研究料納付後
（H22.9.30)

H23.3.31

C蓮實 微生物によるガソリンスタンドの油汚染土壌浄化
研究料納付後
（H22.8.30)

H23.8.31

C蓮實,竹口 竜巻流発生装置を利用した水質浄化技術の検証
研究料納付後
（H22.9.2)

H23.3.31

C蓮實,竹口
馬鈴しょ澱粉工場排水の新規処理技術の検討（膜分離）
―フリューム水の好気性微生物分解の可能性について―

研究料納付後
（H22.9.13)

H23.4.30

C芳野
コタラヒムブツのマウス脂質代謝系に対する作用に関する
研究

研究料納付後
（H22.9.2)

H23.3.31

C蓮實,稲津,藁科
MgH2の加水分解促進・制御技術の開発とMgH2適用プロトタ
イプ携帯充電器の試作

研究料納付後
（H22.9.9)

H23.3.31

E望月孔 軸受け摩耗センサー開発の調査研究
研究料納付後
（H22.11.19)

H22.12.24

C稲津
BWRシビアアクシデント時の格納容器内残留水素除去のた
めのアンモニア合成触媒に関する研究

研究料納付後
（H22.11.30)

H23.3.25

C押川 光触媒によるトルエン誘導体の光直接酸化の化学種決定
契約締結日
（H22.11.29)

H23.3.31  
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受託研究
本校研究
担当者 研究題目 研究開始日
(延長開始日)研究終了日

S相良 水平＆鉛直器のデジタル表示化
研究料納付後
（H22.7.30)

H23.2.28

S相良 骨髄採取工具の試作開発 H22.9.13 H23.2.28

S藤尾
拡張現実感技術を応用した超音波ガイド下穿刺手技支援シ
ステムの開発

H22.9.13 H23.2.28  

（出典 総務課作成資料） 

多くの学生がこれらの研究に積極的に参加しており（資料２－１－③－12），総合開発力のある学生の育成

と地域産業界との連携を実現し，教育目標でもある「産業の実務に通じた実践的かつ創造的な技術者の養

成」に大きな成果を上げている。 

資料２－１－③－12 

地域共同テクノセンター指紋認証登録概数一覧 

平成２３年度地域共同テクノセンター利用一覧

テクノセンター施設・設備
申請名 提出日 施設名

1F
研究室

2F
研究室

3F
ｾﾐﾅｰ室

3F
研究室

1 新冨 雅仁 平成23年2月25日 M新冨
その他
（専攻科研究および専攻科実験で
の使用）

H23.4.1 H24.3.31 ○ レーザー顕微鏡

2 芳野 恭士 平成23年2月25日 C芳野
共同研究
（盛光）

H23.4.1 H24.3.31 ○ 質量分析計

3 稲津 晃司
2011/3/1（差替え）

2011/3/30
C稲津

1.共同研究
（矢崎総業）
2.共同研究
（東芝電力ｼｽﾃﾑ社）

H23.4.1 H24.3.31 ○
中央実験台および局所排気装置付
きドラフトチャンバー

学生4名
（C5吉田健人，C5大嶽遼子，C5辻
井明日香，C5曲木有希）

4 蓮實 文彦 平成23年3月16日 C蓮実
共同研究
（ビーエル（イムノ））

H23.4.1 H24.3.31 ○ LC/MS,LC
学生1名
（C5鈴木健士郎）

5 蓮實 文彦 平成23年3月16日 C蓮実
共同研究
（ビーエル（がんマーカ））

H23.4.1 H24.3.31 ○ LC/MS,LC
学生1名
（C5新美茉莉）

6 蓮實 文彦 平成23年3月16日 C蓮実
共同研究
（鈴与総合研究所）

H23.4.1 H24.3.31 ○ GC/MS
学生1名
（CB2福田洸平）

7 蓮實 文彦 平成23年3月16日 C蓮実
共同研究
（山岡環境設計）

H23.4.1 H24.3.31 ○ アンモニア吸収装置
学生1名
（CB2河村 慧）

8 蓮實 文彦 平成23年3月18日 C蓮実
共同研究
（合資会社 高福）

H23.4.12 H24.3.31 ○ LC/MS,LC
学生1名
（C5谷口勇貴）

9 蓮實 文彦 平成23年3月18日 C蓮実
共同研究
（小清水農協）

H23.4.1 H24.3.31 ○ LC/MS,LC
学生1名
（C5土屋陽香）

10 桶田 真司 平成23年3月30日
技術室
桶田

その他
（３次元立体造形機
Elite/ZPrinterのメンテナンス）

H23.4.1 H24.3.31 ○
Dimension Elite,　超音波洗浄機
Z Corp Z Printer 450

11 渡辺 敦雄 平成23年3月30日 C渡辺敦
共同研究
（臼井国際産業）

H23.4.1 H24.3.31 ○
RO膜装置、HFF、電気透析装置な
ど

学生4名
（C5青山奈々恵，C5勝又美香，C5
鈴木昂生，C5山田大貴）

12 渡辺 敦雄 平成23年3月30日 C渡辺敦
共同研究
（豊橋技科大）

H23.4.1 H24.3.31 ○
Wifitなどの身体動揺測定装置な
ど

学生4名
（C5青山奈々恵，C5勝又美香，C5
鈴木昂生，C5山田大貴）

13 永禮 哲生 平成23年3月31日 M永禮
共同研究
（アトマックス）

H23.4.1 H24.3.31 ○ ○ レーザー顕微鏡・三次元造型機

14 山中 仁 平成23年3月31日 M山中
その他
（３次元デジタル設計造形コンテ
スト）

H23.4.1 H24.3.31 ○
Dimension Elite,　Zprinter,
周辺PC

15 西田 友久 平成23年3月31日 M西田
その他
（科研費研究）

H23.4.1 H24.3.31 ○ 超深度形状測定顕微鏡　VK-8500

16 竹口 昌之 平成23年3月31日 C竹口
共同研究
（小清水町農協）

H23.4.1 H24.3.31 ○ ガスクロマトグラフ質量分析計

17 藤尾 三紀夫 平成23年3月31日 S藤尾
共同研究
（東芝機械）

H23.4.1 H24.3.31 ○ ○ ○
マシニングセンター（V33）プロ
ジェクタ，デスクトップパソコン
（MasterCAM，SolidWorksほか）

学生4名
（DS1山梨友里恵，DS1矢野公規，
S4秋山絵梨，S5石原賢太）

18 藤尾 三紀夫 平成23年3月31日 S藤尾
共同研究
（友成機工）

H23.4.1 H24.3.31 ○ ○ ○

プロジェクタ，デスクトップパソ
コン（SolidWorks､MasterCAM､
NaskaView），立型マシニングセ
ンターV33

学生4名
（S4川口龍樹，S4長谷川充，S5松
蔭 瞭，S5三改木裕矢）

19 藤尾 三紀夫 平成23年3月31日 S藤尾
共同研究
（東静クボタ工機）

H23.4.1 H23.5.27 ○ ○ ○

プロジェクタ，ノートパソコン，
デスクトップパソコン
（SolidWorks），立型マシニング
センターV33

学生1名
（S4杉山大輔）

20 柳下 福藏 平成23年3月31日 校長柳下
その他
（教員研究）

H23.4.1 H24.3.31 ○
エアー駆動二重偏心式スパイラル
穴あけ加工装置　他

柘植技術補佐員

21 古川 一実 平成23年3月31日 C古川
その他
（教員研究）

H23.4.1 H24.3.31 ○ クリーンベンチ

22 芳野 恭士 平成23年4月25日 C芳野
その他
（キムテック共同研究予備実験）

H23.4.25 H24.3.31 ○ 質量分析計

C押川
学生3名
（CB1大石駿介，CB1橋本芙弥，
CB1間部涼祐）

テクノセンター機器搬入
申請名 提出日 施設名

1F
研究室

2F
研究室

3F
ｾﾐﾅｰ室

3F
研究室

1 竹口 昌之 平成23年3月31日 C竹口
共同研究
（小清水町農協）

H23.4.1 H24.3.31 ○

2 稲津 晃司 平成23年4月25日 C稲津
共同研究
（東芝）（矢崎総業）

H23.4.25 H24.3.31 ○

2次元電気泳動システム一式

触媒分析装置（日本ベル製BELCAT，日機装製質量分析装置QMS）

設備名 その他学内利用者

搬入機器

申請者 利用目的 期間（始） 期間（終）

申請者 利用目的 期間（始） 期間（終）

（出典 総務課作成資料） 

（分析結果とその根拠理由） 

各センターは教育組織の一部として全学的に活用されており，教育の目的を達成する上で適切である。 
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  観点２－２－①： 教育活動を有効に展開するための検討・運営体制が整備され，教育活動等に

係る重要事項を審議する等の必要な活動が行われているか。 

（観点に係る状況） 

本校は，教育活動を有効に展開するために，校長の下に各種会議及び委員会が組織されている（資料２

－２－①－１）。 

資料２－２－①－１ 

沼津工業高等専門学校運営組織図 

＜構成員＞

アドミッション委員会
専攻科入試実行委員会

安全衛生委員会
就職委員会
尚友会館運営委員会
レクリエーション委員会
組換えＤＮＡ安全委員会
動物実験委員会
防災対策委員会
施設整備計画委員会
環境保全委員会

　　　　　　　　　　　他

教務小委員会

学生小委員会

寮務運営委員会寮務委員会

専攻科企画運営委員会

自己点検・評価委員会

運　営　会　議

運 営 諮 問 会 議

　そ  の  他  委　員　会　等　

副校長（教務主事）

校長補佐（学生主事）

各学科長

�

教務委員会

学生委員会

　　　校　　　　　長　　　

技術室運営委員会

校長補佐（寮務主事）

校長補佐（専攻科長）

校長補佐（特定業務担当）

図書運営委員会

総合情報ｾﾝﾀｰ委員会

地域共同テクノセンター長

図書館運営委員会

総合情報センター運営委員会

地域連携・研究支援委員会

専攻科担当教員会議

国際交流委員会

広報委員会

各学科会議総務委員会

教　　　員　　　会　　　議

図書館長

総合情報センター長

学生生活支援室長

事務部長

技術室長

 

（出典 総務課作成資料） 
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運営会議（資料２－２－①―２）は校長，副校長，校長補佐，事務部長，各課長を構成員とし，総務委員

会（資料２－２－①―３）に諮る教育活動と管理運営上の重要事項を協議する場として毎月定期的に開催し

ている。総務委員会は校長，副校長，校長補佐，各学科長，各施設長等及び事務部長を構成員として，校

長が議長を務め，教育・研究・管理運営等の総括責任者として提案議題について審議し，教育活動上の学

校の方針を決定する最高意思決定機関として毎月１回開催されている。 

資料２－２－①－２ 

沼津工業高等専門学校運営会議規則 

（平成 16.5.12制定） 

最終改正 平成 22.4.14 

 （設置） 

第１条 沼津工業高等専門学校に、沼津工業高等専門学校運営会議（以下「運営会議」という。）を置く。 

（任務） 

第２条 運営会議は、全校的視野に立った機動的な学校運営を推進するために必要な連絡調整を図ることを任務とする。 

 （組織） 

第３条 運営会議は、次に掲げる者をもって組織する。 

 （１） 校長 

 （２） 副校長（教務主事）、校長補佐（学生主事）及び校長補佐（寮務主事） 

 （３） 事務部長 

 （４） 総務課長及び学生課長 

 （５） その他校長が必要と認める者 

 （議長） 

第４条 運営会議に議長を置き、校長をもって充てる。 

 （会議の開催） 

第５条 運営会議は、原則として毎月２回開催する。ただし、議長が必要と認めるときは、臨時に開催することがある。 

（意見の聴取） 

第６条 議長が必要と認めるときは、第３条に規定する者以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。 

（事務） 

第７条 運営会議の事務は、総務課において処理する。 

 （雑則） 

第８条 この規則に定めるもののほか、運営会議の運営に関し必要な事項は、運営会議が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成 16年５月 12日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成 18年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規則は平成２１年４月１７日から施行し，平成２０年８月１日から適用する。 

  附 則 

この規則は，平成２２年４月１４日から施行し，同年４月１日から適用する。 

（出典 本校規則集） 
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資料２－２－①－３ 

沼津工業高等専門学校総務委員会規則 

（昭和 49.2.25制定） 

最終改正 平成 21.4.17 

 

（目的） 

第１条 沼津工業高等専門学校の管理運営の円滑を図るため、総務委員会（以下「委員会」という。）をおく。 

（組織） 

第２条 委員会は、校長が主宰し、次の委員をもって組織する。 

(1)副校長（教務主事）、校長補佐（学生主事）及び校長補佐（寮務主事） 

(2)学科長、教養科長及び専攻科長 

(3)本校教員で校長が任命した者 

(4)事務部長 

（審議事項） 

第３条 委員会は、校長の諮問に応じ、次の事項を審議する。 

(1)教育の方針に関すること。 

(2)学校の管理運営に関すること。 

(3)その他必要と認められること。 

（会議） 

第４条 委員会は毎月１回校長がこれを招集する。ただし、必要あるときは、臨時にこれを招集することができる。 

２ 校長に事故あるときは、副校長（教務主事）がその職務を代行する。 

（委員以外の者の委員会への出席） 

第５条 校長が必要と認めたときは、その都度委員以外の者に委員会への出席を求め、その意見をきくことができる。 

（幹事） 

第６条 委員会に幹事をおき、会務を整理する。 

２ 幹事は、総務課長及び学生課長をもって充てる。 

（委員会の事務） 

第７条 委員会の事務は、総務課において処理する。 

(雑則) 

第８条 この規則の改廃の必要あるときは、委員会の審議を経て校長が定めるものとする。 

附 則 

この規則は、昭和 49年２月 25日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成 10年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成 11年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成 16年４月 14日から施行し、同年４月１日から適用する。 

附 則 

この規則は、平成 17年４月１日から施行する。 
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附 則 

この規則は、平成 18年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は平成 21年 4月 17日から施行し、平成 20年 8月 1日から適用する。 

（出典 本校規則集） 

教員会議（資料２－２－①―４）は校長及び全教員が構成員となり，意思の統一及び情報の共有を図っ

ている。 

資料２－２－①－４ 

沼津工業高等専門学校教員会議規則 

（昭和 50.2.12制定） 

最終改正 平成 19.3.14 

(目的) 

第１条 沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)の教務・厚生補導及びその他に関する校長の諮問事項を審議するため教

員会議(以下「会議」という。)を置く。 

(組織) 

第２条 会議は、校長が主宰し、本校専任の教授・准教授・講師・助教・助手をもって組織する。 

(教員以外の者の会議への出席) 

第３条 校長が必要と認めるときは、その都度前条以外の者を会議に出席させ、その報告及び意見を求めることができる。 

(会議) 

第４条 会議は校長がこれを招集し、毎月１回開催することを原則とする。ただし、必要あるときは臨時にこれを招集することがで

きる。 

２ 会議の司会及び進行は、校長の指名する教員がこれにあたる。 

(常置委員会への審議事項の付託) 

第５条 会議の審議事項について必要と認められたものは、常置の委員会にその審議を付託することができる。 

２ 常置委員会の委員長は、付託された審議事項の審議結果を会議に報告するものとする。 

(会議の事務) 

第６条 会議の事務は、総務課において処理する。 

(雑則) 

第７条 この規則の改廃の必要あるときは、会議の審議を経て校長が定めるものとする。 

附 則 

この規則は、昭和 50年２月 12日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成 16年４月 14日から施行し、同年４月１日から適用する。 

附 則 

この規則は、平成 18年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成 19年４月１日から施行する。 

（出典 本校規則集） 
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校長の下，副校長（教務主事），校長補佐（学生主事）と校長補佐（寮務主事）の３主事を置き（資料２－２

－①―５），平成 22 年度からは校長補佐（専攻科長）及び校長補佐（特定業務担当），平成 23 年度からは

校長補佐（専攻科長），校長補佐（国際交流・ＦＤ担当）及び校長補佐（学際教育担当）を置き，教育活動を

有効に展開する教員組織を構成している（資料２－２－①―６）。 

 

資料２－２－①－５ 

沼津工業高等専門学校学則(抜粋) 

 

第９条 本校に副校長(教務主事)・校長補佐(学生主事及び寮務主事)を置く。 

２ 副校長(教務主事)は、校長の命を受け、教育計画の立案その他教務に関することを掌理する。 

３ 校長補佐(学生主事)は、校長の命を受け、学生の厚生補導に関すること(寮務主事の所掌に属するものを除く。)を掌理す

る。 

４ 校長補佐(寮務主事)は、校長の命を受け、学生寮における学生の厚生補導に関することを掌理する。 

(出典 本校規則集) 

 

資料２－２－①－６ 

沼津工業高等専門学校教員組織規則(抜粋) 

 

（定義） 

第２条 この規則において「教員」とは、学則第８条第１項に規定する教職員のうち、教授、准教授、講師及び助教で、本校に常

時勤務する者をいう。 

２ この規則において「専門学科」とは、学則第７条第１項に定める学科をいう。 

（教員組織） 

第３条 本校に専門学科のほか教養科を置き、原則として、教員は専門学科及び教養科（以下「学科等」という。）のうちいずれ

かの組織に属するものとする。 

（副校長） 

第４条 機構組織規則第５条第３項及び学則第９条第１項の規定に基づき、本校に副校長を置く。 

２ 副校長は、本校の教授の中から校長が任命する。 

３ 副校長は、校長を補佐し、本校の校務を掌理する。 

４ 副校長は、校長が不在のときはその職務を代行する。 

５ 副校長の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、副校長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任の期間と

する。 

（校長補佐） 

第５条 機構組織規則第５条第３項及び学則第９条第１項の規定に基づき、本校に校長補佐を置く。 

２ 校長補佐は、本校の教授又は准教授の中から校長が任命する。 

３ 校長補佐は、校長の職責遂行を助ける。 

４ 校長補佐の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、校長補佐に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任の

期間とする。 

第５条の２ 前条に定めるもののほか，本校に臨時の校長補佐を置くことができる。 
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（主事） 

第６条 学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第１７５条、機構組織規則第５条第１項及び学則第９条第１項の規

定に基づき、本校に教務主事、学生主事及び寮務主事（以下「主事」という。）を置く。 

２ 独立行政法人国立高等専門学校機構の主事等の任免に関する規則（独立行政法人国立高等専門学校機構規則第６１号）

の規定に基づき、教務主事については本校の教授の中から、学生主事及び寮務主事については本校の教授又は准教授の中

から、それぞれ校長の推薦を受けて独立行政法人国立高等専門学校機構理事長が任命する。 

３ 主事は、それぞれ学則第９条第２項から第４項までに掲げる職務を掌理する。 

４ 主事の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、当該主事に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任の期間と

する。 

（専攻科長） 

第９条 本校の専攻科に、専攻科長を置く。 

２ 専攻科長は、専攻科の授業を担当する本校の教授又は准教授の中から校長が任命する。 

３ 専攻科長は、校長の命を受け、専攻科に関することを掌理する。 

４ 専攻科長の任期は１年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任の期間とする。 

（学科長及び教養科長） 

第１０条 学科等に、学科長及び教養科長（以下「学科長等」という。）を置く。 

２ 学科長等は、本校の教授の中から校長が任命する。 

３ 学科長等は、校長の命を受け、次の各号に掲げる業務を行い、当該学科等の運営及び連絡調整に当たるものとする。 

(1) 当該学科等の運営及び会議に関すること。 

(2) 当該学科等を代表して意見の具申及び連絡調整に当たること。 

(3) 当該学科等の教育計画の立案及び学生の教育指導に関すること。 

(4) 所属教員の研究の伸展に関すること。 

(5) 当該学科等に属する施設、設備、機械及び器具等の管理に関すること。 

(6) 当該学科学生の進路指導に関すること。 

(7) その他当該学科等に関すること。 

４ 学科長等の任期は１年とし、再任を妨げない。ただし、当該学科長等に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残

任の期間とする。 

５ その他、学科長等の職務に関する事項は、別に定める。 

（出典 本校規則集） 

 

副校長（教務主事）は教育課程の編成及び実施、学校行事，入学，退学，転学の許可，進級及び卒業

の認定，出欠の扱い，指導要録の作成，教科書，その他図書及び教材の扱い等について校長を補佐し，

教務委員会（資料２－２－①―７）を運営している。教務委員会へ諮る事項等は主事・主事補・教務委員か

らなる教務小委員会で事前に検討を行っている(資料２－２－①－８)。 
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資料２－２－①－７ 

沼津工業高等専門学校教務委員会規則 

（昭和 49.4.1制定） 

最終改正 平成 20.2.13 

第１条 沼津工業高等専門学校の教務に関する重要な事項を審議するため、教務委員会（以下「委員会」という。）をおく。 

（組織） 

第２条 委員会は、次の委員をもって組織する。 

(1)副校長（教務主事） 

(2)教務副主事 

(3)教務主事補 

(4)学科長、教養科長及び専攻科長 

(5)図書館長 

(6)本校教員で校長が任命した者 

（審議事項） 

第３条 委員会は、校長の諮問に応じ、次の事項を審議する。 

(1)教育課程及び授業時間割の編成に関すること。 

(2)学校行事に関すること。 

(3)学生の教科履修に関すること 

(4)入学、退学、編入及び転科等に関すること。 

(5)指導要録等教務記録に関すること。 

(6)その他教務に関し必要と認められること。 

（委員の任期） 

第４条 委員は、校長が任命し、その任期は１年とする。ただし、再任は妨げない。 

２ 補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長） 

第５条 委員会の委員長は、副校長（教務主事）とする。 

２ 委員長に事故あるときは、教務副主事がその職務を代行する。 

（委員会の開催） 

第６条委員長は、必要と認めたとき委員会を開催し、その議長となる。 

(小委員会) 

第７条 委員長が必要と認めたときは、適時に小委員会をおき、委員長から委嘱された者は、指定された事項について調査及

び研究し、委員会に報告するものとする。 

(委員以外の者の委員会への出席) 

第８条 委員長が必要と認めたときは、その都度委員以外の者に委員会への出席が求め、その意見をきくことができる。 

(校長への報告) 

第９条 委員長は、委員会で審議された事項を、校長に報告するものとする。 

(幹事) 

第１０条 委員会に幹事をおき、会務を整理する。 

２ 幹事は、学生課長をもってあてる。 

(委員会の事務) 
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第１１条 委員会の事務は、学生課教務係において処理する。 

(雑則) 

第１２条 この規則の実施について、この規則の規定によりがたいときは、委員会の審議を経て、委員長が定めるものとする。 

附 則 

この規則は、昭和 49年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成 10年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成 11年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成 16年４月 14日から施行し、同年４月１日から適用する。 

附 則 

この規則は、平成 17年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成 20年４月１日から施行する。 

（出典 本校規則集） 

 

資料２－２－①－８ 

教務小委員会開催の連絡通知メール 

 

（出典 本校学内メール） 
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校長補佐（学生主事）は学生の課外活動，集団指導，奨学金，職業指導（就職等），学生会及びその行

事，保健指導，厚生福祉等について校長を補佐し，学生委員会（資料２－２－①―９）及び主事・主事補か

らなる学生小委員会を運営している。 

 

資料２－２－①－９ 

学生委員会規則 

（昭和 49.4.1制定） 

最終改正 平成 20.2.13 

 

第１条 沼津工業高等専門学校の教務に関する重要な事項を審議するため、教務委員会（以下「委員会」という。）をおく。 

（組織） 

第２条 委員会は、次の委員をもって組織する。 

(1)副校長（教務主事） 

(2)教務副主事 

(3)教務主事補 

(4)学科長、教養科長及び専攻科長 

(5)図書館長 

(6)本校教員で校長が任命した者 

（審議事項） 

第３条 委員会は、校長の諮問に応じ、次の事項を審議する。 

(1)教育課程及び授業時間割の編成に関すること。 

(2)学校行事に関すること。 

(3)学生の教科履修に関すること 

(4)入学、退学、編入及び転科等に関すること。 

(5)指導要録等教務記録に関すること。 

(6)その他教務に関し必要と認められること。 

（委員の任期） 

第４条 委員は、校長が任命し、その任期は１年とする。ただし、再任は妨げない。 

２ 補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長） 

第５条 委員会の委員長は、副校長（教務主事）とする。 

２ 委員長に事故あるときは、教務副主事がその職務を代行する。 

（委員会の開催） 

第６条 委員長は、必要と認めたとき委員会を開催し、その議長となる。 

(小委員会) 

第７条 委員長が必要と認めたときは、適時に小委員会をおき、委員長から委嘱された者は、指定された事項について調査及

び研究し、委員会に報告するものとする。 

(委員以外の者の委員会への出席) 

第８条 委員長が必要と認めたときは、その都度委員以外の者に委員会への出席が求め、その意見をきくことができる。 

(校長への報告) 
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第９条 委員長は、委員会で審議された事項を、校長に報告するものとする。 

(幹事) 

第１０条 委員会に幹事をおき、会務を整理する。 

２ 幹事は、学生課長をもってあてる。 

(委員会の事務) 

第１１条 委員会の事務は、学生課教務係において処理する。 

(雑則) 

第１２条 この規則の実施について、この規則の規定によりがたいときは、委員会の審議を経て、委員長が定めるものとする。 

附 則 

この規則は、昭和 49年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成 10年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成 11年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成 16年４月 14日から施行し、同年４月１日から適用する。 

附 則 

この規則は、平成 17年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成 20年４月１日から施行する。 

（出典 本校規則集） 



沼津工業高等専門学校 基準２ 

63 

校長補佐（寮務主事）は学寮の運営，管理，寮生の生活指導及び寮内規律の保持，その他寮務関係事 

項について校長を補佐し，寮務委員会（資料２－２－①―10）及び寮務運営委員会を運営している。 

 

資料２－２－①－10 

寮務委員会規則 
（昭和 49.10.30制定） 

最終改正 平成 20.2.13 
 
（目的） 
第１条 沼津工業高等専門学校学生寮規則第８条に基づく寮務に関する重要な事項を審議するため、寮務委員会（以下「委員
会」という。）を置く。 
（審議事項） 
第２条 委員会は、校長の諮問に応じ、次の事項を審議する。 
(1)寮生の教育及び訓育指導に関すること。 
(2)寮生の健康管理に関すること。 
(3)寮生の福利厚生に関すること。 
(4)寮生の生活相談に関すること。 
(5)学生の入寮及び退寮に関すること。 
(6)その他寮務に関し、必要と認められること。 
（組織） 
第３条 委員会は、次の委員をもって組織する。 
(1)校長補佐（寮務主事） 
(2)副校長（教務主事） 
(3)校長補佐（学生主事） 
(4)寮務副主事 
(5)寮務主事補 
(6)寮監 
(7)学級担任学年代表 
(8)本校教員で校長が任命した者 
（委員の任期） 
第４条 委員は校長が任命し、その任期は１年とする。ただし、再任は妨げない。 
（委員長） 
第５条 委員会の委員長は、校長補佐（寮務主事）とする。 
２ 委員長に事故あるときは、寮務副主事がその職務を代行する。 
(委員会の開催) 
第６条 委員長は、必要と認めたとき、委員会を開催し、その議長となる。 
(小委員会) 
第７条 委員長が必要と認めたときは、適時に小委員会をおき、委員長から委嘱された者は、指定された事項について調査及
び研究し、委員会に報告するものとする 
(委員以外の者の委員会への出席) 
第８条 委員長が必要と認めたときは、その都度委員以外の者に委員会への出席を求め、その意見をきくことができる。 
(校長への報告) 
第９条 委員長は、委員会で審議された事項を校長に報告するものとする。 
(幹事) 
第１０条 委員会に幹事をおき、会務を処理する。 
２ 幹事は、学生課長をもってあてる。 
(委員会の事務) 
第１１条 委員会の事務は、学生課寮務係において処理する。 
(雑則) 
第１２条 この規則の実施について、この規則の規定によりがたいときは、委員会の審議を経て、委員長が定めるものとする。 
附 則 
この規則は、昭和 49年 10月 30日から施行する。 
附 則 
この規則は、平成５年４月 14日から施行する。 
附 則 
この規則は、平成 10年４月１日から施行する。 
附 則 
この規則は、平成 16年４月 14日から施行し、同年４月１日から適用する。 
附 則 
この規則は、平成 20年４月１日から施行する。 

（出典 本校規則集） 
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特に寮では棟ごとに担当教員を置き，学生に対する細やかな指導を行っている（資料２－２－①－11）。 

資料２－２－①－11 

平成 23 年度寮務担当教員名簿 

 

（出典 寮務主事作成資料） 
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校長補佐（専攻科長）は専攻科教育課程の編成及び実施，入学，退学の許可，進級及び修了の認定，

その他専攻科の教育事項について校長を補佐し，専攻科担当教員会議（資料２－２－①－12）及び専攻

科企画運営委員会（資料２－２－①－13）を運営している。 

 

資料２－２－①－12 

沼津工業高等専門学校専攻科担当教員会議規則 

（平成 15.6.11制定） 

最終改正 平成 19.3.14 

 

（設置） 

第１条 沼津工業高等専門学校専攻科に専攻科担当教員会議（以下「会議」という。）を置く。 

（審議事項） 

第２条 会議は、校長の諮問に応じ、専攻科に関し、次に掲げる事項を審議する。 

 (1)教務に関する事項 

 (2)厚生補導に関する事項 

 (3)入学者の選抜に関する事項 

 (4)自己点検・評価に関する事項 

 (5)専攻科担当教員の資格審査に関する事項 

 (6)日本技術者教育認定機構（ＪＡＢＥＥ）の審査・認定に関する事項 

 (7)大学評価・学位授与機構の審査に関する事項 

 (8)その他専攻科の運営に関し、専攻科長が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 会議は、次に掲げる教員をもって組織する。 

 (1)専攻科長 

 (2)専攻科担当教員（本校専任の教授、准教授、講師及び助教に限る。） 

（議長） 

第４条 会議に議長を置き、専攻科長をもって充てる。 

２ 議長は、会議を主宰する。 

３ 専攻科長に事故があるときは、あらかじめ専攻科長の指名する教員がその職務を代行する。 

（議事） 

第５条 会議は、３分の２以上の構成員が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。 

２ 会議の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（企画・運営委員会） 

第６条 会議の円滑な運営を図るため、企画・運営委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会は、専攻科長及び第３条第２号の構成員のうちから専攻科長が指名する者をもって組織する。 

（意見の聴取） 

第７条 議長が必要と認めるときは、関係教員に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。 

（事務） 

第８条 会議に関する事務は、総務課及び学生課において処理する。 

（細目） 

第９条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な細目は、別に定める。 

附 則 

１ この規則は、平成１５年６月１１日から施行する。 

２ 沼津工業高等専門学校専攻科委員会規則（平成１４年３月１３日制定）は、廃止する。 

附 則 

この規則は、平成 16年４月 14日から施行し、同年４月１日から適用する。 

附 則 

この規則は、平成 18年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成 19年４月１日から施行する。 

 
 
 
 

（出典 本校規則集） 
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資料２－２－①－13 

専攻科企画運営委員組織図 

 

 

 

 

（出典 専攻科長作成資料） 
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校長補佐（特定業務担当（平成 22 年度），国際交流・ＦＤ担当（平成 23 年度））は学生の国際交流及び 

教員のＦＤ研修会の企画運営について校長を補佐し，国際交流委員会（資料２－２－①－14）及び教員

FD 研修会（資料２－２－①－15）を運営している。豊かな国際感覚とコミュニケーション能力の育成をより図

り易くする目的で、国際交流委員会規則を平成 22 年度に全面的に改正した。 

 

資料２－２－①－14 

国際交流委員会規則 

 

（平成 2.2.14制定） 

最終改正 平成 22.12.8 

 （目的） 

第１条 沼津工業高等専門学校における国際交流に関する重要事項を審議するため、国際交流委員会（以下「委員会」とい

う。）を置く。 

 （審議事項） 

第２条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に定める事項を審議する。 

（１）外国の大学等との交流協定に関すること 

（２）外国の大学等からの教職員、研究者及び学生の受け入れに関すること 

（３）外国の大学等への教職員及び学生の派遣に関すること 

（４）外国人留学生に関すること 

（５）学生の海外留学に関すること 

（６）その他国際交流に関すること 

 （組織） 

第３条 委員会は、次の掲げる者をもって組織する。 

（１）副校長（教務主事）、校長補佐（学生主事）、校長補佐（寮務主事）及び校長補佐（特定業務担当） 

（２）学科長及び教養科長 

（３）事務部長 

（４）総務課長及び学生課長 

（５）その他委員長が必要と認めた者 

 （任期） 

第４条 前条第５号の委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 前項の委員の補欠により、選任された後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （委員長） 

第５条 委員会に委員長を置き、第３条第１号の委員のうちから校長が指名する委員をもって充てる。 

２  委員長は委員会を招集し、その議長となる。 

３  委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。 

 （意見の聴取） 

第６条 委員長が必要と認めた場合は、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

 （部会） 

第７条 委員会に、国際交流に関する専門的事項を調査協議するため部会を置くことができる。 

２ 部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。 

 （事務） 

第８条 委員会の事務は、総務課及び学生課において処理する。 

 （雑則） 
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第９条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。 

    附 則 

この規則は、平成２２年１２月８日から施行する。 

（出典 本校規則集） 

 

資料２－２－①－15 

教員ＦＤ研修会実施要項 

１ 目  的 

      本校教員を対象としたファカルティ・ディベロップメント研修会を開催することにより、授業内容・教育方法・学生支援体制

などの改善・向上について情報提供・意見交換を行うとともに、学外有識者を講演講師及び助言者として招聘し、本校教員

の教育・指導力向上などに役立てることを目的とする。 

２ 実施体制 

      研修会は、校長補佐（国際交流・ＦＤ担当）が主宰し、本校専任の教員が参加する。 

３ 研 修 会 

５月、７月、１０月、１２月の年４回開催することを原則とする。 

４  事    務 

      研修会に関する事務は、学生課課長補佐が処理する。 

５  そ の 他 

      研修会の運営に関し必要な事項は、運営会議において決定する。 

（出典 学生課作成資料） 
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校長補佐（学際教育担当）は平成 22 年度に校長の特命により設置された「将来検討ＷＧ」の検討結果に

基づき，社会経済環境の変化に対応するために医療・福祉分野，環境・エネルギー分野，新機能材料分野

の学際教育を行うための「教育課程改定（案）―混合学級と学際教育の導入―」（訪問調査時に提示）を平

成 24 年度入学生から適用するための具体的な教育課程の編成等の事項について校長を補佐し，教務委

員会と連携して「学際教育導入ＷＧ」を運営している（資料２－２－①－16）。 

 

資料２－２－①－16 

平成 23 年度第１回総務委員会議事要録（抜粋） 

 

（略）

 

（出典 本校学内限定ウェブサイト） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

教育活動を展開する上で必要な運営体制が規則等で明文化され，組織的に整備され、必要な活動が行

われている。 
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観点２－２－②： 一般科目及び専門科目を担当する教員間の連携が，機能的に行われているか。 

（観点に係る状況） 

基準２－２－①で言及した教員会議は，全教員が参加している。 また，教務委員会は，専門学科ならび

に一般科目担当教員がそれぞれ複数名参加している（資料２－２－②－１）。学生委員会、寮務委員会及

びその他多くの委員会も同様である。 

 

資料２－２－②－１ 

沼津工業高等専門学校教務委員会規則(抜粋) 

 

第２条 委員会は、次の委員をもって組織する。 

(1)副校長（教務主事） 

(2)教務副主事 

(3)教務主事補 

(4)学科長、教養科長及び専攻科長 

(5)図書館長 

(6)本校教員で校長が任命した者 

（出典 本校規則集） 

 

１学年及び２学年のクラス担任は教養科の教員が担当し，副担任は専門学科の教員が指名され，連携してク

ラス運営をおこなっている（資料２－２－②－２）。 

 

資料２－２－②－２ 

沼津工業高等専門学校教員組織規則（抜粋） 

 

（学科長及び教養科長） 

第１０条 学科等に、学科長及び教養科長（以下「学科長等」という。）を置く。 

２ 学科長等は、本校の教授の中から校長が任命する。 

３ 学科長等は、校長の命を受け、次の各号に掲げる業務を行い、当該学科等の運営及び連絡調整に当たるものとする。 

(1) 当該学科等の運営及び会議に関すること。 

(2) 当該学科等を代表して意見の具申及び連絡調整に当たること。 

(3) 当該学科等の教育計画の立案及び学生の教育指導に関すること。 

(4) 所属教員の研究の伸展に関すること。 

(5) 当該学科等に属する施設、設備、機械及び器具等の管理に関すること。 

(6) 当該学科学生の進路指導に関すること。 

(7) その他当該学科等に関すること。 

４ 学科長等の任期は１年とし、再任を妨げない。ただし、当該学科長等に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残

任の期間とする。 

５ その他、学科長等の職務に関する事項は、別に定める。 

 



沼津工業高等専門学校 基準２ 

71 

（学級担任） 

第１７条 本校の各学級に、学級担任を置く。 

２ 学級担任は、第１学年及び第２学年は教養科、第３学年、第４学年及び第５学年は専門学科の教員の中から校長が任命す

る。 

３ 学級担任は、学科長等及び学年代表と連携し、次の各号に掲げる業務を行い、当該学級の運営及び学生の指導に当たる

ものとする。 

(1) 当該学級に所属する学生の教育指導、生活指導及び厚生補導に関すること。 

(2) 当該学級の教務に関すること。 

(3) 当該学級に所属する学生の特別活動に関すること。 

(4) その他当該学級の運営に関すること。 

４ 学級担任の任期は、１年とする。ただし、当該学級担任に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任の期間とす

る。 

（副学級担任） 

第１８条 本校の各学級に、副学級担任を置くことができる。 

２ 副学級担任は、専門学科の教員の中から校長が任命する。 

３ 副学級担任は、学級担任の職務を補佐する。 

４ 副学級担任の任期は、１年とする。ただし、当該副学級担任に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任の期間

とする。 

（学年代表） 

第１９条 本校の各学年に、学年代表を置く。 

２ 学年代表は、当該学年の学級担任の中から校長が任命する。 

３ 学年代表は、当該学年の運営に関し、必要に応じて主事及び学級担任等との連絡調整を行う。 

（教科主任） 

第２０条 教養科の各教科に、教科主任を置く。 

２ 教科主任は、当該教科教員の中から校長が任命する。 

３ 教科主任は、当該教科の運営に関し、必要に応じて教養科長等と連絡調整を行う。 

（出典 本校規則集） 
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平成 19 年度から学級担任連絡会議を発足し，教務主事の下で学生主事，寮務主事及び担任，副担任

が集合し，意見交換を行っている（資料２－２－②－３，４）。 

資料２－２－②－３ 

担任連絡会議制定の議事録 

 

(出典 平成 19 年度第６回総務委員会議事要録) 
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資料２－２－②－４ 

担任連絡会議開催の連絡例 

 

 

 

(出典 本校学内メール) 
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各学科には学科長がおかれ（前出資料２－２－②－２），その判断の下で学科会議が，また，教養科では

物理と数学のそれぞれの教科担当において教員同士の会議が適宜行われており，各自，教育内容につい

ての審議が行われている。学科会議において，必要に応じ教養科教員も参加し，情報交換が行われている。 

平成 18 年度にプレゼンテーション・コミュニケーション能力育成に関する本校独自の外部評価（資料２－

２－②－５）を受け，一般科目の英語担当教員と専門学科教員を構成員とする「英語教育検討ＷＧ」を立ち

上げ平成 19 年度から 21 年度まで３年間に亘り審議を重ねた結果，３，４年生全員にＴＯＥＩＣ－ＩＰテストを

義務付けて英語教育に反映する体制となった。 

 

資料２－２－②－５ 

平成 18 年度外部評価実施要項 

 
（出典 平成 18年度外部評価報告書） 
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平成 19 年度から 20 年度に工学基礎科目（物理，化学，数学）に関する本校独自の外部評価（資料２－

２－②－６）を受け，それを機に一般科目の物理・化学・数学担当教員と専門学科教員との連携が以前より

密になり，年に一回程度の連絡会が開催され，教育内容の改善が図られている（資料２－２－②－７）。 

 

資料２－２－②－６ 

平成 19 年度～20 年度外部評価報告書目次 

 
 

（出典 平成 19年度～20 年度外部評価報告書） 

資料２－２－②－７ 
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理科系科目意見交換会開催の連絡メール 

 

教員の皆様 

 

下記の通り，理科関係の科目（特に物理と化学）について，理科担当 

教員と各学科・各教科教員との意見交換の会を開きたいと思います。 

ご承知のように，学生たちの気質も学力も次第に変化してきており， 

教員側の情報交換がますます大切になってきました。日ごろ，学生と 

接して感じていることなどを，気軽に話し合える場にしたいと存じます。 

年度の変わり目で，何かと忙しい時期ではありますが，ご参加いただければ 

幸いです。 

 

 

理科系科目意見交換会 

目的 理科関係科目（特に物理と化学）について担当教員と 

 各学科・各教科教員の間で意思の疎通を図る 

日程： ３月３１日（木） １５：００－１６：００ 

場所： 選択制３４教室 

内容：1. Ｈ２２年度の実施状況報告とＨ２３年度の実施計画 

  1.1 理科科目全体・カリキュラム 

  1.2 物理について（含 到達度試験の結果報告） 

  1.3 化学について 

2. 意見交換（懇談会） 

 

物理教科主任 勝山 智男 

化学教科主  小林 美学 

 

（出典 本校学内メール） 

なお，高専機構が３年生に実施している数学と物理の到達度試験については，数学及び物理の担当教

員が結果を分析して全教員に周知し，全国高専における本校学生の数学及び物理の学力レベルについて

専門学科教員と情報を共有している。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

教員会議はもとより，教務委員会をはじめとし各種委員会は，一般科目及び専門科目を担当する教員で

構成されている。１，２学年の担任は一般科目担当教員が務め，副担任を専門科目担当教員が務めている。

数学，物理・化学系教員と専門科目担当教員との情報交換会や英語科教員と専門科目担当教員からなる

英語教育の検討会が開かれる等，多くの機会を通じて一般科目及び専門科目を担当する教員が触れ合い，

情報交換と連携が機能的に行われている。 
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観点２－２－③： 教員の教育活動を円滑に実施するための支援体制が機能しているか。 

（観点に係る状況） 

本校では，校長の下，事務部長が統括する事務部がおかれ，総務課と学生課の二課体制で運営されて

いる。教員の教育活動を円滑に実施するために学生課が学生と直接関わる事項の事務全般を担当してい

る（資料２－２－③－１）。学生課は教務委員会，学生委員会，寮務委員会，図書委員会及び就職委員会

の運営を支援している。特に寮務係は寮監を補佐し，寮生の生活指導全般の補助を行っている。 

沼津工業高等専門学校事務組織規程(抜粋)                                              資料２－２－③－１ 

 

（事務部、課） 

第２条 本校に事務部を置き、総務課及び学生課を置く。 

（総務課） 

第１０条 総務課においては、次の事務をつかさどる。 

  (1) 学校の事務の総括及び連絡調整に関すること。 

  (2) 機密に関すること。 

  (3) 儀式その他の会議に関すること。 

  (4) 学則その他諸規程の制定及び改廃に関すること。 

  (5) 内地及び外地研究員等に関すること。 

  (6) 学術団体等との連絡に関すること。 

  (7) 渉外に関すること。 

  (8) 個人情報保護及び情報公開に関すること。 

  (9) 郵便物の接受、発送、編集及び保管に関すること。 

  (10) 公印を管守すること。 

  (11) 教職員の任免、分限、懲戒及び服務等に関すること。 

  (12) 教職員の給与に関すること。 

  (13) 教職員の定員及び定数に関すること。 

  (14) 教職員の職階に関すること。 

  (15) 教職員の研修及び勤務評定に関すること。 

  (16) 教職員の衛生管理、福祉及び災害補償に関すること。 

  (17) 共済組合に関すること。 

  (18) 退職手当に関すること。 

  (19) 栄典及び表彰に関すること。 

  (20) 労働組合に関すること。 

  (21) 人事記録に関すること。 

  (22) 調査統計その他諸報告に関すること。 

  (23) 校内警備取締に関すること。 

  (24) 将来計画に関すること。 

  (25) 自己点検評価及び外部評価に関すること。 

  (26) 共同研究、受託研究及び寄付金に関すること。 

  (27) 科学研究費補助金に関すること。 

  (28) 知的財産に関すること。 
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  (29) 事務情報化に関すること。 

  (30) 予算及び決算に関すること。 

  (31) 債務の管理に関すること。 

  (32) 物品の管理に関すること。 

  (33) 会計の監査に関すること。 

  (34) 収入及び支出の原因となる行為並びに契約に関すること。 

  (35) 収入、支出及び計算証明に関すること。 

  (36) 現金、預金及び有価証券に関すること。 

  (37) 所得税等の徴収に関すること。 

  (38) 不動産の管理及び処分に関すること。 

  (39) 職員宿舎に関すること。 

  (40) 会計機関の公印の管守に関すること。 

  (41) 土地、建物及び工作物の整備復旧に関すること。 

  (42) 土地、建物及び工作物の維持保全に関すること。 

  (43) 学校環境の整備保全に関すること。 

  (44) その他会計経理及び営繕に関する事務を処理すること。 

  (45) その他他の課の所掌に属しない事務を処理すること。 

  (学生課) 

第１１条 学生課においては、次の事務をつかさどる。 

  (1) 入学者の選抜に関すること。 

  (2) 学生の修学指導に関すること。 

  (3) 教育課程の編成及び授業に関すること。 

  (4) 学生の学業成績の整理及び記録に関すること。 

  (5) 学生の学籍に関すること。 

  (6) 学生の実習に関すること。 

  (7) 学生の課外教育に関すること。 

  (8) 学生及び学生団体の指導監督に関すること。 

  (9) 学生に対する奨学金、授業料の減免、猶予及び経済援助に関すること。 

 (10) 学生の厚生施設の管理運営及び厚生事業に関すること。 

 (11) 学生の保健管理及び保健施設の管理運営に関すること。 

 (12) 学生に対する職業指導及び就職あっせんに関すること。 

 (13) 学生旅客運賃割引証に関すること。 

 (14) 学生寮の管理運営に関すること。 

 (15) 学生の入退寮に関すること。 

 (16) 寮生の指導監督に関すること。 

 (17) 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の事務に関すること。 

 (18) 図書館資料の受入並びに整理及び保存等に関すること。 

 (19) 図書館資料の閲覧、貸出等利用に関すること。 

 (20) 図書館における参考奉仕（検索指導、読書相談等）に関すること。  

(21) その他教務、学生補導、寮務及び図書に関する事務を処理すること。  

(21) その他教務、学生補導、寮務及び図書に関する事務を処理すること。           （出典 本校規則集）       
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演習，実習等の支援については，技術室長の下，技術専門員，技術専門職員及び技術職員を構成員と

して技術室が組織されており，各学科の要請に対し，技術室運営委員会において，演習や実習の支援担

当を決定している（資料２－２－③－２）。 

資料２－２－③－２ 

沼津工業高等専門学校技術室規程 

 

（設置） 

第１条 独立行政法人国立高等専門学校機構の本部事務局の組織等に関する規則（独立行政法人国立高等専門学校機構

規則第４号）第１２条の規程に基づき，沼津工業高等専門学校（以下「本校」という。）に，技術室を置く。 

（目的） 

第２条 技術室は，本校の学科等の要請に基づき，技術・技能を要する専門業務を行うことにより，本校における教育研究等の

業務を支援する。 

（業務） 

第３条 技術室は，次に掲げる業務を行う。 

(1) 実験・実習における教育の補助及び技術指導に関すること。 

(2) 教育研究に必要な技術業務，技術開発及び教材作成に関すること。 

(3) 情報システム基盤の維持・管理に関すること。 

(4) 地域共同テクノセンター，総合情報センター，スペース・コラボレーション・システム,マルチメディア教室に関すること。 

(5) 実験室，実習室等の設備・備品等の維持管理に関すること。 

(6) 地域社会との連携に基づく技術協力に関すること。 

(7) 技術の継承・保存に関すること。 

(8) 技術職員の研修の企画，立案及び実施に関すること。 

(9) 技術職員の養成に関すること。 

(10) 学校行事への準備及び支援に関すること。 

(11) 本校の業務の技術支援に関すること。 

(12) その他技術室に関すること。 

（組織） 

第４条  技術室は，技術室長，技術長，技術専門員，技術専門職員及び技術職員（建物及び施設の営繕，保守並びに管理に

関する事務を担当する技術職員その他これに準ずる技術職員を除く。）をもって組織する。 

（技術室長） 

第５条 技術室長は，本校の教授の中から校長が任命する。 

２ 技術室長は校長の命を受け，技術室の業務を総括する。 

３ 技術室長の任期は２年とし，再任を妨げない。 

（技術長） 

第６条 技術長は，技術専門員または技術専門職員の中から校長が任命する。 

２ 技術長は技術室長の命を受け，技術室の技術職員の業務を総括するとともに，必要に応じ，連絡調整，技術職員の技術的

な指導，育成を行う。 

（班・班長） 

第７条 技術室に，専門的技術の内容と必要に応じて，班および班長を置く。 

(1) 実習工場班（主に機械実習工場に関する業務を行う。） 
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(2) 機械系班（主に機械工学科及び制御情報工学科に関する業務を行う。） 

(3) 電気・電子・情報系班（主に電気電子工学科，電子制御工学科及び総合情報センターに関する業務を行う。） 

(4) 物理・化学系班（主に教養科及び物質工学科に関する業務を行う。） 

２ 班長は上司の命を受け，班の業務を統括し，円滑な業務遂行に努め，必要な連絡調整を行う。 

（運営委員会） 

第８条 技術室の運営に関する基本的な事項を審議するため，技術室運営委員会（以下「運営委員会」という。）を置く。 

２ 運営委員会の組織，運営については，別に定める。 

（雑則） 

第９条 この規程に定めるもののほか，技術室の運営に関し必要な事項は，技術室長が別に定める。 

附 則 

 この規程は，平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は，平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は，平成２０年１０月８日から施行し，平成２０年１０月１日から適用する。 

（出典 本校規則集） 

 

校長の任命の下に，ほぼ全教員が顧問教員として課外活動の指導にあたっており（資料２－２－③－３），

校長補佐(学生主事)が主催するクラブ顧問会議が開催され，指導予算の決定や年間の指導状況の把握な

どを行っている（資料２－２－③－４，５）。 

資料２－２－③－３ 

平成２３年度クラブ顧問教員一覧 

 

（出典 平成 23年３月９日クラブ顧問会議） 
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資料２－２－③－４ 

クラブ顧問会議開催通知メール 

 

                    平成２３年 ２ 月１５日 

 

 クラブ顧問各位 

 

                   校長補佐（学生主事） 

 

       クラブ顧問会議の開催について（通知） 

 

 標記のことについて、下記のとおり開催しますので、各クラブから 

１名以上必ず出席願います。 

 

               記 

 

 日 時：平成２３年３月９日（水） １３：００～ 

 

 場 所：管理棟３階 大会議室 

 

 議 題：１．平成２２年度クラブ強化費の執行状況について 

     ２．平成２３年度クラブ顧問について 

     ３．平成２３年度クラブ登録手続きについて 

     ４．平成２３年度クラブ物品要求手続きについて 

     ５．平成２３年度クラブコーチ委嘱手続きについて 

     ６．平成２３年度高専体育大会について 

     ７．平成２３年度シャワー室清掃当番について 

     ８．その他 

（出典 本校学内メール） 
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資料２－２－③－５ 

平成２２年度実績によるクラブ強化費内訳 

（参考）

クラブ・同好会名 活動経費 （基本経費） （合　　計）
（各クラブ・
同好会管理）

（学生係管理）

1 陸上競技 101,704 (97,480) (199,184) 33% 35%

2 ソフトテニス 102,811 (60,620) (163,431) 80% 80%

3 男子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 108,237 (65,600) (173,837) 71% 87%

4 男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 143,079 (25,920) (168,999) 37% 40%

5 野球 143,079 (146,720) (289,799) 31% 54%

6 卓球 88,677 (45,700) (134,377) 88% 77%

7 柔道 65,610 (35,700) (101,310) 81% 79%

8 剣道 25,500 (24,440) (49,940) 100% 100%

9 サッカー 143,079 (196,000) (339,079) 69% 70%

10 ラグビー 0 (142,080) (142,080) 100% 100%

11 体操 19,731 (117,520) (137,251) 100% 100%

12 水泳 38,000 (19,120) (57,120) 100% 100%

13 合気道 87,869 (54,840) (142,709) 93% 49%

14 テニス 116,166 (128,230) (244,396) 85% 89%

15 スキー 32,000 (129,860) (161,860) 100% 100%

16 ハンドボール 90,816 (173,320) (264,136) 76% 82%

17 弓道 76,985 (15,800) (92,785) 82% 92%

18 空手道 69,040 (49,660) (118,700) 49% 58%

19 バドミントン 119,125 (21,000) (140,125) 44% 100%

20 トライアスロン 67,300 (46,180) (113,480) 100% 74%

21 吹奏楽 124,758 (88,100) (212,858) 79% 72%

22 囲碁将棋 31,700 (26,640) (58,340) 100% 100%

23 ロボコン 6,000 (6,900) (12,900) 100% 100%

24 文化ｻｰｸﾙ（科学技術） 20,647 (100,000) (120,647) 75% 78%

25 文化ｻｰｸﾙ（文芸・文学） 20,647 (0) (20,647) 52% 36%

0 (0)

0 (0)

90 保留額 0 (100,000) (100,000) 100% 100%

合　　計 1,842,560 (1,917,430) (3,759,990)

＋ ＝

要求に
対する
配分率

(前年度)
要求に対
する配分

率

 

(出典 平成 23 年３月９日クラブ顧問会議資料) 

 

学生のメンタルヘルスに関しては学生生活支援室を設置し（資料２－２－③－６），支援室長を中心として支

援室担当教員とカウンセラーで学生の相談と指導を行っている（資料２－２－③－７）。カウンセラーは教員の

メンタルヘルスも担当している。 

 

資料２－２－③－６ 

沼津工業高等専門学校学生生活支援室規則 

 

（平成 15.11.12制定） 

最終改正 平成 17.3.9 

 

（設置） 

第１条 沼津工業高等専門学校（以下「本校」という。）に、学生生活支援室（以下「支援室」という。）を置く。 
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（業務） 

第２条 支援室は、次に掲げる業務を行う。 

 (1) 学習、進路、対人関係、精神衛生上の問題等、本校学生個人が抱えている問題に対する相談及び援助に関すること。 

 (2) その他学生の生活支援に必要な資料の収集、作成、提供等に関すること。 

（組織及び任期） 

第３条 支援室は、次に掲げる支援室員で組織する。 

 (1) 室長 

 (2) カウンセラー 

 (3) 教員 若干名 

 (4) 学生課長 

 (5) 看護師 

２ 前項第１号及び第３号に掲げる者は、副校長（教務主事）、校長補佐（学生主事）、校長補佐（寮務主事）、各学科長、教養

科長及び専攻科長以外の教員のうちから校長が任命する。 

３ 第１項第１号及び第３号に掲げる者の任期は、１年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前

任者の残任期間とする。 

（任務） 

第４条 室長は、支援室の業務を統括する。 

２ 室長以外の支援室員は、室長の命を受け、支援室の業務に従事する。 

（報告及び協力） 

第５条 室長は、必要に応じて運営状況を校長に報告する。 

２ 支援室員は、必要に応じて関係教職員に協力を求めることができる。 

３ 支援室員以外の教職員が、支援室における相談若しくは援助等が必要と思われる学生を認めたときは、支援室に連絡する

ものとする。 

（秘密の保持） 

第６条 支援室員及び前条第３項により支援室に連絡した教職員は、業務を処理する上で知り得た個人の秘密を他に漏らして

はならない。 

（事務） 

第７条 支援室の事務は、学生課において処理する。 

（雑則） 

第８条 この規則に定めるもののほか、支援室の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成１６年４月１４日から施行し、同年４月１日から適用する。 

附 則 

この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

 

（出典 本校規則集） 
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資料２－２－③－７ 

学生生活支援室室員 

 

(出典 本校学内限定ウェブサイト) 

 

教育活動に必要となる情報は，事務部サーバに一元化され，教職員に提供されている（資料２－２－③

－８）。このサーバでは，所属の委員会によってアクセス権限を変える等セキュリティと利便性が確保されて

いる。 

資料２－２－③－８ 

沼津高専業務情報HPトップページ 

 

（出典 本校学内限定ウェブサイト） 
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（分析結果とその根拠理由） 

教育活動を支援する組織として事務部が設置されており，また，演習や実習等に対する教育支援として

技術室が設置されている。課外活動についてコーチ謝金等の支出が定められている。教育活動に必要な

情報は，事務部サーバで一元化されて教員に提供されている。したがって，教育活動を円滑に実施するた

めの支援体制が機能しているといえる。 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 

各組織は教育の実施に必要な観点から設置されており，教育の実施に即応できる体制になっている。特

に総合情報センターは教育のみならず学校全体の情報基盤整備を担当しており，平成 22 年度より事務部

のサーバ運用を支援し，学校全体の情報活用の度合いを更に高めつつある。また地域共同テクノセンター

は，共同研究に学生が参加する場を提供し，産業の実務に通じた実践的かつ創造的技術者の養成に貢献

している。 

 

（改善を要する点） 

該当なし。 

 

（３）基準２の自己評価の概要 

本校は，機械工学科，電気電子工学科，電子制御工学科，制御情報工学科，物質工学科の５学科からな

り，養成すべき人物像である「社会から信頼される，指導力のある実践的技術者」を基に学科毎に教育目的を

定めており，本校の教育理念「人柄のよい優秀な技術者となって世の期待にこたえよ」とも適合している。また，

５年間の準学士課程の上に，２年間の専攻科があり，機械・電気システム工学専攻，制御・情報システム工学

専攻，応用物質工学専攻の３専攻からなっている。３専攻は同一の専攻科教育目標を掲げており，当校の教

育目的にも適合している。これらの構成は学則等で定められており本校の教育目的を達成する上で適切なも

のとなっている。 

本校は，教育活動を支援する全学的組織として機械実習工場・総合情報センター・地域共同テクノセンタ

ーを設置しており，技術室と教員の連携によって運営している。機械実習工場は全学科を対象に機械工学の

基礎教育施設として機能し，総合情報センターは全学科のリテラシー教育の他，学内の情報基盤整備も担当

している。地域共同テクノセンターは，地域産業界との共同研究を推進すると共に，総合開発能力のある学生

を育成する場として機能している。 

校長，副校長，校長補佐，事務部長，課長が出席する運営会議において学校の運営方針に基づく教育課

程の基本方針が審議され，その審議結果に基づいて総務委員会において学校の運営体制及び教育活動の

詳細が決定され，教員会議で全教員に周知される。教務主事は教務委員会，学生主事は学生委員会，寮務

主事は寮務委員会を運営し，専攻科長は専攻科の企画・運営委員会を運営している。なお，即行を要する事

項については，校長特命のＷＧを組織して検討し，その検討結果を運営会議，総務委員会に諮問して決定し

ている。 

教員会議をはじめ各種委員会は，一般科目及び専門科目を担当する教員で構成されており、常に連携

体制が図られている。１，２学生の担任は一般科目担当教員が務め，副担任を専門科目担当教員が務め

連携して学級運営を行っている。数学，物理・化学系教員と専門科目担当教員との情報交換会や英語科
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教員と専門科目担当教員からなる英語教育の検討会が開かれる等，多くの機会を通じて連携体制の強化

が図られている。教員の教育活動を支援する組織として事務部が置かれ、教務・学生指導の面では学生課

が，演習や実習等の教育支援は技術室が行っている。教育活動に必要な情報は事務部サーバで一元管

理して提供し便宜を図っている。学生支援室はメンタルヘルスの面で教員の教育活動を支援している。 
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基準３ 教員及び教育支援者等 

（１）観点ごとの分析 

観点３－１－①： 教育の目的を達成するために必要な一般科目担当教員が適切に配置されている

か。 

（観点に係る状況） 

本校の教育目的等については，観点１－１－①で具体的に述べたが，これに沿った教育課程のう

ち，一般科目では，工学の専門科目を学ぶ基礎となる教科及び社会人としての一般常識や豊かな人

間性を育むために必要な教科等の教育を担うべく，教養科の教員として，専任教員24名（資料３－

１－①－１。含む寮監），非常勤講師26名（資料３－１－①－２）を配置している。教員は各自の

専門分野に適合した授業科目を担当しているが，教科別の人数の内訳は，資料３－１－①－３のと

おりである。 

なお，高等専門学校設置基準第６条第２項に規定する一般科目を担当する専任者の数は，５学級

を有する場合は22名を下回ってはならないとされているが，上記のとおり同基準を満たしている。 

 

資料３－１－①－１ 

教養科専任教員一覧表 

 

 教 養 科  

■専任教員 

■職名 ■学位 ■氏名 

■主要な担当教科目(専門分野) 

■校務担当  

教授 博士（理学） 待田 芳徳 
数学、応用数学(幾何学、数学物理) 

数学主任 

教授 博士(理学) 勝山 智男 
物理、応用物理、地球環境学概論(統計物理学、生物物理学) 

教務主事補、Ｅ１担任、１年学年主任、物理主任  

教授 文学修士 大久保清美 
ドイツ語、地球環境学概論(ドイツ地域文化研究) 

校長補佐（国際交流・ＦＤ担当）、Ｓ２担任、ドイツ語主任  

教授 文学修士 坂本 信男 国語、文学特論(後期古代語、後期古代文学)  

教授 工学修士 西垣 誠一 
数学、応用数学(実関数論) 

教養科長 

教授 理学修士 遠藤 良樹 
数学、応用数学(幾何学的測度論) 

校長補佐（寮務主事） 

教授 教育学修士 塩谷 三徳 
英語（英語教授法）  

英語主任 

教授 体育学修士 佐藤  誠 
保健体育(スポーツ運動学、体操競技) 

Ｃ２担任、２年学年代表、体育主任  
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教授 工学修士 小林 美学 
化学、結晶化学、地球環境概論（無機化学） 

学生生活支援室長、化学主任 

特任教授 文学修士 野澤 正信 哲学、社会と文化、日本事情(インド哲学)  

准教授   能登路純子 英語(英文学（ギャスケル研究））  

准教授 博士(学術) 大石加奈子 
国語、文学特論(テクスト分析、コミュニケーション科学) 

国語主任 

准教授   渡邉志保美 
保健体育(運動生理学、体育実技) 

Ｃ１担任 

准教授 修士（文学） 鈴木 久博 
英語（ユダヤ系アメリカ文学） 

Ｅ２担任、英語主任代行 

准教授 博士(理学) 住吉 光介 物理、応用物理、現代物理学(宇宙物理学、原子核物理学)  

准教授 修士(理学) 佐藤 志保 
数学（微分幾何学）  

Ｄ２担任 

准教授 修士(文学) 佐藤 崇徳 
地理、社会と文化、日本事情（地理学） 

寮務主事補、社会主任 

准教授 博士(理学) 駒  佳明 
物理、応用物理、現代物理学 (素粒子物理学) 

Ｓ１担任 

准教授 修士(文学) 平田陽一郎 
歴史、社会と文化、日本事情（中国史） 

Ｍ２担任 

准教授 博士（理学） 鈴木 正樹 数学、応用数学（微分方程式論、可積分系）  

講師   福木 洋一 寮監 

講師 博士(理学) 松澤  寛 
数学、応用数学 (非線形偏微分方程式論) 

Ｄ１担任 

講師 博士(理学） 澤井  洋 
数学（幾何学） 

Ｍ１担任  

講師 修士(教育学） 種村 俊介 
英語（英語教育学）  

Ｅ１担任 

（出典 本校公式ウェブサイト）  
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資料３－１－①－２ 

教養科非常勤講師一覧表 

■非常勤講師 

  ■氏名 ■主要な担当教科目 ■備考 

  内山 阿季子 法学   

  大久保 敏之 音楽   

  大塚 節夫 美術   

  神田 朝美 国語   

  黒川 幸男 歴史   

  小出 貫暎 古典・文学特論   

  今野 信男 化学Ⅱ   

  杉山 和子 ドイツ語演習・選択外国語（ドイツ語Ⅱ）   

  勝呂 譲 総合英語・選択外国語（英語）   

  鈴木 静恵 歴史   

  鈴木 伸宏 数学Ｂ   

  関野 恵次 社会と文化   

  高澤 啓子 日本語(留学生対象)   

  髙田 健 総合英語・選択外国語（英語）   

  鳥畑 英子 物理・応用物理Ⅰ・工業力学   

  成田 智子 総合英語・選択外国語（英語）   

  西島 帯刀 化学Ⅱ   

  野方 宏 経済学   

  廣瀬 豊 物理   

  福島 礼子 総合英語・英語Ｗ   

  牧野 博充 数学Ｂ   

  水口 好美 数学Ｂ   

  村上 真理 総合英語・英語Ｗ   

  吉田 進 生物   

  スティーブ・キレィ・ウェグナー 英語Ｃ・選択外国語（英会話）   

  マーク・ベンジャミン・コキオ 英語Ｃ・選択外国語（英会話）  

（出典 本校公式ウェブサイト） 
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資料３－１－①－３ 

教養科専任教員及び非常勤講師の内訳 

 国語 外国語 数学 理科 社会 体育 芸術 寮監 合計 

教授 １ ２ ３ ２ １ １   10 

准教授 １ ２ ２ ２ ２ １   10 

講師  １ ２     １ ４ 

小計 ２ ５ ７ ４ ３ ２  １ 24 

非常勤 ３ ８ ３ ５ ５  ２  26 

合計 ５ 13 10 ９ ８ ２ ２ １ 50 

※平成23年５月１日現在                           （出典 総務課作成資料） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

一般教育に携わる専任教員の数は，設置基準をやや上回る程度で十分とは言えないが，適切な非

常勤講師に依頼することにより，教育目的等を達成するために一般科目としてなすべき教育の実現

は可能な配置となっている。また，教養科の定員として寮監を配置しているが，長年にわたり県立

高等学校で教職にあった教員を配置しており，「低学年全寮制を主軸とするカレッジライフを通じ

て，全人教育を行う」ことを教育方針の一つに掲げる本校にあって，教科教育のみならず寮での人

間教育にも適切に対応している。 

以上のように，教育の目的を達成するために必要な一般科目担当教員は適切に配置されている。 

 

観点３－１－②： 教育の目的を達成するために必要な各学科の専門科目担当教員が適切に配置さ

れているか。 

（観点に係る状況） 

本校の専門学科では，学習・教育目標等を達成すべく，専任教員54名，非常勤講師25名の合計79

名を配置している。学科ごとの人員配置は，資料３－１－②－１のとおりである。科目別教員配置

は，教育課程を踏まえつつ各学科等において審議・決定されており，専任教員は各々の専門分野に

応じた授業科目を担当しているが，一部はより適切な教育を学生に提供するため，非常勤講師に依

頼している（資料３－１－②－２）。さらに，技術士の資格を持つ専任教員５名のほか，企業での

実務経験を持つ専任教員が各学科に複数人配置されており（後出の資料３－１－④－３），学習・

教育目標に掲げる「実践的技術者として計画的に自己研鑽を継続する姿勢」等を涵養するにふさわ

しい教員配置となっている。 

なお，高等専門学校設置基準第６条第３項には，教員のうち，専門科目を担当する専任者の数は，

当該学校に５の学科を置くときは36人を下つてはならないと定められているが，本校の専門科目担

当の専任教員は54名で，同設置基準を満たしている。また，高等専門学校設置基準第８条には，専

門科目を担当する専任の教授及び准教授の数は，一般科目を担当する専任教員数と専門科目を担当

する専任教員数との合計数の二分の一を下つてはならないと規定されているが，本校では，一般科

目を担当する専任教員24名，専門科目を担当する専任教員54名の計78名に対して，専門科目を担当

する教授及び准教授の数は41名であり，やはり設置基準を満たしている。 
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資料３－１－②－１ 

専門科目担当専任教員配置表 

  教授 准教授 講師 助教 計  非常勤講師 

機械工学科 ４ ５ １ １ 11  ４ 

電気電子工学科 ５ ３ １ １ 10  ７ 

電子制御工学科 ５ ２ ２ ２ 11  ５ 

制御情報工学科 ６ ３ １ １ 11  ４ 

物質工学科 ５ ３ ２ １ 11  ５ 

計 25 16 ７ ６ 54  25 

※平成 23 年５月１日現在 

※校長除く。総合情報センター・地域共同テクノセンターに専任教員各１名を配置。（出典 総務課作成資料） 

 

資料３－１－②－２ 

専門学科専任教員・非常勤講師一覧表 

 機械工学科  

■専任教員 

■職名 ■学位 ■氏名 

■主要な担当教科目(専門分野) 

■校務担当  

教授 工学博士 手塚 重久 水力学、機械設計法（流体力学）  

教授 博士(工学) 西田 友久 
材料力学、トライポロジー、機械設計製図(材料力学) 

Ｍ３担任、技術室長 

教授 
博士(工学) 

小林 隆志 
弾性力学、数値解析、機械工作法（設計工学、圧力技術）  

技術士（機械部門）  機械工学科長、実習工場長 

教授 工学博士 村松 久巳 
情報工学、振動工学(流体工学、音響工学) 

教務主事補 

准教授   宮内 太積 
機械設計製図、工業力学（機械力学） 

Ｍ２副担任 

准教授 工学修士 井上  聡 
金属材料学、機械設計製図(合金設計) 

学生主事補 

准教授 博士(工学) 三谷祐一朗 
プログラム演習、自動制御(制御工学) 

Ｍ５担任         

准教授 
修士(工学) 

山中  仁 
機構学、電子計算機、工学倫理、機械設計製図、機械工学実験、  

機械工作実習、工業外国語（設計工学） 技術士（機械部門）  

准教授 博士(工学) 新冨 雅仁 伝熱工学、熱力学、機械設計製図(燃焼工学)  

講師 修士(工学) 永禮 哲生 
機械工作法、機械設計製図、機械工学実験(切削工学) 

Ｍ４担任 
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助教 博士(工学) 松田 伸也 

材料強度論、機械設計製図、機械工学実験、機械工作実習、 

機械工学演習（材料力学、破壊力学）  

Ｍ１副担任       

 

■非常勤講師 

  ■氏名 ■主要な担当教科目 ■備考 

  相磯 勝宜 設計製図   

  井下 芳雄 メカトロニクス   

  大賀 喬一 塑性力学   

  大場 康正 電子工学   

 

 電気電子工学科  

■専任教員 

■職名 ■学位 ■氏名 

■主要な担当教科目(専門分野) 

■校務担当  

教授 工学修士 高橋 儀男 回路網理論、電気電子計測、自動制御、電子回路設計（電気機器）  

教授 工学修士 江間  敏 
電力工学、パワーエレクトロニクス、電磁気学Ⅰ(電力工学) 

図書館長、Ｅ２副担任 

教授 博士（工学） 佐藤 憲史 

通信工学、マイクロ波工学、電磁気学Ⅱ、 

工業英語Ⅰ（光エレクトロニクス） 

Ｅ５担任、５年学年代表 

教授 博士(工学) 望月 孔二 

電子回路、電気電子材料、 

CAD&回路シミュレーション演習(電子回路) 

電気電子工学科長 

教授 博士（工学） 高野 明夫 

電気電子機器、工業英語Ⅰ、 

制御工学(パワーエレクトロニクス、電動機制御) 

教務主事補 

准教授 博士(工学) 野毛  悟 

直流回路、回路理論Ⅰ、 

コンピュータ工学（超音波エレクトロニクス、電子材料） 

Ｅ４担任、４年学年代表 

准教授 博士(工学) 西村 賢治 
エネルギー変換工学、回路理論Ⅱ(プラズマ工学) 

寮務主事補、Ｅ１副担任      

准教授 博士(工学) 嶋  直樹 
電磁気学、プログラミング、エレクトニクスセミナー、 

工業英語Ⅰ（電波物理） 

講師 修士(工学) 真鍋 保彦 
ロジック回路、回路理論ⅢII、デジタル信号処理（ウェブ情報システム） 

Ｅ３担任 
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助教 博士(工学) 高矢 昌紀 電子回路Ⅰ（色彩画像工学） 

 

■非常勤講師 

  ■氏名 ■主要な担当教科目 ■備考 

  坂井 晃 新エネルギー工学   

  園田 光寛 新エネルギー工学   

  大久保 章英 図学･製図   

  江間 義則 固体電子工学   

  佐藤 眞一 情報理論   

  戸張 晴巨 電気法規   

  松坂 孝 工業英語Ⅱ   

 

 

 電子制御工学科  

■専任教員 

■職名 ■学位 ■氏名 

■主要な担当教科目(専門分) 

■校務担当  

教授 工学博士 舟田 敏雄 
工学数理、計算流体力学(数理工学) 

Ｄ３担任 

教授 工学修士 長澤 正氏 
計算機工学、線形回路解析、通信工学（通信工学） 

Ｄ５担任 

教授 博士(理学) 牛丸 真司 

システム制御工学、組み込みソフトウェア、 

電子機械設計製作（組み込みシステム） 

総合情報センター長 

教授 工学修士 川上  誠 
電気回路、電子回路、ロボット工学演習(画像処理、電子回路) 

電子制御工学科長 

教授 博士(工学) 遠山 和之 
計算機基礎、回路理論、電磁気学、電子材料(誘電、絶縁材料) 

校長補佐（専攻科長） 

准教授 博士(工学) 鄭  萬溶 
工学数理、工業英語、プログラミング言語 JavaⅠ、JavaⅡ、品質工学 

学生主事補 

准教授 博士(工学) 大庭 勝久 計算流体力学、工業熱力学、工業力学(流体工学)  

講師 博士(工学) 江上 親宏 
制御工学、工学数理演習、UNIX 入門(関数微分方程式） 

Ｄ４担任 

講師 博士（情報科学） 出川 智啓 

Ｃ言語基礎演習、工業英語、 

工業熱力学（数値流体力学、高性能数値計算） 

Ｄ３副担任 
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助教 博士（工学） 大沼   巧 
回路理論、電子制御工学実験（電動機制御） 

Ｄ１副担任 

助教 修士(工学) 青木 悠祐 

計算機基礎、電気・機械製図、 

電子機械設計・製作（ロボット工学・生体医工学） 

Ｄ２副担任 

 

■非常勤講師 

  ■氏名 ■要な担当教科目 ■備考 

  浅井  登 人工知能   

  勝呂 元美 計算機工学Ⅱ   

  三谷 哲也 計測工学   

  松坂  孝 
計測工学、 

電磁気学Ⅱ 
  

  森井 宜治 工学技術セミナー   

 

 制御情報工学科  

■専任教員 

■職名 ■学位 ■氏名 

■要な担当教科目(専門分野) 

■校務担当  

教授 
工学修士 

相良  誠 
振動学、加工学、工業英語（工作機械、機械設計、精密加工）  

技術士（機械部門） 副地域共同テクノセンター長  

教授 工学博士 大島  茂 
設計工学(水圧・油圧工学) 

副校長（教務主事） 

教授 
工学修士 

吉野龍太郎 
ロボット工学 、自動制御、メカトロニクス(ロボット工学) 

技術士（機械部門） Ｓ５担任 

教授 工学博士 長谷 賢治 
制御工学、システム工学 (制御工学) 

制御情報工学科長 

教授 博士(情報工学) 藤尾三紀夫 
図形処理、情報処理、メカトロニクス演習Ⅱ(CG・CAD/CAM) 

地域共同テクノセンター長 

教授 理学博士 市川 周一 
プログラミング演習Ⅰ、オペレーティングシステム、 

計算機システム（計算機科学） 

准教授 工学修士 鈴木 茂樹 

電子計算機、計算機シミュレーション、 

プログラミング演習Ⅲ(信号処理) 

学生主事補 

准教授 博士(工学) 芹澤 弘秀 
電気回路、電磁気学、メカトロニクス演習Ⅰ（電磁波工学）  

Ｓ３担任・３年生学年代表 
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准教授 博士(情報科学) 鈴木 康人 
ソフトウェア工学、離散学、プログラミング演習Ⅱ（情報論理） 

Ｓ４担任 

講師 博士(工学) 大久保進也 
電子回路、計測工学、メカトロニクス演習Ⅲ(光情報工学) 

Ｓ１副担任 

助教 博士(工学) 松本 祐子 
流体力学、工学実験、メカトロニクス演習Ⅱ（数値流体力学） 

Ｓ２副担任 

 

■非常勤講師 

  ■氏名 ■主要な担当教科目 ■備考 

  浅井 登 人工知能   

  丸  雅光 ソフトウェア工学   

  鞠子 誠 システム工学   

  本間 周平 材料工学   

 

 

 物質工学科  

■専任教員 

■職名 ■学位 ■氏名 

■主要な担当教科目(専門分野) 

■校務担当  

教授 博士(工学) 押川 達夫 
有機化学Ⅰ-Ⅲ（有機合成化学、グリーンケミストリー） 

校長補佐（学際教育担当） 

教授 博士(工学) 蓮實 文彦 

生物化学、微生物学、培養工学、  

微生物学実験（応用微生物学・酵素化学） 

校長補佐（学生主事） 

教授 薬学博士 芳野 恭士 
分子生物学、細胞工学、生物工学実験（生物化学・生物系薬学）  

物質工学科長 

教授 博士(薬学) 後藤 孝信 
生物化学Ⅰ、酸素工学、生物化学実験（水産化学） 

Ｃ１副担任 

特任教

授 

博士(工学) 

渡辺 敦雄 
化学工学、安全工学、環境工学（化学工学、安全工学）  

技術士（衛生工学部門）   

准教授 博士(工学) 稲津 晃司 
物理化学Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、物理化学実験(触媒化学、環境化学) 

副地域共同テクノセンター長、Ｃ３担任 

准教授 博士(理学) 大川 政志 無機化学、無機化学実験(無機化学) 

准教授 博士(工学) 竹口 昌之 

反応化学、基礎化学工学、 

化学工学実験(生物化学工学、微生物工学、生物無機化学) 

Ｃ５担任 
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講師 博士(農学) 古川 一実 
生物化学Ⅰ・Ⅱ、遺伝子工学、生物工学実験（遺伝子工学） 

Ｃ４担任 

講師 博士(工学) 藁科 知之 
分析化学、分析化学実験、機器分析Ⅰ(分析化学) 

Ｃ２副担任 

助教 博士(学術) 山根 説子 
有機化学、有機材料化学、機器分析化学Ⅱ、 

材料化学概論（生体機能性高分子材料化学）  

 

■非常勤講師 

  ■氏名 ■主要な担当教科目 ■備考 

  当摩 建 無機材料化学   

  寺崎 正紀 機器分析Ⅱ   

  島田 征人 品質管理   

  平林 鉱冶 電気電子工学基礎   

  勝又 勝利 物質工学入門   

（出典 本校公式ウェブサイト） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

各学科の専門科目担当教員は，各々の専門分野に応じた授業科目を担当し，一部の科目について

は，より適切な教育を学生に提供するため，非常勤講師に依頼している。また，学科によっては技

術士の資格を持つ専任教員が配置されているほか，企業での実務経験を有する教員が各学科に複数

人配置されるなど，高等専門学校設置基準の人数を満たしつつ，学習・教育目標等を達成するに十

分な体制となっている。 

以上のように，教育の目的を達成するために必要な各学科の専門科目担当教員は適切に配置され

ている。 

 

観点３－１－③： 専攻科を設置している場合には，教育の目的を達成するために必要な専攻科の

授業科目担当教員が適切に配置されているか。 

（観点に係る状況） 

本校の専攻科には，機械・電気システム工学専攻，制御・情報システム工学専攻，応用物質工学

専攻の３専攻が設置されている。これらの専攻は，本科４・５学年次とともに単一の技術者教育プ

ログラムである「総合システム工学プログラム」（2004年度より日本技術者教育認定機構(JABEE)の

認定済み）を構成しており，教育目標及びこれを理解し実践するための実践指針（（Ａ－１）～

（Ｅ－４）までの全18項目）が定められている（基準１の資料１－１－①－３，４を参照）。 

専攻科担当教員の資格は，「プログラム担当教員の資格」に規定されており（資料３－１－③－

１），現在55名の専任教員と２名の非常勤教員が配置されている。各教員の担当授業科目と専門分

野等は，資料３－１－③－２に示すとおりであり，専攻科の教育目標を達成すべく，担当授業科目

と教員の専門分野とを適合させつつ，バランスよく教員を配置している。 

なお，専攻科担当教員は，全員が大学評価・学位授与機構による５年ごとの審査で承認された者
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である。このうち，博士の学位を有するものは40名(内，非常勤講師１名)であり，５名の技術士が

いるほか（同前），情報処理技術者・臨床検査技師・薬剤師・特定化学物質等作業主任者といった

各種の技術資格を有する教員もいる。また，民間企業における技術者としての経験を有する教員は

14名(内，非常勤講師１名を含む６名は経験10年以上)である。 

 

資料３－１－③－１ 

沼津工業高等専門学校における「総合システム工学プログラム」の 

プログラム担当教員及びプログラム担当教員会議について  

（プログラム教科目） 

1. 沼津工業高等専門学校（以下「本校」という。）における「総合システム工学プログラム」（以下「プログラ

ム」という。）のプログラム教科目は、本校の第４学年及び第５学年の主要教科目並びに専攻科の教科目とす

る。 

（プログラム担当教員の資格） 

2. プログラム担当教員の資格は、当該年度に開設するプログラム教科目を担当する専任の教員とし、当該教員

は、別に定める教員個人調書を校長に提出するものとする。 

（プログラム担当教員会議の設置） 

3. 本校に、プログラムの企画・運営を円滑に進めるため、プログラム担当教員会議（以下「会議」という。）を

置く。 

4. 会議は、原則として年４回開催するものとし、プログラムの企画・運営に関する基本方針について審議する。 

5. 会議は、プログラム担当教員で構成する。 

6. 会議に議長を置き、構成員のうちから校長が指名する。 

7. 会議は、３分の２以上の構成員が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。 

8. 会議の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

9. 各学科会議、教養科会議及び専攻科担当教員会議（以下「学科会議等」という。）は、第４項の会議において

合意された事項のうち、その実施に当たって更に検討を要する場合は、学科会議等において審議の上、実施す

るものとする。この場合において、第４学年及び第５学年に関わる事項に関して各学科間、及び教養科間の調

整及び詳細な合意を必要とする事項については、教務委員会において審議の上、実施するものとする。 

（プログラム委員会） 

10. 会議に、当該会議の円滑な運営を図るため、プログラム委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

11. 委員会は、会議から付託された事項について審議し、会議に報告するものとする。 

12. 委員会は、原則として専攻科企画・運営委員会が兼任するものとし、その下にワーキンググループとして第１

～７委員会を置くものとする。 

 

 （細目） 

13. この取扱いのほか、会議の運営に関し必要な細目は、会議が別に定める。  

2004 年度第７回総務委員会確認 

2004 年 11 月 10 日 

2006 年 12 月 13 日 

（出典 本校公式ウェブサイト） 
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資料３－１－③－２ 

専攻科授業科目及び担当教員一覧 
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※平成23年５月１日現在                           （出典 学生課作成資料） 
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（分析結果とその根拠理由）  

 本校で専攻科の授業を担当する教員は，博士の学位を有する講師以上の常勤教員が主体であり，全

員が大学評価・学位授与機構による５年ごとの審査で承認された者である。教員は各自の専門分野に

応じた授業科目を担当しているほか，技術士をはじめとする各種の技術資格や，豊かな企業経験を有

する教員が多く配置されている。 

以上のように，本校専攻科においては，教育の目的を達成するために必要な専攻科担当教員が適切

に配置されている。 

 

観点３－１－④： 学校の目的に応じて，教員組織の活動をより活発化するための適切な措置が講

じられているか。 

（観点に係る状況） 

本校の教員採用は公募制であり，教員選考内規に基づき教員選考委員会で選考しているが，当該学

科内外の各教員の経歴や年齢構成等を踏まえ，偏りのない適切な人材配置となるよう十分に配慮され

ている。その結果，教員の年齢構成一覧（資料３－１－④－１，２）・経歴一覧（資料３－１－④－

３）に見るとおり，多様な背景を持つ教員組織であると同時に，おおむねバランスの取れた構成とな

っている。 

また，博士の学位や技術士等の職業上の高度な資格についても，本校教員の取得状況は高レベルで

あり，専門科目（理系の一般科目を含む）を担当する教員66名のうち，約80％を占める53名がこれら

の資格を取得している（資料３－１－④－４）。この数値は，国立高等専門学校機構第２期中期計画

における目標の70％を上回っており，高等専門学校にふさわしい高度な専門教育が可能となっている。

なお，本校には現在７名の女性専任教員がいるが，女性教員の働きやすい職場環境を整えるため，後

述するように校長がヒアリングを行い，女性教員は，寮宿直に替えて寮地区の巡回を実施することと

し，育児休暇取得の勧奨とそれに対する人的対応（非常勤の採用など）も講ずるなど，具体的に配慮

している（資料３－１－④－５）。その他，外部研修へも積極的に参加し，教員の資質向上に努めて

いる（資料３－１－④－６）。 

さらに，平成 21年度から，校長は校長リーダーシップ経費（資料３－１－④―７）の申請者全員

に対して申請書に基づくヒアリングを行い，教育の質の向上を目指すもの，研究成果を科学研究費補

助金等の外部資金獲得に繋げるもの，教育環境を改善しようとするものになっているかを見極めて採

択を決定し，次年度に採択者の実績報告を義務付けている。なお，科学研究費補助金の申請者に運営

費交付金を追加配分すること（資料３－１－④―８），豊橋・長岡技術科学大学が公募する共同研究

への申請を奨励することによる教員の研究活動の活性化に努めている（資料３－１－④―９）。 

  高専機構の在外研究員制度，高専・技術科学大学間教員交流制度，内地研究員制度の活用を奨励し

て教員の研究活動，教育活動の活性化に努めている（資料３－１－④―10）。 

平成21年度に校長が全教員とヒアリングを行い，教員組織を活性化するための具体策について各教

員と話し合い信頼関係の構築に努めている。校長ヒアリングは平成23年度以後も定期的に実施する予

定である。 
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資料３－１－④－１ 

専任教員の年齢構成及び女性教員数 

  教養科 機械工学科 
電気電子

工学科 

電子制御

工学科 

制御情報

工学科 
物質工学科 

総合情報

センター 
計 

60-65 歳 3 1 2 1 2 1   10 

50-59 歳 7 5 3 3 2 3   23 

40-49 歳 7 4 4 3 5 4   27 

30-39 歳 7   1 3 2 3 1 17 

28-29 歳   1   1       2 

計 24(4) 11 10 11 11(1) 11(2) 1 79(7) 

※年齢は平成23年度末における年齢 

※校長及び地域共同テクノセンターの専任教員１名は表に加えていない。 

※計の（ ）内は女性教員数で内数                      （出典 総務課作成資料） 

 

資料３－１－④－２ 

専任教員の年齢構成グラフ 

 

※平成23年５月１日現在                        （出典 総務課作成資料） 
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資料３－１－④－３ 

本校以外の勤務歴 

職名 現員 

本校以外の勤務歴がある教員 
複数経歴内

訳 他高専 大学 
高校以

下 
官公庁 民間企業 自営業 海外研究 

延べ

人数 

実人

数 

教授 35 人 3 人 5 人 1 人 1 人 16 人   1 人 27 人 25 人 
大学・民間

企業 2 名 

准教授 26 人 2 人 7 人 3 人   5 人   1 人 18 人 15 人 

他高専・民

間企業 1 名 

高校・民間

企業 1 名 

大学・海外

研究 1 名 

講師 12 人 1 人 3 人 2 人       1 人 7 人 6 人 
大学・海外

研究 1 名 

助教 6 人   1 人     2 人     3 人 2 人 
大学・民間

企業 1 名 

合計 79 人 6 人 16 人 6 人 1 人 23 人 0 人 3 人 55 人 48 人   

※平成23年５月１日現在 

※校長及び地域共同テクノセンターの専任教員１名は表に加えていない。     （出典 総務課作成資料） 
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資料３－１－④－４ 

博士の学位・技術士取得者数 

  現員 
教養

科 

機械 

工学科 

電気 

電子 

工学科 

電子 

制御 

工学科 

制御情報 

工学科 

物質 

工学科 

総合情

報セン

ター 

計 

博士 
技術

士 
博士 博士 博士 

技術

士 
博士 

技術

士 
博士 博士 技術士 

教授 35 3 4 (1) 3 3 4 2 5 (1)   22 2(2) 

准教授 26 4 2 1  3 2 2   3     14 1 

講師 12 2       2 1   2   1 10  

助教 6   1   1 1 1   1     5  

合計 79 9 7 1(1)  7 8 8 2  11 (1)  1 51 3(2) 

※平成23年５月１日現在 

※（ ）は博士の学位取得者で技術士の資格を有する者 

※校長及び地域共同テクノセンターの専任教員１名は表に加えていない。 

※教養科の９名中１名は国語担当教員                     （出典 総務課作成資料） 

 

資料３－１－④－５ 

育児休業取得状況（教員） 

育児休業取得者 所属・職名 

（取得時） 

担当授業 取得期間 育児休業取得前の

担当授業時間数 

対応方法 

渡邉志保美 教養科・助教授 保健体育 H19.1.7～H19.9.30 14 育児休業取得前の担当授業

の全てを非常勤講師で対応 

佐藤  志保 教養科・准教授 数学 H21.1.13～H22.12.31 16 育児休業取得前の担当授業

の全てを非常勤講師で対応 

※平成23年５月１日現在まで                          （出典 総務課作成資料） 
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資料３－１－④－６ 

平成22年度外部研修一覧表 

研修会名称 主催者 
開始日時（期間） 

参加者 
開始日～終了日 

平成 22 年度 独立行政法人国立高等専門学校機構 高等専

門学校教員研修（クラス経営・生活指導研修会） 
高専機構本部 H22.8.30～H22.9.1 ２名 

平成 22 年度 独立行政法人国立高等専門学校機構 高等専

門学校教員研修（管理職研修） 
高専機構本部 H22.9.29～H22.10.1 １名 

第 7 回 全国国立高等専門学校メンタルヘルス研究集会 高専機構本部 H23.1.27～H23.1.28 ２名 

留学生・国際交流担当者研究集会 高専機構本部 H22.7.9～H22.7.10 1 名 

平成 22 年度 全国学生指導担当教職員研修会 （独）日本学生支援機構 H22.11.25～H22.11.26 １名 

平成 22 年度 障害学生修学支援事例研究会 （独）日本学生支援機構 H22.8.30～H22.8.30 １名 

平成 22 年度 東海・北陸地区メンタルヘルス研究協議会 （独）日本学生支援機構 H22.9.9～H22.9.10 ２名 

平成 22 年度 学生相談インテカーセミナー （独）日本学生支援機構 H22.12.17～H22.12.17 １名 

留学生交流研究協議会 （独）日本学生支援機構 H22.7.8～H22.7.9 1 名 

第 48 回 全国学生相談研修会 日本学生相談学会 H22.11.28～H22.11.30 ３名 

第 36 回 学校保健ｾﾐﾅｰ （財）静岡県予防医学協会 H23.3.3～H23.3.3 １名 

「工学（融合複合・新領域）関連分野」審査講習会 （社）日本工学教育協会 H22.6.16～H22.6.16 1 名 

有機溶剤作業主任者技能講習 
（社）静岡県労働基準協会

連合会 
H22.6.14～H22.6.25 ２名 

安全管理者選任時研修 
（社）静岡県労働基準協会

連合会 
H22.11.24～H22.11.25 1 名 

（出典 総務課作成資料） 
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資料３－１－④－７ 

校長リーダーシップ経費募集要項 

 

（出典 総務課作成資料） 
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資料３－１－④－８ 

科学研究費補助金の申請者への運営費交付金追加配分資料 

 

（出典 総務課作成資料） 
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資料３－１－④－９ 

豊橋・長岡技術科学大学が公募する共同研究への申請・採択状況 

【平成22年度】      

相手先 研究題目 本校研究担当者 研究費額 採択結果 

豊橋科学技術大学 実務スキル涵養する高専－技科大

における制御工学教育プログラム

の検討と作成 

制御情報工学科 長谷 賢治 0 ○（包括契約） 

豊橋科学技術大学 技術者教育としての課外活動の可

能性の提示と「人間力」養成メソ

ッドの開発 

物質工学科 渡辺 敦雄 0 ○（包括契約） 

豊橋科学技術大学 持続可能な社会構築を目的とする

市民の連携促進と環境配慮型まち

づくりへの応用 

物質工学科 渡辺 敦雄 200,000 ○（包括契約） 

豊橋科学技術大学 機械システムのロバスト運動制御

に関する研究 

制御情報工学科 藤尾 三紀夫 0 ○（包括契約） 

豊橋科学技術大学 近接場光デバイスの基盤技術の研

究開発 

電気電子工学科 佐藤 憲史 250,000 ○（包括契約） 

豊橋科学技術大学 ナノコンポジット材料の高電界下

での電荷挙動の把握と電気伝導機

構の解明 

電子制御工学科 遠山 和之 0 ○（包括契約） 

豊橋科学技術大学 有機遷移金属錯体を構造規制剤に

用いた新規ゼオライト合成法の開

発と吸着，触媒能の特性化 

物質工学科 稲津 晃司 280,000 ○（包括契約） 

長岡科学技術大学 担持パラジウム触媒の酸化物薄膜

修飾による触媒燃焼の基質選択性

向上 

物質工学科 稲津 晃司 300,000 ○（包括契約） 

長岡科学技術大学 水晶基板の加工技術と特性評価に

関する研究 

電気電子工学科 野毛 悟 300,000 ○（包括契約） 

長岡科学技術大学 光触媒によるトルエン誘導体の光

直接酸化の化学種決定 

物質工学科 押川 達夫 300,000 ×→直接契約 

   計10件 1,630,000円  
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【平成23年度】      

相手先 研究題目 本校研究担当者 研究費額 採択結果 

豊橋科学技術大学 Sr-R-Mn-Ti-O系化合物の相状態 教養科 小林 美学 研究ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

支援Ａ 

（未定） 

豊橋科学技術大学 「人間力」養成プロジェクト 〜

課外活動〜 

電気電子工学科 野毛 悟 教育ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

支援 

（未定） 

豊橋科学技術大学 ラミネートフィルムによる交流高

電界下での絶縁性能の評価 

電子制御工学科 遠山 和之 研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ活

動支援 

（未定） 

豊橋科学技術大学 人間力計測法の定量的把握方法に

関する研究 

物質工学科 渡辺 敦雄 教育ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

支援 

（未定） 

豊橋科学技術大学 市民・学生双方向型の技術者教育

の試み～「福島第一原子力発電所

事故の定量的影響評価」を通して

～ 

物質工学科 渡辺 敦雄 教育ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

支援 

（未定） 

長岡科学技術大学 電子材料・デバイス研究への誘い 

〜薄膜形成と半導体デバイス実験

〜 

電気電子工学科 野毛 悟 500,000 （未定） 

長岡科学技術大学 メタン資化細菌共生系を利用した

メタン固定化技術の開発 

物質工学科 竹口 昌之 500,000 （未定） 

長岡科学技術大学 歯や骨の再生を促進する薬物徐放

性多糖-無機ハイブリッドヒドロゲ

ルの開発 

物質工学科 山根 説子 500,000 （未定） 

   計8件 1,500,000円  

（出典 総務課作成資料） 
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資料３－１－④－１０ 

１．在外研究員制度による派遣者 

所  属 職 名 氏   名 派 遣 国 派遣先 期    間 

制御情報工学科 准教授 鈴 木  康 人 イギリス リバプール大学 H18.3～H18.10（８月） 

物 質 工 学 科 講 師 古 川  一 実 イギリス レスター大学 H22.4～H23.3（１年） 

 

２．高専・両技科大間教員交流制度による派遣者及び受入者 

【派遣者】 

所  属 職 名 氏   名 派 遣 先 期    間 

教  養  科 教 授 西 垣  誠 一 米子高専 H18～H20（３年） 

教  養  科 講 師 藤 井  数 馬 香川高専 H22～H23（２年） 

電気電子工学科 講 師 大 澤  友 克 豊田高専 H22～H23（２年） 

制御情報工学科 准教授 宮 下  真 信 豊橋技術科学大学 H23～H23（１年） 

 

【受入者】 

所  属 職 名 氏   名 派 遣 元 期    間 

教  養  科 准教授 白 根  弘 也 秋田高専 H19～H19（１年） 

教  養  科 准教授 高 津  浩 彰 豊田高専 H21～H21（１年） 

教  養  科 講 師 堀 江  太 郎 鈴鹿高専 H19～H20（２年） 

電気電子工学科 講 師 草 間  裕 介 香川高専 H22～H22（１年） 

電子制御工学科 准教授 内 堀  晃 彦 宇部高専 H20～H20（１年） 

電子制御工学科 助 手 管    隆 寿 一関高専 H18～H18（１年） 

制御情報工学科 教 授 市 川  周 一 豊橋技術科学大学 H23～H23（１年） 

物 質 工 学 科 准教授 津 田  良 弘 福井高専 H18～H18（１年） 

 

３．内地研究員制度による派遣者 

所  属 職 名 氏   名 派 遣 先 期    間 

教  養  科 准教授 住 吉  光 介 
高エネルギー加速器研究機構 

素粒子原子核研究所 
H23.5～H24.2（10月） 

（出典 総務課作成資料） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

教員組織の活動をより活発化するため，本校の教員募集においては公募制を採用し，年齢や経歴等

を十分考慮した選考を行っている。その結果，教員の年齢構成は，特定の年代に偏らずバランスのと

れたものとなっており，多様な教育経験や企業経験を有する教員によって，質の高い実践的な教育が

行われている。博士の学位や技術士等の資格の取得率も高いレベルにあり，国立高等専門学校機構中

期計画における目標を達成している。 

また，平成21年度には校長が全教員とヒアリングを行い，教員組織を活性化するための具体策につ
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いて各教員と話し合い，信頼関係の構築を図っている。その結果，女性教員の働きやすさに具体的に

配慮しているほか，校長リーダーシップ経費の厳正な採択をはじめとして，科学研究費補助金の申請

者への運営費交付金の追加配分，豊橋・長岡技術科学大学が公募する共同研究への申請の奨励，高専

機構の在外研究員制度，高専・技術科学大学間教員交流制度，内地研究員制度の活用の奨励などを通

じて，教員の研究活動，教育活動の活性化に努めている。 

以上のように，教員組織の活動をより活発化するための適切な措置が講じられている。 

 

観点３－２－①： 全教員の教育活動に対して，学校による定期的な評価が行われているか。また，

その結果把握された事項に対して教員組織の見直し等，適切な取組がなされてい

るか。 

（観点に係る状況） 

平成 11 年度より自己点検・評価委員会（資料３－２－①－１）を設置し，各学科等・委員会等の

セルフチェックを中心とした自己点検・評価活動を行っている。 

教員の講義等の教育活動に対する評価は，平成 11 年度より教務委員会が中心となり学生による授

業評価アンケート（資料３－２－①－２）を継続して実施し，アンケート結果はウェブサイト上で全

教員が確認することができる（資料３－２－①－３）。各教員はその結果を基に改善策を立て，次年

度のシラバスに明記することが義務づけられている。学生の授業評価の結果とシラバスの内容を総合

して教務主事（専攻科については専攻科長）が評価し数値化を進めている。 

 専攻科研究の指導教員については，学位（学士）取得結果を参考として，専攻科長が評価し数値化

を進めている。 

学級担任の学級運営及び学生指導については，学級日誌（資料３－２－①－４）及び学生の身上調

書（資料３－２－①－５）の記録に基づいて教務主事が評価し数値化を進めている。 

  クラブ活動・課外活動の指導については、課外活動実施報告書（資料３－２－①－６）の記録に基

づいて学生主事が評価し数値化を進めている。 

学生寮の生活指導については，寮生指導日誌等の関連資料（資料３－２－①－７）の記録に基づい

て寮務主事が評価し数値化を進めている。 

以上のように，全教員の教育活動に対して，年度毎に各教員の全ての評価内容の数値を合計した値

をその教員の教育活動の実績として評価する体制の整備を進めており（各評価の数値化についての詳

細は訪問調査時に提示する），平成17年度受審の認証評価において指摘された点を改善すべく適切に

対応している。 
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資料３－２－①－１ 

 

（出典 本校学内限定ウェブサイト） 
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資料３－２－①－２ 

 

（出典 本校学内限定ウェブサイト） 
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資料３－２－①－３ 

 

※１／５３頁のみ掲示                     （出典 本校学内限定ウェブサイト） 
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資料３－２－①－４ 

学級日誌の書式 

天

候

1

2

3

4

5

6

7

8

No.

～

No.

学習内容の要点 遅刻者氏名

教
室
清
掃
当
番

欠課者氏名

清
掃
状
況

本
日
の
反
省
と
所
感

当
番
氏
名

学　級　担　任

教　　員　　印

授 業 科 目 名

   　月　　日　　曜日

教員名

 

（出典 学生課作成資料） 
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資料３－２－①－５ 

     ※１／６頁のみ掲示                        （出典 学生課作成資料） 
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資料３－２－①－６ 

印

時間数 実施場所 実施内容 同行コーチ
交通費
（実費）

備考

4月1日 金 ～

4月2日 土 13:00 ～ 17:00 4:00 沼津高専第１体育館 練習

4月3日 日 9:00 ～ 17:00 8:00 小山高校 練習試合 三島　次郎 650円 三島～足柄

4月4日 月 ～

4月5日 火 ～

4月6日 水 ～

4月7日 木 ～

4月8日 金 ～

4月9日 土 ～

4月10日 日 ～

4月11日 月 ～

4月12日 火 ～

4月13日 水 16:30 ～ 18:30 2:00 沼津高専第１体育館 練習

4月14日 木 ～

4月15日 金 16:30 ～ 18:30 2:00 沼津高専第１体育館 練習

4月16日 土 13:00 ～ 17:00 4:00 沼津高専第１体育館 練習及びＯＢ戦

4月17日 日 9:00 ～ 16:00 7:00 沼津市民体育館 インターハイ東部地区予選 三島　次郎 360円 三島～沼津

4月18日 月 ～

4月19日 火 ～

4月20日 水 ～

4月21日 木 ～

4月22日 金 ～

4月23日 土 ～

4月24日 日 ～

4月25日 月 ～

※クラブ指導に従事した時間を記入すること。（会場への移動時間は含めない。）

※公共交通機関を利用し、交通費を負担した場合は金額（実費）を記入すること。

日付 実施時間

氏　　名

課外活動実施報告書　4月分（4/1～4/25）

クラブ名 ○○○部

沼津　太郎

平日の練習も指導に従事した場

合は記入する。

交通費を負担した場合は金

額及び区間を記入する。

  （出典 学生課作成資料） 
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資料３－２－①－７ 

 

（出典 学生課作成資料） 
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（分析結果とその根拠理由）  

全教員の教育活動に対して，講義等，専攻科研究指導，学級運営・学生指導，クラブ活動・課外活

動指導及び寮生の生活指導などの評価を全て数値化して総合的に評価する作業が進行中である。 

以上のことより，全教員の教育活動に対して，学校による定期的な評価を行う体制の整備が進行中

である。なお，現在のところ教員組織の見直し等の必要性は存在しない。 

 

観点３－２－②： 教員の採用や昇格等に関する基準や規定が明確に定められ，適切に運用がなさ

れているか。 

（観点に係る状況）  

昇格については，沼津工業高等専門学校教員選考内規（資料３－２－②－１）に定められていると

おり，各学科の推薦委員会が，校長・教務主事・学生主事・寮務主事・当該学科長で構成する教員選

考委員会に昇格候補者の推薦を行う。教員選考委員会では，昇格候補者が作成した個人調書・著書論

文一覧・自己申告書に基づき，講義・学生指導・課外活動等の教育における実績，研究における実績，

学校運営及び社会貢献における実績のほか，学位・勤務年数等について総合評価を行い，昇格を決定

している。 

また，平成 23 年度からは，教育実績・研究実績・学校運営及び社会貢献における評価項目を細分

化した上で数値化し，勤続年数及び学位・資格等と総合して評価する教員昇格推薦基準の策定を進め

ている（詳細は，調査訪問時に提示する）。 

  採用については，平成 19 年に教員選考内規を一部改正し，採用手続きを変更した。公募を実施す

る場合，公募する教員の専門分野・職種・公募内容について，教員選考委員会で審議の上，公募を実

施している。これらの公募は，全国高等専門学校・学会誌・研究者人材データベース・本校ホームペ

ージで周知を行っている。当該学科の推薦委員会の書類選考結果に基づき，教員選考委員会において，

再度審議を行い，原則３名程度の面接候補者を決定する。推薦委員会で面接及び模擬授業を実施し，

当該学科長から面接及び模擬授業の状況報告後，教員選考委員会の合議の上，採用内定者を決定して

いる。 

選考の際の視点は，公募を行っている専門分野での実績があり，教育とともに学級担任等の学生指

導にも熱意を持ち，教育と研究を両立することができる人材を採用するよう努めている。 

 なお，非常勤講師の採用については，「沼津工業高等専門学校非常勤講師に関する内規」（資料

３－２－②－２）が定められており，各学科等から提出された「非常勤講師委嘱依頼願」（資料３

－２－②－３）により，教務主事が経歴等をチェックし，教務委員会で確認を行った上で（資料３

－２－②－４），非常勤講師を適切に委嘱している。 
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資料３－２－②－１ 

○沼津工業高等専門学校教員選考内規 

（平成 8.9.11 制定） 

最終改正 平成 19.6.13 

（趣旨） 

第１条 本校における教員（教授、准教授、講師及び助教）の採用及び昇任（以下「採用等」という。）の選考等

は、独立行政法人国立高等専門学校機構教職員就業規則（平成１６年独立行政法人国立高等専門学校機構規則第

６号）、その他法令等に特別の定めのある場合を除くほか、この内規の定めるところによる。 

（採用等の発議） 

第２条 各学科又は教養科（以下「学科等」という。）において、教員の採用等を必要と認めたときは、当該の学

科等の長が第１号様式により，校長に申し出る。(採用の場合は公募文案を添付する。) 

（推薦委員会） 

第３条 校長は、前条の申し出がありこれを必要と認めたとき又は管理運営上特に必要があると認めたとき、当該

の学科等に推薦委員会を設置する。 

２ 推薦委員会は、当該の学科等の長及び校長が指名した教員をもって組織する。 

第４条 推薦委員会は、採用等の候補者を選定し、次の書類をもって（採用の場合は書類選考し複数名を）選考委

員会に推薦する。 

 (1)推薦書 

 (2)履歴書（採用者の場合） 

 (3)教員選考個人調書 

 (4)著書・論文等一覧 

 (5)著書・論文等の概要 

 (6)企業での各部門における実績（企業からの採用者の場合） 

 (7)沼津工業高等専門学校における教育・研究に対する抱負（本校内において昇任する者を除く。） 

 (8)「自己申告書」（本校内において昇任する者） 

 (9)その他校長が必要と認めた書類 

２ 推薦委員会は面接等を実施することができる。 

（選考委員会） 

第５条 校長は、学科等から第２条の申し出があったとき、選考委員会を設置する。 

  選考委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。 

 (1)校長 

 (2)副校長（教務主事）、校長補佐（学生主事）及び校長補佐（寮務主事） 

 (3)当該の学科等の長 

 (4)その他校長が必要と認めた者 

３ 選考委員会は、校長が招集し、議長となる。 

第６条 第２条の発議内容の審査，公募文案，及び採用等の候補者の選考は、選考委員会の議に基づき校長が行

う。 

（事務） 

第７条 選考委員会に関する事務は、総務課が行う。 
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（補則） 

第８条 この内規に定めるもののほか、教員の採用等の選考に関し必要な事項は、校長が別に定める。 

 

附 則 

 この内規は、平成８年９月１１日から施行する。 

附 則 

 この内規は、平成１０年４月１日から施行する。 

附 則 

 この内規は、平成１１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この内規は、平成１６年４月１４日から施行し、同年４月１日から適用する。 

附 則 

 この内規は、平成１７年４月１日から適用する。 

附 則 

 この内規は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

 この内規は、平成１９年４月１日から施行する。  

附 則 

 この内規は、平成１９年６月１３日から施行し、同年４月１日から適用する。 

（出典 本校規則集） 

 

資料３－２－②－２ 

○沼津工業高等専門学校非常勤講師に関する内規 

（昭和 53.8.21 制定） 

最終改正 平成 16.4.14 

第１条 非常勤講師は、特殊な専門的知識・技術を必要とする内容の科目の授業実施、及び本校教員の授業負担の

過大を緩和するため、必要最小限の員数の学識経験者に委嘱する。 

第２条 非常勤講師は、次の各号に該当する者を委嘱する。 

(1)高等専門学校設置基準に定められた講師以上の教員資格を有する者 

(2)年齢満７０歳以下の者 

(3)健康で勤務に支障のない者 

２ 前項によりがたい場合は、校長の了承を得て措置する。 

第３条 非常勤講師の授業時間は、原則として、１週１日４時間以内とする。 

附 則 

この内規は、昭和５４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この内規は、平成１６年４月１４日から施行し、同年４月１日から適用する。 

（出典 本校規則集） 
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資料３－２－②－３ 

 

（出典 学生課作成資料） 
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資料３－２－②－４ 

平成２２年度 第６回教務委員会議事録（一部抜粋） 

 

日 時 平成２３年２月４日（金） １３：０５～１４：３０ 

場 所 選択制教室３・４（共通棟１階） 

出席者 教務主事 大島，教務副主事 村松，教務主事補 勝山，遠山 

教務委員 高野，後藤，三谷， 学科長 小林，望月，長谷，押川，西垣 

専攻科長 芳野，図書館長 江間， 学生課長 山添，教務 大河，影山 

 

（前略） 

９．平成 23 年度非常勤講師委嘱に関して 

 （資料８）平成 23 年度非常勤講師予定一覧 

 ・資料通り確認された。 

・一部非常勤の週・時間については，時間割が定まってからとなる。 

（後略） 

（出典 教務委員会議事要録） 

（分析結果とその根拠理由）  

採用については，複数の候補者から教育指導能力と研究活動能力を総合的に評価し採用するよう努

めており，適切に運用がなされている。昇任についても同様であるが，より適切な運用を図るため，

平成23年度から各評価項目を数値化し，勤続年数及び学位・資格等と総合して評価する教員昇格推薦

基準をより明確化する作業を進めている。また，非常勤講師の採用についても，定められた内規に基

づき，適切に対応している。 

以上のことから，教員の採用や昇格等に関する基準や規定が明確に定められ，適切に運用がなされ

ている。 

 

観点３－３－①： 学校における教育活動を展開するに必要な事務職員，技術職員等の教育支援者 

等が適切に配置されているか。 

（観点に係る状況）  

本校の事務組織は，教育支援及び学生支援を行うための組織として，学生課を配置し，教育課程の

展開を支援する主な部署である教務係に４名の職員を配置している（資料３－３－①－１）。教務係

における教育支援業務（資料３－３－①－２）は，定期試験時間割作成，教科書・教材の取りまとめ，

教室の設備・備品等の維持管理，学外実習の連絡調整等があり，教員と協働により業務を行っている。 

  技術職員については，定員削減が求められている状況において，技術職員の職務の合理化及び効率

化を図り，教育支援体制の更なる強化を目的として，技術職員を組織化することとし，平成 18 年度

に全学的な組織である技術室を設置した。技術室は，実習工場班，機械系班，電気・電子・情報系班，

物理・化学系班の４班からなり，再雇用職員を含め 17 名を配置している（資料３－３－①－１）。

技術室の主な業務（資料３－３－①－３）は，実験・実習・卒業研究における教育の補助や技術指導，

教員からの依頼による教材の作成，実験室・実習室等の設備・備品等の維持管理等であり，技術室と

各学科が連携し，教育支援を行っている（資料３－３－①－４）。 
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資料３－３－①－１ 

事務職員・技術職員の配置状況 

 【事務部】      

   事務職員 技術職員 看護師 非常勤・再雇用職員等 

 

事務部 

  事務部長 1       

 総務課 課長 1       

   課長補佐 2     2  

   専門員 1       

   総務係 4     5 

   人事係 3       

   財務係 3     1 

   用度係 3     1 

   施設係   2     

 学生課 課長 1       

   課長補佐 1     1  

   教務係 4       

   入試係 2      

   学生係 3   1   

   寮務係 1     5 

   図書係 1     3 

 計     31 2 1 18 

               

 【技術室】      

   教員 技術職員 再雇用職員  

 

技術室 

技術室長 1      

 技術長   1    

 実習工場班   5 1   

 機械系班   2 1  

 電気･電子・情報系班   3    

 物理・化学系班   2 2  

 計     1 13 4  

 

※平成 23 年５月１日現在 

※ 技術長は，電気・電子・情報系班を兼任。（電気・電子・情報系班の外数）  

（出典 総務課作成資料） 
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資料３－３－①－２ 

○沼津工業高等専門学校事務分掌細則 

（昭和 44.4.1 制定） 

最終改正 平成 22.3.31 

  (教務係)  

第１３条 教務係においては，次の事務を分掌する。 

  (1) 学生課内の総括及び連絡，調整に関すること。   

  (2) 教育課程に関すること。 

  (3) 授業及び休業に関すること。 

  (4) 学生の校外実習及び見学に関すること。 

  (5) 学生の修学及び卒業に関すること。 

(6) 学生の休学，退学等学籍に関すること。 

(7) 学生の成績原簿及び指導要録の保存に関すること。 

(8) 学生及び卒業生の学籍並びに成績等諸証明に関すること。 

(9) 教科書，教材及び教具等に関すること。 

(10) 学生の課外教養行事に関すること。 

(11) 授業料収入金調査書の作成及び変更に関すること。 

(12) 所掌事務の調査，統計その他諸報告に関すること。 

（出典 本校規則集） 

 



沼津工業高等専門学校 基準３ 

125 

資料３－３－①－３ 

沼津工業高等専門学校技術室規程 

（設置） 

第１条 独立行政法人国立高等専門学校機構の本部事務局の組織等に関する規則（独立 

行政法人国立高等専門学校機構規則第４号）第１２条の規程に基づき，沼津工業高等 

専門学校（以下「本校」という。）に，技術室を置く。 

（目的） 

第２条 技術室は，本校の学科等の要請に基づき，技術・技能を要する専門業務を行う 

ことにより，本校における教育研究等の業務を支援する。 

（業務） 

第３条 技術室は，次に掲げる業務を行う。 

(1) 実験・実習における教育の補助及び技術指導に関すること。 

(2) 教育研究に必要な技術業務，技術開発及び教材作成に関すること。 

(3) 情報システム基盤の維持・管理に関すること。 

(4) 地域共同テクノセンター，総合情報センター，スペース・コラボレーション・システム,マルチメディア教

室に関すること。 

(5) 実験室，実習室等の設備・備品等の維持管理に関すること。 

(6) 地域社会との連携に基づく技術協力に関すること。 

(7) 技術の継承・保存に関すること。 

(8) 技術職員の研修の企画，立案及び実施に関すること。 

(9) 技術職員の養成に関すること。 

(10) 学校行事への準備及び支援に関すること。 

(11) 本校の業務の技術支援に関すること。 

(12) その他技術室に関すること。 

 （組織） 

第４条  技術室は，技術室長，技術長，技術専門員，技術専門職員及び技術職員（建物及び施設の営繕，保守並び

に管理に関する事務を担当する技術職員その他これに準ずる技術職員を除く。）をもって組織する。 

（技術室長） 

第５条 技術室長は，本校の教授の中から校長が任命する。 

２ 技術室長は校長の命を受け，技術室の業務を総括する。 

３ 技術室長の任期は２年とし，再任を妨げない。 

（技術長） 

第６条 技術長は，技術専門員または技術専門職員の中から校長が任命する。 

２ 技術長は技術室長の命を受け，技術室の技術職員の業務を総括するとともに，必要に応じ，連絡調整，技術職

員の技術的な指導，育成を行う。 

（班・班長） 

第７条 技術室に，専門的技術の内容と必要に応じて，班および班長を置く。 

(1) 実習工場班（主に機械実習工場に関する業務を行う。） 

(2) 機械系班（主に機械工学科及び制御情報工学科に関する業務を行う。） 

(3) 電気・電子・情報系班（主に電気電子工学科，電子制御工学科及び総合情報センターに関する業務を行

う。） 

(4) 物理・化学系班（主に教養科及び物質工学科に関する業務を行う。） 

２ 班長は上司の命を受け，班の業務を統括し，円滑な業務遂行に努め，必要な連絡調整を行う。 

（運営委員会） 

第８条 技術室の運営に関する基本的な事項を審議するため，技術室運営委員会（以下「運営委員会」という。）

を置く。 

２ 運営委員会の組織，運営については，別に定める。 

（雑則） 

第９条 この規程に定めるもののほか，技術室の運営に関し必要な事項は，技術室長が別に定める。 

附 則 

１ この規程は，平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この規程は，平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この規程は，平成２０年１０月８日から施行し，平成２０年１０月１日から適用する。 

（出典 本校規則集） 
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資料３－３－①－４ 

平成23年度支援申請書一覧表（全体一覧）

学科等 担当者 支援内容 支援班
支援

人数

支援

の

可否
対応班

T 藤尾三紀夫 テクノフォーラム準備と実施および後片付け 技術室 12 可 技術室
T 藤尾三紀夫 工場実習(F-met) 実習工場 5 可 実習工場

T 藤尾三紀夫
３次元立体造型機の操作(F-met)
「富士山麓医用機器開発エンジニア養成プログラム」

機械系・電気電子情報系 1 可 機械系

T 藤尾三紀夫
３次元ＣＡＤ/CAMソフトウェアのオペレーション(F-met)
「富士山麓医用機器開発エンジニア養成プログラム」

機械系・電気電子情報系 2 一部可 機械系

T 藤尾三紀夫
マシニングセンターV33のオペレーションと切削動力測定実験(F-met)「富
士山麓医用機器開発エンジニア養成プログラム」

機械系 2 一部可 実習工場

S 相良 誠・機械工学科教員 工作実習(後期水曜日2・3・4時限) 実習工場・機械系 6 可 実習工場・機械系
S 長谷 賢治・市川 周一　 制御情報工学プログラミング演習I(通年(毎金曜日 5～8時限）) 電気電子情報系 1 可 機械系
S 鈴木 康人 制御情報工学プログラミング演習2(通年(毎火曜日 5～8時限）) 電気電子情報系 1 一部可 電気電子情報系
S 芹澤 弘秀 メカトロニクス演習Ⅰ(通年 金曜日 5～8時限) 機械系または電気電子情報系 1 可 機械系
S 松本 祐子 メカトロニクス演習Ⅱ(通年 火曜日 5～8時限) 電気電子情報系 1 可 機械系
S 大久保進也 メカトロニクス演習Ⅲ(通年 月曜日 5～8時限) 機械系または電気電子情報系 1 可 機械系

S 鈴木 茂樹
制御情報工学科内のネットワーク管理及びホームページの管理
適時（週２回程度）

電気電子情報系 1 可 機械系

S 長谷 賢治 学科共通支援業務 特に問わない 1 可 機械系
S 相良 誠 工学実験(通年 木曜日 5～7時間) 機械系 1 可 機械系
S 吉野龍太郎、大島茂、長谷賢治、相良 誠 創造設計 前期：金曜日 6～7時限　　後期：木曜日 5～8時限 機械系・情報系 1 一部可 機械系
S 吉野龍太郎 卒業研究 通年：水曜日 5,6時限　（桶田） 機械系 1 可 機械系
S 吉野龍太郎、大島茂、長谷賢治、相良 誠 創造設計 機械系・情報系 1 可 機械系
O 岡本ちづ子 図書館IT関係業務 電気電子情報系 1 可 電気電子情報系
O 山口正志 公開講座支援(公開講座開催日及びその前後) 技術室 可
O 山口正志 公式ホームページの維持管理に関する技術支援 電気電子情報系 可

O 山口正志 事務情報化推進に係る技術支援 電気電子情報系 可 電気電子情報系

O 山口正志 工具セットメンテナンス 技術室 可
M 井上 聡 機械工学実験Ⅰ（材料工学分野）通年（火曜5～7時限） 機械系 1 可 機械系
M 小林 隆志 機械工学実験Ⅱ（計算力学分野）通年（木曜６～８時限） 機械系 1 可 機械系

M 西田　宮内　新冨　山中　永禮　松田　小林

機械設計製図Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
前期：月曜日 3～7
後期：月曜日 1,2  水曜日 2～4  金曜日 3,4

機械系 1 可 機械系

M 機械工学科各教員 機械工学科の学科支援(H23年度中の適時) 機械系 2 可 機械系
M 機械工学科各教員 機械工学科の情報処理に関する管理・保守(H23年度中の適時) 機械系 1 可 機械系

M 小林 隆志
卒業研究（機械工学科コンピュータ演習室）
月：7～8時限（前期）、3～7時限（後期）　水：5･6（後期）
金：3～6時限（前期）、5～7時限（後期）

機械系 1 可 機械系

M 村松 久巳 機械工学科ＴＯＥＩＣ教育の支援(平成23年度中の適時) 機械系 1 可 機械系
M 永禮 哲生，新冨 雅仁 エコランカー製作の支援 実習工場 5 可
M 　小林　隆志・宮内　太積・松田　伸也 機械工作実習Ⅰ 実習工場　・　機械系 6 可 実習工場・機械系
M 　井上　聡・永禮　哲生・山中　仁 機械工作実習Ⅱ 実習工場　・　機械系 6 可 実習工場・機械系
M 宮内　太積・松田　伸也 設計製図Ⅲ 実習工場 5 可 実習工場
M 宮内　太積・松田　伸也 工作実習Ⅲ 実習工場　・　機械系 6 可 実習工場・機械系
M 小林　隆志 機械設計製図Ⅳ 実習工場 5 可 実習工場
M 全学科各教員 卒業研究 実習工場　 5 可 実習工場
M 小林　隆志 留学生及び編入生の補講 実習工場　 5 可 実習工場
M 小林　隆志 機械工学科E-learning教育の支援（機械実習工場教育関係） 実習工場　 5 可 実習工場
L 西垣　誠一・勝山智男・小林美学 学科支援（教養科）(通年) 物理化学系 2 可 物理化学系
L 小林　美学 C1化学Ⅰ、Ⅱ(前期：木曜１・２　後期：木曜1・2) 物理化学系 1 可 物理化学系
L 小林　美学 M1化学Ⅰ(前期：金曜1・2　後期：水曜5・6) 物理化学系 1 可 物理化学系
L 小林　美学 E1化学Ⅰ(前期：金曜5・6　後期：金曜5・6) 物理化学系 1 可 物理化学系
L 小林　美学 D1化学Ⅰ(前期：月曜3・4　後期：木曜7・8) 物理化学系 1 可 物理化学系
L 小林　美学 S1化学Ⅰ(前期：火曜1・2　後期：金曜1・2) 物理化学系 1 可 物理化学系
L 今野　信男 M2化学Ⅱ(前期：金曜5・6　後期：木曜3・4) 物理化学系 1 可 物理化学系
L 今野　信男 E2化学Ⅱ(前期：金曜３・４　後期：木曜５・６) 物理化学系 1 可 物理化学系
L 西島　帶刀 D2化学Ⅱ(前期：月曜３・４　後期：火曜５・6) 物理化学系 1 可 物理化学系
L 西島　帶刀 S2化学Ⅱ(前期：月曜1・2　後期：月曜1・2) 物理化学系 1 可 物理化学系
L 小林　美学 化学Ⅲ(前期：水曜１・２時限) 物理化学系 1 可 物理化学系
L 勝山　智男・駒　佳明 M1物理（実験）(前期：火曜１・２　後期：火曜３・４) 物理化学系 1 可 物理化学系
L 勝山　智男 E1物理（実験）(前期：月曜３・４　後期：木曜５・６) 物理化学系 1 可 物理化学系
L 廣瀬豊（常勤補助：勝山智男） D1物理（実験）(前期：水曜５・６　後期：木曜１・２) 物理化学系 1 可 物理化学系
L 駒　佳明 S1物理（実験）(前期：木曜７・８　後期：月曜５・６) 物理化学系 1 可 物理化学系
L 廣瀬豊（常勤補助：勝山智男） C1物理（実験）(前期：金曜１・２　後期：水曜３・４) 物理化学系 1 可 物理化学系
L 勝山智男・駒　佳明 M4応用物理実験(前期　月曜日５・６時限) 物理化学系 1 可 物理化学系  
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L 勝山智男・駒　佳明 E4応用物理実験(前期　火曜日７・８時限) 物理化学系 1 可 物理化学系
L 勝山智男・駒　佳明 S4応用物理実験(前期　水曜日３・４時限) 物理化学系 1 可 物理化学系
L 勝山智男・駒　佳明 C4応用物理実験(前期　木曜日５・６時限) 物理化学系 1 可 物理化学系
L 勝山智男 M2物理実験(後期　火曜日５・６時限) 物理化学系 1 可 物理化学系
L 勝山智男 E2物理実験(後期　火曜日７・８時限) 物理化学系 1 可 物理化学系
L 勝山智男 D2物理実験(後期　月曜日７・８時限) 物理化学系 1 可 物理化学系
L 勝山智男 S2物理実験(後期　月曜日５・６時限) 物理化学系 1 可 物理化学系
L 塩谷　三德 MM教室の管理補助(適時) 電気電子情報系 1 可 電気電子情報系
L 塩谷　三德 英語学習用e-Learningシステムの保守管理 電気電子情報系 1 可 電気電子情報系
K 小林　隆志 機械実習工場の管理・運営・保守 実習工場 5 可 実習工場
K 小林　隆志 ロボコン、高専祭等における学生の課外活動援助 実習工場 5 可 実習工場

J 中道義之 「情報処理基礎」の補助 電気電子情報系 1 可 電気電子情報系

J 牛丸真司 基幹ネットワーク・サーバ管理 機械系・電気電子情報系 4 可 電気電子情報系
J 牛丸真司 教育用電子計算機システム管理 機械系・電気電子情報系 4 可 電気電子情報系
J 牛丸真司 専情委事務業務 電気電子情報系 1 可 電気電子情報系
J 牛丸真司 学内情報化の推進に関する技術支援 電気電子情報系 2 可 電気電子情報系
J 中道義之 総合情報センター運営支援 電気電子情報系 1 可 電気電子情報系
E 西村 賢治 電気電子工学実験Ⅰ(前期，水曜日5, 6　後期，火曜日5～8) 電気電子情報系 2 可 電気電子情報系
E 江間 敏 電気電子工学実験Ⅱ(前期，火曜日5～8時限　後期，月曜日5～8時限) 電気電子情報系 2 可 電気電子情報系
E 眞鍋 保彦 電気電子工学実験Ⅲ(通年，木曜日5～8時限) 電気電子情報系 3 一部可 電気電子情報系

E 野毛 悟
電気電子工学実験Ⅳ(前期，月曜日3,4時限 と 金曜日5,6時限，
後期, 金曜日5～8時限)

電気電子情報系 2 可 電気電子情報系

E 佐藤 憲史 電気電子工学実験Ⅴ(前期，月曜日5～8時限) 電気電子情報系 2 可 電気電子情報系
E 望月孔二 または 各担当教員 電気電子工学科支援 電気電子情報系 2 可 電気電子情報系
E 望月孔二 鉛フリーハンダセット管理 電気電子情報系 2 可 電気電子情報系
E 手塚　重久 機械工学概論 実習工場　・　機械系　 6 可 実習工場・機械系
D 大庭　勝久　・　新冨　雅仁 電子制御工学実験Ⅱ(後期金曜日１～４時限) 実習工場・機械系・電気電子情報系 8 可 実習工場・機械系
D 江上 親宏・大沼 巧 電子制御工学実験Ⅰ（D実Ⅰ前期）(前期　金曜日５・６時限) 電気電子情報系 1 可 電気電子情報系
D 江上　親宏・大沼 巧 電子制御工学実験Ⅰ（D実Ⅰ後期）(後期　金曜日５－８時限) 電気電子情報系 2 可 電気電子情報系
D 大庭　勝久・出川　智啓 Ｄ２プログラミング入門(後期　火曜日３・４時限) 電気電子情報系 1 可 電気電子情報系
D 江上　親宏 ＵＮＩＸ入門(前期 水曜日３・４時限) 電気電子情報系 1 可 電気電子情報系
D 大庭　勝久・青木悠祐 電子制御工学実験Ⅱ（前期）(前期　水曜日５・６時限) 電気電子情報系 1 可 電気電子情報系
D 鄭　萬溶 Ｄ４学生実験（光の速度測定）(後期　木曜日３～８時限) 物理化学系 1 可 物理化学系
D 大庭　勝久・出川　智啓 Ｄ３　Ｃ言語基礎演習(前期　月曜日１・２時限) 電気電子情報系 1 可 電気電子情報系
D 川上　誠 電子機械基礎実習(後期　月曜７・８時限) 電気電子情報系 1 可 電気電子情報系
D 川上　誠 工学実験（トランジスタの静特性）(前期　月曜日５～８時限) 電気電子情報系 1 可 電気電子情報系
D 川上　誠 電子制御工学実験Ⅲ（Ｄ実Ⅲ後期）(後期　火曜日５～８時限) 電気電子情報系 1 可 電気電子情報系
D 長澤　正氏（就職担当） 就職関連の資料の整理とWebへの掲載(1年間(20分/件×500件）) 電気電子情報系 1 可 電気電子情報系
D 舟田　敏雄（学科長） 電子制御工学科支援 特に問わない 可 電気電子情報系
D 大庭　勝久 工作室で使用する工具や工作機械の講習(前期開始時　４ｈ／年) 実習工場 可 実習工場

D 江上　親宏
実験器具の準備、操作、試薬作製等の技術的支援
(前期中に１回程度)

物理化学系 1 可 物理化学系

C 永禮　哲生 機械工学概論(前期金曜日1・2・3・4時限) 実習工場・機械系 6 可 実習工場・機械系
C 後藤　孝信 物質工学入門(通年水曜日５・６時限) 物理化学系 1 可 物理化学系
C 藁科　知之 分析化学実験(４/７～６/１７　木、金　５・６・７・８時限) 物理化学系 1 可 物理化学系
C 大川　政志 無機化学実験(６/２３～１１/１８　木、金　５・６・７・８時限) 物理化学系 1 可 物理化学系
C 蓮実　文彦 微生物学実験(１１/２４～２/１７　木、金　５・６・７・８時限) 物理化学系 1 可 物理化学系
C 押川　達夫 有機化学実験(６/２３～１１/１１　木、金　５・６・７・８時限) 物理化学系 1 可 物理化学系
C 後藤　孝信 生物化学実験(４/７～６/１７　木、金　５・６・７・８時限) 物理化学系 1 可 物理化学系
C 稲津　晃司 物理化学実験(１１/１７～２/１７　木、金　５・６・７・８時限) 物理化学系 1 可 物理化学系
C 山根　説子 材料化学実験　Ⅰ(７/４～１１/１５　月、火　５・６・７時限) 物理化学系 1 可 物理化学系
C 芳野　恭士 生物工学実験　Ⅰ(７/４～１１/１５　月、火　５・６・７時限) 物理化学系 1 可 物理化学系
C 渡辺　敦雄 材料化学実験　Ⅱ(１１/２１～２/２８　月、火　５・６・７時限) 物理化学系 1 可 物理化学系
C 古川　一実 生物工学実験　Ⅱ(１１/２１～２/２８　月、火　５・６・７時限) 物理化学系 1 可 物理化学系
C 竹口　昌之 化学工学実験(４/１１～６/２８　月、火　５・６・７時限) 物理化学系 2 可 物理化学系
C 押川　達夫 学科支援(通年) 物理化学系 2 可 物理化学系
A 蓮実　文彦 組換えDNA実験に関する安全委員会 物理化学系 1 可 物理化学系
A 相良 誠 専攻科実験　未定（4回分） 機械系 1 可 機械系
A 芳野恭士 動物実験委員会委員(年間に約２回の会議に出席) 物理化学系 1 可 物理化学系
A 蓮実　文彦 キャリア教育 物理化学系 1 可 物理化学系  

（出典 技術室作成資料） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

  本校の事務組織は，総務課と学生課で構成され，教育支援及び学生支援は学生課において実施して

いる。定員削減が実施されたが，教務係においては，定員削減は行わず４名の職員配置を継続すると
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ともに，平成 20 年度からは入試係を新設し，教務係において実施していた入試関係業務を教務係の

所掌から分離させ，教育支援業務を的確に実施できるよう充実を図っている。 

  技術職員については，平成 18 年度に技術職員を組織化し技術室を設置した。従前は，庶務課（現

総務課）に所属していたが，業務上は各学科に属していたため，技術職員間の連携が希薄であり，当

該職員が不在の場合等は教員の負担となっていた。組織化により，各職員の専門性を考慮しながら，

各班において学科にとらわれない支援を行う等，全学的組織として教育活動に対する技術的支援が可

能となった。 

以上のように，本校の教育活動を展開するのに必要な事務職員，技術職員等の教育支援者は適切に

配置されている。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 

県立高校で校長・教頭等の要職も務めた教育経験豊富な教員を，専任の寮監として配置することで，

低学年全寮制のもとでの全人的な教育に適切に対応している。 

校長ヒアリングに基づく校長リーダーシップ経費の厳正な採択をはじめとする効果的な研究費の配

分，また共同研究への申請の奨励，教員交流制度や在外・内地研究員制度の活用などを通じて，教員

の研究活動，教育活動の活性化に努めている。 

全学的な組織として技術室を設置し，技術職員の職務の合理化及び効率化を図るとともに，全学的

組織として技術的支援を行うことが可能となっている。 

 

（改善を要する点）  

該当なし。 

 

（３）基準３の自己評価の概要 

 一般科目担当の専任教員及び専門科目担当の専任教員は，教員数や職位に関する高等専門学校設

置基準を満たしつつ，かつ本校の学習・教育目標等に沿った教育課程を踏まえ，各自の専門分野に応

じた授業科目を担当しており，適切に配置されている。専攻科担当教員の資格は，「プログラム担当

教員の資格」に規定されているが，博士の学位を有する講師以上の常勤教員が主体となり，JABEE認

定を受けた「総合システム工学プログラム」の学習・教育目標等に従って，教育活動を展開している。 

 教員採用は公募制によって行われ，教員選考委員会における選考を通じて，複数の候補者から教育

指導能力と研究活動能力を総合的に評価し採用するよう努めるとともに，年齢・性別等における均衡

ある教員組織の維持・発展が可能な体制を構築している。一方で，豊かな教育経験や企業での実務経

験，そして技術士をはじめとする各種の技術資格を有する教員を採用・配置することで，多様な背景

を持つ教員組織ともなっている。また，校長ヒアリングに基づく校長リーダーシップ経費の厳正な採

択をはじめとして，効果的に研究費を配分しつつ，さらに共同研究への申請の奨励，教員交流制度や

在外・内地研究員制度の活用などを通じて，教員の研究活動，教育活動の活性化に努めることで，よ

り高度で実践的な教育の実現が図られている。 

全教員の教育活動に対して，講義等，専攻科研究指導，学級運営・学生指導，クラブ活動・課外活

動指導及び寮生の生活指導などの評価を全て数値化して総合的に評価する作業が進行中であり，学校
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による定期的な評価体制の整備が推し進められている。これと同時に，各教員の教育実績・研究実績

・学校運営及び社会貢献における評価項目を細分化したうえで数値化し，勤続年数及び学位・資格等

と総合して評価する教員昇格推薦基準の策定を進めており，より適切な運用を図っている。 

 本校における教育活動を展開するのに必要な教育支援者のうち，事務職員は，主に学生課教務係に

配置され，様々な教育支援業務を，教員との協働により効率的に遂行できる体制が整えられている。

同じく技術職員については，新たに技術室を立ち上げ，職員間の連携を強化することで，全学の教育

活動に対して組織的な技術的支援が可能となっている。 
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                                  資料４－１－①―１ 

 

（出典 平成 23年度学生募集要項） 

資料４－１－①―２ 

学生募集要項に記載された準学士課程の学生受入方針 

 
（出典 平成 23年度学生募集要項） 

基準４ 学生の受入                         

（１）観点ごとの分析                             

観点４－１－①： 教育の目的に沿って，求める学生像及び入学者選抜の基本方針等の入学者受入

方針（アドミッション・ポリシー）が明確に定められ，学校の教職員に周知され

ているか。また，将来の学生を含め社会に理解されやすい形で公表されているか。 

（観点に係る状況） 

 教育目的（資料４－１－①―１）に沿ってアドミッション・ポリシーは明文化されており，学生

募集要項（資料４－１－①―２）やウェブサイト（資料４－１－①―３），学校概要（資料４－１

－①―４）に掲載され，社会に対して公表されている。              

 

学生募集要項に記載された準学士課程の教育目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料４－１－①―３ 

ウェブサイトに掲載された準学士課程の学生受入方針 

 

（出典 本校公式ウェブサイト） 
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また，中学校訪問や進学説明会（資料４－１－①―５），一日体験入学の際の説明会等において

も準学士課程のアドミッション・ポリシーを説明している。              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高校からの編入学に関しても受入方針を明文化し，編入学案内（４－１－①―６）およびウェブ

サイトに掲載している。                            

 

資料４－１－①―４ 

学校概要に掲載された準学士課程の学生受入方針 

 

（出典 平成 23年度本校学校概要） 

資料４－１－①―５ 

進学説明会資料に掲載された準学士課程の学生受入方針 

 

（出典 平成 23年度進学説明会資料抜粋） 
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専攻科課程の受入方針は「専攻科入学者選考規程」（４－１－①―７）により明文化され，専攻

科募集要項（４－１－①―８）及びウェブサイトを通じて公開されている。 

 また，教職員の周知度に関するアンケート調査を行って，教職員への周知度の程度を調査してい

る（４－１－①―９）。                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料４－１－①―６ 

編入学生募集要項に掲載された学生受入方針 

 

（出典 平成 23年度編入学生募集要項） 

資料４－１－①―７ 

専攻科入学者選考規程（抜粋） 

 (選考方針) 

第 2 条 専攻科は、当該専攻科の目的を達成し、及び教育目標を実現するため、当該専攻科へ入学を

志願する者のうちから、次に掲げる意欲、学力、及び経験有するものを選考するものとする。  

1. 広い視野と深い専門性を身につけた技術者として、将来、社会の発展及び公衆の福祉に寄与

する意欲を持った者  

2. 数学、自然科学、及び英語に関し、工学教育を受けるために必要な学力有する者  

3. 基礎的な工学の方法について、一定の指導と訓練を受け、一定の期間にわたって実践した経

験を有する者  

（出典 本校規則集） 
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（分析結果とその根拠理由） 

 各段階のアドミッション・ポリシーは全て明文化され，冊子，ウェブサイト，口頭の対面プレゼ

ンテーションなど多様な手段を通じて、社会に対してわかりやすい形で公表されている。一方、教

職員に対しては、アドミッション・ポリシーの周知状況を把握するためにアンケート調査を実施し

ているが，アンケート結果から常勤教員の周知度が比較的高いものの、非常勤教員や事務職員，技

術職員の周知度が十分ではないので、さらなる周知の徹底を図る必要がある。     

資料４－１－①―８ 

専攻科生選抜方針 

（出典 平成 24年度専攻科学生募集要項） 

資料４－１－①―９ 

教職員のアドミッションポリシーの周知度に関するアンケート調査結果 

（設問７）本校の「アドミッションポリシー」を知っていますか。 

＜回答＞ 

１．全く知らない ２．見聞きしたことはある ３．ある程度の内容まで知っている  

４．よく内容を知っている 

 

（設問８）本校専攻科の「入学者受入れ方針」を知っていますか。 

＜回答＞ 

１．全く知らない ２．見聞きしたことはある ３．ある程度の内容まで知っている  

４．よく内容を知っている 

         （％） 

    技術職員 事務職員 常勤教員 非常勤教員 

準学士

課程 

よく知っている 8.3 17.4 50 9.1 

ある程度知っている 58.3 13 35.4 36.4 

見聞きしたことはある 33.3 60.9 6.3 21.2 

全く知らない 0 8.7 8.3 30.3 

専攻科

課程 

よく知っている 8.3 8.7 41.7 6.1 

ある程度知っている 25 21.7 33.3 27.3 

見聞きしたことはある 25 39.1 22.9 36.4 

全く知らない 41.7 30.4 2.1 30.3 

（出典 平成 23年 2月実施 「本校の目的の周知等」に関する調査アンケート結果抜粋） 
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観点４－２－①： 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に沿って適切な学生の受入方法

が採用されており，実際の入学者選抜が適切に実施されているか。  

（観点に係る状況） 

 準学士課程の学力選抜については，学力試験は全国の国立高専で統一の問題を使用することにな

っている。その中でこれまで，アドミッション・ポリシーを反映させる意図で，社会の代わりに数

学の配点を２倍にする「傾斜配点」と面接を行ってきたが（資料４－２－①―１），入試改善作業

の中で，学力試験の得点と本校入学１年後の学業成績との相関の分析結果（後出資料４－２－②―

５）等から，より本校に適性のある入学者を確保する観点で，平成24年度入試より傾斜配点と面接

の代わりに，学力検査に社会を含めて実施する予定である。  

 さらに，調査書記載事項（特別活動の実績等）を点数化する際にもアドミッション・ポリシーを

反映している（資料は訪問調査において提示）。 

準学士課程の推薦選抜については，上記学力選抜と同様，面接での口頭試問の内容及び調査書記

載事項の点数化にアドミッション・ポリシーを反映しているほか，適性テスト（資料４－２－①―

２）を実施してより確実な反映を図っている。 

高校からの編入学についても，資料４－１－①―６の受入れ方針（１）～（３）については面接

による口頭試問で，（４）については数学，英語の共通試験で，（５）については各学科が行う専

門試験で，そして（６）については面接によって,それぞれ確認している（資料４－２－①－３）。 

専攻科課程の選抜についても，資料４－１－①―８の選抜方針（１）を面接で，（２）を学力試

験で，そして（３）を口頭試問でそれぞれ確認している（資料４－２－①―４）。     

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料４－２－①―１ 

傾斜配点（平成 23 年度） 

（出典 平成 23年度学生募集要項） 
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資料４－２－①―３ 

高校からの編入学試験の実施方法 

 
（出典 平成 23年度編入学生募集要項） 

資料４－２－①―２ 

適性テスト見本（抜粋） 

 

（出典 本校公式ウェブサイト） 
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資料４－２－①―４ 

専攻科入学試験の実施方法 

 

 
（出典 平成 24年度専攻科学生募集要項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 各段階の選抜において，それぞれアドミッション・ポリシーに基づいた選抜手段が可能な限り講

じられている。 

以上のことから、入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に沿って適切な学生の受入方法

が採用されており，実際の入学者選抜が適切に実施されている。 

 

観点４－２－②： 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に沿った学生の受入が実際に行

われているかどうかを検証するための取組が行われており，その結果を入学者選

抜の改善に役立てているか。 

（観点に係る状況） 

 準学士課程では入試関係組織としてアドミッション委員会の下に入試広報小委員会と入試実行小

委員会が組織され，さらにその下に８つの部会が組織されている（資料４－２－②―１）。専攻科

にも入試実行委員会が存在する。アドミッション委員会と専攻科入試実行委員会において，各年度

の入試について準備から段階的に検討が重ねられており，前年度の検証・反省を活かして改善策を

講じている（資料４－２－②―２，３）。さらに，入学試験の成績と，本校入学１年後の学業成績

の相関を分析するなどして，学生の資質等を検証している（資料４－２－②―４，５）。  
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資料４－２－②―２ 

入試改善への取組状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 本校学内メール） 

                                    

 

 

 

資料４－２－②―1 

入試関係の組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 学生課作成資料） 
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資料４－２－②―３ 

入試改善への取組状況 

平成２２年度 第１０回アドミッション委員会議事録 

 

日   時  平成２３年３月２３日（水） １６：００ ～１７：４０ 

場   所  校 長 室 

出 席 者  校長、副校長（教務主事）、校長補佐（学生主事）、校長補佐（寮務主事） 

機械工学科長、電気電子工学科長、電子制御工学科長、制御情報工学科長、 

物質工学科長、教養科長、調査書部会長、事務部長、学生課長 

 

学生課長から、前回議事要録の確認があった。（記録のとおり確認） 

 

議事要旨 

 

１．平成２３年度入試結果概要について 

副校長から、資料１に基づき結果概要（学科別成績及び地区別受験者数等）について報告が

あった。 

 

２．入学志願者の確保対策について 

校長から、資料２に基づき、入学志願者の確保対策案について説明があり、種々意見 

交換が行われ、次回アドミッション委員会で審議の上、決定することとした。 

 

３．平成２３年度入試改善意見等について 

副校長から、資料３に基づき改善意見等に対する対応案について説明があり、審議が必要と

なる事項については、今後、該当部署において検討を進めて行くこととした。 

 

４．推薦選抜における推薦書評価点について 

    ○○調査書部会長から、資料４に基づき、推薦選抜における推薦書評価点の取り扱いについ

て、報告があった。 

 

（出典 平成 23年度第 10 回アドミッション委員会議事要録抜粋） 
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資料４－２－②―４ 

入試成績と１年時成績の比較分析結果（平成 21、22年度入学生について）その１ 

 

注記：平成 21 年度入学生は内申点１４０点満点であり、平成 22 年度入学生より内申点３２０点

満点とした。 

 

１．内申点と１年学年末成績との相関 

  以下、図１～図５の横軸は内申点（45満点）、縦軸は学年末成績平均点（100 満点）である。 

 

   
 

図１ M1  (左：平成 21年度  右：平成 22年度入学生) 

 

   

図２ E1  (左：平成 21 年度  右：平成 22年度入学生) 

 

（図３，４，５はD1，S1，C1に関する同様のグラフであり省略） 

 

平成 21 年度と 22 年度の比較より読み取れる傾向 

１）いずれの場合も内申点と学年末成績との間には正の相関があり、内申点の高い学生は入学後に

おいても高成績を維持している傾向にある。 

２）平成 21 年度に比べ、平成 22 年度のほうが、内申点の低い（30 点近傍の）学生数が減って 

いる。 

 

（出典 平成 23年度第１回アドミッション委員会資料抜粋） 
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資料４－２－②―５ 

入試成績と１年時成績の比較分析結果（平成 21、22年度入学生について）その２ 

 

２．適性試験得点と１年学年末成績との相関 

  図６の横軸は適性試験得点（40 満点）、縦軸は学年末成績平均点（100 満点） 

  

図６ 適性試験得点 VS 学年末成績平均点（左：平成 21年度 右：平成 22年度） 

 

平成 21 年度、22 年度ともに、適性試験と学年末成績との間には正の相関があり、適性試験得点の

高い学生は入学後においても高成績を維持している傾向にある。 

 

３．学力試験得点と１年学年末成績との相関 

  図７の横軸は学力試験得点（500 満点）、縦軸は学年末成績平均点（100 満点） 

  

図７ 学力試験得点 VS 学年末成績平均点（左：平成 21年度  右：平成 22 年度） 

 

 入試学力試験得点と学年末成績の間には正の相関は見られない。 

                                        以上 

 

（出典 平成 23年度第１回アドミッション委員会資料抜粋） 
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（分析結果とその根拠理由） 

毎年のアドミッション委員会において必ず前年度の反省が行われ，その上に立った改善策が議論

されており，入学志願者も定員の平均1.5～1.9倍を維持している。  

  アドミッション・ポリシーに沿った学生の受入が実際に行われているかどうかを検証するための

取組が行われており，その結果を入学者選抜の改善に役立てているといえる。     

 

観点４－３－①： 実入学者数が，入学定員を大幅に超える，又は大幅に下回る状況になっていな

いか。また，その場合には，これを改善するための取組が行われる等，入学定員

と実入学者数との関係の適正化が図られているか。 

（観点に係る状況） 

 最近の実入学者数は，準学士課程においては入学定員を大幅に超える，又は下回る状況にはなっ

ていない。専攻科課程において実入学者数が募集人員を超えている専攻があるが，専攻科全体では

平均1.4～1.7倍程度であり，絶対数が少ないため教育活動上に特段の支障を生じていない（資料４

－３－①―１）。準学士課程では，入学定員と実入学者数との間に大きな隔たりを生じないように， 

１日体験入学や高専祭での体験授業，各地での進学説明会を実施している（資料４－３－①―２）。

また,入試広報用冊子「NCT Today 2010」を１万２千部，入試広報用リーフレット「NCT Today 

INTRODUCTION」を６万８千部作成し，県内外の中学校に送付し，リーフレットについては３年生全

員への配布を依頼している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料４－３－①―１ 

準学士課程および専攻科課程における過去５年間の学生入学状況 
 

学 科 
平成 19 年度 平成 20 年度 

募集人員 志願者 入学者 倍率 募集人員 志願者 入学者 倍率 

機 械 工 学 科 40(20） 60(24) 42(20) 1.4(1.2) 40(20） 81(19) 42(20) 1.9(1.0) 

電気電子工学科 40(20） 59(19) 43(19) 1.4(1.0) 40(20） 69(19) 42(20) 1.6(1.0) 

電子制御工学科 40(20） 65(26) 43(20) 1.5(1.3) 40(20） 76(30) 43(20) 1.8(1.5) 

制御情報工学科 40(20） 55(30) 42(20) 1.3(1.5) 40(20） 77(30) 42(20) 1.8(1.5) 

物 質 工 学 科 40(20） 75(36) 43(20) 1.7(1.8) 40(20） 78(43) 41(20) 1.9(2.2) 

計 200(99) 314(135) 213(99) 1.5(1.4) 200(100) 381(141) 210(100) 1.8(1.4) 

 

学 科 
平成 21 年度 平成 22 年度 

募集人員 志願者 入学者 倍率 募集人員 志願者 入学者 倍率 

機 械 工 学 科 40(20） 68(13) 42(19) 1.6(0.7) 40(20） 63(20) 40(20) 1.6(1.0) 

電気電子工学科 40(20） 69(15) 41(20) 1.7(0.8) 40(20） 74(20) 42(20) 1.8(1.0) 

電子制御工学科 40(20） 69(27) 42(20) 1.6(1.4) 40(20） 71(22) 42(20) 1.7(1.1) 

制御情報工学科 40(20） 82(29) 41(20) 2.0(1.5) 40(20） 69(31) 42(20) 1.6(1.6) 

物 質 工 学 科 40(20） 81(41) 41(20) 2.0(2.1) 40(20） 71(34) 42(20) 1.7(1.7) 

計 200(100) 369(125) 207(99) 1.8(1.3) 200(100) 348(127) 208(100) 1.7(1.3) 

（ ）は推薦選抜による内数 

 

（出典 平成本校公式ウェブサイト） 
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学 科 
平成 23 年度 

募集人員 志願者 入学者 倍率 

機 械 工 学 科 40(20） 56(19) 41(20) 1.4(1.0) 

電気電子工学科 40(20） 54(20) 41(20) 1.4(1.0) 

電子制御工学科 40(20） 53(20) 42(20) 1.3(1.0) 

制御情報工学科 40(20） 60(25) 42(20) 1.5(1.3) 

物 質 工 学 科 40(20） 75(42) 42(20) 1.9(2.1) 

計 200(100) 298(126) 208(100) 1.5(1.3) 

（ ）は推薦選抜による内数 

 

専 攻 科 
平成 19 年度 平成 20 年度 

募集人員 志願者 入学者 募集人員 志願者 入学者 

機械・電気システム工学専攻 8 29 13 8 25 11 

制御・情報システム工学専攻 8 29 12 8 35 14 

応用物質工学専攻 4 16 7 4 15 8 

計 20 74 32 20 75 33 

 

専攻科 
平成 21 年度 平成 22 年度 

募集人員 志願者 入学者 募集人員 志願者 入学者 

機械・電気システム工学専攻 8 24 11 8 31 12 

制御・情報システム工学専攻 8 27 11 8 34 16 

応用物質工学専攻 4 21 8 4 9 5 

計 20 72 30 20 74 33 

 

専攻科 
平成 23 年度 

募集人員 志願者 入学者 

機械・電気システム工学専攻 8 31 12 

制御・情報システム工学専攻 8 27 12 

応用物質工学専攻 4 4 3 

計 20 62 27 

 

（出典 平成 20～23年度本校学校概要） 
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資料４－３－①－２ 

広報活動 

 

（出典 広報紙 NCT Today 2010） 
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（分析結果とその根拠理由） 

準学士課程では，入学定員と実入学者数との関係は適正に管理されている。専攻科課程において

専攻科の実入学者数が定員を超えている専攻があるが，これは同専攻を志願する者に比べて定員が

僅少（８名）であるためであり，教育活動上特段の支障を生じていない。 

活発に広報活動を行うことにより，入学定員と実入学者数との間の適正な関係が維持されている。  

 

（２）優れた点及び改善を要する点                           

（優れた点） 

入学者選抜の全ての段階（準学士課程１年生，準学士課程３年生または４年生編入学，専攻科課

程）においてアドミッション・ポリシーを明文化し，冊子，ウェブサイト，口頭のプレゼンテーシ

ョンなど様々な手段を通じて、将来の構成員を含めた社会に対して周知を図る取組がなされている。                                  

（改善を要する点） 

事務職員や技術職員，非常勤教員に対するアドミッション・ポリシーの周知徹底が必ずしも十分

ではないので、改善の余地がある。 

  

（３）基準４の自己評価の概要                            

 入学選抜の全ての段階（準学士課程１年生，準学士課程３年生または４年生編入学，専攻科課

程）においてアドミッション・ポリシーは明文化されており，学生募集要項やウェブサイトに掲載

され，社会に対して広く公表されている。また，中学校訪問や進学説明会等においても準学士課程

のアドミッション・ポリシーを説明し，周知が図られている。アンケート結果から常勤教員の周知

度が比較的高いものの、非常勤教員や事務職員，技術職員の周知度が十分ではないので、さらなる

周知の徹底を図る必要がある。 

  準学士課程の学力選抜については，これまで，数学の配点を２倍にする「傾斜配点」や面接を行

ってきたが，より本校に適性のある入学者を確保するという観点から，平成24年度より傾斜配点と

面接の代わりに，学力検査に社会を含めて実施する予定である。さらに，調査書記載事項（特別活

動の実績等）を点数化する際にもアドミッション・ポリシーを反映している。準学士課程の推薦選

抜については，面接での口頭試問の内容及び調査書記載事項の点数化にアドミッション・ポリシー

を反映しているほか，適性試験を実施してより確実な反映を図っている。高校からの編入生につい

ては，受入れ方針の各項目を試験問題等へ反映させている。専攻科選抜については，選抜の基本方

針を面接・筆記試験・口頭試問の各方法に反映している。 

 入試方法の改善については，アドミッション委員会および専攻科入試実行委員会において，各年

度の入学試験について準備から段階的に検討が重ねられており，前年度の検証・反省を活かして改

善策を講じている。 

 準学士課程においては，入学定員と実入学者数との関係は適正に管理されている。専攻科課程に

おいて実入学者数が定員を超えている専攻があるが，これは同専攻を志願する者に比べて定員が僅

少（８名）であるためであり，専攻科全体では平均1.4～1.7倍程度である。教育活動上特段の支障

を生じていない。広報活動として１日体験入学や高専祭での体験授業，各地での進学説明会を実施

し，入学定員と実入学者数との間に大きな乖離が生じないように努めている。また, 入試広報用冊

子「NCT Today 2010」を１万２千部，入試広報用リーフレット「NCT Today INTRODUCTION」を６万

８千部作成して県内外の中学校に送付し，中学生への周知を図っている。  
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基準５ 教育内容及び方法 

（１）観点ごとの分析 

＜準学士課程＞ 

観点５－１－①： 教育の目的に照らして，授業科目が学年ごとに適切に配置され，教育課程が体系

的に編成されているか。また，授業の内容が，全体として教育課程の編成の趣旨に

沿って，教育の目的を達成するために適切なものとなっているか。 

 

（観点に係る状況）  

平成 23 年度第１学年在学の学生に適用の教育課程表を（資料５－１－①－１～６）に示す。それを

基に整理した（資料５－１－①－７）で示すように，低学年で一般科目が多く高学年で専門科目の割合

が増える楔形に科目の配置がなされている。低学年では一般科目を通じて，幅広い教養と人間性の育成，

そして専門科目の教科を学ぶに必要な基礎学力を身に付けさせ，学年の進行とともに工学技術の専門的

知識とそれを創造的に活用する能力を育成するよう編成している。教育課程表を見てわかるように，実

験，実習，演習科目は必修科目とし，学年の進行に伴い継続的に受講するよう多くが組まれている。工

学の基礎となる主要な科目は必修科目としている。 

 本校の教育目標（資料５－１－①－８）及び各学科の教育目的と概要（資料５－１－①－９～14）を

踏まえて，各学科の授業科目は系統的に配備され（資料５－１－①－15～20），５つの教育目標をバラ

ンスよく習得できるよう考慮している。卒業研究は５つの教育目標を達成する総合的科目として全学科

で位置づけている。各科目の教育目標は科目系統図（資料５－１－①－15～20）に基づいて設定され，

その教育目標が達成できるように授業内容が組まれシラバス（後出資料５－２－②－２～５）に記載し

実施している。 

平成23年度行事予定表（資料５－１－①－21）中の白色の欄は通常授業実施日，赤色の欄は曜日振替

日，青色の欄が定期試験日，黄色の欄が休業日，灰色の欄が補講及び補習等である。 
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資料５－１－①－１ 

一般科目一覧 
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資料５－１－①－１続き 

 

（出典 平成23年度学生便覧） 
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資料５－１－①－２ 

機械工学科の授業科目一覧 
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資料５－１－①－２ 続き 

 
（出典 平成23年度学生便覧） 
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資料５－１－①－３ 

電気電子工学科の授業科目一覧 
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資料５－１－①－３ 続き 

 

（出典 平成23年度学生便覧） 
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資料５－１－①－４  

電子制御工学科の授業科目一覧 
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資料５－１－①－４ 続き 

 

（出典 平成23年度学生便覧） 
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資料５－１－①－５  

 制御情報工学科の授業科目一覧 
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資料５－１－①－５ 続き 

 

（出典 平成23年度学生便覧） 
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資料５－１－①－６ 

物質工学科の授業科目一覧 
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資料５－１－①－６ 続き 

 

（出典 平成23年度学生便覧） 
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資料５－１－①－７ 

 

一般科目と専門科目の単位数と，総単位数に対する一般科目または専門科目の比率 

 

 

 機械工学科 

学年 
一般科目 専門科目 

必修 選択 比率 % 必修 選択 比率 % 

1 年 24 2 74．3  9 0 25．7  

2 年 21 2 67．6  7 4 32．4  

3 年 18 0 52．9  11 5 47．1  

4 年 6 2 22．2  27 1 77．8  

5 年 2 4 17．1  15 14 82．9  

       

       

 電気電子工学科 

学年 
一般科目 専門科目 

必修 選択 比率 % 必修 選択 比率 % 

1 年 24 2 74．3  9 0 25．7  

2 年 21 2 65．7  12 0 34．3  

3 年 18 0 51．4  16 1 48．6  

4 年 6 2 21．6  21 8 78．4  

5 年 2 4 17．1  16 13 82．9  

       

       

 電子制御工学科 

学年 
一般科目 専門科目 

必修 選択 比率 % 必修 選択 比率 % 

1 年 24 2 76．5  8 0 23．5  

2 年 21 2 67．6  11 0 32．4  

3 年 18 0 50．0  17 1 50．0  

4 年 6 2 22．9  25 2 77．1  

5 年 2 4 17.1  17 12 82.9  
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資料５－１－①－７ 続き 

 

 制御情報工学科 

学年 
一般科目 専門科目 

必修 選択 比率 % 必修 選択 比率 % 

1 年 24 2 76．5 8 0 23．5 

2 年 21 2 69．7 10 0 30．3 

3 年 18 0 51．4 17 0 48．6 

4 年 6 2 22．2 28 0 77．8 

5 年 2 4 15．4 12 21 84．6 

       

 物質工学科 

学年 
一般科目 専門科目 

必修 選択 比率 必修 選択 比率 % 

1 年 27 2 85．3 5 0 14．7 

2 年 20 0 60．6 13 0 39．4 

3 年 19 0 51．4 18 0 48．6 

4 年 6 2 21．6 25 4 78．4 

5 年 2 4 18．2 23 4 81．8 

 

（出典 平成23年度学生便覧より集計） 
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資料５－１－①－８ 

 教育理念、教育目的、学習・教育目標、養成すべき人材 

 

 

（出典 平成23年度学生便覧 表紙裏） 

 

資料５－１－①－９ 

 教養科の教育目的と概要 

 

（出典 平成23年度学生便覧） 
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資料５－１－①－10 

機械工学科の教育目的と概要 

 

 

（出典 平成23年度学生便覧） 

 

資料５－１－①－11 

電気電子工学科の教育目的と概要 

 

 

（出典 平成23年度学生便覧） 
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資料５－１－①－12 

 電子制御工学科の教育目的と概要 

       
（出典 平成23年度学生便覧） 

 

資料５－１－①－13 

制御情報工学科の教育目的と概要 

 

（出典 平成23年度学生便覧） 
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資料５－１－①－14 

物質工学科の教育目的と概要 

    

 

（出典 平成23年度学生便覧） 
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資料５－１－①－15 

一般科目の教育課程の体系性と科目系統図 

 
（出典 本校公式ウェブサイト） 
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資料５－１－①－16  

機械工学科の教育課程の体系性と科目系統図 

 

（出典 本校公式ウェブサイト） 
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資料５－１－①－17 

電気電子工学科の教育課程の体系性と科目系統図 

 

（出典 本校公式ウェブサイト） 
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資料５－１－①－18 

電子制御工学科の教育課程の体系性と科目系統図 

 

（出典 本校公式ウェブサイト） 
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資料５－１－①－19  

制御情報工学科の教育課程の体系性と科目系統図 

 

（出典 本校公式ウェブサイト） 
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資料５－１－①－20 

物質工学科の教育課程の体系性と科目系統図 

 

（出典 本校公式ウェブサイト） 
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資料５－１－①－21 

平成23年度行事予定表 

 

 

（出典 本校学内限定ウェブサイト） 
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（分析結果とその根拠理由） 

低学年で一般科目が多く高学年で専門科目の割合が増える楔形に授業科目を配置し，本校の学習・教

育目標及び各学科の教育目的を踏まえて，各学科等の科目系統図が作成され，体系的に教育課程が編成

されている。各科目の授業内容は，教育課程の編成の主旨に沿って計画され，教育の目的を達成するた

めに適切なものとなっている。 
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観点５－１－②： 教育課程の編成又は授業科目の内容において，学生の多様なニーズ，学術の発展の

動向，社会からの要請等に配慮しているか。 

 

（観点に係る状況）  

学生の多様なニーズに対応して，一部の専門学科では他学科の授業科目の履修を認めている。制御情

報工学科５年の学生が電子制御工学科の工業熱力学を履修し（資料５－１－②－１，２），電子制御工

学科５年の学生が，制御情報工学科の計算機シミュレーションを履修し（資料５－１－②－２），選択

履修の幅を広げた。また５年生の科目である法学と経済の両科目を選択できるようにした（資料５－１

－②－１，２）。社会の要請に応える目的で平成24年より学際教育カリキュラムを導入する（資料５－

１－②－３，４）。 

資料５－１－②－１ 

平成23年度前期時間割 

 

（出典 本校学内限定ウェブサイト） 
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資料５－１－②－２ 

平成23年度後期時間割 

 

（出典 本校学内限定ウェブサイト） 
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資料５－１－②－２続き 

時間割の凡例 

 

（出典 本校学内限定ウェブサイト） 
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資料５－１－②－３ 

 学際教育カリキュラム概念図 

 

（出典 学際教育検討ＷＧ作成資料） 

 

資料５－１－②－４ 

学科横断型の学際教育カリキュラム概念図 

 

（出典 学際教育検討ＷＧ作成資料） 

＜学際分野＞ 

・ 医療・福祉分野 

・ 環境・エネルギー分野 

・ 新機能材料分野 

 

学際科目修得の学年進

行に伴い教育課程を見

直す 

共通実験・実習（混合学級） 
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企業技術者（資料５－１－②－５）を講師に招き，１年生から５年生を対象にして，ものづくりステ

ップ・アップ実践プログラム（資料５－１－②－６）を実施し，実社会のものづくりを多角的に学んだ。

この報告書（資料５－１－②－７）にあるように，１年生から３年生対象の授業を各学年の学生全員が

受講し，４年生の機械工学科の学生が機械設計製図を受けた。さらに，４年生の希望者がインターンシ

ップ（後出資料５－２－③－26），先端技術講座およびキャリアアップ講座を受け，５年生の希望者が

企業と生産活動，知的財産権の授業を受講した。さらに，就職活動によるビジネスマナー研修会（資料

５－１－②－８）を開催し，３年生から専攻科学生までが参加して，ビジネスマナーとコミュニケーシ

ョンの能力を養った。 

資料５－１－②－５ 

 ものづくりステップ・アップ実践プログラムの授業 
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資料５－１－②－５ 続き 

 
（出典 平成 22 年度 ものづくりステップ・アップ実践プログラム 成果報告書） 
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資料５－１－②－６ 

 ものづくりステップ・アップ実践プログラム 

 
（出典 平成 22 年度 ものづくりステップ・アップ実践プログラム 成果報告書） 
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資料５－１－②－７ 

ものづくりステップ・アップ実践プログラム 

 
 

（出典 平成 22 年度 ものづくりステップ・アップ実践プログラム 成果報告書） 
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資料５－１－②－８ 

 ビジネスマナー研修会 

 

（出典 学生課作成資料） 

 

 教育課程において継続して英語の授業科目を学び，加えて選択外国語やドイツ語演習の科目を選択し，

外国語の伝達と読解の基礎能力育成することができるよう配慮している。さらに，社会から求められる

語学力を WGで検討し（資料５－１－②－９），英語授業の目標及び概要（資料５－１－②－10）をまと

め，教育内容を改善した。TOEIC IPテストの実施データ集計資料（資料５－１－②－11）をもとにして，

スコアを分析するとともに，TOEIC IP テストの取り組みに関する報告（資料５－１－②－12）をしてい

る。さらに団体受験による TOEIC 公開テストの申し込み等を担当する教員を定めて，学生に積極的に受

験するように活動している。 

授業に加えて学生は英語科のe-learning教材であるCOCET3300とALCNetAcademy2（資料５－１－②－

13）を活用している。さらに，技能審査の合格に単位修得（資料５－１－②－14）を認めており，工業

英語能力検定やTOEICの単位認定をしている。 

このほかに学内スピーチコンテスト（資料５－１－②－15）を開催し，成績優秀者は東海北陸地区大

会に出場している。留学生が第19回英語＆日本語スピーチコンテスト（資料５－１－②－16）で優秀な

成績を収めている。第４回全国大会英語プレゼンテーションコンテストに４年生が３名参加した。平成

22年度は「イギリス語学研修＆異文化体験」を実施し（資料５－１－②－17），語学学校のサマープロ

グラム研修に参加している。 
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資料５－１－②－９ 

 英語教育の改善 

 

（出典 英語教育改善WG委員会報告） 
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資料５－１－②－10 

 各英語授業の目標及び概要 

 
（出典 英語教育改善WG委員会報告） 
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資料５－１－②－11 

 TOEIC IPテスト実施データ 

 

（出典 学生課資料） 

 

資料５－１－②－12 

TOEIC IPテスト実施報告 
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資料５－１－②－12 続き 

 

 

（出典 本校高専だより96号） 
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資料５－１－②－13 

 

英語科のe-learning教材 ALCNetAcademy2 

 

（出典 本校公式ウェブサイト） 

 

 

資料５－１－②－14 

 技能審査の単位修得の認定 
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資料５－１－②－14 続き 

 
（出典 平成23年度学生便覧） 
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資料５－１－②－15 

 校内スピーチコンテスト 

 

（出典 本校学内メール） 

 

資料５－１－②－16 

 英語と日本語スピーチコンテスト 

 

（出典 本校学内メール） 
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資料５－１－②－17 

英国語学研修＆異文化体験プログラム 

 

 

（出典 英国語学研修＆異文化体験プログラム 最終報告書） 
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学生の実践的英語のコミュニケーション能力と国際感覚の向上を図るねらいで，平成 22 年度にはス

ピーチコンテストへの出場学生とイギリス語学研修への参加学生に対し英語を母国語をとする外国人

講師を非常勤で依頼し指導を受ける計画（資料５－１－②－18）を作成し実行した。同様に，プレゼン

テーションコンテストに出場する学生も同講師の指導を受けた（資料５－１－②－19）。平成 23年度は，

高専機構から募集のあった「英語（外国人）による専門教育」に対して授業企画を応募し採択された（資

料５－１－②－20）。 

 

資料５－１－②－18 

英語ネイティブ講師の活用計画 

 

（出典 学生課資料） 
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資料５－１－②－19 

 全国高等専門学校英語プレゼンテーションコンテストの指導実績 

 

 

（出典 学生課資料） 
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資料５－１－②－20 

 外国人講師による専門授業 

 

（出典 教務主事資料） 
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（分析結果とその根拠理由） 

授業科目の選択の幅を広げるとともに，企業技術者を活用した共同教育によるものづくりステッ

プ・アップ実践プログラムの実施，キャリア教育の導入，英語によるコミュニケーション能力と国際

感覚の育成を配慮した取組み，そして社会の要請に応え平成24年度より学際教育カリキュラムの導入

を計画していること等により，学生の多様なニーズ，学術の発展の動向，社会からの要請等に配慮し

ている。 

 

 

観点５－２－①： 教育の目的に照らして，講義，演習，実験，実習等の授業形態のバランスが適切 

であり，それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされているか。 

 

（観点に係る状況）  

 工学技術の専門的知識を創造的に活用できる能力に結びつけるように，全ての学科の教育課程におい

て，実験・実習・演習を重視し，全学年に渡り座学と実験・実習・演習をバランスよく配置している（資

料５－２－①－１）。自ら考え行動できる実践的な技術者を育成する目的で，全学科で PBL 型授業を実

施している（後出資料５－２－③－１～16）。一般科目の授業でも物理実験（資料５－２－①－２，３）

で PBL 型授業を取り入れ，発表会には専門学科教員が参加して学生にコメントするなどしている。５

学年では，教員一人当り４～５名の学生を担当し尐人数教育で卒業研究の指導をしている。卒業研究は

本校教育目標の全てを包含する総合的科目と位置付けている（資料５－２－①－４）。 

 それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法について各科目担当教員が工夫しており，平成 21 年

度と 22 年度にその情報を収集して本校学内限定ウェブページに掲載し，全教員が情報共有できるよう

にした（資料５－２－①－５）。その他，具体例として尐人数による演習（資料５－２－①－６，７），

複数教員によるチームティーチング（資料５－２－①－８）など工夫がなされている。 
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資料５－２－①－１ 

５学科の講義・演習・実験実習の構成割合 

 

 

 

 

 

 

 

学外実習，留学生・編入生の科目を除く 

一般科目を除く 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 平成23年度学生便覧 教育課程より集計） 
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資料５－２－①－２ 

シラバス（物理実験） 

 

（出典 本校公式ウェブサイト） 
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資料５－２－①－３ 

物理実験の配布資料 
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資料５－２－①－３ 続き 

 

（出典 本校授業の配布資料） 



沼津工業高等専門学校 基準５ 

199 

資料５－２－①－４ 

シラバス（機械工学科の卒業研究） 
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資料５－２－①－４続き 
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資料５－２－①－４続き 

 

 

（出典 本校公式ウェブサイト） 
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資料５－２－①－５ 

 新しい教育方法の試み、効果的な取り組みの事例 

 

（出典 本校学内限定ウェブサイト） 
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資料５－２－①－６ 

シラバス（制御情報工学科のプログラミング演習Ⅲ） 

 

（出典 本校公式ウェブサイト） 
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資料５－２－①－７ 

シラバス（制御情報工学科のメカトロニクス演習Ⅲ） 

 

（出典 本校公式ウェブサイト） 
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資料５－２－①－８ 

シラバス（機械工学科の機械設計製図Ⅳ） 
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資料５－２－①－８続き 

 
（出典 本校公式ウェブサイト） 
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（分析結果とその根拠理由）  

 本校の準学士課程の教育目的である，豊かな人間性を備え，社会の要請に応じて工学技術の専門性を

創造的に活用できる技術者の育成のために，講義，演習，実験，実習をバランスよく配置し，PBL型授

業の導入，尐人数教育や複数教員によるチームティーチング等，各授業において学習方法の工夫が行わ

れている。 
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観点５－２－②： 教育課程の編成の趣旨に沿って，シラバスが作成され，事前に行う準備学習，教

育方法や内容，達成目標と評価方法の明示等，内容が適切に整備され，活用されて

いるか。 

 

（観点に係る状況）  

教務主事からのシラバスの作成依頼（資料５－２－②－１）が常勤教員と非常勤教員にあり，各学科

の学科長と教務主事補・教務委員が作成されたシラバスの内容を確認して，ホームページにアップする。

１年～３年生の教科ためのシラバスの様式と，JABEE認定に対応する４年～５年のシラバスの様式があ

り（資料５－２－②－２，３），それに従いすべての科目について作成されている。１年生のシラバス

（資料５－２－②－４）と４年生のシラバス（資料５－２－②－５）を例示する。授業の開始時には担

当教員が科目のガイダンスを実施しているが，シラバスを学生に提示またはハンドアウトしてこれを用

いて，授業のあらましを説明している。学生は授業進捗や評価方法を参照し受講に役立てるとともに，

授業の教育目標を確認してGPAによる自己評価のために用いている。 

 

資料５－２－②－１ 

シラバスの原稿執筆の依頼 
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資料５－２－②－１続き 

 

（出典 本校学内メール） 

 

 

資料５－２－②－２ 

シラバスの様式（1年生から3年生） 

 

（出典 学生課作成資料） 
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資料５－２－②－３ 

シラバスの様式（４年生と５年生） 

 

（出典 学生課作成資料） 
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                           資料５－２－②－４ 

 シラバス（数学AⅠ） 

 

（出典 本校公式ウェブサイト） 
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資料５－２－②－５ 

シラバス（電気電子機器） 
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                         資料５－２－②－５続き 

 

（出典 本校公式ウェブサイト） 
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平成22年度においてシラバスの活用状況を学生と教職員にアンケート（資料５－２－②－６，７）調

査し，結果（資料５－２－②－８～13）を集計した。多くの準学士課程の学生が科目の選択，成績の評

価方法や評価基準を知ることにシラバスを利用しているが，授業の予習に役立つよう活用している割合

は低い。教員の回答（資料５－２－②－11～13）からわかるように，教員は学生に授業目的，授業計画

および評価方法と基準を知らせるためによく利用している。 

資料５－２－②－６ 

アンケート質問用紙（準学士課程の学生用） 

 

 

（出典 平成22年度実施アンケート調査資料） 
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資料５－２－②－７ 

アンケート質問用紙（教職員用） 

 

 

（出典 平成22年度実施アンケート調査資料） 
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資料５－２－②－７続き 

 
 

（出典 平成22年度実施アンケート調査資料） 
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資料５－２－②－８ 

アンケート集計結果 

 

（出典 平成22年度実施アンケート調査資料） 
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資料５－２－②－９ 

学生の回答 

 

 

 

 

（出典 平成22年度実施アンケート調査資料より作成） 
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資料５－２－②－10 

アンケート集計結果 

 

 

（出典 平成22年度実施アンケート調査資料） 
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資料５－２－②－11 

教員の回答  

常勤教員 

 

非常勤教員 

 

（出典 平成22年度実施アンケート調査資料より作成） 

 

資料５－２－②－12 

常勤教員の回答 

 

（出典 平成22年度実施アンケート調査資料より作成） 
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資料５－２－②－13 

非常勤教員の回答 

 

（出典 平成22年度実施アンケート調査資料より作成） 

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

教育課程の編成の主旨に沿って全教科目についてシラバスが作成され，準備学習，学習・教育目

標，教育方法や内容，達成目標と評価方法等が明示されている。アンケート調査結果によれば，教

員及び学生にシラバスは活用されている。 
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観点５－２－③： 創造性を育む教育方法の工夫が図られているか。また，インターンシップの活用

が図られているか。 

 

（観点に係る状況）  

 機械工学科の５年生の機械設計製図Ⅴ（資料５－２－③－１）では，NC工作機械の送り駆動系（資料

５－２－③－２）の設計を行っている。配布資料（資料５－２－③－３）と部品カタログを参考にして，

計算書（資料５－２－③－４）を作成する。各学生の設計仕様が異なる値（資料５－２－③－５）が与

えられるため，計画図と手配図面はすべて異なる。 

 電気電子工学科４年生の電気電子工学実験Ⅳ（資料５－２－③－６）の前期には，グループ作業によ

り電気回路の設計・製作を行っている。この成果は本校研究報告書に報告されている（資料５－２－③

－７）。 

 電子制御工学科の４年生で学ぶ電子機械設計・製作Ⅱ（資料５－２－③－８）では，自律移動ロボッ

トMIRSの製作（資料５－２－③－９）がグループで行われ，競技形式で成果の発表を行う。学生は報告

書（資料５－２－③－10）をまとめて，ウェブサイトで公表している。 

制御情報工学科の４年生で学ぶ創造設計（資料５－２－③－11）では，低学年で学んだソフトウェア

とハードウェアの知識と技術を基にして，グループ作業でコンピュータを応用した複合機器システムを

企画・立案し，設計・製作ののちにデモンストレーションを行う（資料５－２－③－12）。発表会で成

果（資料５－２－③－13，14）が発表される。 

物資工学科１年生の物質工学入門（資料５－２－③－15）では，化学電池の製作（資料５－２－③－

16）など６つのテーマを実施している。 

以上のように全ての学科でPBL型の授業により創造力を育む教育方法が工夫されている。 
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資料５－２－③－１ 

 シラバス（機械設計製図Ⅴ） 
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資料５－２－③－１ 続き 

 
（出典 本校公式ウェブサイト） 
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資料５－２－③－２ 

 NC工作機械の送り駆動系 

 

 

 

 

            

 

(出典 機械工学科作成授業資料)  
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資料５－２－③－３ 

 設計製図の日程，仕様書，説明書等 

 

(出典 機械工学科作成授業資料) 

 

資料５－２－③－４ 

設計仕様書 

 

 (出典 機械工学科作成授業資料) 
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資料５－２－③－５ 

設計製図仕様書 

 

 

 

(出典 機械工学科作成授業資料)  
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資料５－２－③－６ 

シラバス（電気電子工学実験） 
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資料５－２－③－６ 続き 
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資料５－２－③－６ 続き 

 

（出典 本校公式ウェブサイト） 
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資料５－２－③－７ 

電気電子工学科の授業成果報告 

 

（出典 本校研究報告第45号） 
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資料５－２－③－８ 

シラバス（電子機械設計・製作Ⅱ） 
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資料５－２－③－８ 続き 

 
 

（出典 本校公式ウェブサイト） 
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資料５－２－③－９ 

電子制御工学科の授業（MIRS競技会） 

 

 

 

（出典 本校公式ウェブサイト） 
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資料５－２－③－10 

電子制御工学科の授業完了報告書 

 

 

（出典 本校公式ウェブサイト）
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資料５－２－③－10 続き 

 

（出典 本校公式ウェブサイト） 



沼津工業高等専門学校 基準５ 

237 

資料５－２－③－11 

 シラバス（創造設計） 
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資料５－２－③－11 続き 

 

   

（出典 本校公式ウェブサイト） 
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資料５－２－③－12 

授業予定表 

 

(出典 制御情報工学科作成授業資料) 
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資料５－２－③－13 

創造設計成果発表会プログラム 

 

(出典 制御情報工学科作成授業資料)  
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資料５－２－③－14 

 創造設計発表会資料 

 

(出典 制御情報工学科授業レポート)  



沼津工業高等専門学校 基準５ 

242 

資料５－２－③－15 

シラバス（物質工学入門） 

 

（出典 本校公式ウェブサイト） 
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資料５－２－③－16 

学生の報告書 

 

 

 

（出典 物質工学科授業レポート） 
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 各学科は学外実習の科目を４年生と５年生に設けて（電子制御工学科は３年生にも有り）インターン

シップを実施している。学外実習規程（資料５－２－③－17）と学外実習学生心得（資料５－２－③－

18）に基づいた指導の下に，積極的にインターンシップに参加させている。インターンシップ募集の情

報（資料５－２－③－19）はウェブサイトに提示し，学生が最新の情報を得て計画することができる。

平成23年度インターンシップの受け入れ（資料５－２－③－20）が始められている。平成22年度の派遣

実績（資料５－２－③－21）は４年生の夏季に多数ある。受け入れ企業では，実習日誌（資料５－２－

③－22）を作成するとともに証明書（資料５－２－③－23）を本校に提出する。学生は報告書（資料５

－２－③－24）を作成し，実習内容を企業で発表する。進級判定会議資料からまとめた単位認定実績（資

料５－２－③－25）からわかるように，多くの学生が評価Aを得ている。平成22年度のインターンシッ

プの担当教員による報告書（資料５－２－③－26）に，参加学生数の推移，受け入れ企業からのアンケ

ート結果，学生からのアンケート結果がまとめられている。 

 

資料５－２－③－17 

 学外実習規程 
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資料５－２－③－17 続き 

 
（出典 平成23年度学生便覧） 

 

 

資料５－２－③－18 

 学外実習の心得 
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資料５－２－③－18 続き 

 

（出典 平成23年度学生便覧） 
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資料５－２－③－19 

平成23年度インターンシップ募集案内 

 

 
（出典 本校学内限定ウェブサイト） 
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資料５－２－③－20 

平成23年度インターンシップ受け入れ予定 

 

 

 

 

（出典 学生課資料） 
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資料５－２－③－21 

平成22年度インターンシップ実施成果 

 
実習期間

機
械

電
気

電
子

制
御

物
質

機
械

電
気

電
子

制
御

物
質 から まで 1週間 2週間

1 東京工業大学 8月16日 8月27日 ○

2 文部科学省

3 株式会社アルバック

4 富士鋼業株式会社 ○ 8月18日 8月28日 ○

5 山梨大学 ○ 8月23日 8月27日 ○

8月2日
8月23日

8月6日
8月27日

○

6 豊橋技術科学大学 ○

○ 8月9日 8月13日 ○

○ 8月23日 8月27日 ○

7 キャノン株式会社 ○ 8月23日 8月27日 ○

8 株式会社
エム・システム技研

9 長岡技術科学大学

10 財団法人
海外貿易開発協会

8月2日 8月21日

株式会社
タイショー技研

11 矢崎総業株式会社
　技術研究所

○ 7月26日 8月6日 ○

12 富士電機システムズ
株式会社

13 静岡県経営者協会からの
紹介企業

14 三菱電機ﾋﾞﾙﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ
株式会社

○ 8月16日 8月27日 ○

○ 8月16日 8月27日 ○

15 ピクシブ株式会社 ○

16 花王株式会社 ○ 8月24日 9月3日

17 トヨタテクニカルディベ
ロップメント株式会社

8月16日 8月27日

8月16日 8月27日

8月16日 8月27日 ○

18 大阪ガス株式会社 7月21日 7月29日

19 高畑精工株式会社 7月25日 8月7日 ○

20 アイフォーコム
株式会社

8月23日 9月3日

21 東日本旅客鉄道
株式会社

22 千葉大学
工学部長　野口　博

23 いすゞエンジニアリング
株式会社

8月16日 8月27日

24 株式会社
マルハニチロ食品

25 矢崎総業株式会社 8月16日 8月27日 ○

26 サンリツオートメイショ
ン株式会社

27 日本たばこ産業
株式会社東海工場

○ 7月26日 7月30日 ○

○ 7月26日 7月30日 ○

28 日本原子力発電
株式会社

○ 8月9日 8月13日 ○

7月26日 8月6日 ○

7月26日 8月6日 ○

29 旭化成株式会社 ○ 8月2日 8月6日 ○

○ 8月2日 8月6日 ○

○ 8月2日 8月6日 ○

30 マイクロソフト

31 中外製薬工業株式会社 ○ 8月2日 8月6日 ○

32 明電システムテクノロ
ジー 株式会社

7月29日 8月11日 ○

7月29日 8月11日 ○

33 第一三共プロファーマ株
式会社

○ 8月2日 8月6日 ○

34 ｿﾆｰｲｰｴﾑｼｰｴｽ
株式会社 湖西ﾃｯｸ

8月16日 8月27日

35 株式会社
ＮＴＴネオメイト

7月26日 8月6日 ○

○ 7月26日 8月6日 ○

7月26日 8月6日 ○

36 ドコモエンジニアリング
東海株式会社

○ 7月26日 7月30日 ○

37 メタウォーター
株式会社

7月26日 8月6日 ○

38 セイコーエプソン
株式会社

39 日本食品化工株式会社
富士工場

8月16日 8月20日 ○

40 サントリーホールディン
グス株式会社

○ 8月15日 8月19日 ○

○ 8月15日 8月19日 ○

5年生4年生
企業・機関　名称番号

 



沼津工業高等専門学校 基準５ 

250 

資料５－２－③－21 続き 

 
実習期間

機
械

電
気

電
子

制
御

物
質

機
械

電
気

電
子

制
御

物
質 から まで 1週間 2週間

41 ＮＴＴｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ
株式会社

○

42 日本アイ･ビー･エム
株式会社

43 ｿﾆｰﾃﾞｼﾞﾀﾙﾈｯﾄﾜｰｸｱﾌﾟﾘｹｰｼｮ
ﾝｽﾞ株式会社

○ 8月16日 8月27日 ○

44 フロイント産業
株式会社

8月9日 8月13日 ○

45 Ｊ－ＰＯＷＥＲ
グループ

46 チッソ石油化学
株式会社

○ 8月16日 8月27日 ○

47 東洋インキ製造株式会社 8月23日 8月27日

48 東京電力株式会社

49 協和発酵キリン
株式会社

○ 8月2日 8月6日 ○

50 株式会社リコー
沼津事業所

○ 8月16日 8月20日

○ 7月26日 7月30日 ○

51 オリンパステルモバイオ
マテリアル株式会社

○ 8月2日 8月6日 ○

52 富士通株式会社 ○ 8月1日 8月6日 ○

○ 8月1日 8月6日 ○

53 中部電力株式会社 ○ 8月9日 8月13日 ○

○ 8月9日 8月13日 ○

○ 8月9日 8月13日 ○

54 イハラニッケイ化学工業
株式会社

○ 8月23日 8月27日 ○

55 キリンディステラリー株
式会社

8月16日 8月27日

56 ダイキン工業株式会社

57 ぬまづ産業振興プラザ ○ 7月27日 8月13日

○ 7月27日 8月11日

○ 7月31日 8月17日

○ 7月23日 8月23日

○ 7月23日 8月23日

○ 7月23日 8月23日

○ 7月23日 8月23日

○ 7月23日 8月23日

○ 7月23日 8月23日

○ 7月27日 8月18日 ○

○ 7月27日 8月18日 ○

8月2日 8月13日

58 株式会社
エッチ・ケー・エス

○ 8月23日 8月27日 ○

○ 8月23日 8月27日 ○

59 有限会社共栄技研 ○ 8月23日 8月27日 ○

60 中日本高速道路
株式会社

61 川研ファインケミカル株
式会社

○ 8月2日 8月6日 ○

62 東燃ゼネラル石油株式会
社/東燃化学株式会社

○ 8月17日 8月27日

63 株式会社アッズーリ

64 ベックマン･コールター･
三島株式会社

8月23日 8月27日 ○

65 ＣＴＣテクノロジー
株式会社

○ 8月2日 8月6日 ○

5年生4年生
企業・機関　名称番号
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資料５－２－③－21 続き 

 
実習期間

機
械

電
気

電
子

制
御

物
質

機
械

電
気

電
子

制
御

物
質 から まで 1週間 2週間

66 自然科学研究機構
核融合科学研究所

○ 8月23日 8月27日 ○

○ 8月23日 8月27日 ○

67 東邦化工建設（株） 7月28日 8月10日 ○

68 静岡大学工学部 8月18日 8月31日 ○

8月16日 8月27日 ○

8月16日 8月27日 ○

69 株式会社ヤクルト本社 富
士裾野工場

○ 8月23日 8月27日 ○

○ 8月23日 8月27日 ○

70 株式会社小松製作所 7月28日 8月10日 ○

71 函南東部農業協同組合 ○ 8月2日 8月13日 ○

72 コンティネンタル･オート
モーティブ株式会社

8月18日 8月31日 ○

73 牧之原市

74 株式会社
電業社機械製作所

8月2日 8月12日

75 東レ株式会社
三島工場

○ 8月23日 8月27日

76 株式会社
中外医科学研究所

8月16日 8月27日

77 ベックマン･コールター･
バイオメディカル株式会
社

○ 8月23日 8月27日 ○

78 エミック株式会社 8月18日 8月31日 ○

79 東芝機械株式会社
本社工場

8月18日 8月31日 ○

80 株式会社
エフ・シー・シー

○ 8月23日 9月10日 ○

81 ＮＳＫワーナー
株式会社

○ 8月16日 8月27日 ○

82 臼井国際産業株式会社 ○ 7月26日 8月6日 ○

83 非電化工房 ○ 7月26日 8月6日 ○

84 大塚製薬株式会社 ○ 7月26日 7月30日 ○

85 関東自動車工業株式会社 ○ 8月23日 9月3日 ○

86 御殿場テトラパック合同
会社

8月2日 8月13日 ○

8月2日 8月13日 ○

87 株式会社日本防振工業 7月26日 8月6日 ○

88 JX日鉱日石エネルギー株
式会社

○ 8月23日 8月27日 ○

○ 8月23日 8月27日 ○

89 東芝テック株式会社 7月28日 8月10日 ○

90 新日本製鐵株式会社 ○ 7月26日 8月6日 ○

91 赤武エンジニアリング株
式会社

○ 8月2日 8月11日 ○

92 シチズンセイミツ株式会
社

○ 7月26日 8月6日 ○

93 東プレ株式会社 ○ 8月16日 8月27日 ○

94 学校法人静岡県自動車学
園
静岡県自動車学校沼津校

○ 8月2日 8月14日 ○

95 森永製菓株式会社
三島工場

○ 8月2日 8月12日 ○

96 株式会社ユニバンス ○ 8月17日 8月30日 ○

97 株式会社明電舎 ○ 8月2日 8月12日 ○

98 株式会社エステック 8月3日 8月17日 ○

99 奈良先端科学技術大学院
大学

8月2日 8月13日 ○

クラス別小計 19 14 6 10 17 0 0 0 0 1 8 28

学年別小計 66 7

合　　　計

5年生4年生

73

企業・機関　名称番号

 
 

 

（出典 本校学内限定ウェブサイト） 
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資料５－２－③－22 

インターンシップ実習日誌 

 
（出典 平成 22年度学外実習授業資料） 

 

 

資料５－２－③－23 

 インターンシップ証明書 

 
（出典 平成 22年度学外実習授業資料） 
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資料５－２－③－24 

実習レポート 

 
（出典 平成 22年度学外実習授業資料） 

 

 

 

資料５－２－③－25 

学外実習の単位認定実績 

４年生 科目 
評価 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

機械工学科 学外実習Ⅰ,Ⅱ 8 8 2 0 

電気電子工学科 学外実習Ａ,Ｂ 13 0 0 0 

電子制御工学科 学外実習Ⅲ,Ⅳ 14 0 0 0 

制御情報工学科 学外実習Ａ,Ｂ 10 0 0 0 

物質工学科 学外実習Ⅰ,Ⅱ 16 1 0 0 

５年生 科目 
評価 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

機械工学科  学外実習Ⅰ,Ⅲ 0 0 0 0 

電気電子工学科  学外実習Ａ,Ｃ 0 0 0 0 

電子制御工学科 学外実習Ⅴ,Ⅵ 16 0 0 0 

制御情報工学科  学外実習Ａ,Ｃ 0 0 0 0 

物質工学科  学外実習Ⅲ,Ⅳ 0 0 0 0 

（出典 平成22年度進級判定会議資料より集計） 
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資料５－２－③－26 

インターンシップの実施報告 
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資料５－２－③－26 続き 

 

受け入れ企業からのアンケート結果 
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資料５－２－③－26 続き 

学生からのアンケート結果 

 

（出典 平成22年度ものづくりステップ・アップ実践プログラム成果報告書） 
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（分析結果とその根拠理由）  

 全学科でPBL形の授業を展開し，創造力を育む教育方法の工夫を図っている。平成22年度インター

ンシップの報告書に述べられているように，インターンシップへの参加学生数は増加し，受け入れ企

業からの回答によると学生の取り組みは積極的で高い評価を得ている。また学生の満足度は高く，就

労体験ができ能力が向上したと感じている。 

 以上により，創造性を育む教育方法の工夫が図られ，インターンシップの活用が図られている。 

 

 

観点５－３－①： 教育課程の編成において，一般教育の充実や特別活動の実施等，豊かな人間性の

涵養が図られるよう配慮されているか。また，教育の目的に照らして，課外活動等において，豊かな

人間性の涵養が図られるよう配慮されているか。 

 

（観点に係る状況）  

 教育課程表の一般科目（前出資料５－１－①－１）に示すように，多くの一般科目を配置し，幅広い

教養と人間性の育成に配慮している。１～３学年に対しては，特別活動の時間を時間割に組み（資料５

－３－①－１，２），学級担任が中心となって計画的に運用している（資料５－３－①－３，４）。平成

22年度までは３年生の合宿研修（資料５－３－①－５～７）は特別活動の一環として実施したが，平成

23年度からは他学年の研修と同様に学校行事として実施することにした。種々の学校行事を通じても豊

かな人間性の涵養が図られている（後出資料５－３－①－13）。 

学生便覧の最初に「学生としての心構え」を明記し（資料５－３－①－８），豊かな人間性を養うよ

う学生に示し，学校行事，クラブ活動，寮生会活動及び学生活動等を通じて豊かな人間性の涵養を図る

よう配慮している。 
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資料５－３－①－１ 

平成23年度本校前期時間割

 

（出典 本校学内限定ウェブサイト） 
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                            資料５－３－①－２ 

平成23年度本校後期時間割 

 

（出典 本校学内限定ウェブサイト） 
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                                                       資料５－３－①－３ 

物質工学科1年前期特別活動の実施報告書 

 

（出典 学生課資料） 
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資料５－３－①－４ 

物質工学科1年後期特別活動の実施報告書 

 

（出典 学生課資料） 
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資料５－３－①－５ 

平成22年度3年生合宿研修のしおり 

 

（出典 学生課資料） 
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資料５－３－①－６ 

教員による３年スキー合宿研修報告 

 

（出典  本校高専だより98号） 

 

資料５－３－①－７ 

学生による３年スキー合宿研修報告 

 

 

（出典  本校高専だより98号） 
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資料５－３－①－８ 

 

（出典 平成23年度学生便覧） 

 

 

３年生から５年生では１名の学級担任、１年生と２年生では学級担任と副担任が各１名付き（資料５

－３―①－９）、学級の運営と指導にあたっている。学級担任はレファレンスマニュアル（資料５－３

―①－10）によりその業務に従事している。このマニュアルは学級担任連絡会議にて配布され、教務主

事が説明している。学級担任は学生の状況を面談やQ-U評価（資料５－３―①－11）などで理解してい

る。さらに各学級には学級委員がいて、学生の諸活動の実施のリーダーとして活動するとともに、週番

が授業の連絡や教室内の清掃活動を行って、授業報告とともに日誌（前出資料３－２―①－４）に記し

担任に報告している。 

また学校全体において，学生主事を中心にして学生主事補と学生委員の教員が、役割を分担して学生

指導を行っている（資料５－３―①－12）。 



沼津工業高等専門学校 基準５ 

265 

資料５－３－①－９ 

学級担任と副担任 

 

（出典 本校公式ウェブサイト） 
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資料５－３－①－10 

 学級担任教員のためのリファレンスマニュアル 

 
（出典 教務係資料） 
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資料５－３－①－11 

 Q-U評価 

 

（出典 学生課資料） 

 

 

資料５－３－①－12 

 学生委員会 業務分担 

 

（出典 学生課資料） 
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平成23年度の学校行事の一覧（資料５－３―①－13）を示す。学生会が体育祭を企画・立案・実施（資

料５－３―①－14）する。平成22年度の体育祭について実行委員長が高専だよりに報告（資料５－３―

①－15）した。同様に，学生会が高専祭（資料５－３―①－16）を実施し、平成22年度の高専祭につい

て実行委員長が報告（資料５－３―①－17）した。また、秋に本校の卒業生を講師などに招き、文化講

演会を実施している（資料５－３―①－18）。 

 

                                               資料５－３－①－13 

 平成23年度学校行事  

 

（出典 学生課資料） 
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                 資料５－３－①－14 

 平成22年度 体育祭のしおり 

 

（出典 学生課資料） 
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資料５－３－①－15 

 実行委員長による体育祭の報告 

 

 

（出典  本校高専だより98号） 
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資料５－３－①－16 

平成22年度 高専祭のしおり  

 

 （出典 学生課資料） 
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資料５－３－①－17 

 実行委員長による高専祭の報告 

 

（出典  沼津工業高等専門学校 高専だより98号） 
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                             資料５－３－①－18 

平成 18 年度から 22年度に実施した文化講演会 

             

                      （出典 学生課資料より作成） 
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クラブ顧問の一覧（資料５－３－①－19）を示す。クラブの指導には，ルールの徹底と安全とを配慮

して１クラブに複数の顧問を配置している。また，技術的な指導者としてコーチ一(後出資料７－１－

⑤－５）を委嘱している。充実した顧問，コーチ陣の指導によりそれぞれの競技や活動を通じ，人間性

の涵養に努めている。クラブ活動の報告（資料５－３―①－20）を提出、または教員の指導時間を書面

に記入して学生課に報告している。また顧問教員がクラブ活動の安全を学生に説明している（資料５－

３―①－21）。 

各クラブは平成23年度東海地区国立高等専門学校体育大会（資料５－３－①－22）に参加する。平成

22年度東海地区国立高等専門学校体育大会に参加した学生は優秀な成績を得て，競技成績（資料５－３

－①－23）に示されており，高専だより（資料５－３－①－24～26）に報告されている。 

ロボコン部はロボットを製作して、高専ロボコン2010東海北陸地区大会に２つのチームで出場した。

ものづくりのよい活動の場に参画して，学生間の交流が図られている。 

平成22年開催の全国高等専門学校第21回プログラミングコンテストに自由部門で学生が７名，競技部

門で３名が参加して，競技部門で準々決勝に進出する成果を得た。第20回のコンテストでは自由部門で

優秀賞を得ている。 

                   資料５－３－①－19 

学生会・クラブ顧問教員  

 

（出典 本校公式ウェブサイト） 
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資料５－３－①－20 

平成 22 年度クラブ活動実施報告表  

 

（出典 学生課資料） 

資料５－３－①－21 

クラブ活動安全対策等の手引き 

 

（出典 学生課資料） 
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資料５－３－①－22 

第 49 回東海地区高専体育大会派遣計画表 

 

（出典 学生課資料） 
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                          資料５－３－①－23 

第 48 回東海地区高専体育大会競技成績 

 

 

（出典 学生課資料） 

 

資料５－３－①－24 

第 48 回東海地区高専体育大会競技成績 

 

 

（出典 本校高専だより98号） 
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資料５－３－①－25 

第48回東海地区高専体育大会競技成績 

 

（出典  本校高専だより98号） 

 

 

資料５－３－①－26 

 学生による第 48 回東海地区高専体育大会の報告 

 

（出典  本校高専だより98号） 
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学生会は学生会会則（資料５－３―①－27）に従い組織され，定例会議構成及び関係図（資料５－３

―①－28）に則って組織的に活動が行われている。平成 23年度の学生会の役員（資料５－３―①－29）

では高学年の学生が中心となり，活発に活動している。学生会には２名の顧問教員を配置し（資料５－

３－①－12），運営に関わる諸問題への相談に応じると同時に，安全と倫理面からの指導にも当たって

いる。 

 

資料５－３－①－27 

学生会会則 

 

（出典 平成23年度学生便覧） 
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資料５－３－①－28 

 学生会組織図 

 

（出典 平成23年度学生便覧） 



沼津工業高等専門学校 基準５ 

281 

資料５－３－①－29 

学生会定例会議構成及び関係図 

 

（出典 平成23年度学生便覧） 
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資料５－３－①－30 

 学生会本部役員 

 

 

 

（出典 学生課資料） 
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 本校は低学年全寮制としており１・２学年次に学生は，学生寮規則と心得（資料５－３―①－31，32）

に基づき，学生寮での共同生活をする。寮内には寮生会が設けられ，学生寮会則（資料５－３－①－33）

に従い寮生会が組織されている（資料５－３―①－34）。寮の活動（資料５－３―①－35,36）を通じて，

学生の人間形成を助け，本校の教育方針の一つである全人教育を実行している。 

 

資料５－３―①－31 

 学生寮規則 

 

（出典 平成23年度学生便覧） 



沼津工業高等専門学校 基準５ 

284 

資料５－３―①－32 

寮生心得 

   

 

（出典 平成23年度学生便覧） 
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資料５－３―①－33 

学生会会則 

 

 

（出典 平成23年度学生便覧） 
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資料５－３―①－34 

学生会組織図 

 

 

（出典 平成23年度学生便覧） 
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資料５－３―①－35 

寮務主事報告 

 

 

 

（出典 本校学内限定ウェブサイト） 
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資料５－３―①－36 

寮務主事報告 

 

（出典 本校学内限定ウェブサイト） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

幅広い教養と人間性の育成に配慮して，多くの一般科目を配置し，１～３学年には特別活動を実施し

ている。学生は特別活動、学級担任及び学生委員による学生指導、学校行事、クラブ活動，学生会活動

及び寮生会活動などの多角的な活動を通して多くのことを体験し，自ら行動し行事等の企画・立案・実

行を経験する機会を得ている。従って，本校は人間性を涵養するように教育課程が編成されており、さ

らに課外活動等をもって豊かな人間性の涵養が図られるよう配慮されている。 
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観点５－４－①： 成績評価・単位認定規定や進級・卒業認定規定が組織として策定され，学生に周

知されているか。また，これらの規定に従って，成績評価，単位認定，進級認定，卒業認定が適切に実

施されているか。 

 

（観点に係る状況）  

 教育課程等に関する規則（資料５－４－①－１）と学業成績評価並びに進級・卒業認定等に関する規

則（資料５－４－①－２）が定められ，学生便覧に示され，成績評価基準，単位認定基準，進級・卒業

認定基準が策定され，周知されている。準学士課程の学生に対するアンケート（資料５－４－①－３）

の設問 10 と設問 11の結果（資料５－４－①－４）より，およそ８割の学生が知っている。 

 

資料５－４－①－１ 

 教育課程等 
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資料５－４－①－１ 続き 

 

 
 

（出典 平成 23年度学生便覧） 
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資料５－４－①－２ 

学業成績評価並びに進級・卒業認定等に関する規則 
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資料５－４－①－２続き 
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資料５－４－①－２続き 

 
（出典 平成 23年度学生便覧） 
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資料５－４－①－３ 

本校の目的の周知度等のアンケート 

 

 
                （出典 平成 22年度実施アンケート調査資料） 
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資料５－４－①－４ 

 

 準学士課程の学生の回答 

 
 

 

 

 
 

 
（出典 平成２２年度実施アンケート調査資料） 
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また，45 時間の学修をもって１単位とする学修単位の科目は，教育課程表の科目に＊印をつけて履修

単位科目と区別するとともに，１単位の履修時間は，授業時間以外の学修を合わせて 45 時間であるこ

とを担当教員がシラバスを用いて学生に知らせている（資料５－４－①－５）。このことはアンケート

（前出資料５－４－①－３）の設問 12の集計結果（資料５－４－①－６）より，73.8％の学生が実際

に知っており，自学自習の課題の提出等で自学自習の実施状況を把握している。 

 

資料５－４－①－５ 

シラバス（熱力学） 

 



沼津工業高等専門学校 基準５ 

297 

資料５－４－①－５続き 

 

 
 

（出典 本校公式ウェブサイト） 
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資料５－４－①－６ 

 

準学士課程の学生の回答 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

（出典 平成２２年度実施アンケート調査資料） 
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 定期試験を受けられなかった場合，追試験を行うことができ（資料５－４－①－７），また学年成績

不合格科目については再評価を受けることができる（資料５－４－①－８）ことを規定している。 

 

 

資料５－４－①－７ 

 受験上の心得と追試験 

 

 
（出典 平成 23年度学生便覧） 
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資料５－４－①－８ 

学年成績不合格科目の再評価について 

 

 
（出典 平成 23年度学生便覧） 
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試験の答案等はスキャナで読み込む等して各科目担当教員が保管し（訪問調査時，閲覧可），非常勤

講師の担当科目については，該当学科で保管している。成績入力システム Campus Assist（資料５－４

－①－９）を用いて科目担当教員が PC から入力した成績を教務係が取りまとめている。年度末に進級

判定会議と卒業判定会議が開催され（資料５－４－①－10，11），会議資料（資料５－４－①－12，13）

に記載した卒業・進級判定基準（資料５－４－①－14）を確認した後，それに照合して判定する。 

 

資料５－４－①－９ 

 成績入力システム 

 
（出典 本校学内限定ウェブサイト） 

 

 

資料５－４－①－10 

 進級判定会議の開催通知 

 
（出典 本校学内メール） 
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資料５－４－①－11 

 卒業判定会議の開催通知 

 

 
（出典 本校学内メール） 

 

 

資料５－４－①－12 

進級判定会議資料 

 

 
（出典 平成 22年度進級判定会議資料） 

 

 

資料５－４－①－13 

卒業判定会議資料 

 

 
（出典 平成 22年度卒業判定会議資料） 
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資料５－４－①－14 

卒業・進級判定基準 

 

 
（出典 平成 22年度進級判定会議資料と卒業判定会議資料） 
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 （分析結果とその根拠理由）  

 成績評価・単位認定，進級・卒業認定が規則に規定され，学生便覧に示され，学生に周知されてい

る。各科目担当教員はシラバスに記載した評価方法と基準に基づいて成績評価し，成績入力システム

に評価点と出欠時数を入力する。その結果を基にして，進級・卒業判定会議において，進級・卒業判

定基準に照合して，進級・卒業認定を行っている。 

以上により，成績評価・単位認定や進級・卒業認定等に関する規則が組織として策定され，学生に

周知されている。また，これらの規則に従って，成績評価，単位認定，進級認定，卒業認定が適切に

実施されている。 
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＜専攻科課程＞ 

観点５－５－①： 教育の目的に照らして，準学士課程の教育との連携，及び準学士課程の教育か

らの発展等を考慮した教育課程となっているか。 

 

（観点に係る状況）  

 本校の専攻科課程は，準学士課程である４・５年次部分を基礎としてJABEE認定を受けた技術者教育

プログラム「総合システム工学」を構成している。機械・電気システム工学専攻は機械工学科と電気

電子工学科を，制御・情報システム工学専攻は電子制御工学科と制御情報工学科を，応用物質工学専

攻は物質工学科を基礎としており，準学士課程の学習・教育目標と専攻科課程の教育目標は強く関連

し（資料５－５－①－１～３），それぞれの教育の目的を達成するよう授業科目が設計されている（資

料５－５－①－４～８）。 

 

資料５－５－①－１ 

準学士課程における学習・教育目標 

 
（出典 平成 23 年度学生便覧） 



沼津工業高等専門学校 基準５ 

306 

資料５－５－①－２ 

専攻科課程における教育目標 

 

（出典 平成 23 年度学生便覧） 
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資料５－５－①－３ 

専攻科教育目標の実践指針 
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資料５－５－①－３の続き 

専攻科教育目標の実践指針 

 

（出典 平成 23 年度学生便覧） 
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資料５－５－①－４ 

各学科における学科・専攻科授業科目の関連図 

 

（出典 平成23年度学生便覧） 
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資料５－５－①－５ 

各学科における学科・専攻科授業科目の関連図 

 

（出典 平成 23 年度学生便覧） 
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資料５－５－①－６ 

各学科における学科・専攻科授業科目の関連図 

 

（出典 平成 23 年度学生便覧） 
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資料５－５－①－７ 

各学科における学科・専攻科授業科目の関連図 

 

（出典 平成 23 年度学生便覧） 
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資料５－５－①－８ 

各学科における学科・専攻科授業科目の関連図 

 

（出典 平成 23 年度学生便覧） 
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 履修に関連する規則や規程が定められており（資料５－５－①－９～11），教育の目的を達成するた

めに適切なものとなっている。また，専攻科課程のシラバスには，準学士課程の教育内容との関連性

が分かるよう先修科目を明記するようにしている（資料５－５－①－12,13）。 

 

資料５－５－①－９ 

授業科目の履修等に関する規則 
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資料５－５－①－９の続き 
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資料５－５－①－９の続き 
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資料５－５－①－９の続き 

 

 

（出典 平成 23 年度学生便覧） 
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資料５－５－①－10 

授業科目履修規程 
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資料５－５－①－10の続き 

 

 

 

（出典 平成 23 年度学生便覧） 
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資料５－５－①－11 

専攻科実習規則 
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資料５－５－①－11の続き 

 

 

 

（出典 平成 23 年度学生便覧） 
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資料５－５－①－12 

シラバス（英会話Ⅰ） 
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資料５－５－①－12の続き 

 

 

（出典 本校公式ウェブサイト） 
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資料５－５－①－13 

シラバス（有機材料設計） 
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資料５－５－①－13の続き 
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資料５－５－①－13の続き 

 

 

（出典 本校公式ウェブサイト） 
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（分析結果とその根拠理由）  

 準学士課程の学習・教育目標と専攻科課程の教育目標は強く関連しており，専攻科課程は，それぞ

れの基礎をなす準学士課程を基盤に設置されている。カリキュラムも十分な連携が図られ，シラバス

にも関連性が明記されている。従って教育の目的に照らして，準学士課程の教育との連携並びに発展

を考慮した教育課程となっている。 

 

 

観点５－５－②： 教育の目的に照らして，授業科目が適切に配置され，教育課程が体系的に編成さ

れているか。また，授業の内容が，全体として教育課程の編成の趣旨に沿って，教育の目的を達成す

るために適切なものとなっているか。 

 

（観点に係る状況）  

 専攻科の教育目的は、「高等専門学校等の教育における成果と伝統を踏まえ，研究指導を通じた工学

に関する深い専門性を基に，創造的な知性と視野の広い豊かな人間性を備えた技術者を育成するとと

もに，産業社会との学術的な協力を基礎に教育研究を行い，もって地域社会の産業と文化の進展に寄

与すること」であり，その目的を実現するために，５つの教育目標を掲げている（前出資料５－５－

①－２）。 

専攻科課程の授業科目は，語学，人文・社会科学，基礎能力，機械工学系科目，電気電子工学系科

目，情報工学系科目，化学・生物工学系科目に分類される（資料５－５－②－１）。また，各科目は学

習・教育目標の各項目を充足するよう配慮され設計されている（資料５－５－②－２）。さらに，学生

が柔軟に履修計画を立てられるように，年次の別なく配当することとし（資料５－５－①－９，10），

午前中に座学を，午後に研究・実験・演習を配置している（資料５－５－②－３）。必修科目は，専攻

科研究，専攻科実験，専攻科演習，専攻科実習及び工学倫理とし，他の科目は選択科目としている。

なお，選択科目の履修については，授業科目履修規程に定める方法に則っている（資料５－５－①－

10）。 
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資料５－５－②－１ 

専攻科授業科目表 

 

（出典 平成23年度学生便覧） 
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資料５－５－②－２ 

学習・教育目標と授業科目の関連性 

 

（出典 本校学内限定ウェブサイト） 
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（分析結果とその根拠理由）  

 授業科目は，専攻科課程の教育目標に基づいて関連付けされ適切に配置されている。また，技術者

教育にとって特に重要とされる工学倫理を必修科目と定め，さらに前期と後期にそれぞれ開講するな

ど履修上の配慮がなされており，教育の目的を達成するために適切なものとなっていると判断する。 

資料５－５－②－３ 

専攻科授業科目表 

 

（出典 本校公式ウェブサイト） 
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観点５－５－③： 教育課程の編成又は授業科目の内容において，学生の多様なニーズ，学術の発展

の動向，社会からの要請等に配慮しているか。 

 

（観点に係る状況）  

教育課程の編成方針において，自分の専攻科研究に必要な科目を専門分野や学年に関係なく自由に

履修できるようにしている。これは，自動的に学生の多様なニーズに対応した教育課程になっている

（資料５－５－①－９）。さらに，学生の多様なニーズに対応するため，他大学等における修得単位認

定に関する規程を定め，大学や他の高等専門学校専攻科，外国の高等専門教育機関等における学修を

16単位まで修得単位として認定している。（資料５－５－③－１）。 

資料５－５－③－１ 

大学等における修得単位認定に関する規程 

 

沼津工業高等専門学校専攻科の大学等における修得単位認定に関する規程 

（平成 13 年１月 10 日制定） 

（趣旨） 

第 1 条 この規程は，沼津工業高等専門学校学則（以下「学則」という。）第１８条第２項に規定する大学等における学修に

よる単位の認定（以下「単位認定」という。）について必要な事項を定める。  

（単位認定の対象とする学修） 

第 1 条 単位認定の対象とすることのできる学修は，次の各号に掲げるとおりとする。  

1. 大学又は短期大学（専攻科を含む。）における学修  

2. 他の高等専門学校専攻科における学修  

3. 外国の高等教育機関における学修  

4. 外国の大学又は短期大学が行う通信教育による授業科目を我が国において履修する学修  

5. その他専攻科担当教員会議において教育上有益と認められた学修  

（事前届出） 

第 3 条 単位認定を受ける目的をもって前条の各号について学修しようとする学生は，事前に研究指導教員に届け出るも

のとする。  

2. 研究指導教員は，前項の届け出があったときは，学則第４５条の趣旨を踏まえ，その履修に関し適切な指導を行

うものとする。  

（申請手続） 

第 4 条 単位認定を受けようとする学生（以下「申請者」という。）は，原則として学期終了時に，別記様式第１号の大学等

において修得した単位に係る単位認定申請書に成績証明書その他必要書類を添えて，専攻科長を経て校長に申請する

ものとする。  

（審査および単位認定） 

第 6 条 校長は，前条の申請があったときは，専攻科担当教員会議に審査を付託するものとする。  

2. 専攻科担当教員会議は，必要に当たって，必要に応じ，申請者に対し試問を行い又は必要な資料の提出を求め

ることができる。  

3. 専攻科長は，審査結果を，別記様式第２号の大学等において修得した単位に係る単位認定審査報告書により校

長に報告するものとする。  

4. 校長は，前項の報告書に基づき，単位認定を行う。  
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また，専攻科実験では，各受講生の専攻分野に関する実験に加えて，総合実験と呼ばれる他専攻学生

用のテーマが用意されている。各受講生は自分の専攻分野の実験以外に３つの実験テーマを実施し，

周辺分野の基礎的な実験技術を習得する（資料５－５－③－２～４）。

資料５－５－③－２ 

専攻科総合実験のテーマおよび全体スケジュール表 

 

（出典 総合実験資料） 

資料５－５－③－１の続き 

 

（申請者への通知） 

第 6 条 校長は，単位認定の結果を，別記様式第３号の大学等において修得した単位に係る単位認定通知書により申請者

に通知するものとする。  

（評語及び修了要件に係る取扱い） 

第 7 条 単位認定された授業科目の評語は，「合格」とする。  

2. 単位認定された授業科目は，修了要件として認定される選択科目であり，１６単位を超えないものとする。  

（補則） 

第 8 条 この規程に定めるもののほか，単位認定に関し必要な事項は，攻科担当教員会議が別に定める。  

 

（出典 本校学内限定ウェブサイト） 
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資料５－５－③－３ 

専攻科総合実験の班構成 

 

（出典 総合実験資料） 
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資料５－５－③－４ 

専攻科総合実験のテキスト（機械分野） 

 

（出典 総合実験資料） 
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総合実験に加え，複合実験と呼ばれる１テーマ分の実験が用意されている。この実験は，計測・制御

技術の重要性について理解を深めると共に，他専攻の学生との共同作業を通してコミュニケーション

能力を向上させることを目的としたプロジェクト型体験学習として実践されている。PBL方式により，

互いに異なる専攻分野の専門知識を融合し，協力して自動計測・制御システムを開発することで，多

様なニーズや近年益々複雑化する社会からの要請に対応できる柔軟性を養っている（資料５－５－③

－５～７）。 

資料５－５－③－５ 

専攻科複合実験ガイダンス資料（抜粋） 

 
（出典 複合実験ガイダンス資料） 



沼津工業高等専門学校 基準５ 

336 
 

資料５－５－③－６ 

専攻科複合実験のスケジュール 

 

（出典 複合実験ガイダンス資料） 
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資料５－５－③－７ 

専攻科複合実験の班構成 

 

（出典 複合実験ガイダンス資料） 



沼津工業高等専門学校 基準５ 

338 

インターンシップについては全学習・教育目標に関連する１年次の必修科目と定め，専攻科実習と

して実施されており（資料５－５－③－８，９），実社会における技術者の業務を体験させ，コミュニ

ケーション能力を含め社会からの要請に柔軟に対応できる能力を養成している。 

資料５－５－③－８ 

専攻科実習規則 
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資料５－５－③－８の続き 

 

 

（出典 平成 23 年度学生便覧） 
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（分析結果とその根拠理由）  

専攻科研究に必要な科目を専門分野や学年に関係なく自由に履修できるよう教育課程を編成するこ

とにより，学生の多様なニーズに対応している。さらに，他大学における学修の単位認定に関する規

程を設けている。インターンシップは必修科目としている。また，専攻科実験では，専攻分野以外の

周辺分野に関連する３つの総合実験ならびにPBL方式を通して異なる専攻の学生と共同作業を通して

システム開発を行う複合実験が整備されており，学生の多様なニーズに対応した教育課程が編成され

ている。 

資料５－５－③－９ 

専攻科実習受け入れ企業一覧 

 

（出典 平成22年度学外実習学内資料） 
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観点５－６－①： 教育の目的に照らして，講義，演習，実験，実習等の授業形態のバランスが適切

であり，それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされているか。 

 

（観点に係る状況）  

 開講科目144単位に対する講義，演習，実験・実習等の授業形態の割合については，必修科目と定め

ている演習，実験・実習（研究）が20単位で約14％，講義が124単位で約86％となっている（資料５－

６－①－１）。本校では，専攻科研究・専攻科実験・専攻科演習・専攻科実習ならびに工学倫理が必

修科目であり，他の科目はすべて制限選択科目もしくは選択科目として開講されている。さらに，す

べての選択科目は学生の専攻に対する履修制限はなく開講されている結果，講義科目の割合が高くな

っている。これらは，選択科目を中心とした教育課程を構成することで，受講生が各自の専門性を考

慮し最適な履修科目を選択できるよう配慮しているためである。修了要件を考慮した授業形態のバラ

ンスは，演習，実験・実習等が32％，講義が68％となり，適切なバランスとなっている。 

 

 

 

 

資料５－６－①－１ 

専攻科授業科目表 

 

（出典 平成23年度学生便覧） 
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 また，国際的な技術者として必須となる英語による双方向コミュニケーション能力の育成を重点に

英会話が開講されており，授業の後半では英語による研究活動のプレゼンテーションが実施されてい

る。受講生が各自の専攻科研究の内容についてパワーポイントに資料としてまとめ，約５分間のプレ

ゼンテーションに加え英語で質疑応答を行っている（資料５－６－①－２～４）。 

 

 

 

 

 

資料５－６－①－２ 

シラバス（英会話Ⅱ） 

 

（ 
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資料５－６－①－２の続き 

 

 

（出典 本校公式ウェブサイト） 
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 資料５－６－①－３ 

 

英会話Ⅱにおける発表資料（配布資料） 

 

（出典 授業配布資料） 
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資料５－６－①－４ 

 

英会話Ⅱにおける発表資料（パワーポイント） 

 

（出典 授業配布資料） 
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また，地理情報学においては，実際に地図を用いてフィールドワーク（巡検）を行い，三島駅周辺の

自然環境と都市内部構造についてフィールド型の授業を取り入れ体験的に学習している（資料５－６-

①－５，６）。 

資料５－６－①－５ 

シラバス（地理情報学） 
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資料５－６－①－５の続き 

 

 

（出典 本校公式ウェブサイト） 
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資料５－６－①－６ 

 

地理情報学における巡検の資料 
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資料５－６－①－６の続き 
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資料５－６－①－６の続き 

 

（出典 授業配布資料） 
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（分析結果とその根拠理由）  

教育の目的に照らして，授業形態を講義，演習，実習，実験（研究）に分類し，適切な割合で配置

して教育課程を構成している。また，英語による双方向コミュニケーション能力の育成や地域との関

りと関連付けて地理情報の読み取りについて学習するフィールドワークの実施など，学習指導法の工

夫もなされていると判断する。 
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観点５－６－②：教育課程の編成の趣旨に沿って，シラバスが作成され，事前に行う準備学習，教育

方法や内容，達成目標と評価方法の明示等，内容が適切に整備され，活用されてい

るか。 

 

（観点に係る状況）  

  専攻科におけるシラバスの作成および開示については，専攻科担当教員規程（資料５－６－②－１）

に基づいて行われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料５－６－②－１ 

専攻科担当教員規程 

 

○沼津工業高等専門学校専攻科担当教員規程 

（平成 15.3.12 制定） 

最終改正 平成 19.3.14 

（趣旨） 

第１条 この規程は、沼津工業高等専門学校専攻科担当教員の資格、認定等に関し必要な事項について定めるものと

する。 

（担当教員の資格） 

第２条 専攻科担当教員の資格は、短期大学及び高等専門学校の専攻科の認定に関する規程（平成３年大学評価・学

位授与機構規程第４号）第 2 条第１項第 4 号に規定する資格を有し、教育研究上の能力があると認められる者とす

る。 

（担当教員の認定） 

第３条 専攻科担当教員の認定は、専攻科担当教員会議の審査に基づき校長が行う。 

２ 前項の審査は、別記様式の教員個人調書により行うものとする。 

３ 第１項の認定は、毎年度、実施するものとする。 

（研究指導教員） 

第４条 校長は、専攻科の学生に対する専攻科研究論文の作成等の指導並びに沼津工業高等専門学校学則第４６の４

に規定する教育目標を達成するために必要な支援及び指導を行うため、専攻科担当教員である教授又は准教授のう

ちから、当該学生ごとに研究指導教員を命ずる。 

２ 校長は、前項の研究指導教員を命ずるに当たっては、専攻科担当教員会議の意見を聴くものとする。  

（教育実施関係書類の提出） 

第５条 専攻科担当教員は、各学期の開始前の所定の期日までに別に定める教育実施計画関係書類を、各学期の終了

前の所定の期日までに別に定める教育実施報告関係書類を作成し、専攻科長に提出しなければならない。 

（細目） 

第６条 この規程に定めるもののほか、専攻科担当教員に関し必要な細目は、別に定める。 

附 則 

１ この規程は、平成１５年４月１日から施行する。 

２ この規程施行の際現に専攻科担当教官である者は、この規程により、認定されたものとみなす。 

３ この規程施行の際現に教授又は助教授である研究指導教官は、この規程により、命じられたものとみなす。 

  附 則 

 この規程は、平成１６年４月１４日から施行し、同年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

（出典 本校学内限定ウェブサイト） 
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シラバスの作成の詳細に関しては，「専攻科の教育実施に伴う作成書式の整備に関する細則」および「そ

の付録」（資料５－６－②－２，３）に規定され，Syllabus Id・Subject Id・Version・授業科目名・

担当教員・対象学年・単位数・必修／選択・開講時期・授業区分・授業形態・実施場所・授業の概要・

準備学習・学習・教育目標・授業目標・授業計画・課題・学習・教育目標の達成度検査・評価方法と

基準・教科書等・先修科目・関連サイトのURL・備考の各項目からなっており，カリキュラム中での位

置付けとしての学習・教育目標との関連性や準学士課程との連携を明記すると共に，各週の授業計画

が記載されている（資料５－６－②－４）。 

科目担当教員が作成したシラバスは，本校のウェブサイト上に公開され，受講生が閲覧し学習計画

上の資料として常に活用できるように運用されている。各学期の初回授業はガイダンス週と定め，担

当教員は学生に配布したシラバスに基づき，授業概要・授業目標・評価方法等についてのガイダンス

が実施されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料５－６－②－２ 

専攻科の教育実施に伴う作成書式の整備に関する細則 

 

○沼津工業高等専門学校専攻科の教育実施に伴う作成書式の整備に関する細則 

（平成 15.3.12 制定） 

最終改正 平成 16.4.14 

（趣旨） 

第１条 この細則は、沼津工業高等専門学校専攻科の学生に対する教育を実施するに当たって、作成すべき書式に

関し必要な事項について定めるものとする。 

（授業実施関係書類の作成） 

第２条 専攻科担当教員は、各学期において開講する授業科目の授業の実施に当たって、当該授業科目の内容、実

施方法等を記載した別記様式第１号の授業計画書（以下「シラバス」という。）を当該学期開始前の所定の期日

までに作成し、専攻科長に提出しなければならない。 

２ 前項の授業を実施した場合は、当該実施状況、評価方法等を記載した別記様式第２号の授業完了報告書を当該

学期終了前の所定の期日までに作成し、専攻科長に提出しなければならない。 

（研究指導実施関係書類の作成） 

第３条 研究指導教員は、指導学生ごとに、研究目標、指導方針等を記載した別記様式第３号の研究指導計画書を

当該学期開始前の所定の期日までに作成し、専攻科長に提出しなければならない。 

２ 前項の研究指導を実施した場合は、研究の実施時間、達成状況等を記載した別記様式第４号の研究指導報告書

を当該学期終了前の所定の期日までに作成し、専攻科長に提出しなければならない。 

（公開・開示） 

第４条 次の各号に掲げる書類の公開又は開示は、同号の定めるところによる。 

 (1) 第２条第１項に規定するシラバス 本校が管理するホームページにおいて公開 

 (2) 前条に規定する研究指導計画書及び研究指導報告書 専攻科が管理するホームページにおいて開示 

 

（細目） 

第５条 この細則に定めるもののほか、専攻科の教育実施に伴う作成書式に関し必要な細目は、別に定める。 

附 則 

この細則は、平成１５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この細則は、平成１６年４月１４日から施行し、同年４月１日から適用する。 
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資料５－６－②－２ 

 

様式第１号 授業計画書 

様式第２号 授業完了報告書 

様式第３号 研究指導計画書 

様式第４号 研究指導報告書 

（出典 本校学内限定ウェブサイト） 

資料５－６－②－３ 

「専攻科の教育実施に伴う作成書式の整備に関する細則」の付録 

付録 Ａ.  書式項目 

1 号書式(シラバス) 

2 号書式(授業完了報告書) 

付録 Ｂ.  書式項目 

3 号書式(研究指導計画書) 

4 号書式(研究報告書) 

「専攻科の教育実施に伴う作成書式の整備に関する細則」へ戻る。 

｢専攻科担当教員規程｣へ戻る。  

 

号書式(シラバス)の項目 

1. 科目名： 

Subject:  

2. 担当者名: 

Instructor：  

3. 対象学年：  

4. 単位数： 

Credits:  

5. 必修／選択:  

6. 開講時期 (前期/後期)  

7. 授業区分  

i. 工学専門区分(必修となる分野区分/学位分野)：  

ii. 基礎能力(数学、自然科学、情報技術)：  

iii. 基礎工学区分：   

iv. 社会科学等(人文・社会科学、語学)：  

8. 授業形態(講義、実験、演習等)： 

Mode：  

9. 実施場所： 

Room:  

10. 授業の概要(本教科の工学的、社会的、あるいは産業的意味): 

Object/Substance/etc.:  

11. 準備学習(この授業を受講するときに前提となる知識等): 

Requirements:  

12. 教育目標(◎/○の選択)：A , B , C , D 、E  

13. 授業目標: 

Aim:  

 



沼津工業高等専門学校 基準５ 

355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料５－６－②－３の続き 

14. 授業計画 : メインテーマ,サブテーマ, 課題  

1. 第 1 回 

1st    

2. 第 2 回 

2nd    

3. 第 3 回 

3rd    

4. 第 4 回 

4th    

5. 第 5 回 

5th    

6. 第 6 回 

6th    

7. 第 7 回 

7th    

8. 第 8 回 

8th   

9. 第 9 回 

9th    

10. 第 10 回 

10th   

11. 第 11 回 

11th   

12. 第 12 回 

12th   

13. 第 13 回 

13th   

14. 第 14 回 

14th   

15. 第 15 回 

15th  

15. 課題: 

Home Work:  

16. 評価方法と基準(学習目標評価についても記述する．)： 

Evaluation of Performance:  

17. 教科書等: 

Required Text and Recommended References:  

18. 関連科目: 

Related Subject:  

19. 備考: 

Notes:  

20. 関連サイトの URL:   

（出典 本校学内限定ウェブサイト） 
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資料５－６－②－４ 

シラバス（マルチメディア・ネットワーク） 
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資料５－６－②－４の続き 

 

 

 

（出典 本校公式ウェブサイト） 
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 平成22年度においてシラバスの活用状況を専攻科課程の学生にアンケート調査し（資料５－６－②

－５），結果を集計した（資料５－６－②－６，７）。多くの専攻科生が科目の選択，成績の評価方法

や基準等を知るためにシラバスを利用している。また，76%の学生が授業の予習に際してもシラバスを

利用しており，自己学習の資料としても有効に活用されている。

資料５－６－②－５ 

目的の周知度等調査アンケートの質問［専攻科課程学生用］ 

 

平成２３年２月 14 日                           副校長（教務主事） 

 

「本校の目的の周知度等」に関する調査アンケート質問用紙【専攻科生用】 

 

平成２３年度の機関別認証評価 自己評価書作成に必要なため回答へのご協力をよろしくお願いしま

す。マークシートに回答を記入し専攻科研究指導担当教員へ提出してください。 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

以下の（設問１）～（設問１３）に対して、当てはまる回答の番号を選んで、マークシートに回答して

ください。 

 

Ⅰ．本校の目的の周知度に関する調査 

（設問１）本校の「教育理念」を知っていますか。 

（設問２）本校の「教育目的」と「専攻科の目的」を知っていますか。 

（設問３）本校の「教育方針」を知っていますか。 

（設問４）本校の「専攻科教育目標」を知っていますか。 

（設問５）本校の「養成すべき人材像」を知っていますか。 

＜回答＞１．全く知らない ２．見聞きしたことはある ３．ある程度の内容まで知っている  

４．よく内容を知っている 

 

Ⅱ．シラバスの活用状況に関する調査 

（設問６）科目の選択時などに授業内容を知るためにシラバスを利用していますか。 

（設問７）授業の予習に役立てるためにシラバスを利用していますか。 

（設問８）成績の評価方法や評価基準を知るためにシラバスを利用していますか。 

（設問９）上記の目的以外にシラバスを利用していますか。 

＜回答＞１．全く利用しない ２．たまに利用する ３．よく利用する 

 

Ⅲ．成績評価方法等の周知度に関する調査 

（設問１０）学業成績の評価の方法について知っていますか。 

（設問１１）専攻科の修了要件を知っていますか。 

＜回答＞１．全く知らない ２．ある程度知っている ３．よく知っている 

 

Ⅳ．学修単位科目の周知度に関する調査 

（設問１２）専攻科の授業科目は自学自修を含め 45 時間の学修で 1 単位とすることを知っていますか。 

＜回答＞１．全く知らない ２．ある程度知っている ３．よく知っている 

 

（設問１３）自学自修を実行していますか。 

＜回答＞１．実行していない ２．ある程度実行している ３．よく実行している 

 

以上、ご協力有難うございました。 

 

（出典 平成 22 年度実施アンケート調査資料） 
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資料５－６－②－６ 

シラバスの活用状況に関する調査アンケートの集計結果（専攻科生用） 

 

（出典 平成 22 年度実施アンケート調査資料） 
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資料５－６－②－７ 

シラバスの活用状況に関する調査の専攻科生の回答 

 

75.5%

24.5% 回答１　全く利用しない

回答２　たまに利用する

回答３　よく利用する

設問６　科目の選択時などに授業内容を知るためにシラバスを利用していますか。

23.6%

52.7%

23.6% 回答１　全く利用しない

回答２　たまに利用する

回答３　よく利用する

設問７　授業の予習に役立てるためにシラバスを利用していますか。

5.5%

69.1%

25.5%

回答１　全く利用しない

回答２　たまに利用する

回答３　よく利用する

設問８　成績の評価方法や評価基準を知るためにシラバスを利用していますか。

30.9%

54.5%

14.5%
回答１　全く利用しない

回答２　たまに利用する

回答３　よく利用する

設問９　上記の目的以外にシラバスを利用していますか。

 

（出典 平成 22 年度実施アンケート調査資料） 
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（分析結果とその根拠理由）  

シラバスの作成方法については細則に定め，授業の概要・形態・目標・計画，評価方法と基準，関

連科目などが明記されたシラバスがウェブ上で管理され，常に閲覧できる形で提供されている。また

調査アンケートの集計結果から，科目の選択，成績の評価方法や基準等を知るため，さらには授業の

予習に際しシラバスが適切に利用されている。 

以上により，学生が受講計画を立てる上で必要な情報がシラバスとして作成され，適切に活用され

ていると判断する。 
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観点５－６－③： 創造性を育む教育方法の工夫が図られているか。また，インターンシップの活用

が図られているか。 

（観点に係る状況）  

 専攻科実験の中では，異なる専攻分野の学生と共同作業でシステム開発を行う複合実験を行ってい

る（前出資料５－５－③－５～７）。また，専攻科実験ITM機械工学ではPBL方式により小型風洞の設計・

製作や材料強度学・信頼性工学に関する金属材料・脆性材料の硬さ試験などに関する実験を学生が企

画・立案し，実験の実施・結果分析を行っている（資料５－６－③－１，２）。これらの実験を通して，

工学的な解析・分析力，及びそれらを創造的に統合する能力の養成が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料５－６－③－１ 

シラバス（専攻科実験 ITM 機械工学） 
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資料５－６－③－１の続き 

 

 

（出典 本校公式ウェブサイト） 



沼津工業高等専門学校 基準５ 

364 

資料５－６－③－２ 

専攻科実験 ITM 機械工学の紹介ウェブページ 

 

（出典 本校公式ウェブサイト） 
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 さらに，必修科目として専攻科実習を設け，インターンシップを義務付けている（資料５－６－③

－３）。主に夏期休業中に実施されているが，産業の現場における就労体験を通して，学修した専門知

識の創造的な活用方法について主体的に体験する場として活用されている。昨年度は，JICAケニア事

務所におけるインターンシップやJODCを経由したフィリピンの日系企業でのインターンシップへそれ

ぞれ１名が参加したことに併せ，高専機構主催第３回「海外インターンシップ・プログラム」へも１

名が参加するなど，様々な機会を生かして積極的に海外経験を積んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料５－６－③－３ 

シラバス（専攻科実習） 
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資料５－６－③－３の続き 
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（分析結果とその根拠理由）  

校内の学習環境以外に学外での就労体験を通した学修が活発である。これらのことから，学内外

を問わず創造性を育むための教育方法が工夫されており，また，インターンシップが実践的・創造

的な技術者としての素養を涵養する場として十分に活用されていると判断する。 

 

資料５－６－③－３の続き 

 

（出典 本校公式ウェブサイト） 
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観点５－７－①： 教育の目的に照らして，教養教育や研究指導が適切に行われているか。 

 

（観点に係る状況）  

専攻科課程では，語学教育として技術英語Ⅰ・Ⅱ，英会話Ⅰ・Ⅱ，英作文Ⅰ・Ⅱ，総合ドイツ語Ⅰ・

Ⅱ等を用意し４単位以上の選択を，人文・社会科学教育として歴史文化論，地球環境学，工学倫理，

エネルギと社会，地理情報学を用意し工学倫理を含めて６単位以上の選択を，学習保証時間として語

学，人文・社会科学で125時間以上を課している（資料５－７－①－１）。地球環境学では，静岡県立

大学環境科学研究所から複数の講師を招き，オムニバス形式で環境対応技術と環境と生体との関係に

ついて講義している。（資料５－７－①－２）。 

 資料５－７－①－１ 

専攻科授業科目表 

 

（出典 平成 23 年度学生便覧） 
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資料５－７－①－２ 

シラバス（地球環境学） 
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資料５－７－①－２の続き 

 

 

（出典 本校公式ウェブサイト） 
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 専攻科における研究指導においては，教授又は准教授から当該学生ごとに研究指導教員を命ずるこ

とを専攻科担当教員規程に明記し，専攻科研究論文の作成，教育目標を達成するために必要な支援及

び指導を行っている（資料５－７－①－３）。また，研究・学習活動報告会（１年次）（資料５－７－

①－４）および研究発表会（２年次）（資料５－７－①－５）が実施され，特に研究発表会では近い分

野の教員による主査・副査制をとっている。さらに，大学評価・学位授与機構で行われる学習成果発

表におけるレポート作成指導は複数教員体制により行われている。 

 

 
資料５－７－①－３ 

専攻科担当教員規程 

○沼津工業高等専門学校専攻科担当教員規程 

（平成 15.3.12 制定） 

最終改正 平成 19.3.14 

（趣旨） 

第１条 この規程は、沼津工業高等専門学校専攻科担当教員の資格、認定等に関し必要な事項について定めるも

のとする。 

（担当教員の資格） 

第２条 専攻科担当教員の資格は、短期大学及び高等専門学校の専攻科の認定に関する規程（平成３年大学評価・

学位授与機構規程第４号）第 2 条第１項第 4 号に規定する資格を有し、教育研究上の能力があると認められる

者とする。 

（担当教員の認定） 

第３条 専攻科担当教員の認定は、専攻科担当教員会議の審査に基づき校長が行う。 

２ 前項の審査は、別記様式の教員個人調書により行うものとする。 

３ 第１項の認定は、毎年度、実施するものとする。 

（研究指導教員） 

第４条 校長は、専攻科の学生に対する専攻科研究論文の作成等の指導並びに沼津工業高等専門学校学則第４６

の４に規定する教育目標を達成するために必要な支援及び指導を行うため、専攻科担当教員である教授又は准

教授のうちから、当該学生ごとに研究指導教員を命ずる。 

２ 校長は、前項の研究指導教員を命ずるに当たっては、専攻科担当教員会議の意見を聴くものとする。  

（教育実施関係書類の提出） 

第５条 専攻科担当教員は、各学期の開始前の所定の期日までに別に定める教育実施計画関係書類を、各学期の

終了前の所定の期日までに別に定める教育実施報告関係書類を作成し、専攻科長に提出しなければならない。 

（細目） 

第６条 この規程に定めるもののほか、専攻科担当教員に関し必要な細目は、別に定める。 

附 則 

１ この規程は、平成１５年４月１日から施行する。 

２ この規程施行の際現に専攻科担当教官である者は、この規程により、認定されたものとみなす。 

３ この規程施行の際現に教授又は助教授である研究指導教官は、この規程により、命じられたものとみなす。 

   附 則 

 この規程は、平成１６年４月１４日から施行し、同年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

（出典 本校学内限定ウェブサイト） 
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資料５－７－①－４ 

研究・学習活動報告会実施要綱 

 

（出典 本校学内限定ウェブサイト） 
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資料５－７－①－５ 

研究発表会実施要綱 

 

（出典 本校学内限定ウェブサイト） 
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静岡県東部テクノフォーラムin沼津高専（資料５－７－①－６）や富士山麓アカデミック＆サイエ

ンスフェア（資料５－７－①－７）に数多くの専攻科生が参加し，ポスターによる研究発表を行って

いる。実際に，企業の技術者や他大学の教員との質疑応答や情報交換を通じて，自らの研究テーマを

客観的に見つめ，その後の展望を検討するという意味でも非常に意義深い取り組みである。その他に

も，学術協会主催の研究発表会にも多くの専攻科生が参加しており，２年間の研究活動を通じて，複

数回の学会発表を行う学生が多く，日常の研究活動だけでなく成果発表にも積極的に臨んでおり，優

秀講演表彰を受ける学生も多い（資料５－７－①－８，９）。さらに，沼津高専研究報告への論文投稿

も多く，本科から継続的に取り組まれる研究活動を通して非常に高い水準の研究指導が行われている。 

 

 

 

資料５－７－①－６ 

静岡県東部テクノフォーラム in 沼津高専ポスター 

 

（出典 本校公式ウェブサイト） 
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資料５－７－①－７ 

富士山麓アカデミック＆サイエンスフェアポスター 

 

（出典 実行委員会ウェブサイトより引用） 
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（分析結果とその根拠理由）  

専攻科課程では，学習保証時間として語学，人文・社会科学で125時間以上を課している。また，オ

ムニバス形式で工学技術が環境や自然と調和を図ることの重要性が教授されている。 

一方，専攻科研究論文の作成，教育目標を達成するために必要な指導や学会活動への支援には，教

授又は准教授が指導教員として担当し，学内における研究発表や学位授与機構への学習成果発表など

の指導では，近い分野の教員による複数指導体制が整えられている。さらに，学外研究発表や論文投

稿数も多く，また数々の学術表彰を受けるなど，教育の目的を達成するために適切な教養教育と研究

指導が行われている。

資料５－７－①－８ 

学生の研究活動の実績 

 

 学外発表  

 ME DS CB 合計 

2008 32 40 12 84 

2009 13 33 19 65 

2010 35 34 17 86 

     

 論文投稿  

 ME DS CB 合計 

2008 2 4 1 7 

2009 7 9 8 24 

2010 5 12 3 20 

 

（出典 本校高専だより 94, 96, 98 号） 

資料５－７－①－９ 

学外研究発表における受賞（平成 22 年度） 

 

講演会名 受賞名 受賞者 

富士山麓アカデミック＆サイエンスフェア 2010 優秀賞（機械・電子制御・ロボット分野） ME1 鈴木貴弘 

富士山麓アカデミック＆サイエンスフェア 2010 優秀賞（機械・電子制御・ロボット分野） ME2 藤田將喜 

富士山麓アカデミック＆サイエンスフェア 2010 優秀賞（機械・電子制御・ロボット分野） DS1 伊井雅俊 

富士山麓アカデミック＆サイエンスフェア 2010 優秀賞（機械・電子制御・ロボット分野） DS1 早苗駿一 

富士山麓アカデミック＆サイエンスフェア 2010 優秀賞（医療・健康・食物分野） CB2 佐野輝臣 

富士山麓アカデミック＆サイエンスフェア 2010 優秀賞（バイオ・生物分野） CB1 河村慧 

日本高専学会第 16 回年会講演会 ポスターセッション優秀賞 DS1 長谷川輔 

第 88 期日本機械学会流体工学部門講演会 優秀講演表彰 DS1 早苗駿一 

日本機械学会東海学生会第 42 回卒業研究講演会 Best Presentation Award ME1 渡邉良介 

 

（出典 本校高専だより 98 号） 
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観点５－８－①： 成績評価・単位認定規定や修了認定規定が組織として策定され，学生に周知され

ているか。また，これらの規定に従って，成績評価，単位認定，修了認定が適切に実施されているか。 

 

（観点に係る状況）  

 成績評価，単位認定規定，修了認定規定については，学則ならびに「専攻科の授業科目の履修等に

関する規則」及び「専攻科授業科目履修規程」（前出資料５－５－①－９，10），「総合システム工学修

了要件」（資料５－８－①－１）として定められており，専攻科生に対しては年度始めのオリエンテー

ションの際に，受講プランチェック表・単位表・学習保証時間表（資料５－８－①－２～４）を配布

し周知され，成績評価はシラバスに記載された評価方法と基準に則り実施されている。 

資料５－８－①－１ 

「総合システム工学」修了要件 

 

（出典 平成 23 年度学生便覧） 
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資料５－８－①－２ 

受講プランチェック表 

 
（出典 専攻科オリエンテーション配布資料） 
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資料５－８－①－３ 

受講プラン単位表 

 

（出典 専攻科オリエンテーション配布資料） 
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資料５－８－①－４ 

受講プラン学習保証時間表 

 

（出典 専攻科オリエンテーション配布資料） 
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成績評価方法等の周知度を専攻科課程の学生にアンケート調査し（資料５－８－①－５），結果を集

計した（資料５－８－①－６，７）。ほぼ全ての専攻科生が成績の評価方法，修了要件ならびに学修単

位について把握すると共に，自学自修を実践している。 

 

 
資料５－８－①－５ 

目的の周知度等調査アンケートの質問［専攻科課程学生用］ 

 

平成２３年２月 14 日                           副校長（教務主事） 

 

「本校の目的の周知度等」に関する調査アンケート質問用紙【専攻科生用】 

 

平成２３年度の機関別認証評価 自己評価書作成に必要なため回答へのご協力をよろしくお願いしま

す。マークシートに回答を記入し専攻科研究指導担当教員へ提出してください。 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

以下の（設問１）～（設問１３）に対して、当てはまる回答の番号を選んで、マークシートに回答して

ください。 

 

Ⅰ．本校の目的の周知度に関する調査 

（設問１）本校の「教育理念」を知っていますか。 

（設問２）本校の「教育目的」と「専攻科の目的」を知っていますか。 

（設問３）本校の「教育方針」を知っていますか。 

（設問４）本校の「専攻科教育目標」を知っていますか。 

（設問５）本校の「養成すべき人材像」を知っていますか。 

＜回答＞１．全く知らない ２．見聞きしたことはある ３．ある程度の内容まで知っている  

４．よく内容を知っている 

 

Ⅱ．シラバスの活用状況に関する調査 

（設問６）科目の選択時などに授業内容を知るためにシラバスを利用していますか。 

（設問７）授業の予習に役立てるためにシラバスを利用していますか。 

（設問８）成績の評価方法や評価基準を知るためにシラバスを利用していますか。 

（設問９）上記の目的以外にシラバスを利用していますか。 

＜回答＞１．全く利用しない ２．たまに利用する ３．よく利用する 

 

Ⅲ．成績評価方法等の周知度に関する調査 

（設問１０）学業成績の評価の方法について知っていますか。 

（設問１１）専攻科の修了要件を知っていますか。 

＜回答＞１．全く知らない ２．ある程度知っている ３．よく知っている 

 

Ⅳ．学修単位科目の周知度に関する調査 

（設問１２）専攻科の授業科目は自学自修を含め 45 時間の学修で 1 単位とすることを知っていますか。 

＜回答＞１．全く知らない ２．ある程度知っている ３．よく知っている 

 

（設問１３）自学自修を実行していますか。 

＜回答＞１．実行していない ２．ある程度実行している ３．よく実行している 

 

以上、ご協力有難うございました。 

 

（出典 平成 22 年度実施アンケート調査資料） 
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資料５－８－①－６ 

成績評価方法等の周知度に関する調査アンケートの集計結果（専攻科生用） 

 

（出典 平成 22 年度実施アンケート調査資料） 
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資料５－８－①－７ 

成績評価方法等の周知度に関する調査の専攻科生の回答 

 

52.7%
45.5%

1.8%
全く知らない

ある程度知っている

よく知っている

設問１０　学業成績の評価の方法について知っていますか。

0.0%

41.8%

58.2%

全く知らない

ある程度知っている

よく知っている

設問１１　専攻科の修了要件を知っていますか。

21.8%

76.4%

5.5%

全く知らない

ある程度知っている

よく知っている

設問１２　専攻科の授業科目は自学自修を含め45時間の学修で1単位とすることを
知っていますか。

52.7% 45.5%

1.8% 実行していない

ある程度実行している

よく実行している

設問１３　自学自修を実行していますか。

 

（出典 平成 22 年度実施アンケート調査資料） 
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さらに，年度末に開催される専攻科授業担当教員が出席する総合システム工学プログラム会議におい

て単位認定および修了認定を行っている（資料５－８－①－８，９）。

資料５－８－①－８ 

総合システム工学プログラム会議の開催連絡 

 

                           平成２３年 ２ 月 １ 日 

 

総合システム工学プログラム担当教員 各位 

（専攻科担当教員を含む） 

 

                             総合システム工学 

                             プログラム委員長 

 

平成２２年度第４回総合システム工学プログラム会議の開催について 

 

 標記のことについて、下記のとおり開催しますので、必ずご参集願います。 

 なお、公務の都合により欠席される場合（勤務カレンダーにより勤務時外となる方を含む）は、

２月１４日（月）の午前中までに学生課教務係へご連絡願います。 

 

 

                記 

 

 開催日時 平成２３年２月１５日（火） １６時３０分から 

 

 開催場所 会議室（管理棟３階） 

 

 議題及び報告  1. 10 年度 学生現員について 

           2．専攻科単位取得認定 

           3．専攻科修了認定 

           4. 10 年度プログラム委員会報告 

          4－1．10 年度 研究活動功労賞候補推薦 

              4－2．予算・決算報告 

             4－3．その他 

           5．その他 

 

（出典 総務課 学内メール） 
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資料５－８－①－９ 

プログラム会議資料 

 

（出典 平成 22 年度総合システム工学プログラム会議資料） 
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（分析結果とその根拠理由）  

 成績評価や単位認定規定および修了認定規定が組織として策定されており，学生便覧に示し学生に

周知されている。ほぼ全ての専攻科生が成績の評価方法，修了要件ならびに学修単位について把握す

ると共に，自学自修を実践している。また，各規定に則って成績評価や単位認定および修了認定が適

切に実施されている。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

準学士課程では，科目系統図により５つの教育目標をバランスよく習得でき，教育目標が達成で

きるように授業内容を構成するとともにシラバスが作成され学生に活用されている。講義，演習，

実験および実習により得た知識をPBL型授業において総合的に活用できる学習指導が行われ，創造性

を育む教育が実施され，成果が得られている。企業技術者によるものづくりの実践的な授業を開講

し，共同教育が実施されている。 

専攻科課程では，工学倫理の開講方法やフィールドワークを取り入れた指導法など，多様なニー

ズに対応する教育課程が展開されている。また，総合実験や複合実験などPBL方式の実践的な実験

環境が充実している。インターンシップでは，JICAケニア事務所，JODCや高専機構のプログラム

などを生かして積極的に海外就労経験を積んでいる。学生による学会発表や論文投稿も多く，また

学術表彰を受けるなど高い水準の研究指導が行われている。 

 

（改善を要する点）  

  該当なし。 

 

（３）基準５の自己評価の概要 

準学士課程では教育目標に照らして，一般科目と専門科目を楔形配置し，前者により基礎学力と幅

広い教養を養い，また後者により工学技術の専門的知識とそれらを創造的に活用する能力を育成する

体系的な教育課程となっている。科目系統図により５つの教育目標をバランスよく習得でき，教育目

標が達成できるように授業内容を構成するとともにシラバスが作成され学生に示され活用されている。

講義，演習，実験および実習により得た知識をPBL型授業において総合的に活用できる学習指導が行わ

れ，創造性を育む教育が実施され，成果が得られている。企業技術者によるものづくりの実践的な授

業を開講し，共同教育が実施されている。インターンシップを推進し，社会から学ぶ機会と参加学生

数を増やすとともに，アンケート調査した結果を報告書にまとめ指導に役立てている。学級担任の指

導の下で特別活動，学校行事等を実施することにより，クラス運営を活発にするとともに，人間性の

涵養が図られている。学校行事，クラブ活動，寮生会，学生会の活動の過程で，学生が教職員と多く

触れ合い，豊かな人間性を育んでいる。 

成績評価・単位認定，進級・卒業判定規則が規定され，これらは学生便覧に明記され，科目担当教

員と学級担任の指導により学生に周知されている。教員会議において進級・卒業の判定が各基準に基

づき適切に行われている。 

専攻科課程は，学生の多様なニーズに対応し柔軟に履修計画を立てられるよう，授業科目は年次の

別なく配当され，午前中に座学を，午後に研究・実験・演習を配置している。特に，技術者に必要な

教養教育として工学倫理を必修科目と定め，前期と後期に各々開講するなど履修上の配慮が十分にな
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されている。さらに，英語による双方向コミュニケーション能力の育成やフィールドワークの実施な

ど，学習指導法の工夫もなされている。 

また，周辺分野の基礎的な実験技術を学修する総合実験や，他専攻の専攻科生と実施する PBL 方式

の複合実験も用意され，創造的・実践的問題解決能力の涵養を図っている。これらの科目は午後に配

置され，他専攻との調整が必要な実験を実施し易くしている。 

インターンシップは，学習した専門知識の創造的な活用方法について主体的に体験する場として活

用され，JICA ケニア事務所，JODC や高専機構のインターンシッププログラムなどを生かして積極的

に海外就労経験を積んでいる。 

専攻科研究では，学協会主催の研究発表への専攻科生の参加や論文投稿も多く，さらに学術表彰を

受けるなど，高い水準の研究指導が行われている。成績評価，単位認定・修了認定が規定され学生に

周知されている。また，プログラム教員会議において単位認定・修了認定が適切に実施されている。 
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基準６ 教育の成果 

（１）観点ごとの分析 

観点６－１－①： 高等専門学校として，その教育の目的に沿った形で，課程に応じて，学生が卒

業（修了）時に身に付ける学力や資質・能力，養成しようとする人材像等につい

て，その達成状況を把握・評価するための適切な取組が行われているか。 

 

（観点に係る状況） 

＜準学士課程＞ 

 教育目標を達成するために必要なカリキュラム編成（前出資料５－１－①－15～20）がなされてお

り，そのカリキュラム編成に従って開講されている科目（一般科目 82単位，専門科目 95 単位（とも

に最大））のうち，卒業に必要な単位数は一般科目 75単位以上（89％以上），専門科目 82単位以上

（86％以上）を修得することが卒業要件の一つとなっている（前出資料５－４－①－２）。また，平

成 19 年度以降入学者については，全ての必修科目を修得していることを卒業要件に加えている。各

学年における必修科目の割合は，学科により多尐の差はあるが、平均して１学年で 94 ％，２学年で

93％，３学年で 96％，４学年で 86％，５学年で 49％と，全体的に高い割合となっている。このこと

から，卒業要件を満たすことが，学生が卒業時に身に付ける学力や資質・能力，養成する人材像等に

ついて目標を達成することを保証するものとなっている。また，卒業研究指導教員による日常的な指

導の中での質疑応答や観察から，卒業研究の成績評価の基準（資料６－１－①－１）に沿って目的の

達成度を把握・評価している。それに加えて本校では，５つの学習教育目標に照らして，３学年と５

学年において「学生による学習到達度自己評価」（資料６－１－①－２〜５），４・５学年において

「教員側から見た学生の学習到達度評価」（資料６－１－①－６，７）を実施し達成状況を把握して

いる。これらの達成度評価は教務主事・主事補，教務委員からなる小委員会で実施している（資料６

－１－①－８）。 

＜専攻科課程＞ 

専攻科課程においては，専攻科企画運営委員会メンバーが，各科目の教育目標達成度の評価基準と

評価方法について，各教科担当教員を支援している。また，学生の教育目標達成度は，定められた項

目ごとに学生便覧に明記され、提示されている（資料６－１－①－９）。さらに教育目標別の達成度

は研究指導報告書にて指導教員から学生に周知されている（資料６－１－①－10）。 
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資料６− １− ①− １ 

卒業研究の成績評価の基準（物質工学科の例） 

評価項目 A 「調査をふまえた上で問題解決に向けた適切な実験計画を自主的にたてることができる」 

90-100 点 調査をふまえた上で適切な実験計画を自主性を持って計画することができ，その能力は極めて高く，学会発表ができる 

レベルに達している． 

80-90 点 調査をふまえた上で適切な実験計画を自主性を持って計画することができ，その能力は極めて高い． 

70-80 点 指導教員の指導と助言のもと，ほぼ適切な実験計画を自主性を持って計画することができる． 

60-70 点 実験計画を自主性を持って計画する能力は決して高くなく，指導教員による多くの修正や問いかけが必要ではあるが， 

実験を遂行するのに必要な程度の計画能力は持つ． 

60 点未満 実験を遂行するのに必要な程度の実験計画能力を有しない． 

 

評価項目 B 「適切な作業量を継続的にこなすことができる」 

90-100 点  1 年を通じて，常に適切な作業量をねばり強くこなすことができ，かつ，自主的にかつ計画的に自らの作業量を 

 管理することができ，その結果，得られる結果学会発表が出来るレベルである． 

80-90 点  1 年を通じて，常に適切な作業量をねばり強くこなすことができ，かつ，自主的にかつ計画的に自らの作業量を 

 管理することができる． 

70-80 点 1 年を通じて，ほぼ適切な作業量をこなすことができ，自らの作業量を管理することができる． 

60-70 点 1 年を通じた作業量にムラが見られ，自らの作業量を管理する能力も高くないが，実験の遂行に影響のない程度である． 

60 点未満 実験を遂行するのに必要な程度の作業量が行えず，研究を遂行するのに必要な作業量を管理する能力も有しない． 

 

評価項目 C  「作業内容と作業量に対してふさわしい結果を得ることができるか」 

90-100 点 作業内容と作業量に対してふさわしい結果を得ることができ，得られた結果の質も極めて高く，学会発表が 

できるレベルである． 

80-90 点 作業内容と作業量に対してふさわしい結果を得ることができ，得られた結果の質も極めて高い． 

70-80 点 作業内容と作業量に対してほぼふさわしい結果を得ることができる． 

60-70 点 作業内容と作業量に対して得られた結果は決してふさわしいものではないが，研究をまとめるにあたって支障が 

ない程度の結果を得ることができる． 

60 点未満 量，質ともに研究をまとめるにあたって支障がない程度の結果を得ることができない 

 

評価項目 D  「適切なプレゼンテーション能力とコミュニケーション能力を有しており，質問に対する適切な回答ができるか」 

90-100 点 プレゼンテーション能力とコミュニケーション能力が極めて高く，質問に対しても適切な回答ができる． 

学会発表が可能な知識を持つ． 

80-90 点 プレゼンテーション能力とコミュニケーション能力が極めて高く，質問に対しても適切な回答ができる． 

70-80 点 適切なプレゼンテーション能力とコミュニケーション能力をもち，質問に対しても適切な回答ができる． 

60-70 点 結果を伝えるのに必要な最低限のプレゼンテーション能力とコミュニケーション能力を持ち，質問に対しても 

受け答えができる 

60 点未満 結果を伝えるのに必要なプレゼンテーション能力とコミュニケーション能力を有しない． 

 

（出典 物質工学科卒業研究配布資料） 
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資料６− １− ①− ２ 

学生による学習到達度自己評価（３年生） 

 

           ３年生の学習達成度自己評価 

沼津高専の学習・教育目標は以下の通り定められています。 

A 技術者の社会的役割と責任を自覚する態度 

B 自然科学の成果を社会の要請に応えて応用する能力 

C 工学技術の専門的知識を創造的に活用する能力 

D 豊かな国際感覚とコミュニケーション能力 

E 実践的技術者として計画的に自己研鑽を継続する姿勢 

 

 沼津高専における、自分の過去３年間の学習成果を振返って、以下の項目に対する自分の達成度

を自己評価し、相当する数字に○印を付けてください。 

   ５・・優れている。 ４・・やや優れている。 ３・・普通。 

   ２・・やや劣る。  １・・劣る。 

 

A 技術者の社会的役割と責任に対する理解  

技術者としての責任感         （ １ ２ ３ ４ ５ ） 

B自然科学の原理・法則・定理の理解と応用  

物理・数学・化学の学力                （ １ ２ ３ ４ ５ ） 

C工学技術の基礎的知識に対する理解 

      実習・演習・実験の習熟度       （ １ ２ ３ ４ ５ ） 

D 国際感覚とコミュニケーション能力 

   国語・外国語             （ １ ２ ３ ４ ５ ） 

E 計画的に自己研鑽を継続する姿勢 

   自学自習の姿勢             ( １ ２ ３ ４ ５ ） 

 

F 入学当時の自己の目標に対する現時点での達成度 

    （ １ ２ ３ ４ ５ ） 

 

 

          学 科        氏 名             

 

 

 ４学年からは、JABEE(日本技術者教育認定機構)の審査に合格した「総合システム工学」の教育プ

ログラムに基づいた教科目を学習しますが、３学年までの基礎学力の修得が必須となります。 

未修得の科目を有す学生は早期に修得するよう学力の向上に努めてください。  

 

（出典 学生課作成資料） 
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資料６− １− ①− ３ 

学生による学習到達度自己評価（５年生） 

 

           5 年生の学習達成度自己評価 

沼津高専の学習・教育目標は以下の通り定められています。 

A 技術者の社会的役割と責任を自覚する態度 

B 自然科学の成果を社会の要請に応えて応用する能力 

C 工学技術の専門的知識を創造的に活用する能力 

D 豊かな国際感覚とコミュニケーション能力 

E 実践的技術者として計画的に自己研鑽を継続する姿勢 

 

 沼津高専における、自分の５年間の学習成果を振返って、以下の項目に対する自分の達成度を自

己評価し、相当する数字に○印を付けてください。 

   ５・・優れている。 ４・・やや優れている。 ３・・普通。 

   ２・・やや劣る。  １・・劣る。 

 

A 技術者の社会的役割と責任を自覚する態度  

技術倫理、 技術者としての責任感    （ １ ２ ３ ４ ５ ） 

 

B自然科学の成果を社会の要請に応えて応用する能力  

物理・数学・化学の学力、 専門科目の学力 （ １ ２ ３ ４ ５ ） 

 

C工学技術の専門的知識を創造的に活用する能力 

      卒業研究の成果、 創造的科目の成果   （ １ ２ ３ ４ ５ ） 

 

D 豊かな国際感覚とコミュニケーション能力 

   国語・外国語              （ １ ２ ３ ４ ５ ） 

 

E 実践的技術者として計画的に自己研鑽を継続する姿勢 

   卒業研究の取組み方、 自学自習の姿勢   （ １ ２ ３ ４ ５ ） 

 

F 入学当時の自己の目標に対する達成度     （ １ ２ ３ ４ ５ ） 

 

 

          学 科        氏 名             

 

（出典 学生課作成資料） 
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資料６− １− ①− ４ 

学生による学習到達度自己評価 担任への依頼文書（３年生） 

平成２３年 ２ 月 ８ 日 

３年生クラス担任 各位 

副校長（教務主事） 

 

「学習達成度自己評価」に伴うアンケートについて（依頼） 

 標記のことについて、貴クラスの学生に別紙によるアンケート調査を学年末試験の終了日 2/22（火）

までに実施いただき、調査済みのアンケート用紙を教務係へ提出くださいますよう、よろしくお願い申し

上げます。 なお、「プログラム入学についての予告」も併せて配布願います。  

（出典 学生課作成資料） 

 

資料６− １− ①− ５ 

学生による学習到達度自己評価 担任への依頼文書（５年生） 

平成２３年 ２ 月 ８ 日 

５年生クラス担任 各位 

副校長（教務主事） 

 

「学習達成度自己評価」に伴うアンケートについて（依頼） 

 標記のことについて、貴クラスの学生に別紙によるアンケート調査を学年末試験の終了日 2/22（火）

までに実施いただき、調査済みのアンケート用紙を教務係へ提出くださいますよう、よろしくお願い申し

上げます。 

（出典 学生課作成資料） 

 

資料６− １− ①− ６ 

達成度評価の実施にかかる担任への依頼文 

達成度評価の実施について 

教務主事 

＜目的＞ 

本達成度評価は，卒業時に身につける学力や資質・能力，養成する人材像等に照らした形での教育の成果や効

果を学生による学習達成度評価にもとづいて把握し，評価するために実施するものです。 

  学習・教育目標 

本高専は，学生が以下の能力，態度，姿勢を身につけることを目標とする。 

A. 技術者の社会的役割と責任を自覚する態度。 

B. 自然科学の成果を社会の要請に応えて応用する能力。 

C. 工学技術の専門的知識を創造的に活用する能力。 

D. 豊かな国際感覚とコミュニケーション能力。 

E. 実践的技術者として計画的に自己研鑽を継続する姿勢。 
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＜評価方法＞ 

学習達成度評価には，以下の GPA(Grade Point Average)を用います。 

GPA の計算方法  
単位数の合計対象としている科目の

２＋Ｃの単位数４＋Ｂの単位数Ａの単位数 
GPA  

評語 A・・・4 点，評語 B・・・2 点，評語 C・・・1 点，評語 D・・・0 点 

 

＜実施スケジュール＞ 

５月中旬        ４・５年生による成績証明書の標語 A～D の table2A への転記。 

５月 31 日(火)     table2B への入力作業を終え，ファイルを電子メールで後藤まで送ってください。 

６月１日（月）～6 月 17 日（金） 集計（学習・教育目標ごとの GPA の算出） 

 

＜学生による学生達成度評価の際，注意していただくこと＞ 

1. 学生による転記作業は，必ず教室内で実施し，成績証明書を学生が持ち歩くことが無いようにしてく

ださい。（教室内で配布し，転記作業終了後，直ちに回収してください。） 

2. 編入生や留年生および留学生が修得している科目の一部が table2A に記載されていない可能性があり

ます。この場合は，科目名を新たに設けて評語を記載させて下さい。 

3. 「授業科目」が同じでも「学年」が異なる場合があるので，「授業科目」と「学年」の両方を参照し

て転記するよう伝えてください。 

4. また複数の「教育目標」を設定している科目(実験・実習科目および卒業研究)があります。その場

合，「教育目標」の数だけ評価の記入欄が設けられていますので，全ての評価の記入欄に同じ「評語

(A～D)」を転記させてください。 

 

＜table2B への入力作業について＞ 

入力作業は担任で行っていただきます。ご理解とご協力をお願いします。 

学生による学生達成度評価実施後，table2A(紙ベース)のデータを table2B(エクセルファイル)に入力してくださ

い。table2B のデータは，table2A のデータを元に作成していますので，授業科目の順序は同じです。出席番号順に

授業科目ごとの評語 A～D を「半角」「大文字」で入力してください。エクセルで文字データを数値化する際，「全

角」となっていると 0 と数値化されてしまいます。未受講の欄は何も記入しないでください(空白でお願いします)。

記入漏れの科目については表中に欄を作成願います。 

 

全ての入力を終えたら，「成績証明書の写し」と「table2A」は，学生課教務係に返却してください。 

table2B.xls のファイルは後藤まで電子メールにファイルを添付した形で送ってください。 

 

不明な点については，後藤までお問い合わせください。 

以上，よろしくお願い致します。 

（出典 教務小委員会作成資料） 
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資料６− １− ①− ７ 

達成度評価様式と記入方法（４年生の例） 

 

 

図１ table2A への評語 A～D の転記 

（出典 教務小委員会作成資料） 

 

資料６− １− ①− ８ 

達成度評価にかかる教務小委員会の開催案内 

 

（出典 教務小委員会学内メール） 

00 

高 専 太 郎 
①出席番号と氏名を記入。 

A 

B 

A 

A 

B 

B 

A 

A 

D 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

B 

B 

A 

B 

B 

B 

 

②成績証明書に記載されている評語 A～D を table2A

の「評価」の欄に転記する。 

（記入上の注意） 

１.教育目標が複数ある科目は転記する欄が教育目標

の数と同じ数だけあるので注意して下さい。(教育目

標が複数ある科目は全て同じ評語にして下さい。) 

２.授業科目名が同じで学年が異なる科目もありま

す。この場合は学年毎の評語を転記して下さい。 

３.成績証明書に未記載の科目は空欄にして下さい。 

転記欄を間違えないよう気をつけてください。 
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資料６− １− ①− ９ 

専攻科の教育目標の達成度評価に関する規則（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 平成23年度学生便覧） 
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資料６− １− ①− 10 

研究指導報告書（抜粋） 

 

（出典 学内限定ウェブサイト） 
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資料６− １− ①− 10（続き） 
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資料６− １− ①− 10（続き） 
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（分析結果とその根拠理由） 

＜準学士課程＞ 

本校の教育課程は，本校の目的，教育目標，養成すべき人材像に対応づけて体系化されており，

そのカリキュラム編成に従って開講されている科目（単位）の大多数であるところの必修科目を修

得することが卒業要件の一つとなっている。さらに卒業研究指導や学習到達度評価を綿密に実施す

ることで学生の目的達成状況を把握・評価している。以上のことから，本校準学士課程においては

学生が卒業時に身に付ける学力や資質・能力，養成する人材像等について，その達成状況を把握・

評価するための適切な取組が行われていると判断できる。 

＜専攻科課程＞ 

学生の教育目標達成度は，その各項目が指導教員によって把握・評価されている。このことから

本校専攻科課程において学生が卒業時に身に付ける学力や資質・能力，養成する人材像等について，

その達成状況を把握・評価するために適切な取組が行われていると判断できる。 

 

 

観点６－１－②： 各学年や卒業（修了）時等において学生が身に付ける学力や資質・能力につい

て，学校としてその達成状況を評価した結果から判断して，教育の成果や効果が

上がっているか。 

 

（観点に係る状況） 

 単位取得に関わる成績評価ならびに進級・卒業（修了）認定基準は適切に設定されており（前出資

料５－４－①－２）・（前出資料５－５－①－９），その基準に即して単位認定，進級・卒業（修

了）判定は厳格に行われている。 

（ⅰ）単位取得状況 

本校では準学士課程において，年度内に４回の定期試験（前期中間試験，前期末試験，後期中間試験，

学年末試験）を実施し，学生の学業成績を評価し単位認定を行っている。不認定科目を残して進級し

た場合は次年度に再度学習を促して学力の向上を図り，その後再評価を行っている。学年末で単位認

定されなかった科目の延べ単位数の合計（準学士課程は資料６－１－②－１，専攻科課程は資料６－

１－②－２）を示す。準学士課程においては，年度によるバラつきはあるものの低学年については

年々減尐傾向にある。一方，高学年では，低学年に比べその数は多く，５年生では年々増加傾向にあ

る。高学年では選択科目が多くなり，選択した科目に対する修得意識の低下に原因があるものと思わ

れる。平成 19 年度以降の入学者については，全ての必修科目を修得していることが卒業要件に加わ

ったため，この傾向は改善されると考える。総修得可能単位数に対する不認定科目単位数の割合は，

例えば，準学士課程では平成 22 年度の５年生で 1.0％，専攻科課程では，平成 22 年度で 2.2％であ

り，その割合は小さく単位取得状況は良好であると判断する。 
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資料６− １− ②− １ 

不認定単位数（準学士課程） 

 平成 22 年度 平成 21 年度 平成 20 年度 平成 19 年度 平成 18 年度 

１年 50 92 24 51 119 

２年 126 108 108 179 179 

３年 175 200 187 259 278 

４年 200 350 281 400 230 

５年 331 285 257 243 152 

合計 882 1035 857 1132 958 

（出典 学生課作成資料） 

 

資料６− １− ②− ２ 

不認定単位数（専攻科課程） 

 平成 22 年度 平成 21 年度 平成 20 年度 平成 19 年度 平成 18 年度 

不認定科目

単位数 
36 63 63 31 21 

（出典 学生課作成資料） 

（ⅱ）留年者および退学者数 

近年の留年者及び退学者数（準学士課程は資料６－１－②－３，専攻科課程は資料６－１－②－４）

は，年度による変動は大きいが，準学士課程における大きな傾向として平成 21 年度までは増加傾向

にあったが，平成 22年度には減尐に転じた。平成 21年度より開始した 1 学年における数学補習及び

低学年の学習相談等の学習支援の成果が現れてきたものと判断する。 

 

資料６− １− ②− ３ 

留年・退学者数（準学士課程） 

 平成 22 年度 平成 21 年度 平成 20 年度 平成 19 年度 平成 18 年度 

留年者

（人） 
33 49 18 43 24 

退学者

（人） 
25 29 28 18 21 

（出典 学生課作成資料） 
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資料６− １− ②− ４ 

留年・退学者数（専攻科課程） 

 平成 22 年度 平成 21 年度 平成 20 年度 

留年者数（人） 2 5 4 

退学者数（人） 2 0 3 

（出典 学生課作成資料） 

 

（ⅲ）学業成績状況 

学年末試験の平均値の推移（準学士課程は資料６－１－②－５，専攻科課程は資料６－１－②－６）

によると，準学士課程では 100 点満点で約 78 点と高い水準が維持されている。専攻科課程の平均値

は資料６－１－①－３による教育目標の達成度評価に関する規則に則って算出した GPA の平均値で示

したが，最大値が 1.0 であるところ約 0.9 と，やはり高い水準が維持されている。準学士課程５年

生を対象とした「教員側から見た学生の到達度評価」の結果（後出資料６－１－④－２，３），専攻

科課程の教育目標別の達成度（後出資料６－１－④－５）から判断しても教育の効果が上がっている。 

資料６− １− ②− ５ 

学年末試験の平均値（準学士課程） 

 平成 22 年度 平成 21 年度 平成 20 年度 平成 19 年度 平成 18 年度 

成績平均点 77.1 77.7 77.7 77.6 77.8 

（出典 学生課作成資料） 

 

資料６− １− ②− ６ 

GPA 評価平均値（専攻科課程） 

 平成 22 年度 平成 21 年度 平成 20 年度 平成 19 年度 平成 18 年度 

平均値 0.92 0.91 0.93 0.91 0.88 

（出典 学生課作成資料） 

（ⅳ）資格等取得状況 

本校では技能審査の合格に係る単位修得の認定を行っている（前出資料５－１－②－１４）。このう

ち，TOEIC は割安の受験料で公開テストを受けられる賛助会員の特典を活かし，学生に受験を奨励し

ており（資料６－１－②－７），工業英語検定は本校を会場として受験できるよう団体受験を申請し

て学生への便宜を図っている（資料６－１－②－８）。これらの成果の現れとして，近年の各年度に

おける認定件数（資料６－１－②－９）において，TOEIC 及び工業英検での単位認定件数が比較的多

くを占める（資料６－１－②－10）。これらの成果の現れと判断する。学科により取得難易度の高い

ディジタル技術検定へのチャレンジを推奨し，実際に１級合格者が出る等教育の成果が現れている。 
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資料６− １− ②− ７ 

TOEIC受験案内 

 

                                  （出典 学内メール） 
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資料６− １− ②− ８ 

工業英検の受験案内 

 

（出典 学内メール） 

 

 

 

資料６− １− ②− ９ 

学生の資格取得数（準学士課程） 

 平成 22 年度 平成 21 年度 平成 20 年度 平成 19 年度 平成 18 年度 

資格取得数 116 158 217 237 86 

（出典 学生課作成資料） 
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資料６− １− ②− 10 

技能審査合格に係る単位取得の認定について（平成 23年度前期） 

 
（出典 学生課作成資料） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

学生の学業成績平均点，進級，卒業（修了）時の状況は，年による変動はあるものの，ほぼ毎年

高い水準を保っており，基本的に教育活動は健全に機能しているといえる。ただし，不認定科目数

を一層軽減し，留年や退学をせず課程を修めさせることは重要な課題であり，成果を出しつつある

学内での学習支援や寮生活での学習時間の確保についても一層の改善を検討し続けている。以上の

ことから本校では各学年や卒業（修了）時等において学生が身に付ける学力や資質・能力について，

学校としてその達成状況を評価した結果から判断して，教育の成果や効果が上がっていると判断で

きる。 
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観点６－１－③： 教育の目的において意図している養成しようとする人材像等について，就職や

進学といった卒業（修了）後の進路の状況等の実績や成果から判断して，教育の

成果や効果が上がっているか。 

 

（観点に係る状況） 

 就職率（就職者数を就職希望者数で除した値）及び進学率（進学者を進学希望者数で除した値）は，

準学士課程及び専攻科課程のいずれにおいても極めて高い水準を維持している（準学士課程は資料６

－１－③－１，専攻科課程は資料６－１－③－２）。平成 22 年度の準学士課程卒業生の学科毎の業

種別就職者数（資料６－１－③－３）及び専攻科修了生の業種別就職者数（資料６－１－③－４）か

ら大半の者が該当分野の技術系へ進んでいることから，教育の成果や効果が上がっていると判断でき

る。進学については，平成 22 年度の準学士課程卒業生の進学先大学・学部等（資料６－１－③－

５）及び過去５年間の専攻科修了生の進学先大学院（資料６－１－③－６）から，大半が国公立の理

工系へ進んでいることから，教育の成果や効果が上がっていると判断できる。 

 

資料６− １− ③− １ 

就職率および進学率（準学士課程） 

    平成 22 年度 平成 21 年度 平成 20 年度 平成 19 年度 平成 18 年度 

求人数 （人） 1,370 1,309 2,561 2,606 1,680 

就職希望者数 （人） 87 89 109 78 88 

就職者数 （人） 86 89 109 78 88 

就職率 （％） 99 100 100 100 100 

求人倍率 （倍） 15.7 14.7 23.5 33.4 19.1 

進学希望者数 （人） 99 111 90 113 106 

進学者数 （人） 96 108 88 112 103 

進学率 （％） 97 97 98 99 97 

（出典 学生課作成資料） 

 

資料６− １− ③− ２ 

就職率および進学率（専攻科課程） 

    平成 22 年度 平成 21 年度 平成 20 年度 平成 19 年度 平成 18 年度 

就職希望者数 （人） 17 24 23 9 14 

就職者数 （人） 17 24 23 9 14 

就職率 （％） 100 100 100 100 100 

進学希望者数 （人） 11 9 7 8 10 

進学者数 （人） 11 9 7 8 10 

進学率 （％） 100 100 100 100 100 

（出典 学生課作成資料） 
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資料６− １− ③− ３ 

平成22年度の準学士課程卒業生の学科毎の業種別就職者数 

 

（出典 平成23年度 沼津高専概要p.15） 
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資料６− １− ③− ４ 

平成22年度の専攻科修了生の専攻毎の業種別就職者数 

 

（出典 平成23年度 沼津高専概要p.16） 
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資料６－１－③－５ 

平成22年度の準学士課程卒業生の進学先大学・学部等 

 

（出典 進学のためのガイドブック（平成23年2月）p.36） 
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資料６－１－③－６ 

過去５年間の専攻科修了生の進学先大学院 

 

（出典 平成23年度 沼津高専概要p.16） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 準学士課程，専攻科課程ともに就職率，進学率は極めて高い水準を維持している。卒業（修了）後

の就職先及び進学先も大半の者が本校の目的にかなった方面に進んでおり，本校の教育の成果や効果

が上がっていると判断できる。 
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観点６－１－④： 学生が行う学習達成度評価等，学生からの意見聴取の結果から判断して，教育

の成果や効果が上がっているか。 

 

（観点に係る状況） 

毎年１月に準学士課程３年生と５年生を対象に「学生による学習到達度自己評価」を，毎年５月

に準学士課程４・５年生を対象に「教員側から見た学生の学習到達度評価」を実施している。専攻

科では半期毎に専攻科規則集規則補遺－２に規定した（前出資料６－１－①－９）方法で教育目標

の達成度を評価している。 

平成20年度に準学士課程５年生を対象に行った分析結果（資料６－１－④－１）では，学習・教

育目標CとEにおいてGPA３以上の学生が６割近くに達し，学生による学習到達度自己評価とも一致

していた。これに対し，学習・教育目標A，B，Dについては，GPAが３以上の学生は３～４割にとど

まり，学生による学生到達度自己評価で「優れている」と回答している学生の意識と実際の評価で

２割程度の開きがあった。 

平成22年度の調査（資料６－１－④－２）で，学習教育目標AとDは，「優れている」「普通」を

合わせた数値が平成18年度を上回り，一定の成果が認められる。学習・教育目標別のGPA（資料６

－１－④－３）においても上回り，いずれの年度においても 学習・教育目標Bを除いてGPAは高い。 

専攻科では，各教育目標の達成度を0.5以上，総合的達成度を0.6以上と規定している（前出資料

６－１－①－９）。平成22年度の各科目のGPA（資料６－１－④－４）は，ほとんどの教科におい

て平均値が0.7以上の高い数値になっている。また、平成18年度～22年度の教育目標別の達成度

（資料６－１－④－５）は、いずれの年度においても全ての教育目標で0.8以上の高い数値である。 
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資料６－１－④－１  

 
（出典 平成 21年第１回教員会議資料） 
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資料６－１－④－１続き 

 
（出典 平成 21年第１回教員会議資料） 
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資料６－１－④－１続き 

 
（出典 平成 21年第１回教員会議資料） 
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資料６－１－④－２  

教員による学習到達度の比較 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A

B

C

D

E

GPA

39.9

34

55.2

28.6

62.6

38.4

29.6

38.4

33.5

39.4

35.5

45.8

30.5

27.6

11.3

32

2

15.8

教員による学習到達度評価（平成１８年度）

優れている

普通

劣る

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A

B

C

D

E

GPA

41.34 

33.91 

64.84 

34.77 

84.62 

39.65 

36.87 

26.40 

28.05 

40.88 

14.34 

42.35 

20.32 

39.08 

6.51 

23.75 

0.43 

17.39 

教員による学習到達度評価（平成２２年度）

優れている

普通

劣る

 
（出典 平成 18年度・平成 22年度学習到達度調査資料） 

 

資料６－１－④－３  

教員による学習到達度の比較 

H18 H22
A 技術者の社会的役割と責任を自覚する態度 2.67 2.69
B 自然科学の成果を社会の要請に応えて応用する能力 2.61 2.46
C 工学技術の専門的知識を創造的に活用する能力 3.05 3.10
D 豊かな国際感覚とコミュニケーション能力 2.53 2.64
E 実践的技術者として計画的に自己研鑽を継続する姿勢 3.15 3.44

2.74 2.74GPA

学習・教育目標

 
（出典 平成18年度・平成22年度学習到達度調査資料） 
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資料６－１－④－４ 

学習・教育目標の達成状況（専攻科） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 学生課作成資料） 
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資料６－１－④－５ 

教育目標毎の達成度評価（専攻科） 

前期後期前期後期前期後期前期後期前期後期
教育目標Ａ 0.91 0.95 0.91 0.92 0.93 0.94 0.94 0.92 0.89 0.88

教育目標Ｂ 0.87 0.93 0.90 0.89 0.91 0.94 0.89 0.88 0.90 0.91

教育目標Ｃ 0.90 0.94 0.90 0.91 0.93 0.92 0.89 0.92 0.90 0.90

教育目標Ｄ 0.90 0.97 0.91 0.92 0.93 0.95 0.90 0.92 0.82 0.86

教育目標Ｅ 0.88 0.94 0.91 0.89 0.91 0.92 0.91 0.91 0.89 0.86

H19 H18

達成状況

H22 H21 H20

 

（出典 学生課作成資料） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

学生による学習到達度自己評価の結果は，準学士課程３年生より５年生のほうが高くなる傾向を

示していることから，学年進行に伴って，学校の意図する５つの学習教育目標が学生に周知され浸

透していると判断できる。また，教員による学習到達度評価では，平成18年度より平成22年度の方

が「優れている」「普通」の学生が増加したこと，学習教育目標別のGPA自体も平成22年度の方が

わずかに上昇したことから，効果が上がっていると判断できる。専攻科においても，規則で総合達

成度0.6以上を規定していること，平成22年度の専攻科生の科目別成績においてGPA0.7以上が達成

されていること，および平成18年度～22年度において各年度ともGPA平均値が0.8以上の数値である

ことから効果が上がっていると判断できる。 

 

観点６－１－⑤： 卒業（修了）生や進路先等の関係者から，卒業（修了）生が在学時に身に付け

た学力や資質・能力や，卒業（修了）後の成果等に関する意見を聴取する等の取

組を実施しているか。また，その結果から判断して，教育の成果や効果が上がっ

ているか。 

 

（観点に係る状況） 

本校では，平成18～21年度の卒業（修了）生を対象に，学校として明確にしている卒業（修了）

時に身に付けるべき学力や資質・能力がどの程度身に付いているか，卒業（修了）後の成果につい

て，アンケート調査を実施している。このほか，卒業（修了）生の就職先に，卒業（修了）時に身

に付けるべき学力や資質・能力がどの程度身に付いているかアンケート調査を実施している。 

就職先企業のアンケート結果（資料６－１－⑤－１〜４），卒業（修了）生によるアンケート結

果（資料６－１－⑤－５〜８）のどちらからも，準学士課程の卒業時に身に付けるべき「コミュニ

ケーション能力」及び専攻科課程の修了時に身に付けるべき「国際的な受信・発信能力」について

はやや低い評価となったが，基礎学力に関する項目（準学士課程の卒業時に身に付けるべき「自然

科学」「工学技術」及び専攻科課程の修了時に身に付けるべき「社会要請に応えられる工学基礎学

力」「工学専門知識の創造的活用能力」）について高い評価を得た。また，卒業（修了）生による

アンケート結果において，総合的満足度の項目で９割近い卒業（修了）生が「十分満足」「ある程
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度満足」と回答しており，中でも準学士課程４年生または５年生および専攻科課程で実施している

インターンシップが卒業後や修了後の進路を考えることに効果的であり（資料６－１－⑤－９〜

11），卒業（修了）生の総合的満足度の向上に寄与していることが示唆された。就職先企業のアン

ケート結果においても９割以上の企業が「普通」以上の高い評価をしている。 

 

資料６－１－⑤－１  

調査対象となった本科卒業生と専攻科修了生の職種 

7%

36%

24%

7%

18%

9%

本科卒業生の仕事（職種）

研究職

設計・開発職

製造技術職

製造ラインスタッフ

技能職

その他

10%

34%

24%

7%

15%

10%

専攻科修了生の仕事（職種）

研究職

設計・開発職

製造技術職

製造ラインスタッフ

技能職

その他

 
（出典 求人企業による本科卒業生と専攻科修了生に対するアンケート） 

 

資料６－１－⑤－２  

本科卒業生と専攻科修了生を大学学部卒業生と比較 

10%

31%

51%

8%

0%

本科卒業生の実力（能力）

とても高い

少し高い

同じ

少し低い

とても低い

14%

32%50%

5%

0%

専攻科修了生の実力（能力）

とても高い

少し高い

同じ

少し低い

とても低い

 
（出典 求人企業による本科卒業生と専攻科修了生に対するアンケート） 

 

資料６－１－⑤－３  

本科卒業生と専攻科修了生の管理職・非管理職の割合 

45%

55%

本科卒業生の管理職の有無

管理職

非管理職

25%

75%

専攻科修了生の管理職の有無

管理職

非管理職

 
（出典 求人企業による本科卒業生と専攻科修了生に対するアンケート） 
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資料６－１－⑤－４  

本科卒業生と専攻科修了生の評価 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(a) 倫理観
(b) 工学基礎力

(c) 応用力
(d) 専門的能力

(e) 創造力
(f) 国際感覚

(g) コミュニケーション力
(h) 自己啓発の姿勢

(i) 実践力
(j) 指導力
(k) 責任感

本科卒業生の評価

とても良い

良い

普通

悪い

とても悪い

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(a) 倫理観
(b) 工学基礎力

(c) 応用力
(d) 専門的能力

(e) 創造力
(f) 国際感覚

(g) コミュニケーション力
(h) 自己啓発の姿勢

(i) 実践力
(j) 指導力
(k) 責任感

専攻科修了生の評価

とても良い

良い

普通

悪い

とても悪い

 
（出典 求人企業による本科卒業生と専攻科修了生に対するアンケート） 

 

資料６－１－⑤－５  

本科卒業生と専攻科修了生のアンケート対象者の学科構成 

機械工学科, 

28.8%

電気電子工学

科, 17.3%電子制御工学

科, 5.8%

制御情報工学

科, 19.2%

物質工学科, 

30.8%

学科構成

機械・電気シス

テム工学専攻, 
38.5%

制御・情報シス

テム工学専攻, 
38.5%

応用物質工学

専攻, 23.1%

専攻学科構成

 
（出典 本科卒業生向けアンケートおよび専攻科修了生向けアンケート） 

 

資料６－１－⑤－６  

本科卒業生と専攻科修了生のアンケート対象者の業種 

機械・輸送

機器, 20.4%

建設, 0.0%

電気機器, 

8.2%

電力・電気

設備, 6.1%

コンピュータ・

情報機器, 

2.0%
化学工業, 

16.3%

繊維・材料, 

8.2%

官公庁・公益

法人, 2.0%

学校・教育, 
20.4%

その他, 

18.4%

業種
機械・輸送

機器, 15%

建設, 0%

電気機器, 

31%

電力・電

気設備, 

0%

コンピュータ・

情報機器, 23%

化学工

業, 15%

繊維・材料, 0%

官公庁・公

益法人, 0%

学校・教育, 

15%

その他, 0%

業種

 
（出典 本科卒業生向けアンケートおよび専攻科修了生向けアンケート） 
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資料６－１－⑤－７  

本科卒業生と専攻科修了生のアンケート対象者の職種 

研究・開発, 

25.0%

設計・計画, 

6.3%
製造･生産技

術･生産管理, 
52.1%

販売・営業, 

4.2%

行政・サービ

ス・教育, 14.6%

職種

研究・開発, 

46%
設計・計画, 

31%

製造･生産技

術･生産管理, 
15%

販売・営業, 8%
行政・サービ

ス・教育, 0%

職種

 
（出典 本科卒業生向けアンケートおよび専攻科修了生向けアンケート） 

 

資料６－１－⑤－８  

本科卒業生と専攻科修了生の本校の教育に対する満足度 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

技術者倫理

自然科学

工学技術

コミュニケーション能力

自己研鑽

総合的満足度

十分満足

ある程度満足

どちらとも言えない

すこし不足

全く不足

0% 20% 40% 60% 80% 100%

工学倫理の自覚と多面的考察力

社会要請に応えられる工学基礎学力

工学専門知識の創造的活用能力

国際的な受信・発信能力

産業現場における実務への対応能力

自己研鑽を継続できる能力

総合的満足度

十分満足

ある程度満足

どちらとも言えない

すこし不足

全く不足

 
（出典 本科卒業生向けアンケートおよび専攻科修了生向けアンケート） 

 

資料６－１－⑤－９  

本科卒業生と専攻科修了生のインターンシップに対する意識 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

将来の職業を考える上で役立ちましたか？

専門教育の勉学意欲を引き出す効果があった

と思いますか。

大いに役立った, 
42.9%

大いに役立った, 
21.4%

かなり役立った, 
28.6%

かなり役立った, 
42.9%

どちらとも言えな

い, 28.6%

どちらとも言えな

い, 28.6%

あまり役立たな

かった, 3.6%

あまり役立たな

かった, 10.7%

本科卒業生

0% 20% 40% 60% 80% 100%

将来の職業を考える上で役立ちました

か？

専門教育の勉学意欲を引き出す効果が

あったと思いますか。

大いに役立った, 
31%

大いに役立った, 
15%

かなり役立った, 
54%

かなり役立った, 
46%

どちらとも言えな

い, 8%

どちらとも言えな

い, 31%

専攻科修了生

 
（出典 本科卒業生向けアンケートおよび専攻科修了生向けアンケート） 
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資料６－１－⑤－１０  

本科卒業生のインターンシップに対する意見 

 インターンシップでは，学校だけでは教わることのできないものを得ることが出来た。 

 ぜひ続けて欲しい。経験できて良かった。 

 インターンシップでお世話になった以降も，未だに出入りして勉強させて頂いている。 

 高専卒としてその企業に入社した場合にどのような受け入れ方をされるのか。という点

が分かるようにインターンシップを行っていただける態勢を整える必要があると思いま

す。大手企業では，高専生向けのインターンシッププログラムが用意されているところ

もありますが，自分の行った企業は，業界大手企業での受け入れのはずが，製造を担当

している子会社に配属され，高専卒として働くことのイメージを掴むことが全く出来ま

せんでした。 

 実際に，受け入れ先の現場では，「高専の人はこんなところには来ないね」といったよ

うなことを言っておられ，高専生としてのインターンシップである意味合いを感じるこ

とが出来ませんでした。 

 即戦力になれる人材育成のためにも，高専生としての受け入れ態勢を整えていただくこ

とが重要だと感じています。 

 ４年生で工場見学に行くけど，３年生で工場見学をしていろいろな職場を見てからイン

ターンシップ先を選んだほうが幅が広がる。 

 インターンシップをやらずに社会人になりましたが，「会社で働く」ということが概念

すらわからず，最初に苦労しました。もっと積極的にインターンシップを推して行った

ほうがいいと思います。 

 全員参加するべきだと考えます。就職せず，進学する人も体験していればためになると

思う。 

 インターンシップは必修単位にしてもいいと思います。 

 よりインターンシップの告知等を増やし，そういった機会を増やしていく必要があると

思います。 

 卒業後編入した大学で研究インターンシップというものに行ったが，これは通常のイン

ターンシップより長期間で密度も濃いものだった。高専でもただ単に職場体験するよう

なインターンシップではなく，目的意識を持ってある程度の期間行ってくるようなもの

にできたらよいと思う。 

 インターンシップでは，自分が興味を持っている企業に行くことができたので，関心を

持って取り組むことが出来ました。そこで出会った企業の方や現場の雰囲気など多くの

情報を吸収することができました。インターンシップでの経験が，今の進路選択に大き

く影響しています。 

  就職希望の進路以外の学生も実施できるようにした方がいいと思います。 

  インターンシップには高専時代行っていないが，大学で行き，インターンシップは行く

べきであると思います。 

 インターンシップでは，自分が将来働くということを，肌で感じることのできるいい機

会でした。 

 仕事の雰囲気を感じ取ったり，仕事に対するイメージがより密度の高いものになれば十

分だと思います。 

（出典 本科卒業生向けアンケート） 
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資料６－１－⑤－１１  

専攻科修了生のインターンシップに対する意見 

  短期（２週間程度）のインターンシップでは，企業にとって損になるだけではなく，学

生と企業の結びつきも作ることができない。インターンシップの期間は少なくとも１か

月以上であるべきだと思う。 

  専攻科生のインターンシップ先は，「①研究室とつながりがある企業」「②将来の就職

先候補として挙げている企業」の２パターンがあると思われる。世間的にはインターン

シップ先は②の企業であることが多いようであるが，専攻科では①の企業に行くパター

ンが多かったと思う。両パターンを別のものとして扱い，②にも参加できる機会があれ

ば良かったと思う。 

 インターンシップは社会勉強としては大変役に立つと思える．ただし，ほとんどが研究

室で割り当てられていたので，もっと自主的に企業が行っているインターンシップにエ

ントリーするべきだと思う。 

  インターンシップ生を募集している企業をもっとわかりやすく，本科生・専攻科生共に

自由に閲覧できる資料室が欲しい。 

  モチベーションの高い学生には，国内だけでなくグローバルな就労体験を実施させても

良いと思う。 

  インターンシップに行くことで社会に出た時，他の会社の雰囲気も知っていることで自

分の会社の評価が相対的に分かっていいです。 

（出典 専攻科修了生向けアンケート） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

卒業（修了）生が在学時に身に付けた学力や資質・能力や，卒業（修了）後の成果に関して卒業

（修了）生および進路先企業からアンケートにより意見を聴取する取り組みを実施しており，その

結果から，本校として期待する教育の成果や効果がおおむね得られている。 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

（優れた点）  

専攻科課程において，学生の教育目標の達成は，学生便覧に明記された方法で数値化され、学習

教育目標別の達成度が研究指導報告書にて指導教員から学生に周知されている。 

「学生による学習到達度自己評価」をアンケート形式で３年生と５年生に対して実施し，「教員

側から見た学生の学習到達度評価」を４年生と５年生に対して実施し，教育の成果や効果を把握し

ている。 

就職先企業から基礎学力に関する項目について，高い評価を得ている。また、９割近い卒業（修

了）生が，総合満足度について「十分満足」「ある程度満足」と回答している。 

 

（改善を要する点）  

該当なし。 
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（３）基準６の自己評価の概要 

本校は教育目標を達成するために必要なカリキュラム編成がなされており，そのカリキュラム編

成に従って開講されている科目（単位）の大多数を修得することが卒業要件の一つとなっており，

また学習目標の達成度評価も学生，教員がともに実施しており，その状況を把握・評価しているこ

とから，学生が卒業（修了）時に身に付ける学力や資質・能力，養成する人材像等について，その

達成状況を把握・評価するための適切な取組が行われているといえる。また，５年間の集大成であ

る卒業研究については，いずれの学科も卒業論文と卒業研究発表会での内容，そして卒業研究指導

教員による日常的な指導の中での質疑応答や観察から，卒業研究の成績評価の基準に沿って目的の

達成度を把握・評価している。準学士課程および専攻科課程の各科目における評価基準はシラバス

で明文化されており，またその成績評価資料や卒業研究報告書は適切に保管されている。 

専攻科課程においては，専攻科企画運営委員会が定期的に開催・運営され，各科目の教育目標達

成度の評価基準と評価方法について，各教科担当教員を支援している。また，教育点検の結果に基

づき，本プログラムの教育目標の達成度の評価基準と方法等に関しての改善案を策定し，専攻科担

当（プログラム）教員会議に提案する活動を行っているので教育目標の達成状況を把握・評価する

ための取組みは適切である。 

就職率や進学率は高い水準を維持していることや就職先企業，卒業（修了）生を対象にして実施

したアンケート結果でも高い評価を受けていることから，本校の教育の成果や効果が上がっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



沼津工業高等専門学校 基準６ 

424 

 

 

 

 

 



   沼津工業高等専門学校 基準７ 

425 

基準７ 学生支援等 

（１）観点ごとの分析 

観点７－１－①： 学習を進める上でのガイダンスが整備され，適切に実施されているか。また，

学生の自主的学習を進める上での相談・助言を行う体制が整備され，機能してい

るか。 

（観点に係る状況）  

入学・編入学予定者と保護者そして専攻科全学生には，学期開始前にオリエンテーションを行い説

明を行っている（資料７－１－①－１～３）。準学士課程１年生は４月にも研修を行い，専門学科ご

との教育方針や学習方法，卒業後の進路について動機付けを行っている（資料７－１－①－４～６）。

他の学年も年度当初に担任が，学科の現状や学級の運営方針を示している（資料７－１－①－７，

８）。 

資料７－１－①－１ 

合格者オリエンテーション資料(抜粋) 

 

 (出典 学生課作成資料) 
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資料７－１－①－２ 

編入学者オリエンテーション資料(抜粋) 

 

(出典 学生課作成資料) 

資料７－１－①－３ 

専攻科入学者オリエンテーション資料(抜粋) 

 

(出典 学生課作成資料) 
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資料７－１－①－４ 

新入生オリエンテーション研修のしおり(抜粋) 

 

 

 

(出典 学生課作成資料) 
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資料７－１－①－５ 

制御情報工学科紹介資料(抜粋) 

 

(出典 制御情報工学科ガイダンス資料) 

資料７－１－①－６ 

機械工学科紹介資料(抜粋) 

 

人柄のよい優秀な技術者となって世の期待にこたえよ

教育理念

知：工学基礎学力の涵養
徳：穏やかなで寛容な心
体：健全で丈夫な身体

安全
5S（整理，整頓，清掃，清潔，躾）

学科目標

 

 

 (出典 機械工学科ガイダンス資料) 



   沼津工業高等専門学校 基準７ 

429 

資料７－１－①－７ 

電気電子工学科 4 年生ガイダンス資料 

 

沼津高専電気電子工学科新５年生へ 

２０１１．４．６． 

Ｈ２3年度クラス担任：○○○○ 

居室：Ｅ科棟0階Ｅ000 

電話：O55-926-0000 

E-mail:ｘｘｘｘｘ@numazu-ct・ac・jｐ 

(1)５年生になって考えてほしいこと 

・５年生は最上級生であり，卒業という出口に向かって進む重要な学年です． 

・１年後は卒業して各自の進路に分かれています．その時，自分はどうなっていたいか考 

えて，これからの計画を立ててください． 

・電気はエネルギーからエコロジーまで広く関わる分野です．電気電子工学科で学んだ 

ことをどのように活かしていくか，ということを意識して学修してください． 

・夏休み頃までに進路が決まると気が緩みます．「就職が決まっていれば丌合格にはなら 

ない，卒業できる｣などという甘い考えは捨ててください．当たり前ですが，各教科の 

基準で評価され，丌合格で単位が丌足すれば留年です． 

・５年では「卒業研究」があります．これまで電気電子工学科で学んだことを土台にして 

自由に研究し，大いに楽しんでください． 

・５年生は成人になる年齢でもあります．自分の行動に責任を持つ，つまり，勉強も色々 

な活動もやらされているのではなく，自分で考えて行っていることなのです． 

「人生は，各人が考えたようにしかならない」 

 

(2)東日本大屋災にともなう対処について 

通学に支障が予想されるが，可能な範囲で各自対処してください． 

計画停電がある場合，授業を別紙の時間割に変更する．月曜実験が午前になる． 

東海地震もいつ起きるかわからないので，非常時の行動や連絡方法を確認すること． 

 

(3)学修・単位取得について 

・選択科目を積極的に受講しよう．受講票は４月２０日まで． 

・再評価が必要な者は４月中に申請すること． 

・Ｈ１９年度以降入学者は， すべての必修科目を修得していることが必要です． 

・就職活動や大学編入試験で休んでも公休にはなりません．事前に届け出てください． 

･欠席・欠課届があれば時数補修が受けられます．その他いかなる場合も休む時は事前 

に担任に連絡してください．メールでも結構です． 

 

(出典 電気電子工学科 4 年生ガイダンス資料) 
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資料７－１－①－８ 

制御情報工学科３年生ガイダンス資料(抜粋) 

 

平成 23 年度 制御情報工学科第３学年 新年度ガイダンス資料 

担任の連絡先（表題に名前を書いたメールを 4/8 までに担任へ送ってください） 

学校の E-mail アドレス：xxxxxx@numazu-ct.ac.jp 

学校直通の電話番号：０５５－９２６－００００ 

１．予定 

【４月６日（水）】 

8:50～新ホームルーム 

9:20～始業式・対面式 

10:20～ホームルーム・写真撮影・教科書販売等 

（写真撮影は 11:25～：学生証に検印、場所は選択制教室４） 

13:00～クラブミーティング 

 【４月７日（木）】 

    8:50までに尿キットを教室で回収・その後保健室に提出（13 時に外部機関が回収） 

 【４月８日（金）】13:45ぐらいまでは授業を受ける←昨年とは異なるので注意！ 

 13:50～14:35 定期健康診断（歯科は 14:00～14:20：歯磨きをしておくこと） 

 

２．通学について（ステッカー等の配布） 

 自転車・バイク通学が増えますが、安全には十分注意してください（防衛運転の実施）。必ず

学校のルールを守ってください（無届の自転車やバイクでの登校は禁じられています）。長期休

暇中に駅の駐輪場へ自転車やバイクを置いておくことも禁じられています（休暇前にアナウンス

します）。ルールを破ると様々な権利を失ってしまうので気をつけて下さい。 

 

３．提出物について 

【重要】大人の社会では期日を過ぎたり内容に不備があったりすると、ほとんどの場合、提出物

は受理されません。期日と内容の確認をこれまで以上に徹底してください（２年後には就職試験

等があります）。また、これからは必要な情報は自分から収集することが求められます。 

 

 提出物       提出先   提出期限 

 宿所届（保険証のコピー：A4） 学級担任  5/9(金) 

 東海地震行動表    学級担任  5/9(金) 

 クラブ登録票     クラブ顧問  4/20(金)←例年より早い 

（希望者のみ） 

 高校奨学金書類   学生課学生係  4/25(月) 

 日本学生支援機構奨学金書類  学生課学生係  5/9(月) 

 

(出典 制御情報工学科資料) 
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なお平成19年度より１年生に，平成21年度には２年生にも専門学科の教員を副担任として配置し，

下級生と専門学科のつながりを強化し（資料７－１－①－９），学習を進める上でのクラスにおける

ガイダンスを密にした。 

授業初回には各科目担当教員がシラバスを配布し，授業の概要や目的，成績評価基準および，オフ

ィスアワーの設置等を周知している（資料７－１－①－10，11及び前出資料５－６－②－３，４）。 

資料７―１―①－９ 

平成 23 年度学級担任一覧 

 

(出典 本校学内限定ウェブサイト) 
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資料７―１―①－10 

電子制御工学科シラバス(抜粋) 

 

(出典 本校公式ウェブサイトより抜粋) 
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資料７―１―①－11 

機械工学科シラバス(抜粋) 

 
(出典 本校公式ウェブサイトより抜粋) 
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学生の自主的学習を進める上での相談・助言を行う体制としては，科目担当教員，クラス担任・副

担任がまずはその窓口となる。授業やクラス以外では，専攻科生が下級生の勉強を手助けしたり（資

料７－１－①－12，13），何でも科目相談室として教務関係教員が質問に応じる機会を設けている

（資料７－１－①－14，15）。寮においては，マテカと称した学生主体の勉強会を行っている（資料

７－１－①－16，17）。 

教員間では，平成19年度より担任連絡会議を設置し，学習支援に関する問題や情報の共有を行って

いる（資料７－１－①－18）。 

資料７―１―①－12 

専攻科生による学習支援 

専攻科生による学習支援（勉強部屋）の報告書 

作成者：藤田將喜 

 

 専攻科生による本科生への学習支援の第一段階として、6 月 17 日（木）～6 月 23日（水）に

かけて勉強部屋を開催した。本書は、その活動に関する報告書である。 

 

目次 

1. 概要 

2. 参加者内訳（本科生）と支援した内容 

3. 参加者内訳（専攻科生） 

4. アンケート集計結果 

5. 今後の展開 

 

1. 概要 

1-1．支援体制 

 勉強部屋の実施期間中、専攻科生 10名程度を支援学生として教室に待機させ、教室を訪

れた本科の学生に対して勉強の指導等を行った。専攻科生は、本科 5学科の出身者が必ず

一人は待機しており、どの学科の学生が訪れても対応可能な体制を整えていた。 

 

1-2. 実施期間および場所 

・ 実施期間：2010 年 6月 17 日（木）～6 月 23日（土） 

・ 実施場所：選択制教室 3・4 

 

1-3. 広報活動 

・ 実施期間前に、担任を通じ各クラスにおいて勉強部屋の実施に関する連絡を行うととも

に、各教室にポスターを掲示した。 

 

(出典 専攻科生による学習支援（勉強部屋）の報告書) 
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資料７―１―①－13 

専攻科生による学習支援 

専攻科生による学習支援（継続的支援）の報告書 

作成者：藤田將喜 

 

 専攻科自治会主体による勉強部屋の実施後、専攻科生による本科生への学習支援の第

二段階である個人単位での継続的な学習支援を実施した。また、低学年対象の「数学を

中心にした学習相談」にも、専攻科生が補助として参加した。本ドキュメントはこれら

の活動の報告書である。 

 

目次 

1. 継続的な学習支援について 

 事例 I E2の学生に対する学習支援 

 事例 II  C1 の学生に対する学習支援 

2. 「数学を中心にした学習相談」への参加について 

 

 

1. 継続的な学習支援について 

事例 I E2 の学生に対する学習支援 

I-1. 経緯と概要 

 2010 年の 9月初旬に、E2 の学級担任から専攻科自治会に対して、学習面で悩みを抱

えている学生 1 名（E2）への学習支援の要請があり、E 科出身の専攻科生（1名、ME専攻 2

年）が担当学生として支援を行った。 

 

I-2. 実施日時および場所 

・ 実施期間：2010 年 9月 9日（木）～9 月 17 日（金）（ただし、土・日、14 日（火）は除く） 

・ 実施時間：15:30~18:00 

・ 実施場所：E2教室 

 

I-3. 支援の様子 

 E2 の学生は電磁気学の支援を希望しており、教科書と演習問題を用いて理解が不十分

である部分の支援を重点的に行なった。E 科出身の専攻科生にとっては、電磁気は既に

本科において学習経験があり、学習上のポイントを押さえた支援がなされた様子であっ

た。また、支援を受けた学生は、同じ学科の先輩による学習指導が学生に近い目線で分

かりやすく、満足した様子であった。 

 

(出典 専攻科生による学習支援（勉強部屋）の報告書) 
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資料７―１―①－14 

何でも科目相談室のお知らせ 

 

何でも科目相談室のお知らせ 

 

 試験が終わって，「これはいかん！」という人いませんか。 

成績があがらない，勉強方法がわからない，授業のスピードについていけない

・・・・。 

 「まあいいや」と放っておいて，学年末近くになってあわてて対策を立てて

も，なかなか思うようにはなりません。学習につまずいたときは，早めに対策

を立てて，立て直すことが大切です。 

 何でも科目相談室では，ベテランの教員（勝山ほか）が，あなたに合った，

きちんとした勉強方法を一緒に考えます。一人で悩んでないで，相談に来ませ

んか。 

 

何でも科目相談室 

 

 対象：学習に困っているすべての沼津高専生 

 

 日時：毎週木曜日の放課後（16:00 から 17:30 まで※） 

 

 期間：6/17（木）から夏休み前まで。 

  ただし，6/24 は 17:00 開室，7/1 は 17:00 閉室 

 

 場所：物理実験室  ( 専攻科棟３Ｆ, Ｅ１の奥）  

 

 持ってくるもの： 相談したい科目のノートと教科書 

 

   ※ 上記の時間で都合がつかない方は物理の勝山までご相談ください。 

 

 

 

(出典 何でも科目相談室案内資料より抜粋) 
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資料７―１―①－15 

何でも科目相談室の活動報告 

 

(出典 本校研究報告第 44 号) 
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資料７―１―①－16 

マテカ開催通知 

 

 

 

(出典 寮生会マテカ委員会資料) 
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資料７―１―①－17 

マテカ実施中の様子 

 

(出典 寮生会マテカ委員会資料) 

資料７―１―①－18 

担任連絡会議開催通知 

 

 

(出典 本校学内メール) 
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保護者に対する情報提供としては，保護者懇談会に加えて，平成21年度より授業参観日として一定

期間，授業を公開し，同期間に各学科が１日ずつ学科説明会を開いて情報を発信している（資料７－

１－①－19～21）。 

学習に限らず，問題を抱える学生に対しては学生生活支援室を設置し，男性，女性のカウンセラー

（非常勤）をそれぞれ１名が週１回（計２回），放課後から２０時までカウンセリングに当たるなど，

担任以外の教職員からの支援が行われている。（資料７－１－①－22）。 

資料７―１―①－19 

保護者懇談会開催通知 

 

(出典 学生課作成資料より抜粋) 
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資料７―１―①－20 

保護者懇談会資料 電子制御工学科(抜粋) 

 

(出典 電子制御工学科保護者懇談会資料より抜粋) 

資料７―１―①－21 

保護者懇談会資料 物質工学科(抜粋) 

 

(出典 物質工学科保護者懇談会資料より抜粋) 
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（分析結果とその根拠理由）  

 学生に対しては，適切にガイダンスを整備し実施している。学生の自主的学習を進める上での相談

・助言のための窓口の整備や，勉強会が企画され実行されている。また保護者に対しては授業参観と

学科説明会を実施し，学習の状況説明を行うとともに学生指導に関する相談を受けたり協力依頼等し

ており，ガイダンスの適切な実施と相談・助言の体制が整備され機能している。 

資料７―１―①－22 

学生生活支援室の活動状況 

 

 

 

(出典 学生生活支援室資料) 
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観点７－１－②： 自主的学習環境及び厚生施設，コミュニケーションスペース等のキャンパス生

活環境等が整備され，効果的に利用されているか。 

（観点に係る状況）  

自主的学習環境としては，図書館，総合情報センター，各クラスのホームルーム，寮食堂，学科ご

との演習室などが整備されている。 

図書館は，閲覧スペース，検索用のパソコンブース，雑誌コーナー，英語多読コーナー，特別コー

ナー，新着図書コーナーが設置され，学生の便宜を考慮し，平日は 20 時まで，土日も９時から 16 時

まで開館され，有効に機能している（資料７－１－②－１，２及び後出資料８－２－①－７）。 

                                             資料７－１－②－１ 

図書館利用案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    (出典 本校公式ウェブサイト) 

 

 

 

学外者向け利用案内 

・本校図書館は一般の方にも公開しており、希望があれば図書の貸出サービスも受けられます。 

※研究室へ長期貸出中の図書や、帯出禁止資料等、貸出に応じられない場合もあります。ご了承ください。 

    また、受験勉強等の目的での机のみの利用はご遠慮願います。 

・一般利用者の方が、図書貸出カードの交付を受けようとするときは、図書館利用願に身分を証明できる書類等

（免許証、保険証）を添えて申請してください。 

・交通案内（アクセスマップ） 

・建物配置図 こちらの図の１６番の建物の２階です。 

・利用案内パンフレット(PDF)のダウンロードはこちら 

 

  

開館時間 
平 日  ８：３０－２０：００  

 ただし、夏季、冬季、春季の長期休業中は１７：００まで           

 
土・日  ９：００－１６：００ 

  ただし１２：００～１２：４５は職員の昼休みのため一時閉館 

休館日 
祝日、振替休日、年末年始、夏季、冬季、春季の長期休業中の土・日曜日、年末・年始（１２

月２８日から翌年１月４日） 

貸 出 
１人、同時に５冊まで、２週間 

貸出の際には、学生の場合は学生証、教職員の場合は教職員証が必要 

蔵書検索 蔵書の検索はこちら （学外からもアクセス可能） 

  

所在地・問合せ先 〒410-8501 静岡県沼津市大岡 3600 tel.055-926-5715 図書係 
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                              資料７－１－②－２ 

図書館利用統計 

 

 

 

 

（出典 平成 22年度 7 月 図書委員会資料） 
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また，図書購入に際しては，学生の希望を受け付けているほか，教員からの推薦図書も積極的に購

入している。総合情報センターは，第１演習室に50台，第２演習室に25台，雑誌閲覧室に６台の端末

が整備されている。利用時間は，平日の８時半から１７時までとなっているが，授業で使用されてい

ない時にはいつでも利用することができるようになっている。また，学内のほぼ全域で無線ＬＡＮシ

ステムが整備され，インターネットへの接続が可能な状況となっている。それにより，e-learningシ

ステムによる学生の学習支援がより円滑に行われるようになった（資料７－１－②－３及び後出資料

８－１－②－４，６）。なお，平成23年度よりeラーニング環境をBlackBoardから費用負担の無い

moodleに変更した。 

寮においては，学生の自主的学習支援活動として寮食堂が有効に活用されマテカが実施されている

（資料７－１－②－４）。 

厚生施設，コミュニケーションスペースとしては，尚友会館（資料７－１－②－５），課外活動用

各施設（資料７－１－②－６），講義棟のリフレッシュコーナー等が整備され，学生や教職員に利用

されている。 

総合情報センターは日々の利用計画をWEB上やセンター入り口にて公開し，学生の自主学習に便宜

を図っている（資料７－①－②－７）。教室以外からも随時自主学習が可能な環境を公開し，語学の

自主学習等に役立っている(資料７－１－②－８)。 

資料７－１－②－３ 

 

e-learning システムへのアクセス状況 

 

（出典 総合情報センター） 
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資料７－１－②－４ 

 マテカの概要          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出典 寮生会作成資料) 
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資料７－１－②－４続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 寮生会） 
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 HOME > 学校案内 > 施設案内 > 尚友会館 

  

 

    

 

 

図書館 総合情報センター 地域共同テクノセンター 機械実習工場 尚友会館 学生寮 

   

 尚友会館は，学生及び教職員の福利厚生を図ると共に，学生の課外活動を育成し，学生生

活を豊かにすることを目的に建設された。 

 構造は，鉄筋コンクリート二階建てで，延べ面積は 723 ㎡である。 

 会館には，食堂・売店・理容室があり，学生・教職員の食事等に利用されている。 

 
 

   

 

 

       ロビー             食堂  

 

          売店               理容室 

(出典 本校公式ウェブサイト) 

福利施設（尚友会館）の概要                    資料７－１－②－５ 

 

平成 22 年度 学生食堂利用状況 

項目     営業日数  A 定食   B 定食   丼  パスタ  カレー  蕎麦等  ラーメン   計 

4 月      21    634    273  401   56   338   332    274   2308 

5 月      18    645    244  376   41   271   341    159   2077 

6 月      22    688    266  449   42   272   430    178   2325 

                            （出典 尚友会館内学生食堂の利用実績） 
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資料７－１－②－６ 

 

課外活動用各施設の概要               

 

 

 

                              （出典 クラブ顧問会議資料） 

 

課外活動共用室 

運動部部室－１ 

ロボコン部部室 

運動部部室－２ 
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資料７－１－②－７ 

総合情報センターの日々の利用計画 

 

 

 

 （出典 総合情報センター資料） 
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（分析結果とその根拠理由）  

図書館の開館時間が十分に確保され，有効に活用されている。総合情報センター，マルチメディ 

ア教室，各学科演習室において十分なＰＣ端末数が準備されているのみならず，無線ＬＡＮシステ 

ムの拡張により学内どこからでもe-learningシステムにアクセスし，自学自習することができる。 

また，寮生には，寮食堂を利用した学生主体の勉強会マテカが十分活用されている。学生生活に潤 

いを与える厚生施設として食堂や部室等が完備され，十分活用されている。 

資料７－１－②－８ 

語学の自主学習環境 

 

 

 

 

（出典 本校公式ウェブサイト） 
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観点７－１－③： 学習支援に関する学生のニーズが適切に把握されているか。また，資格試験や

検定試験の受講，外国留学のための支援体制が整備され，機能しているか。 

（観点に係る状況）  

学生のニーズを把握する体制としては，科目担当教員，クラス担任・副担任がまずはその窓口とな

っている。何でも科目相談室として教務関係教員の学習支援チームが学生の相談に乗る中で，学生支

援が必要と思われる学生に対して，平成23年度は積極的に学生と面接してニーズを把握している(資

料７－１－③－１)。 

資料７―１―③－１ 

学習支援会議 

 

 

 

(出典 本校学内限定ウェブサイト) 
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学生支援室では，毎年学生アンケートを実施し，その中で学生のニーズを把握している(資料７－

１－③－２)。資格試験や検定試験の支援は，募集要項が公開されると，関係部署からその都度案内

している（資料７－１－③－３）。特に工業英検は本校を会場として実施している（資料７－１－③

－４）。TOEIC IP試験は３，４年生全員を対象に本校を会場にして受験させ，TOEIC公開試験につい

ては，本校は賛助会員となっており，割安の受験料で学生が受験できる体制を整備し，多くの学生が

受験している(７－１－③－５)。TOEICは，成績に応じてを外部取得単位として認定することで，学

習意欲を促進し，600点を越える学生もいる（資料７－１－③－６，７）。ドイツ語検定は数こそ少

ないが，毎年数人の合格者が出ている（資料７－１－③－８）。 

資料７－１－③－２ 

学生アンケート依頼文書 

 

 

（出典 本校学内メール） 
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資料７－１－③－２続き 

アンケート用紙より抜粋 

 

 

 

 

(出典 学生生活支援室資料より抜粋) 
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資料７―１―③－３ 

情報処理技術者試験案内 

 

(出典 総合情報センター内掲示板) 

資料７―１―③－４ 

工業英検案内通知 

工業英検の案内
工業英検 ２級・３級・４級の受験申し込みを受け付けます。
受験希望者は 大庭 （電子制御工学科棟１階）、

または 大久保 （制御情報工学科棟4階） まで、

検定料を添えて申し込んでください。

申込〆切は5月10日（火） 13時です。
< 期限厳守で御願いします >

第87回工業英検

試験日時：平成23年5月29日（日）
4級 9：20 （試験時間 60分）
3級 10：40 （ 〃 70分）
2級 12：10 （ 〃 100分）

試験会場：本校（選択制教室Ⅰを予定）

検定料： ４級 ２，０００ 円
３級 ４，６００ 円
２級 ６，４００ 円

参考
本検定に合格した場合、申請すれば本校の単位としても認められます。
ただし平成１６年度以降の入学生は、４、５年次で４級に合格しても

本校の単位としては認定されません。３級以上については学年を問いません
(学生便覧の「技能審査の合格に係る単位修得の認定について」を参照)。
合格発表は6月21日の予定です。

なお、受験生の総数が１０名に満たない場合は本校での実施は
中止されます。ご承知おき下さい。

本年度の本校での工業英検の実施予定は、 5月29日（2・3・4級）（今回）、
7月30日（ 3・4級）、11月13日（2・3・4級） 、 1月28日（3・4級） です。

 

(出典 工業英検の募集案内ポスター) 
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資料７－１－③－５ 

TOEIC の公開試験申し込み 

 

 

 

(出典 本校学内メール) 
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資料７―１―③－６ 

TOEIC 申込書 

 

 

 

(出典 学生課作成資料より抜粋) 
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豊かな国際感覚とコミュニケーション能力の養成をより図り易くする目的で，平成22年度より国際

交流委員会規則を全面的に改定し，機能的な体制を整えた（資料７－１－③－９）。平成22年度の語

学研修はイギリスで2週間の研修を実施した（資料７－１－③－10）。平成23年度は４月25日に説明

会を開催し，９月４日～18日の日程で，シアトルでの実施が確定している（資料７－１－③－11）。 

専攻科課程においても専攻科長が窓口となり、国際交流委員会と連携をとりながら、ISTS等の国際

会議や高専機構の海外インターンシップ等に応募する学生の支援をしている。

資料７―１―③－８ 

ドイツ語検定合格者の推移 

 

ドイツ語検定
年度 合格者(人)
平成19年度 4
平成20年度 4
平成21年度 3
平成22年度 7  

(出典 教務委員会資料より作成) 

資料７－１－③－７ 

 

技能審査合格に係る単位習得の認定 

 

(出典 平成 23 年度教務委員会資料より抜粋) 
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資料７－１－③－９ 

国際交流委員会議事録 

 

 

(出典 交際交流委員会議事録) 
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資料７―１―③－10 

語学研修報告書(抜粋) 

 

 

(出典 語学研修の報告書) 
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（分析結果とその根拠理由） 

 科目担当教員，クラス担任・副担任をはじめ，教務関係教員による学習支援チームや学生生活支援

室が積極的に学生ニーズの把握に努めている。資格試験や検定試験の受験，外国留学の支援体制が整

備され，機能している。検定試験は外部修得単位認定への申請が多くあることやTOEICでは600点を越

える学生も出ていること等から，支援体制が整備され，機能していると判断する。 

資料７―１―③－11 

語学研修募集ポスター 

 

(出典 語学研修の募集案内ポスター) 
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観点７－１－④： 特別な支援が必要と考えられる学生への学習支援体制が整備されているか。ま

た，必要に応じて学習支援が行われているか。 

（観点に係る状況）  

 本科の成績不振者へは専攻科生による学習支援や何でも科目相談室を設けて，参加を促している。

特に１年生に対しては，定期試験毎に成績不振者を調べ，数学の補習を受講させている（資料７－１

－④－１，２）。また副校長（教務主事）からも随時，学習支援を要請する通知がなされる（資料７

－１－④－３）。 

資料７―１―④－１ 

数学補習対象者の出欠状況 

 

(出典 数学補習資料出席簿) 
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資料７―１―④－２ 

数学補習課題(抜粋) 

 

(出典 数学補習教材) 
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 資料７―１―④－３ 

学習支援要請の通知 

 

 

(出典 本校学内メール) 
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 外国人留学生に関する全体的なことは国際交流委員会で扱い，事務的支援は主として学生課で扱っ

ている。具体的な支援は基本的には該当クラスの担任が指導教員となって行っている。さらに，学業

および生活全般についての相談相手として学生チューターを配置している（資料７－１－④－４）。

１年目に当たる３年次のチューターは寮生から選出し，寮生活の面倒も見ている。日本語の授業及び

補講の他，３年次に日本事情の授業を設けている。日本文化の体験のため，留学生向け授業の日本事

情を担当する社会科教員が引率して近くの施設見学も行っている（資料７－１－④－５）。 

 編入学生への学習支援としては，編入学前の補習課題として英語，数学，物理の課題を与え，定期

的に提出させる等して事前指導を行っている（資料７－１－④－６）。編入学後は，学科により異な

るが，授業科目を設けて集中講義などで編入学生の学習支援を行うか（前出資料５－１－①－２，４，

５），必要に応じて科目担当教員が補習等を行っている。 

留年生への特別な指導としては，前年度の成績を考慮して科目ごとに受講，もしくは定期試験の免

除という制度を設けて，授業負担が軽くなるように配慮している（資料７－１－④－７）。２，３年

生の留年生に対しては，教務関係教員の学習支援チームが支援を行っている。 

 

資料７－１－④－４ 

留学生チューター一覧 

 

 

 

(出典 学生課作成資料) 
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資料７－１－④－５ 

留学生の対応状況 

 

(出典 日本事情担当者資料) 
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資料７－１－④－６ 

編入学生説明会についての連絡 

 

(出典 本稿学内メール) 
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資料７－１－④－７ 

留年生への学習支援(抜粋) 
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（分析結果とその根拠理由）  

外国人留学生，編入学生，成績不振者，留年生といった，異なる支援を要する学生に対して，それ

ぞれに学習支援体制を整え，必要な支援を行っている。 

 

資料７－１－④－７の続き 

 

 

 

(出典 平成 23 年度学生便覧より抜粋) 
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観点７－１－⑤： 学生の部活動，サークル活動，自治会活動等の課外活動に対する支援体制が整

備され，適切な責任体制の下に機能しているか。 

（観点に係る状況）  

学生のクラブ活動や学生会等の課外活動については，学生会会則（資料７－１－⑤－１）に基づき

組織運営され，校長補佐（学生主事）を委員長とする学生委員会によって指導，監督及び主催がなさ

れている。 

 

 

 

クラブ活動は，現在20の運動部と３文化部及び２つの文化・サークル連合が存在し，１教員１クラ

ブ顧問制により一部の管理職教員を除く全教員体制で管理・指導が行われている（資料７－１－⑤－

２）。 

資料７－１－⑤－１ 

学生会会則(抜粋)     

（出典 平成 23年度学生便覧） 
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                    資料７－１－⑤－２ 

 クラブおよびクラブ顧問一覧 

 

（出典 クラブ顧問会議資料） 

 

また，クラブ顧問会議において定期的に諸課題の報告・検討が行われている（資料７－１－⑤－

３）。さらにクラブ活動の安全を確保するために，クラブ活動の安全対策マニュアルが作成され，そ

れに基づいてクラブごとの安全マニュアルも作成されている（資料７－１－⑤－４）。そして，学生

課学生係による事務的支援も行われている。また，外部コーチ制（資料７－１－⑤－５）が導入され，

クラブ顧問ではできない専門的な指導を受けることも可能となっている。課外活動や学生会活動で特

に顕著な業績を残した学生に対しては，卒業式などにおいて特別表彰も実施している（資料７－１－

⑤－６）。これらの活動にかかる経費については，全学生から徴収した学生会費をはじめ，運営費交

付金及び教育後援会からの援助も行われている（資料７－１－⑤－７～９）。 
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資料７－１－⑤－３ 

 クラブ顧問会議に関する資料     

 

（出典 本校学内メール） 
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資料７－１－⑤－４ 

クラブ活動安全マニュアル（抜粋） 

 

クラブ活動における安全対策等の手引き 

―  安全第一方針に従うクラブ活動の指導指針 ― 

 

 

内  容 

 

I.クラブ活動における安全対策 

II.クラブ活動時の勤務体制 

III.クラブ活動に関する各種提出書類 

IV.クラブ活動等に関する諸規則，施設使用心得 

V.緊急連絡網(全体) 

VI.クラブ顧問・コーチ名簿 

VII.各クラブの安全対策等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沼津工業高等専門学校 

学生委員会 

 

 

（出典 本校学内限定ウェブサイト） 
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資料７－１－⑤－５ 

外部コーチ一覧表 

 

（出典 学生課作成資料） 
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               資料７－１－⑤－６ 

表彰規定(抜粋) 

（出典 平成 23年度学生便覧） 
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                     資料７－１－⑤－７ 

学生の活動経費に関する資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料７－１－⑤－８ 

教育後援会決算書 

 

(出典 平成 22 年度教育後援会総会資料) 

（出典 平成 22年度学生会予算案） 
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             資料７－１－⑤－９ 

学生の活動経費に関する資料 

平成22年度クラブ強化費予算配分方針(抜粋) 

１． 保留額・・・・・・１００，０００円 

２． 予算の申請・配分を「基本経費」と「活動経費」に分けて行う。 

３． 基本経費 

下記①・②・③については「基本経費」として全体の強化費から予め差し引くこととし，各クラブ・文化サークル連合の個別予

算には計上しない。 

なお，登録費は「団体扱い」のみを対象とし，「個人扱い」の場合は対象外とする。 

① 協会登録などの一定の条件を満たした団体登録料 

② 公式戦および公式戦に準ずる活動の参加料 

・高専大会参加種目のクラブ・・・・・・・なし 

・その他のクラブ・・・・・1大会(活動)のみ1/2負担(高校・大学等の区別なし) 

※ 高専大会経費については強化費には含めない(別途予算)。 

※ 個人登録費は全て個人払いとする。 

※ 「基本経費」については申請項目以外への流用は認めない(学生係で一元管理)。 

③ クラブ顧問の付添旅費（コーチ旅費も含む） 

※ 年度当初の各クラブ強化費執行計画に基づいて配分。 

４． 活動経費(標準配分額)・・・・・「活動経費」の「標準配分額」を以下のとおり算出する。 

● 実質配分額・・・・・〔クラブ強化費〕－〔保留額〕－〔基本経費合計〕 

● 固定配分額・・・・・実質配分額の50％を下記の比率で配分 

運動部・吹奏楽部・囲碁将棋部・ロボコン部：1.0， 文化サークル連合：0.4 

● 学生積算配分額・・・実質配分額の50％を学生の人数に比例して配分 

※この予算配分のための部員数は年度当初のものとする。 

● 〔活動経費・標準配分額〕＝〔固定配分額〕＋〔学生積算配分額〕 

※ 但し，年度当初の強化費執行計画においてコーチ謝金，参加費の申請がなかったクラブについては 

活動経費を０とし，支給しないこととする。 

５． 活動経費（予算決定） 

各クラブの「活動経費」を以下のとおり決定する。 

１） 〔申請額〕≦〔標準配分額〕→ 〔申請額〕※差額合計(余剰金)は２）で再配分 

２） 〔申請額〕＞〔標準配分額〕→ 〔余剰額を超過額に応じて再配分〕 

※ クラブ強化費予算額内訳 

教育後援会クラブ強化費予算額２，９００，０００円 

運営費交付金（謝金のみ支出可） ８６０，０００円 

合計３，７６０，０００円 

                              （出典 クラブ顧問会議資料） 

（分析結果とその根拠理由）  

校長補佐（学生主事）を中心とした学生主事補，学生委員，クラブ顧問教員，学生課職員などによ

る人的支援，学生会費・運営費交付金・教育後援会費による経済的支援，系統的な安全対策や外部コ

ーチによる専門的指導などが整っており，学生が課外活動に取り組むための十分な環境が整っている。 
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観点７－２－①： 学生の生活や経済面に係わる指導・相談・助言を行う体制が整備され，機能して

いるか。 

（観点に係る状況）  

学生の生活に関しては，準学士課程では学級担任（資料７－２－①－１，２），専攻科課程では指

導担当教員（資料７－２－①－３，４）によって日常的に個々に対して行われるものが根幹である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               資料７－２－①－１ 

学級担任一覧 

（出典 本校学内限定ウェブサイト） 
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資料７－２－①－２ 

学級担任のためのレファレンスマニュアル(抜粋)           

（出典 本校学内限定ウェブサイト） 
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資料７－２－①－３ 

専攻科担当教員（専攻科企画運営委員）一覧 

（出典 本校学内限定ウェブサイト） 
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 資料７－２－①－４ 

専攻科担当教員規定（抜粋） 

（出典 本校学内限定ウェブサイト） 
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学校全体としては，学生委員会が行うもの（資料７－２－①－３，５）と教職員，看護師，スクー

ルカウンセラーから構成される学生生活支援室（資料７－２－①－６，７）が行うものが存在する。

また，担任連絡会議（資料７－２－①－８）を通じて教員間における学生に関する情報共有もなされ

ている。加えて，本校が属する地域の高等学校間の生徒指導連絡協議会である沼駿地区生徒指導研究

協議会に加盟し，学生委員会のメンバーが街頭補導などに参加し，近隣高等学校との生徒指導に関す

る情報交換を行い，本校学生の生活指導や交通指導に生かしている（資料７－２－①－９）。 

 

 

 

 

       

        

 

 平成２３年度 学生委員会 業務分担（2011.4）     

  

        

 項  目   主任 担  当   

 生活指導 生地研  嶋 江上   

  生活アンケート  ※学生生活支援室    

  学内巡回  山中 大川   

  クリーン活動  大川 山中   

 交通指導   井上 鈴木久 松本  

 研修 御殿場研修（１年生）  ※2011 年度は中止（学内で実施）  

  

  スキー研修（３年生）  江上 嶋   

 クラブ活動   松本 鈴木久 井上  

 学生会活動 学生会  鄭 鈴木茂   

  高専祭  鈴木茂 鄭   

 その他 学生支援総合センター      

        

        

 平成２３年度 学生委員       

        

 主  事 蓮実（C)      

 主 事 補 井上（M) 鄭（D) 鈴木茂（S)    

 学生委員 鈴木久（L) 山中（M) 嶋（E)    

  江上（D） 松本（S) 大川（C)    

資料７－２－①－５ 

学生委員会による学生指導の体制 

（出典 学生委員会資料） 
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資料７－２－①－６ 

学生生活支援室の概要                

（出典 本校公式ウェブサイト） 
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資料７－２－①－７ 

学生生活支援室による学生指導のための会議案内 

 

（出典 学生課作成資料） 
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（出典 本校学内メール） 

資料７－２－①－８ 

担任連絡会議による学生指導のための情報交換の一例 
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資料７－２－①－９ 

沼駿地区生徒指導研究協議会への参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 （出典 生地研開催案内文書） 
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学生生活支援室はメンタルヘルスを含めた学生のさまざまな問題に対する相談・援助を行ってい

る。さらに，スクールカウンセラーを週２日委嘱する（資料７－２－①－10，11）とともに，看護師

が常駐することにより，学生の健康面に関してはきめの細かい専門的な対応が可能となっている（資

料７－２－①－12）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２３年３月３０日 

教員各位 

 

学生生活支援室長 

校長補佐（学生主事） 

 

平成２３年度学生相談について 

 

標記のことにつきまして、下記のとおり実施しますので、ご承知願います。 

なお、クラス担任におかれましては、クラス掲示用を貴クラスに掲示していただくととも

に、学生への周知をよろしくお願い申し上げます。 

記 

平成２３年度学生相談 

カウンセラー        宇治 友子 先生  月曜日 １５：３０～１８：３０ 

カウンセラー（臨床心理士） 房間 貞  先生  金曜日 １５：３０～１８：３０ 

場 所：共通棟１階 カウンセリング室 

☆ 予約優先。１人１時間枠。相談を希望される場合は、事前に保健室にご連絡をお願いいたし

ます。 

実施日：下表のとおり 

  

４月 ５月 ６月 ７月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月

月 6 4 3 5

金 6 10 8 7 11 9 6 3

月 11 9 13 11 14 12 6

金 15 13 17 15 14 18 16 13

月 18 16 20 18 17 21 19 16

金 22 20 24 22 21 25 20 17

月 25 23 27 25 26 24 28 23

金 27 30 28 27 24

月 30 31 30 27

金  
                             （出典 本校学内案内メール） 

 

 

資料７－２－①－10 

カウンセラーによる学生相談の体制 
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           資料７－２－①－11 

相談室の利用実績（抜粋） 

   平 成 ２２ 年 度 学 生 相 談 集 計 

 ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ件数の集計のみ記載  

月別　相談人数(N=165人 )

11

15

18

12

1

7

18

12

8

13

7

1

1

3

5

2

1

3

3

2

5

1

1

1 1

4

5

4

0

1
2

3

4

5
6

7

8

9
10

11

12

13
14

15

16

17
18

19

20

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１
０
月

１
１
月

１
２
月 １

月
２
月

３
月

人
数

(人
)

教員

保護者

学生

 

 月 相談人数  

  ４月 12  

  ５月 18  

  ６月 18  

  ７月 18  

  ８月 1  

  ９月 9  

 １０月 19  

 １１月 16  

 １２月 15  

  １月 16  

  ２月 16  

  ３月 7  

 合計 165  

    

（出典 カウンセラー作成資料） 
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学生の経済面に関しては，準学士課程１年から３年次については就学支援金，４年から５年次につ

いては授業料免除制度により支援が行われる（資料７－２－①－13）。また，日本学生支援機構など

の外部奨学金制度や本校同窓会による奨学金制度なども整えられ，経済状況に応じて幅広く対応する

ことが可能となっている（資料７－２－①－14）。奨学金等の情報は，ホームページを通し，常に最

新の情報が学生，保護者に周知されている。 

 

 

 

 

 

 

 

資料７－２－①－12 

保健室の利用実績 

            

平成２２年度保健室利用状況  

             

  疾病 メンタルヘルス 合計 

  学生 教員 学生 教員 学生 教員 

  

実 

人員 

延 

人員 

実 

人員 

延 

人員 

実 

人員 

延 

人員 

実 

人員 

延 

人員 

実 

人員 

延 

人員 

実 

人員 

延 

人員 

４月 86 86 1 1 3 3 0 0 89 89 1 1 

５月 109 109 1 1 4 4 0 0 113 113 1 1 

６月 120 120 1 1 7 7 0 0 127 127 1 1 

７月 80 82 2 2 13 14 0 0 93 96 2 2 

８月 9 9 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 

９月 93 93 0 0 6 7 0 0 99 100 0 0 

１０月 148 149 1 1 7 7 0 0 155 156 1 1 

１１月 130 130 2 2 2 2 0 0 132 132 2 2 

１２月 110 110 4 4 9 10 0 0 119 120 4 4 

１月 203 203 3 3 28 29 0 0 231 232 3 3 

２月 46 46 1 1 16 19 0 0 62 65 1 1 

３月 13 13 5 5 3 3 0 0 16 16 5 5 

合計 1147 1150 21 21 98 105 0 0 1245 1255 21 21 

 

 

 

 

（出典 保健室作成資料） 
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授業料免除による経済的支援の実績                   資料７－２－①－13 

年度 区分 申請 全額免除 半額免除 基準外 備考 

平成 18 年度 
前期 57  32  17  8    

後期 55  35  15  5    

平成 19 年度 
前期 63  34  17  12    

後期 57  36  17  4    

平成 20 年度 
前期 72  39  19  14    

後期 60  37  14  9    

平成 21 年度 
前期 69  36  25  8    

後期 69  41  25  3    

平成 22 年度 

前期 

24  16  7  1  ４年生以上 

     

     

     

後期 

23  16  6  1  ４年生以上 

     

     

     

                             （出典 学生課作成資料） 

 

各種奨学金制度による経済的支援の実績                 資料７－２－①－14 

№ 奨学金名 募集学年 金額 返還 
利用者数 

H21 H22 

1 日本学生支援機構第１種奨学金 全学年 ＊１ 要 64 66 

2 日本学生支援機構第２種奨学金 全学年 ＊２ 要 6 3 

3 天野工業技術研究所奨学金 5 年生 年額 20 万円 不要 1 1 

4 ウシオ育英文化財団奨学金 5 年生 月額 6 万円 不要 0 0 

5 財団法人タミヤ奨学会 5 年生 月額 2 万 5 千円 不要 1 未定 

6 熱海市育英事業奨学金 全学年 月額 1 万 9 千円以内 要 0 1 

7 印野郷土振興協会奨学金 5 年生、専攻科 2 年生 月額 5 万円以内 要 0 0 

8 沼津中央ライオンズ基金 本科１・２年生 月額 1 万 5 千円以内 不要 1 4 

9 関育英会奨学金 本科 2 年生 月額 2 万円 要 0 1 

0 スズキ教育文化財団 本科 2･3 年生 月額 2 万円 不要 1 2 

11 交通遺児育英会奨学金 全学年 月額 2 万円、3 万円、4 万円から選択 要 1 1 

12 あしなが育英会奨学金 全学年 月額 2 万 5 千円 要 1 0 

（出典 学生課作成資料） 
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（分析結果とその根拠理由）  

準学士課程では学級担任・副担任，専攻科課程では指導担当教員がまずは窓口となって指導・相談

・助言を行う。そのサポート体制として，学生委員会，学生係，学生生活支援室が整備され有効に機

能している。また担任連絡会議は教員が横のつながりを持つことで，情報共有と学生指導における連

携で有効に機能している。 

 

観点７－２－②： 特別な支援が必要と考えられる学生への生活支援等を適切に行うことのできる

状況にあるか。また，必要に応じて生活支援等が行われているか。 

（観点に係る状況）  

外国人留学生の支援は，個別に割り当てられる担当教員及び学生チューターを中心として，学級担

任教員，寮務担当教員，学生課職員，非常勤の日本語担当教員などが密接に連携することにより行わ

れている（資料７－２－②－１）。 

 
 

留学生は，全員学生寮に入寮することから，学生寮においては留学生の文化的な事情等に対する整

備も行われている（資料７－２－②－２）。学校全体としては，国際交流委員会によって留学生に関

する支援が行われている（資料７－２－②－３）。 

特別な配慮を必要とするような障害を持つ学生の入学例はないが，教務の申し合わせに「身体的ハ

留学生の支援体制                         資料７－２－②－１ 

（出典 国際交流委員会資料） 
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ンディキャップを持つ学生には，クラス担任がクラス員からチューター学生（複数）を選び，対応す

る」がある。また，学生生活支援室，学生委員会，教務委員会，学級担任教員が連携して対応を考え

る体制が準備されている。 

また，設備面に関しては計画的に整備が行われ，エレベーターの設置や障害者用トイレの設置などが

完備しつつある（後出資料８－１－①－13）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資料７－２－②－２ 

寮内の留学生専用施設 

 

留学生の補食室                留学生のシャワー 

（※宗教の違いを考慮し，補食室とシャワー室はそれぞれ 2 室ずつある。） 

（出典 認証評価ワーキンググループによる写真） 
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（分析結果とその根拠理由）  

外国人留学生の支援に関しては，十分に整備され機能しているが，障害を持つ学生については，今

まで該当例がないため整備はされているがうまく機能するかどうかについては不明である。また，学

内でのバリアフリー化はある程度整備されているが，学寮地区でのバリアフリー化がまだ整備されて

いない。 

 

 

 

 

 

資料７－２－②－３ 

国際交流委員会による支援体制           

（出典 国際交流委員会開催案内メール） 
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観点７－２－③： 学生寮が整備されている場合には，学生の生活及び勉学の場として有効に機能

しているか。 

（観点に係る状況）  

 本校では低学年（１，２年生）全寮制（２年生に対しては弾力的な運用）を実施しており，指導寮

生を含む高学年生も含め，本校全学生の約半数が寮で生活している（資料７－２－③－１）。本校の

学習・教育目標，本校の養成すべき人材像に掲げる人間的素養の形成の場として学生寮は大きな役割

を果している。学生の生活及び勉学の場として有効に機能させるため，学生の自主性を最大限に生か

し寮生会を中心とした運営を行っている。寮務担当の教員組織として，寮務主事，専任寮監，寮務主

事補，寮務委員の 15 名であたっており，寮生会をうまく機能させることを指導の中心に据えて寮運

営を行っている。寮生会組織は，寮長，副寮長は全寮生の投票による選挙で選ばれ（資料７－２－③

－２），その下に各種委員会が組織的におかれ、寮務担当教員との会合（木曜会）を通じて情報交換

を行いながら円滑に寮運営を進めている（資料７－２－③－３，前出資料５－３－①－31，32）。学

生の点呼当番が一日に３回の点呼を行い，学生の生活の安全と健康状態を確認し，宿直教員に報告を

している。20:00～22:00 を静粛時間（学習時間）と定め学習に専念させ（資料７－２－③－４），

多くの学生は消灯まで学習している。学生による自主的な勉強会マテカ（前出資料７－１－①－17）

では，上級生が下級生に勉強を教えている。寮祭を始め，種々の行事を寮生会で企画し実行しており，

近隣の長泉北中学校へ学習支援に寮生が出かけて中学生に勉強を教える活動（後出資料 11－４－①

－３）や，他高専の寮生会との交流も行っている（資料７－２－③－５）。平成 22 年度には一関高

専及び釧路高専の２校と交換寮生を実施した（資料７－２－③－６）。本校の学生寮の運営体制は他

高専からも高く評価されており，平成 22 年度には米子高専，沖縄高専，豊田高専の３高専から寮務

関係教職員及び寮生が視察に訪れた（資料７－２－③－７）。 

 

 

 

資料７－２－③－１ 

在寮学生の人数 

 

 

(出典 平成 23 年度第３回総務委員会寮務主事報告より抜粋) 
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資料７－２－③－３ 

木曜会開催通知メール 

 

 

 (出典 本校学内メールより抜粋) 

資料７－２－③－２ 

 

寮生会選挙細則 

 

 

(出典 平成 23 年度学生便覧) 
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資料７－２－③－４ 

（１） 日課 

 

平日は、下記の日課に従って生活する。なお、テスト期間生活時間の変更をする 

場合もある。 

 

区分 時限 寮生留意点 

起床 6:55 起床時刻を厳守し、寝具の整頓を速やかにする。 

 

点呼 

 

7:00 
居室前で点呼を受ける。不在者・病人の有無を確 

認する。（8:00 までに点呼用紙を寮事務室に提出。） 

 

清掃 

朝礼 

朝食 

登校 

施錠 

授業 

 

 

昼食 

開錠 

夕食 

入浴 

 

7:00～7:30 

7:00 

7:30～8:30 

8:30 

8:30 

8:50 

 

 

11:45～13:00 

13:15 

17:00～19:00 

17:00～19:50 

 

 

原則として１ヵ月に１回、月曜日に行う。 

8:15 までに食堂に入ること。 

服装を整え、定刻までに登校する。 

 

欠席・欠課の場合は、必ず事前に寮監に申し出て承

認を受ける。本人がいない場合は階長が代理となり

欠席・欠課願を提出する。（8:40 までに提出） 

短縮授業中・テスト期間中は 11:30～13:00 

 

18:50 までに食堂に入ること。 

 

点呼・門限 
20:00 居室前で点呼を受ける。当番は風呂掃除を行う。 

静粛時間 

学習時間 

（20:00 以降） 

20:00～22:00 

雑談、放歌等は禁止する。 

学習に専念する。 

点呼 22:00 
居室前で点呼を受ける。不在者、病人の有無を確認

する。 

 

施錠 

 

消灯・就寝 

 

22:00 

 

23:00 

1:00 

 

点呼後、棟外の外出禁止。点呼当番が帰寮後、玄関 

を施錠する。 

１・２年生 

３年生以上    （詳細は次頁表１・２参照） 

 

〈注意〉  ※ 土曜日・日曜日・祝日・臨時休業日等は朝の点呼なし。 

※ 登校時間中は、寮内への出入りは禁じる。特別の事情がある場合 

には寮務関係教員又は担任教員の許可を受けて出入りする。 

  

(出典 寮生活の手引き) 
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 資料７－２－③－５ 

寮生会活動状況 

 

(出典 高専だより 98 号) 



   沼津工業高等専門学校 基準７ 

498 

資料７－２－③－６ 

交換寮生日程表 

 

(出典 寮務主事資料) 
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一部管理職教員等を除く全教員で学生の生活の安全を維持するために宿直を行い，巡回しながら学

生を指導し，日誌で様子を報告している（資料７－２－③－８）。日中は寮生活の指導を行う専任寮

監を配置し，日々の寮生指導と情報の集約，そして木曜会での情報提供や寮生会との連携に努めてい

る。また平日は毎日，寮生の欠席状況をメールで全教員に連絡し，寮生の行動を全教員と共有してい

る（資料７－２－③－９）。 

 

資料７－２－③－７ 

 

沖縄高専の交換寮生報告書 

 

 

(出典 寮務主事資料) 
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資料７－２－③－８ 

寮生指導日誌 

 

(出典 寮生指導日誌) 
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（分析結果とその根拠理由）  

 学生寮は教職員と寮生会役員によって円滑な運営体制を確立し，本校の学習・教育目標，養成すべ

き人物像に掲げる人間的素養の形成の場として大きな役割を果たし，学生の生活および勉学の場とし

て有効に機能している。 

 

資料７－２－③－９ 

欠席・欠課通知メール 

 

 

(出典 本校学内メール 
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観点７－２－④： 就職や進学等の進路指導を行う体制が整備され，機能しているか。 

（観点に係る状況）  

就職に関する取り組みは，就職委員会（資料７－２－④－１）を中心として行われている。ここで

は，定期的な委員会で就職状況の把握と問題点の洗いだし，これへの対応策の検討が行われている。

就職（面接）試験対策研修会（資料７－２－④－２）やキャリアアップセミナー（資料７－２－④－

３），個別の学生へのキャリアカウンセリングが行われている。 

 

                     資料７－２－④－１ 

 就職委員会の構成員 

 

（出典 本校学内限定ウェブサイト） 
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資料７－２－④－２ 

就職（面接）試験対策研修会の概要 

（出典 学生課作成資料） 
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 進学に関しては教務委員会が中心となって方針の決定を行い，進学のためのガイドブックを作成し

学生に配布している（資料７－２－④－４）。個々の学生に対する具体的な指導は，準学士課程にお

いては，各学科をベースとし，専門学科長・就職担当教員・学級担任教員などにより行われ（資料７

－２－④－５），これら担当教員の周知は，4 年次の学級担任により口頭で学生にアナウンスされて

いる。専攻科課程においては専攻科長・専攻科学生支援室・出身学科の就職担当教員などにより行わ

れている（資料７－２－④－６）。そして，就職，進学に関する各学科の方針や状況については，学

科ごとの保護者懇談会を通じて保護者にも説明がなされている（資料７－２－④－７）。平成２３年

度からは学生キャリア支援室が設置され，キャリアカウンセラーによるきめの細かい支援がなされる

予定となっている（資料７－２－④－８）。また，このような体制がしっかりと機能し，それが実績

として現れている（資料７－２－④－９） 

 

 

 

 

資料７－２－④－３ 

キャリアアップセミナーの概要 

（出典 学生課学生係） 
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（出典 学生課学生係） 

 

 

 

資料７－２－④－４ 

教務委員会が作成した進学指導に関する資料 

（出典 学生課作成資料） 
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               資料７－２－④－５ 

就職担当教員一覧 

（出典 本校公式ウェブページ） 
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資料７－２－④－６ 

専攻科の進路指導の概要 
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資料７－２－④－６ 続き 

 

 

 



   沼津工業高等専門学校 基準７ 

509 

資料７－２－④－６ 続き 

 

 

（出典 専攻科長資料） 
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資料７－２－④－７ 

学科ごとの保護者懇談会 
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資料７－２－④－７ 続き 

 

                （出典 電子制御工学科長，電気電子工学科長作成資料） 
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資料７－２－④－８ 

沼津工業高等専門学校学生キャリア支援室規則 

 

○沼津工業高等専門学校学生キャリア支援室規則 

（平成23.6.8制定） 

（設置） 

第１条  沼津工業高等専門学校に、学生キャリア支援室（以下「支援室」という。）を置く。 

（業務） 

第２条  支援室は、次に掲げる業務を行う。 

（１）学生のキャリア支援及び職業意識の啓発の総括に関すること。 

（２）ガイダンス等就職支援事業に関すること。 

（３）学生のキャリア相談への対応に関すること。（各学科において対応するものを除く。） 

（４）学生の就職（インターンシップを含む。）に係る資料収集、整理及び分析に関すること。 

（組織） 

第３条  支援室は、次に掲げる支援室員で組織する。 

（１）室長 

（２）各学科及び専攻科就職担当教員  各１名 

（３）キャリアコーディネーター 

（４）キャリアカウンセラー 

（５）その他室長が必要と認めた者 

（任期） 

第４条  前条第２号及び第５号に掲げる者の任期は１年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者

の任期は、前任者の残任期間とする。 

（室長） 

第５条  支援室の室長は、校長補佐（学生主事）をもって充てる。 

２ 室長に事故あるときは、あらかじめ室長の指名した学生主事補がその職務を代行する。 

（任務） 

第６条  室長は、支援室の業務を統括する。 

２  室長以外の支援室員は、室長の命を受け、支援室の業務に従事する。 

（報告及び協力） 

第７条  室長は、必要に応じて運営状況を校長に報告する。 

２  支援室員は、必要に応じて関係教職員に協力を求めることができる。 

（事務） 

第８条  支援室の事務は、学生課において処理する。 

（雑則） 

第９条  この規則に定めるもののほか、支援室の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

      附  則 

  この規則は、平成２３年７月１日から施行する。 

（出典 本校規則集） 
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（分析結果とその根拠理由）  

準学士課程では，専門学科長・就職担当教員・学級担任が，専攻科課程では，専攻科長・専攻科学生

支援室・出身学科の就職担当教員が直接学生の指導・相談・助言を行う体制となっており，きめ細かい進

路指導が行われている。そのサポート体制として，就職に関しては就職委員会と学生係，進学に関しては教

務委員会と教務係があり，有効に機能している。平成23年７月からは「学生キャリア支援室」を設置し，より充

実した体制整備が図られつつある。

 

 

資料７－２－④－９ 

学生の進路状況 

（出典 学生課作成資料） 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

学生の自主性を最大限に生かし寮生会を中心とした寮運営組織を構築し、本校教育方針に掲げら

れている「全人教育」の観点からも，人間形成の面で有効に機能させ成果を上げている。 

校内のほぼ全域で無線ＬＡＮを使用できる環境を整備し，eラーニングの利用や図書・文献検索を容

易にし，併せて図書館の夜８時までの開館や土日曜日開館等により，学生の自主学習を支援している。 

 

（改善を要する点）  

該当なし。 

 

  

（３）基準７の自己評価の概要 

学生に対し適切にガイダンスを整備し実施している。自主的学習を進める上での相談・助言のため

窓口として，教務関係教員による学習支援チームが機能している。総合情報センターや各学科演習室

は授業時間外の使用を認め，図書館の夜間開館や土，日の開館，そして，校内のほぼ全域で無線 LAN

を使用できる環境を整備する等，学生の自主的学習環境が整えられ利用されている。科目担当教員，

学級担任・副担任はもとより，学習支援チーム及び学生生活支援室等が積極的に学生のニーズの把握

に努めている。資格試験や検定試験の受講や外国留学のための支援体制も整備され機能している。外

国人留学生，編入学生，成績不振者，留年生等，特別な支援が必要と考えられる学生への学習支援体

制が整備され，機能している。 

学生の部活動，学生会活動等は，校長補佐（学生主事）を中心に組織的に支援しており，人的・経

済的支援，安全対策や外部コーチの委嘱など，適切に機能している。生活や経済面に係わる指導・相

談・助言等は学級担任・副担任，専攻科課程では指導担当教員が窓口となって行い，学生委員会，学

生係，学生生活支援室等がそれをサポートしている。外国人留学生に対する支援は，国際交流委員会

を中心に十分な体制を整え実施している。障害を持つ学生の受け入れ態勢は整備しているが，これま

でに受け入れの実例はない。就職・進学の指導に関しては，専門学科長・就職担当教員・学級担任，

専攻科長・専攻科学生支援室・出身学科の就職担当教員・指導担当教員等が行っており、就職委員会

と学生係，教務委員会と教務係等がそれぞれサポートしている。平成 23 年度からキャリア支援セン

ターが設置され，より充実した体制が整えられつつある。 

本校は低学年（1,2 年生）全寮制を実施しており，学生の自主性を最大限に生かし寮生会を中心と

した寮運営組織を構築し，人間形成の面で有効に機能させ成果を上げており，他高専からも高く評価

されている。 
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基準８ 施設・設備 

（１） 観点ごとの分析 

 

観点８－１－①： 学校において編成された教育研究組織の運営及び教育課程の実現にふさわし

い施設・設備が整備され，適切な安全管理の下に有効に活用されているか。ま

た，施設・設備のバリアフリー化や環境面への配慮がなされているか。 

 

（観点に係る状況）  

本校の施設概要は，資料８－１－①－１，２に示すとおりであり，校地，各種施設など高等専門学

校設置基準の第６章「施設および設備等」の条件を満足している。また，施設・設備は，平成12年度

に作成された「国立学校施設長期計画書」に基づいて継続的に整備・充実が図られている（資料８－

１－①－３）。 

                                              ８－１－①－１ 

施設配置図資料 

 

（出典 本校公式ウェブサイト） 

１：管理棟      ８：物質工学棟 

２：共通棟      ９：生物工学実験棟 
３：専攻科棟     10：第１機械実習工場 

４：第一講義棟    11：第 2 機械実習工場 

５：電子制御工学棟  12：第 2 講義棟 
６：電機電子工学棟  13：制御情報工学科実験棟 

７：機械工学棟    14：総合情報センター 

・制御情報工学棟  15：地域共同テクノセンター 
           

           

16：図書館 

17：第 2 体育館 
18：第 1 体育館 

19：武道館 

20：尚友会館 
21：守衛所 

22：学生寮管理棟 

23～29：学生寮 
30：学生寮食堂 

31：合宿施設 

32：生活排水処理施設      

          � 
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                                  資料８－１－①－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 総務課作成資料） 

 

                 資料８－１－①－３ 

国立学校施設長期計画書（表紙と目次） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 沼津工業高等専門学校 国立学校施設長期計画書 平成12年度） 
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本校では，各教室及び実験・実習室，演習室，研究室，運動場，図書館（資料８－１－①－４）な 

どの一般的な施設のほか，総合情報センター（資料８－１－①－５）とマルチメディア教室（資料８

－１－①－６）が整備され，それぞれ情報処理学習と語学学習に効果を発揮している。また，全教室

には，ビデオ付きテレビと天井吊下げタイプの液晶プロジェクタが設置され，パソコンやビデオを用

いた授業が簡単に行える環境を提供している。さらに，梅雨時や夏季などの学習環境を改善するため

に，全教室にエアコンが設置されている。 

                          資料８－１－①－４ 

図書館の設備状況

 

（出典 総務課作成資料） 

                      資料８－１－①－５ 

総合情報センターの設備状況 

 

（出典 総務課作成資料） 

                   資料８－１－①－６ 

語学学習のための施設の整備状況 

 

（出典 総務課作成資料） 

また，本校には機械実習工場が設置されている（資料８－１－①－７）。機械実習工場は１・２・

３学年次の機械工作実習教育用以外に，卒業研究及び教員研究用実験装置の製作等にも対応し，

CAD/CAM/DNCを基盤にした最新鋭の数値制御工作機械などが設置されている。５名の専任技術職員と

教員とが連携して，全設備が学習内容に有機的に活用されている。本工場は機械工学科の学生だけで

はなく，電気電子工学科，電子制御工学科，制御情報工学科，物質工学科の学生に対しても機械工学

の基礎教育用施設として利用されている（資料８－１－①－８）。 
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                       資料８－１－①－７ 

機械実習工場の設備状況 

 

（出典 総務課作成資料） 

 

                     資料８－１－①－８ 

機械実習工場の授業利用状況 

 

（出典 本校機械実習工場ウェブサイト） 

 

平成19年度に，施設整備計画委員会において，全ての施設・設備について利用状況などの調査を行

い，その結果が施設の点検・評価報告書にまとめられている。その報告書によれば，身障者対応施設

の不備など若干の問題点とそれへの改善案が示されているが，施設・設備に関しては概ね有効な利用

が図られているといえる（資料８－１－①－９）。 

 また安全性に関しては，安全衛生点検結果報告書を各学科が作成し，これにより安全衛生委員会の

チェックにより常に実験室等の安全性の改善を図っている（資料８－１－①－10）。 
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 バリアフリーに関しては平成22年にバリアフリー対策事業全体計画図を作成し，エレベータ等を設

置し車椅子で移動可能な領域の拡大を図っている（資料８－１－①－11～13）。 

                      資料８－１－①－９ 

教育研究施設点検・評価表 

 

（出典 総務課作成資料） 
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資料８－１－①－10 

実験室安全衛生点検結果報告書 

 

（出典 総務課作成資料） 
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                    資料８－１－①－11 

 バリアフリー対策事業全体計画図 

 

（出典 総務課作成資料） 

 

 資料８－１－①－12 

 バリアフリー鳥瞰平面図 

 

（出典 総務課作成資料） 
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資料８－１－①－13   

身障者対策予算年度計画 

 

（出典 総務課作成資料） 

 



沼津工業高等専門学校 基準８ 
 

523 

（分析結果とその根拠理由） 

本校の施設・設備は，長期計画に基づき整備され高専設置基準を満たしており，平成19年度に

本格的な点検評価が行われ，身障者対応施設の拡充を図っている。ほとんどの施設・設備は，有

効に活用されていることが確認されている。以上の結果，相応である。 

 

 

観点８－１－②： 教育内容，方法や学生のニーズを満たすＩＣＴ環境が十分なセキュリティ管理

の下に適切に整備され，有効に活用されているか。 

（観点に係る状況） 

本校は，光ケーブルとレイヤ3スイッチによる基線10Gbps，支線1Gbpsの校内LAN（ローカルエリ

アネットワーク）が構築されており（資料８－１－②－１），校内全域から総合情報センター等に

設置されている各種サーバを利用することが可能であり，ネットワーク利用の基本ルール（資料８

－１－②－２）のもとに教育・研究に活発に利用されている。また，本校LANは，ファイアウォー

ルを介して100Mbps（ベストエフォートであり，実効20Mbps程度） の専用回線でインターネットに

接続され，教育・研究に有効に利用されている（資料８－１－②－３）。また，教室や図書館等，

構内の全域をカバーする無線LANによるネットワーク接続環境を整備し，学生の利用の便宜を図っ

ている（資料８－１－②－４）。 

 

                  資料８－１－②－１ 

ローカルエリアネットワークの構成 

 

（出典 総合情報センター作成資料） 
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              資料８－１－②ー２ 

沼津工業高等専門学校ネットワーク利用に関する基本ルール 

沼津工業高等専門学校ネットワーク利用に関する基本ルール 

（利用目的） 

 １． 本校のコンピュータネットワークは、教育、学術研究及び学校業務における利用を目的とする。  

（禁止事項） 

 ２． 次の各号に掲げる一切の行為を禁止する。 

     １） 法律に違反する行為 

       ・ 日本国法律等に反するネットワーク上での全ての行為。 

     ２） クラッキング行為 

       ・ パスワードを盗聴すること。 

       ・ 通信内容を盗聴すること。 

       ・ コンピュータウィルスを意図的に配布すること。 

       ・ セキュリティーホールを攻撃すること。 

       ・ アカウントのないホストへ不正侵入すること。 

       ・ IP アドレス、ユーザ名を詐称すること。 

     ３） 通信を妨害する行為 

       ・ IP アドレスを不正使用すること。 

       ・ チェーンメールを発信すること。 

       ・ その他、通信を妨害する目的で、不要なトラフィックを意図的に流す行為。 

     ４） 人権侵害に属する行為 

       ・ ホームページ、ネットニュース、メーリングリストなどを通じて、ネットワーク上へ個人を誹謀

・中傷するような 

         内容の記事を発信すること。 

       ・ 相手が不快に思うメールを送ること。 

     ５） 営利行為 

       ・ ホームページ、ネットニュース、メーリングリストなどを通じて、ネットワーク上に営利目的の

情報を発信すること。 

（罰  則） 

   上記２の行為を行った場合は、アカウント停止、剥奪などの罰則を課する。 

   また、その行為が学則や社会規範に反するようなものである場合は、 別途学校による処罰を課するほか、告

訴する場合もある。 

（出典 本校公式ウェブサイト） 

           資料８－１－②－３ 

学外回線の使用状況（平成22年３月〜平成23年３月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

             （出典 本校公式ウェブサイト） 



沼津工業高等専門学校 基準８ 
 

525 

                   資料８－１－②－４ 

総合情報センター利用の手引き抜粋 

 

 

 

（出典 総合情報センター作成資料） 

 

総合情報センターでは，２つの演習室に計75台のPCを設置している。また電子制御工学科演習室

の46台，制御情報工学科演習室の30台，図書館の８台のPCについても統合して管理しており，利用

者はどのPCを利用しても同じ環境・データを利用できるようになっている。 

教育については，１年次より全学科の学生を対象にコンピュータを利用した情報倫理・情報処理

教育を行っている。２年次以降においても各学科の専門科目に関連した情報処理教育を実施し，本

校の教育目標の一つである「情報処理に強い技術者」の育成に中心的な役割を担っている。センタ

ーの演習室の授業での利用は，前後期とも毎週32時間におよんでいる（資料８－１－②－５）。総

合情報センターのサーバおよびPCは，４～５年に一度システムのリプレースを行って，最新のハー

ドウェア・ソフトウエア環境を提供している。学生のコンピュータ・ネットワーク利用環境整備は，

それぞれの学科および学生寮においても進められている。 

教養科ではマルチメディア教室に46台のPCを設置し，英語のリスニングの授業だけでなく，政治

経済，地理情報学などの授業に利用されている。機械工学科では，機械実習工場に24台のPCを設置

し，CAD/CAMなどの実験・実習に利用されている。 

さらに，卒研室や実験室にも，総計360台を超えるパソコンが設置され，卒業研究や学生実験で利

用されている（資料８－１－②－６）。学生寮にも，各棟にコンピュータルームが用意されインタ

ーネット利用可能なPCを配置し，さらに，無線LANによるネットワーク接続環境を整備し，寮での

学習の便宜を図っている。 
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                     資料８－１－②－５ 

 総合情報センター演習室時間割（平成23年度版） 
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資料８－１－②－５ 続き 

 

（出典 総合情報センター作成資料） 
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各学科での学生のコンピュータ利用環境及び利用状況（2010年）       資料８－１－②－６  

 コンピュータ 

設置台数 

コンピュータ演習室の授業での利用状況 

 

学科 

演

習

室 

研究室

等 

年間 

単位数 

主な科目 

機械 24 42 21 工学実験、卒業研究 

電気電子 - 60 - - 

電子制御 46 137 68 UNIX 入門、プログラミング入門、C 言語基礎、電子機械設

計製作 など 

制御情報 30 76 46 制御情報工学演習、プログラミング、計算機シミュレーシ

ョン など 

物質 - 50 - - 

（計） 100 365   

（出典 総合情報センター作成資料） 

 

セキュリティ管理を含む校内LANの管理は，総合情報センター企画会議を意思決定機関として，

総合情報センターシステム管理部門によって管理運用されている（資料８－１－②－７）。 

具体的なセキュリティ対策としては，インターネットと校内LANの境界にファイアウォールを設

置し，学外から学内のサーバのアクセスは明示的に許可したホストとサービスのみとすることで，

学外からの不正侵入の危険性を最小限にとどめている（資料８－１－②－８）。さらにアクセスロ

グの管理により不正アクセスに関する調査を可能にしている。また，ウィルス検知・駆除ソフトを

サイトライセンスとして一括購入し，ネットワーク接続された全情報端末への導入を行っている。 

                      資料８－１－②－７ 

総合情報センター組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 総合情報センター作成資料） 

総合情報センター運営会議 
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                     資料８－１－②－８ 

ファイアウォール運用ポリシー 

 
（出典 本校公式ウェブサイト） 

 

さらに，ウィルス駆除機能を持つスパムファイアウォールが導入されており，メールによるウィ

ルス感染のリスクを最小化している。情報システムのセキュリティポリシーは平成17年度に作成さ

れた学内サーバセキュリティ管理基準（資料８－１－②－９）に加え，平成23年度に下記の情報セ

キュリティ関連の規則が整備されている。 

情報セキュリティ管理規則（資料８－１－②－10），情報セキュリティ管理細則（資料８－１－

②－11），情報セキュリティ推進規則（資料８－１－②－12），情報セキュリティ推進細則（資料

８－１－②－13），情報セキュリティ教職員規則（資料８－１－②－14），情報セキュリティ教職

員細則（資料８－１－②－15）。 

 

                    資料８－１－②－９ 

学内サーバセキュリティ管理基準 

 

（出典 本校公式ウェブサイト） 
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                  資料８－１－②－10 

情報セキュリティ管理規則（抜粋） 

 

（出典 本校学内限定ウェブサイト） 

                  資料８－１－②－11 

情報セキュリティ管理細則（抜粋） 

 

 

 

 

 

（出典 本校学内限定ウェブサイト） 
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                  資料８－１－②－12 

情報セキュリティ推進規則（抜粋） 

 
（出典 本校学内限定ウェブサイト） 

 

                  資料８－１－②－13 

情報セキュリティ推進細則（抜粋） 

 

（出典 本校学内限定ウェブサイト） 
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                 資料８－１－②－14 

情報セキュリティ教職員規則（抜粋） 

 
（出典 本校学内限定ウェブサイト） 

 

                 資料８－１－②－15 

情報セキュリティ教職員細則（抜粋） 

 

（出典 本校学内限定ウェブサイト） 
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（分析結果とその根拠理由） 

本校は，教育方針の一つとして「情報技術に強い実践的技術者の養成」を掲げており，常に最先

端の情報ネットワークを維持するよう努めており，総合情報センター及び各科の演習室，実験室，

研究室を合わせて，授業等で利用する充分な数の情報端末が整備されている。また，ネットワーク

管理体制も整い，相応なセキュリティ管理がなされている。 

 

観点８－２－①： 図書，学術雑誌，視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料が系統的に収集，

整理されており，有効に活用されているか。 

（観点に係る状況）  

教育研究に必要な図書，学術雑誌は，本校図書館を中心に整備されている。本校図書館の蔵書数

は，平成23年３月末現在，80,182冊で，教育及び研究に必要な技術・自然科学の専門書だけでなく，

社会科学や芸術など豊かな情操を養うための教養書も多く蔵書されている（資料８－２－①－１）。 

図書館で購入する図書選定は年度始めの図書室運営委員会で行い（資料８－２－①－２），随時図

書の追加を行っている。この数年の図書の購入冊数は，平成19年216冊，平成20年700冊，平成21年

1,020冊，平成22年591冊と増加傾向にある（資料８－２－①－３）。図書以外では，学術専門雑誌

14誌，一般及び自然科学雑誌25誌のほか，新聞６紙，白書等の政府刊行物等も自由に閲覧できるよ

うにしている（資料８－２－①－４）。 

資料８－２－①－１ 

図書館の蔵書数 

 

（出典 学生課作成資料） 

 

                         資料８－２－①－２ 

図書館運営規則抜粋 

 

（出典 本校図書館運営規則） 
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                      資料８－２－①－３ 

過去５年間の新規蔵書数の推移 

         

年     度 H18 H19 H20 H21 H22 

新規蔵書数 256 冊 216 冊 700 冊 1,020 冊 591 冊 

 

     （出典 学生課作成資料） 

 

                       資料８－２－①－４ 

図書館閲覧雑誌と視聴覚資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （出典 学生課作成資料） 
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図書館業務の電算化により，蔵書は全てバーコード管理され，貸出・返却手続きの効率化が図られ，

学生の貸し出し件数は，年間約5000件となっている（資料８－２－①－５）。現在のシステムでは貸

出し件数のみが記録され，貸出し冊数は記録されない。また，図書館には情報端末を２台設置し，本

の検索と貸出し状況のチェックなどが出来るようにしている。さらに，学内のどこからでもウェブサ

イトでの蔵書の検索が行えるサービスを提供している（資料８－２－①－６）。 

 

                           資料８－２－①－５ 

図書貸出し統計 

  

（出典 学生課作成資料） 

 

                          資料８－２－①－６ 

図書検索システム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 本校図書館ウェブサイト） 
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図書館は，学校全体の学習センターとしての役割を果たすべく，平成16年９月より閉館時間を20時

までに延長し，その後授業期間中の土曜・日曜日昼間の開館を実施した。また，平成22年からハイブ

リッド図書館と称しDVD等の視聴覚資料を見ることのできる８台のパソコンブースを設けた（資料８

－２－①－７）。視聴覚資料として，「初歩からの数学」「メカトロニクスの知識」などのDVDを図

書館が19テーマ保有している（前出資料８－２－①－４）。 

 

                            資料８－２－①－７ 

図書室配置図 

 

（出典 学生課作成資料） 

 

図書館には，１階に視聴覚教室（１・２），ゼミナール室（１・２），共用ゼミナール室が付属し，

音楽をはじめとする授業，卒業研究などの研究発表会，各種講習会等で活用されている。また，談話

コーナー，ホールなども整備され，休み時間等に利用されている。 

研究活動をサポートする目的で，長岡技術科学大学の提供する文献検索サービス（JdreamⅡ）, 国

立情報学研究所の提供する文献検索サービス（CiNii）と文献複写サービス（ILL）を利用できるよう

に，学校単位での契約を行っている。さらに，アメリカ数学協会のオンライン文献システム

MathSciNetとも契約している。ILLを利用した文献複写件数は平成22年度で137件となっている。 
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（分析結果とその根拠理由）  

本校図書館は，約８万冊の蔵書を持ち，図書館内の情報端末だけでなくオンラインでの検索システ

ムを提供して学生の利便を図っている。また，閲覧机等設備面にも配慮し，開館時間の延長措置と合

わせて，学生が資料を有効活用できる体制を整えており，この点では優れている。一方で，視聴覚資

料の配備・充実を図り，パソコンブースを設けDVD等の視聴覚資料も閲覧できるよう改善を進めてい

る。 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

本校の施設・設備は現在平成12年に作成された長期計画に基づき整備が続けられており，平成19

年度の施設整備計画委員会が行った自己点検において，既存施設・設備は有効に活用されているこ

とが確認された。学内情報ネットワークの整備は，総合情報センターを中心として常に最先端の情

報ネットワークを維持するよう努めており，総合情報センター及び各科での学生のコンピュータ利

用環境が十分に整備されている。 

 

（改善を要する点）  

教育に必要な視聴覚資料の整備と活用についてさらなる改善を要する。 

 

（３）基準８の自己評価の概要 

本校の校地，各種施設（各教室及び実験・実習室，演習室，研究室，運動場，図書館など）は，高

等専門学校設置基準の第６章「施設および設備等」の条件を満足している。平成12年度に作成された

「国立学校施設長期計画書」に基づいて継続的に施設・設備の整備・充実が図られ，授業環境改善の

ための全教室への液晶プロジェクタとエアコンの設置，総合情報センターの設備更新，機械実習工場

への最新鋭の数値制御工作機械などの設置，マルチメディア教室の整備などが進められてきた。平成

19年度の施設整備計画委員会において，全ての施設・設備について利用状況や安全性などの調査が行

われ，概ね有効な利用が図られているといえることが確認された。 

また，ギガビットの校内LANが整備され，校内全域から教育及び業務サービスを提供する各種サー

バをストレスなく利用することが可能となっており，ネットワーク利用の基本ルールのもとに，教育

・研究に活発に利用されている。本校ネットワークは，ファイアウォールの設置，ウィルス対応ソフ

トの普及，ネットワーク管理体制の整備により，必要な情報セキュリティの確保を行っている。学生

が利用できる情報端末は，総合情報センター，各科演習室，研究室等に設置され，全学で500台を超

える PC が利用可能となっており，演習，実験，卒業研究等で有効に利用されている。 

教育研究に必要な図書，学術雑誌は，本校図書館を中心に整備され，平成23年３月末現在の蔵書数

は約８万冊となっており，教育及び研究に必要な技術・自然科学の専門書だけでなく，社会科学や芸

術など豊かな情操を養うための教養書も多く蔵書されている。図書以外に，学術専門雑誌14誌，一般

及び自然科学雑誌25誌などを購読し，学生が自由に閲覧できるようにしている。また，蔵書のバーコ

ード管理による貸出・返却手続きの効率化，閲覧室の整備，開館時間の延長，オンラインでの蔵書検

索サービスの提供など利用環境整備が継続的に行われている。 
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このように，教育課程に対して十分な施設・設備が整備され，概ね有効活用されている。また，視

聴覚資料の整備・活用について改善が進んでおり，図書館を中心として教育研究に必要な図書，学術

雑誌の整備が相応に行われている。 
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基準９ 教育の質の向上及び改善のためのシステム 

（１）観点ごとの分析 

観点９－１－①： 教育の状況について，教育活動の実態を示すデータや資料が適切に収集・蓄積

され，評価を適切に実施できる体制が整備されているか。 

（観点に係る状況）  

教育科目一覧は，準学士課程・専攻科とも毎年４月に発行される学生便覧に記載されており（資

料９－１－①－１），科目毎の教育内容の詳細（シラバス）はウェブサイトで公開されている（資

料９－１－①－２）。授業の実施状況は，準学士課程においては年度末に学生課に提出している学

級日誌から，専攻科においては授業完了報告書から，それぞれ把握が可能である（資料９－１－①

－３）。また，授業の実施日と学生の出欠は出席簿に記録され，授業完了時に学生課に提出される

（資料９－１－①－４）。 

各科目の成績は，準学士課程においては定期試験毎に成績管理システム「キャンパスアシスト」

に担当教員が成績データを入力し，管理している（資料９－１－①－５）。専攻科においては，授

業完了報告書の入力ページから担当教員が成績データを入力し，管理している（前出資料９－１－

①－３）。また，試験答案や課題レポートなどの成績評価の根拠資料は，準学士課程においては各

教員が保管管理し，専攻科においては授業完了報告書の添付資料として提出を義務付け，学生課が

保管している（訪問調査時閲覧可）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料９－１－①－１ 

教育科目一覧（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 平成 23 年度学生便覧） 
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資料９－１－①－２ 

シラバス閲覧のウェブサイト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 本校公式ウェブサイト） 

  

資料９－１－①－３ 

専攻科授業完了報告書（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 本校学内限定ウェブサイト） 
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資料９－１－①－４ 

出席簿 

 

（出典 学生課資料） 
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教育活動の全般的な自己点検・評価は，年度当初に策定する「年度計画」（資料９－１－①－

６）に基づき，校長を委員長とする総務委員会がその達成状況等を検証することで実施している

（資料９－１－①－７）。また，自己点検・評価報告を年度毎に作成し，公開している（資料９－

１－①－８）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料９－１－①－５ 

キャンパスアシスト成績登録画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 本校学内限定ウェブサイト） 

資料９－１－①－６ 

平成 23 年度 年度計画（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 本校公式ウェブサイト） 
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（分析結果とその根拠理由）  

授業の実施内容を示すシラバスはウェブサイトで公開されており，実施記録も適切に保管されて

いる。また，成績評価資料と評価結果も適切に管理されている。さらに，教育活動の全般的な状況

について自己点検・評価を適切に実施できる体制は整備されている。 

資料９－１－①－８ 

平成 22 年度 年度計画 自己点検評価表（抜粋） 

 

（出典 本校公式ウェブサイト） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料９－１－①－７ 

総務委員会議事要録（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 総務委員会議事要録） 

 



沼津工業高等専門学校 基準９ 

544 

観点９－１－②： 学校の構成員及び学外関係者の意見の聴取が行われており，それらの結果をも

とに教育の状況に関する自己点検・評価が，学校として策定した基準に基づいて，

適切に行われているか。 

（観点に係る状況）  

本校における教育活動の全般的な自己点検・評価は，年度当初に策定する「年度計画」（前出資

料９－１－①－６）に基づき，その達成状況等を総務委員会においてチェックすることで実施して

いる。この自己点検・評価は，就職・進学先の関係者などを含む学外関係者および学内関係者から

なる運営諮問会議（資料９－１－②－１）において検証を受け，運営諮問会議報告書として毎年公

表されている（資料９－１－②－２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料９－１－②－１ 

運営諮問会議規則（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 本校規則集） 
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なお，自己点検・評価の実施にあたっては，以下に示すように，多方面からの意見の聴取を行っ

ており，それらが反映されている。 

教員からの意見聴取は，年度当初に提出される教員個人調書（資料９－１－②－３）により行っ

ている。この調書には，教員が実施した授業改善の効果を記すことになっており，教員自身の自己

点検結果も含まれている。また，平成22年度からは，教員による相互の授業参観を実施しており，

報告書により他の教員の意見を知ることができ，自己点検に活かすことができる（資料９－１－②

－４）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料９－１－②－２ 

平成 22 年度運営諮問会議報告書（表紙と目次） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 平成 22 年度運営諮問会議報告書） 

資料９－１－②－３ 

教員個人調書書式（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 教員個人調書） 
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学生による授業評価アンケートは，平成12年度より準学士課程，専攻科とも全科目を対象に実施

している（資料９－１－②－５）。授業評価アンケート結果は，科目毎に集計され，本校学内限定

ウェブサイトに開示されている（資料９－１－②－６）。また，学生自身による学習到達度の自己

評価と学業成績に基づく教員側からの到達度評価（ＧＰＡ評価）を比較分析することにより，改善

点の洗い出しを行っている（前出資料６－１－④－１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料９－１－②－４ 

授業参観報告書表紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 授業参観報告書添付書類） 

資料９－１－②－５ 

授業アンケート実施要綱 
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平成20年度より授業参観期間（１週間）を設けており，期間中，保護者は自由に授業を見学でき

る。また，学科毎の学科説明会を実施しており，保護者からの意見を直接聴取することも行ってい

る（資料９－１－②－７，８）。 

資料９－１－②－６ 

授業アンケート結果（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 本校学内限定ウェブサイト） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 本校学内限定ウェブサイト） 
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資料９－１－②－７ 

機械工学科説明会資料（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 機械工学科作成資料） 
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資料９－１－②－８ 

機械工学科説明会におけるアンケート（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 機械工学科作成資料） 
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卒業生・修了生からは，アンケートを実施することにより意見聴取を行っている（資料９－１－

②－９及び前出資料６－１－⑤－１～11）。また，外部有識者の意見は，前述した運営諮問会議の

委員より聴取している（資料９－１－②－10）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料９－１－②－９ 

修了生向けアンケート（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 修了生向けアンケート） 
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（分析結果とその根拠理由）  

学校の構成員及び学外関係者からの意見聴取は多岐にわたって実施され，データの収集は適切に

行われており，これらの意見が自己点検・評価に十分反映されている。また，得られたデータの分

析は十分に行っており，改善策の検討にも活かされている。 

以上のことから，自己点検・評価は適切に行われていると判断できる。 

 

 

観点９－１－③： 各種の評価の結果を教育の質の向上，改善に結び付けられるような組織として

のシステムが整備され，教育課程の見直し等の具体的かつ継続的な方策が講じら

れているか。 

（観点に係る状況）  

自己点検・評価報告書はウェブサイトを通じて一般に公開されることになっており（資料９－１

－③－１），授業評価アンケートの結果については，教員は学内限定ウェブサイトを通して確認す

ることができる（資料９－１－③－２）。学内においては，業務改善運営ループにしたがって，総

務委員会より担当部局に改善の指示がなされるシステムが整備されている（資料９-１-③-３）。 

これらの結果をもとに，教育課程の見直し等の検討は，準学士課程においては各学科を主体に行

われ，カリキュラムの変更などが教務委員会の審議を経て行われる（資料９－１－③－４）。平成

19年度には，修得単位数の変更など全学的な教育課程の見直しが行われた（資料９－１－③－５）。 

資料９－１－②－10 

運営諮問会議委員による意見（抜粋） 

 

 

（出典 平成 22 年度運営諮問会議報告書） 
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資料９－１－③－１ 

自己点検・評価報告閲覧のウェブページ（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 本校公式ウェブサイト） 

資料９－１－③－２ 

授業アンケート結果閲覧のウェブページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 本校学内限定ウェブサイト） 
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資料９－１－③－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 本校公式ウェブサイト） 

資料９－１－③－４ 

教務委員会規則（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 本校規則集） 
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資料９－１－③－５ 

教育課程見直し前後の教育課程表 

見直し前 
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見直し後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 平成 22 年度学生便覧） 
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専攻科においては，企画運営委員会を中心に検討が行われ，カリキュラムの変更は専攻科担当教

員会議の審議を経て行われる（資料９－１－③－６）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料９－１－③－６ 

専攻科担当教員会議規則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 本校規則集） 
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さらに，運営諮問会議において，学外有識者から教育内容の点検と改善に向けた意見を聴取した

のち，指摘を受けた事項については，改善に向けた対応を直ちにとっている（資料９－１－③－

７）。なお，平成21年度の運営諮問会議において，外部有識者から指摘を受けた産業構造の変化へ

の対応について（資料９－１－③－８）は，高専機構の中期目標においても改革が求められている

ものでもある（資料９－１－③－９）。そこで，平成22年度に校長特命の「将来構想ＷＧ」（資料

９－１－③－10）を組織して一年間の審議の結果，社会経済環境の変化に対応して，医療・福祉分

野，環境・エネルギー分野，新機能材料分野の学際教育を行う「教育課程改定（案）―混合学級及

び学際教育の導入―」を策定した（詳細は訪問調査時に提示する）。現在は，平成24年度入学生か

ら新教育課程を適用できるように，校長補佐（学際教育担当）が運営する「学際教育導入ＷＧ」が

中心になって具体的教育課程の編成等を進めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料９－１－③－７ 

運営諮問会議 平成 21 年度 年度計画 評価シート意見対応表（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 平成 22 年度運営諮問会議報告書） 
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資料９－１－③－９ 

国立高等専門学校機構 第２期中期計画（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 国立高等専門学校機構ウェブサイト） 

資料９－１－③－８ 

沼津高専第２期中期計画 と 平成 21 年度 運営諮問会議 議事要録（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 平成 21 年度運営諮問会議報告書） 
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（分析結果とその根拠理由）  

各種の評価は速やかに学内外に公表されており，具体的なカリキュラムの変更が実施されている。 

以上のことから，各種の評価の結果を教育の質の向上，改善に結び付けられるような組織として

のシステムは整備されており，教育課程の見直し等の具体的かつ継続的な方策が講じられている。 

 

 

観点９－１－④： 個々の教員は，評価結果に基づいて，それぞれの質の向上を図るとともに，授

業内容，教材，教授技術等の継続的改善を行っているか。また，個々の教員の改

善活動状況を，学校として把握しているか。 

（観点に係る状況）  

学生による授業評価アンケートの結果は，各教員が分析し，授業改善策の検討を行っている。準

学士課程においては，シラバスに前年度の授業アンケートへの対応を明記することが義務付けられ

ている（資料９－１－④－１）。また，専攻科においては，授業完了報告書に「授業に対する学生

からの要望」と「次回の授業計画に生かせる事項」を記入し，受講学生（代表者）に承認を得るシ

ステムが構築されている（資料９－１－④－２）。また，特に効果的な取り組みについては「新し

資料９－１－③－10 

将来構想ＷＧ中間報告（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 平成 22 年度運営諮問会議報告書） 
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い教育方法の試み、効果的な取り組みの事例」として報告され，学内のウェブサイトで全教職員が

閲覧することができる（資料９－１－④－３）。さらに，各教員は，教育の改善のために必要な経

費を校長リーダーシップ経費に申請することができ，校長によるヒアリングの後，毎年多くの改善

提案に対して経費が配分されている（資料９－１－④－４）。このように，授業内容等は継続的に

改善が行われている。なお，各教員は個人調書（前出資料９－１－②－３）を年度当初に学校に提

出するが，平成23年度より調書には前年度に実施した授業改善の効果を記すよう改善を図った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料９－１－④－１ 

シラバス（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 本校公式ウェブサイト） 

資料９－１－④－２ 

専攻科授業完了報告書（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 本校学内限定ウェブサイト） 
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資料９－１－④－３ 

新しい教育方法の試み閲覧のウェブサイト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 本校学内限定ウェブサイト） 

資料９－１－④－４ 

平成 22 年度校長リーダーシップ経費採択課題一覧 

 

機械工学科 小林 隆志 パンタグラフ式ジャッキを題材とした設計教育の高度化の取組み 

機械工学科 三谷祐一朗 専攻科実験実施機材の補充と機械工学実験Ⅱ(Ｍ５)の実施内容改善 

機械工学科 新冨 雅仁 レゴを用いた機械工学科関連授業の改善 

機械工学科 永禮 哲生 設計教育の高度化および実践的技術者養成の為の授業改善  

電気電子工学科 望月 孔二 ＰＢＬ教育高度化のための評価環境の整備 

電子制御工学科 牛丸 真司 組込みソフトウェア開発教育の高度化 

電子制御工学科 大庭 勝久 エンジニアリングデザイン教育の高度化・複合化のための非線形振子実験装置の開発 

物質工学科 押川 達夫 有機化合物の立体化学と光学活性物質の理解を深めるために 

物質工学科 大川 政志 固体材料化学教育への 3 次元モデルの導入 

総合情報センター 中道 義之 総合情報センター第 1 演習室における情報提示環境の改善 

 

（出典 総務課作成資料） 
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（分析結果とその根拠理由）  

個々の教員の授業改善の取り組みは，シラバス・授業完了報告書などに記されており，継続的に

行われている。また，個々の教員の改善活動状況は，教員個人調書にも記載されており，学校とし

て把握されている。 

 

 

観点９－１－⑤： 研究活動が教育の質の改善に寄与しているか。 

（観点に係る状況）  

教員は活発な研究活動を行っており，著作物の刊行，各学協会における論文発表や口頭発表など

で，その成果を社会に還元している（資料９－１－⑤－１）。これらの研究活動の一部は，卒業研

究（準学士課程）及び専攻科研究として実施されているものであり，学生の教育に活かされている

（資料９－１－⑤－２）。また，多くの学生が学協会における研究発表を行っており（資料９－１

－⑤－３），コミュニケーション能力の向上にもつながっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料９-１-⑤-１ 

研究活動の記録（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 本校研究報告第 44 号） 
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資料９－１－⑤－２ 

専攻科研究発表会プログラム（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 平成 22 年度本校専攻科研究発表会論文集） 

資料９－１－⑤－３ 

学生の研究発表（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 本校高専だより 98 号） 
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また，教員の研究には教育方法に関するものも多く，これらは「沼津高専研究報告」や国立高等

専門学校機構が発行する論文集「高専教育」に発表されている。たとえば，「高専教育」第33号に

は，電子制御工学科及び教養科の教員による「技術者教育の評価・改善のためのスパイラルアップ

システムの構築」と題した論文が発表されており，教育の質の改善が実施されていることを示して

いる（資料９－１－⑤－４）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

教員の研究活動は，卒業研究や専攻科研究を通して学生の教育に活かされている。また，教育方

法の研究も盛んで，教育の質の改善が具体的に行われている。 

資料９－１－⑤－４ 

教育論文の一例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 論文集「高専教育」第 33 号） 
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観点９－２－①： ファカルティ・ディベロップメントが，適切な方法で実施され，組織として教

育の質の向上や授業の改善に結び付いているか。 

（観点に係る状況）  

教育の質の向上を目指したファカルティ・ディベロップメント（以下「ＦＤ」という。）は，平

成16年度より２ヶ月に一度開催される教員会議内における，教育に関する研究成果発表という形で

開始されたが，平成22年度からは校長補佐（国際交流・教員ＦＤ担当）が中心となり企画・立案し，

教員会議とは別に年間４回実施することとした（資料９－２－①－１）。資料９－２－①－２は，

平成22年度のＦＤ実施状況で，多くの教職員が参加している。また，同じく平成22年度からは，教

員による相互の授業参観を実施しており，多くの教員が，優れた授業を参観することで自らの授業

の改善に役立てる取り組みも始まっている（資料９－２－①－３）。また，「新しい教育方法の試

み、効果的な取り組みの事例」として報告された実践事例は，学内限定ウェブサイトで全教職員が

閲覧することができる（資料９－２－①－４）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料９－２－①－１ 

教員 FD 研修会実施要綱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 平成 22 年度第 1 回教員 FD 配布資料） 
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資料９－２－①－２ 

平成 22 年度教員 FD参加状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 学生課作成資料） 

資料９－２－①－３ 

教員相互の授業参観報告書の一例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 学生課資料） 
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（分析結果とその根拠理由）  

平成16年度より実施されてきたＦＤの取り組みは，平成22年度に大きく改善された。「新しい教

育方法の試み、効果的な取り組みの事例」の報告からは，効果が現れていることが分かり，ＦＤが

適切な方法で実施され，組織として教育の質の向上や授業の改善に結び付いていると判断する。  

 

 

観点９－２－②： 教育支援者等に対して，研修等，その資質の向上を図るための取組が適切に行

われているか。 

（観点に係る状況）  

平成22年度から年間４回行っているＦＤ研修会は，全教職員を対象にした取り組みであり，技術

職員や学生課の事務職員などの教育支援者も参加している（前出資料９－２－①－２）。 

資料９－２－①－４ 

「新しい教育方法の試み、効果的な取り組みの事例」報告の一例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 本校学内限定ウェブサイト） 
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実験・実習などの科目において教員支援を行う技術職員は技術室に配属されており（資料９－２

－②－１），技術室内部講習会の実施や学外で行われる研修会への職員派遣を積極的に行っている

（資料９－２－②－２）。また，事務部に所属する職員についても，学外で行われる研修会へ積極

的に参加している（資料９－２－②－３）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料９－２－②－１ 

技術室規約（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 本校規則集） 
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資料９－２－②－２ 

技術室職員の研修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 技術室報告第３号） 
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資料９－２－②－３ 

職員の研修一覧（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 総務課作成資料） 
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（分析結果とその根拠理由）  

学内ＦＤに参加する教育支援者は多数おり，また，技術職員については内外で実施される研修会

へ積極的に参加している。このことから，教育支援者等に対して，研修等，その資質の向上を図る

ための取組が適切に行われていると判断できる。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

教員相互の授業参観を制度化することにより，各教員はより効果的な授業改善を図ることが可能

になった。また，年４回実施している学内ＦＤ研修会は，専門家の講演なども含み，内容は多岐に

わたっており，教育の質の向上に寄与している。 

 

（改善を要する点）  

該当なし。 

 

（３）基準９の自己評価の概要 

科目毎の教育内容の詳細（シラバス）はウェブサイトで公開されており，授業の実施状況は学生

課において，準学士課程は学級日誌，専攻科は授業完了報告書として適切に保管している。 

学校の構成員及び学外関係者の意見の聴取は，教員個人調書，学生による授業評価アンケート，

保護者を対象とした学科説明会ならびに運営諮問会議において行われ，教育活動の全般的な自己点

検・評価が，校長を委員長とする総務委員会にて実施されている．この結果は，毎年作成する自己

点検・評価報告書に記載され，ウェブサイトを通じて一般に公開される。さらに，自己点検・評価

報告書は運営諮問会議にて検証を受け，教育内容の点検と改善に向けた意見を聴取している。 

これらのチェック機構により課題となった事項は，業務改善ループに従って担当部署が改善策の

検討を行っている。このうち教育課程に関するものは，準学士課程においては各学科を主体に，専

攻科においては企画運営委員会を中心に検討が行われ，教務委員会や専攻科企画運営委員会の審議

を経て，見直しが行われている。さらに，学際教育導入ＷＧが新教育課程の実施に向けた取り組み

を行っている。 

個々の教員は，学生による授業評価アンケート結果などを基に授業改善に取り組んでおり，個人

調書により学校に報告することになっている。また，特に効果が上がった取り組みについては，

「新しい教育方法の試み、効果的な取り組みの事例」として報告され，学内限定ウェブサイトで全

教職員が閲覧することができる。 

教員は活発な研究活動を行っているが，この一部は卒業研究（準学士課程）及び専攻科研究とし

て実施されており，学協会における学生の研究発表などによりコミュニケーション能力の向上に役

立っている。また，教員の研究には教育方法に関するものも多く，これらは国立高等専門学校機構

が発行する論文集「高専教育」などに発表され，教育の質の改善につながっている。 

ファカルティ・ディベロップメントは，平成22年度より年４回実施する形式に改められ，専門家

の講演聴講やパネルディスカッションの実施などにより学校全体の教育の質の向上を目指している。

このファカルティ・ディベロップメントは，全教職員を対象に実施され，教員だけでなく学生に接

することの多い技術職員や学生課事務職員も参加している。 
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基準10 財務 

（１）観点ごとの分析 

観点10－１－①： 学校の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行できる資産を有しているか。

また，債務が過大ではないか。 

 

（観点に係る状況）  

  本校における教育活動等を将来にわたって適切かつ安定して遂行するために必要な資産を，平成

16年度の法人化に伴って国から継承して有している。平成23年３月末現在におけるその資産現在額

は，固定資産の取得状況一覧（資料10－１－①－１）のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 また，貸借対照表（資料10－１－①―２）が示すように，機構本部からの運営費交付金等の範囲

内で運営しており，平成23年３月末現在の未払金は，主に人件費・退職手当であり，実際に未払い

となっている債務はない。                        

                                         資料 10－１－①－１ 

 固定資産の取得状況一覧 

 

 区  分 平成18年度末 平成19年度末 平成20年度末 平成21年度末 平成22年度末 

不動産 

土地 
㎡ 89,599 89,599 89,599 89,599 89,599 

百万円 3,984 3,984 3,984 3,984 3,984 

建物 
延㎡  35,508  35,508   35,538   35,538   35,538  

百万円 2,086 1,953 1,871 1,778 1,684 

構築物 百万円 189 165 134 115 122 

小計 百万円 6,259 6,102 5,989 5,877 5,790 

動産 

車両運搬具 百万円 2 1 1 2 2 

工具器具備品 百万円 163 169 141 230 258 

小計 百万円 165 170 142 232 260 

その他有形固定資産 百万円 9 9 9 9 9 

無形固定資産 百万円 2 1 1 1 1 

合計 百万円 6,435 6,282 6,141 6,119 6,060 

                                      （出典 総務課作成資料） 
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（分析結果とその根拠理由）  

  固定資産の取得状況一覧に示すように，教育活動等を将来にわたって適切かつ安定して遂行する

ために必要な資産を有している。また，貸借対照表が示すように，機構本部からの運営費交付金等

の範囲内で運営しており，実質的に未払いとなっている債務はない。 

 以上のことから，学校の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行できる資産を有し，債務も適 

正である。 

 

 

観点10－１－②： 学校の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行するための，経常的収入が継

続的に確保されているか。 

 

（観点に係る状況）  

 主な経常的収入である運営費交付金は，国から高専機構を通じて効率化係数対前年度１％減では 

あるが今後も継続的に交付されるため，安定的に確保されている。また，その他の経常的収入であ 

る授業料・入学検定料・入学料のほか，財産貸付料等の自己収入についても，継続的に確保されて 

いる（資料10－１－②－１）。なお，事業遂行に必要な経費から収入額を差し引いたものが，高専

機構から「運営費交付金」として措置され，配分されている。   

                                       資料 10－１－①－２ 

  貸借対照表 

  

                       （出典 総務課作成資料） 
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（分析結果とその根拠理由）    

   本校の主な経常的収入である運営費交付金については，国から高専機構を通じて継続的に交付

されており，安定的に確保されている。さらに，学生からの諸納付金（授業料・入学検定料・入

学料等）についても，継続的収入を確保している。 

   以上のことから，学校の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行するための経常的収入は，

継続的に確保されている。 

 

 

観点10－１－③： 学校の目的を達成するために，外部の財務資源の活用策を策定し，実行してい

るか。 

 

（観点に係る状況）  

  科学研究費補助金については，校内歳出予算配分方針において，科研費申請者に教育研究実施経

費の保留分から再配分を行い，さらに，校長リーダーシップ経費で申請の可能性のある研究等につ

いて追加配分をする等の支援を行うことにより，申請意欲の向上を図っている。その他，企業から

の受託研究費，共同研究費，寄附金等の外部資金の受入れにも努力しており，補助金として平成21

年度より５年間，文部科学省科学技術振興調整費「富士山麓医用機器開発エンジニア養成プログラ

ム」が採択された。また，平成22年度より寄附金で新たに「寄附研究部門」を近隣企業から受け入

れているなど、学校をあげて推進している（資料10－１－③－１）。 

    

                                                                       資料 10－１－②－１ 

収入の確保等の状況 

                               単位：千円 

 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

運営費交付金 1,356,217 1,420,639 1,268,540 1,134,764 1,160,550 

施設整備費補助金 33,327 26,719 0 16,317 0 

授業料 245,108 247,676 251,001 247,636 251,560 

入学料及び検定料 28,111 28,648 28,248 28,356 26,653 

その他自己収入 13,864 14,507 14,689 13,176 12,853 

産学連携等研究収入 18,681 29,556 54,316 55,914 31,082 

寄附金収入 5,519 12,669 14,231 8,350 31,455 

その他補助金 0 0 0 116,851 54,789 

収入計 1,700,827 1,780,414 1,631,033 1,621,364 1,568,942 

（出典 総務課作成資料） 
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（分析結果とその根拠理由）  

科学研究費補助金について，予算の再配分や校長リーダーシップ経費からの支援により申請意欲

の向上を図っている。また，学校をあげて共同研究等の外部資金の受入れにも努力している。その

結果，金額・件数とも安定した収入確保の一助となっている。 

以上のことから，外部の財務資源の活用策を策定し，実行している。 

 

観点10－２－①： 学校の目的を達成するための活動の財務上の基礎として，適切な収支に係る計

画等が策定され，関係者に明示されているか。 

 

（観点に係る状況）  

   本校の目的を達成するための財政上の基礎としての中期目標・中期計画（資料10－２－①－ 

１）は，独立行政法人国立高等専門学校機構の中期目標・中期計画を踏まえて策定している。 

 

本校の予算配分は，中期目標・中期計画及び予算配分方針（資料10－２－①－２）に基づき作成

され，総務委員会において審議された予算配分額（資料10－２－①－３）が総務委員会委員（各学

科長等）より学科会議等を通じて教職員に明示され周知されている。 

                                         資料 10－１－③－１ 

外部資金受け入れ状況 

単位：千円 

 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 

科学研究費補助金 9 11,570 9 11,230 18 22,035 20 17,150 14 16,914 

補助金 0 0 1 70 2 150 3 43,515 4 49,466 

共同研究 21 7,830 25 13,285 36 39,168 42 39,124 37 25,152 

受託研究 3 10,551 6 14,081 6 10,934 5 13,130 3 2,396 

寄附金 19 5,519 13 12,669 15 14,231 8 8,350 10 27,970 

合計 52 35,470 54 51,335 77 86,518 78 121,269 68 121,898 

（出典 総務課作成資料） 

                     資料 10－２－①－１ 

 沼津工業高等専門学校中期計画（抜粋） 

沼津工業高等専門学校中期計画 

Ⅲ 予算（人件費の見積もりを含む。） 

１， 収支計画及び資金計画     

   外部資金（共同研究，受託研究，奨学寄附金，科学研究費等）の獲得に積極的に 

取り組み自己収入の増加を図る。 

（出典 本校中期計画） 
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                                                           資料 10－２－①－２ 

平成 23 度予算配分方針（抜粋） 

  

（略） 

（出典 総務委員会資料） 



沼津工業高等専門学校 基準10 

578 

 

（分析結果とその根拠理由）  

  本校中期計画は，独立行政法人国立高等専門学校機構中期目標・中期計画を踏まえ，本校におけ 

る中期目標・中期計画及び具体的な教育研究活動の方針を総務委員会において審議し，運営してい

る。また，予算配分においても総務委員会委員（各学科長等）より学科会議等を通じて教職員に明

示し周知している。 

以上のことから，適切な収支に係る計画等が策定され，関係者に明示されている。 

 

 

資料 10－２－①－３ 

 

                   （中略） 

 

       （出典 総務委員会資料） 
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観点10－２－②： 収支の状況において，過大な支出超過となっていないか。 

 

（観点に係る状況）  

支出については，財務会計システムで一元管理されており，損益計算書（資料10－２－②－１） 

で示すように支出超過はない。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

損益計算書で示すように，収支決算については財務会計システムで一元管理されており，支出超 

過はない。 

以上のことから，収支は適正に管理されており，支出超過はない。 

 

                                        資料 10－２－②－１ 

 沼津工業高等専門学校損益計算書（抜粋） 

    

 

（出典 総務課作成資料） 
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観点10－２－③： 学校の目的を達成するため，教育研究活動（必要な施設・設備の整備を含む）

に対し，適切な資源配分がなされているか。 

（観点に係る状況）  

  教育・研究に充てられる予算については，総務委員会で審議の上，予算配分方針に基づき予算配 

分計画を決定している。 

  特別経費のうち「校長リーダーシップ経費」については，教員，各学科等から申請要領に基づき

申請された事業について，校長，副校長，事務部長によるヒアリングを行い，必要性を審査し，採

否を含め配分額を決定している（資料10－２－③－１）。 

さらに，本校のマスタープランを策定し，計画的に予算配分を行っていく（資料10－２－③－ 

２）。また，大型の施設・設備の整備に必要な予算については，機構本部にマスタープランで予算 

要求等を行っている。 

 

 

                                        資料 10－２－③－１ 

 校長リーダーシップ経費申請要項（抜粋） 

 

平成２３年度校長リ－ダ－シップ経費の配分基準について 

平成 23 年 4 月 25 日 

校  長  裁  定 

 

このことについては、下記の配分基準等により配分する。 

 

記 

１ 配分基準 

配分対象経費を次のとおり区分し、別紙「配分基準」によりそれぞれの配分額を決定する。 

Ａ．教育高度化推進経費 

Ｂ．研究活動活性化経費 

Ｃ．学校運営活性化経費 

Ｄ．その他校長が必要と認めた経費 

 

２ 配分申請 

（１）配分を希望する者は、本校における将来の発展に資する事業で、既定経費では実施に支障のあ 

る事項を厳選し、経費配分申請書（別紙様式１）の教育・研究目的を具体的に記入し作成の上、 

各所属長に提出する。 

 なお、教育・研究設備の更新・新規要求については、別添学内マスタープランにて要求するも 

のとする。 

（２）各所属長は、教員又はグループから提出された申請書を順位付けし、学科等の順位一覧（別紙 

様式２）を作成の上、併せて校長に申請するものとする。 

なお、複数学科にまたがる申請については、主たる教員の所属長から提出するものとする。 

（３）申請期限：平成２３年 ５月２０日（金） 

 

３ 配分決定 

（１） 採択及び配分額の決定については、校長が副校長と協議し、学科等の順位一覧を基に申請者 

とのヒアリングにより決定する。また、結果については総務委員会で報告する。 

（２）配分確定後、予算の残が生じた場合は以下の事項への配分について、校長が決定する。 

①予備費への充当 

②次点以降の申請事項からの選択 
 
                     （略） 

（出典 総務課作成資料） 



沼津工業高等専門学校 基準10 

581 

 

 

 

（分析結果とその根拠理由）     

  予算配分については，総務委員会において予算編成方針及び予算配分案が示され，その内容は総 

務委員会委員（各学科長等）より学科会議等を通じて教職員に明示されており，教育研究を助長す 

るシステムを構築している。また，特別経費等は，教員，各学科等から申請要領に基づき申請され

た全ての事業について，校長，副校長，事務部長によるヒアリングを行い，必要性を審査し，採否

を含め配分額を決定している。さらに，学内マスタープランを作成し，長期的な視野に立つ計画的

な整備を実施している。 

以上のことから，適切な資源配分がなされている。 

 

 

観点10－３－①： 学校を設置する法人の財務諸表等が適切な形で公表されているか。 

 

（観点に係る状況）  

  学校を設置する独立行政法人国立高等専門学校機構の財務諸表は，官報及び機構ホームページに

おいて公表している（資料10－３－①－１，２）。 

  また、本校では収入・支出決算額を，沼津工業高等専門学校「学校要覧」及び本校公式ウェブサ

イト等において適正に公表している（資料10－３－①－３）。 

                                        資料 10－２－③－２ 

 設備整備マスタープラン導入希望調査 

 
                               平成２３年 ４月２５日 
 
 教 職 員  各位 

    
                           校   長 

 
平成２３年度 設備整備マスタープラン導入希望調査について（照会） 

 
標記のことについて、学内の教育・研究設備の充実に向けて、長期的な視野に立ち計画的な整備を 

実施していきます。 
ついては、老朽化設備の更新又は新規設備の導入を希望する場合には、下記要件等をご確認の上申 

請願います。 
なお、先にご提出いただいた別添学内マスタープランについても、再度見直し順位付けの上提出願 

います。（機構へ申請済のマスタープランについては、対象外とします。） 
                 

   記 
【設備対象要件】 

１．更新対象設備  原則として、取得価格３００万円未満の教育研究設備で耐用年数を経過し、 
老朽化しているもの。 

２．新規導入設備  カリキュラムの編成など教育研究上新たに必要となる設備で、原則として、 
取得見込価格が３００万円未満のもの。 

 
 ３．申請対象年度  平成２３年度～平成２６年度 
                        （略） 

（出典 総務課作成資料） 
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資料 10－３－①－１  

独立行政法人通則法第３８条第４項 

（財務諸表等）  

 三十八条  独立行政法人は，毎事業年度，貸借対照表，損益計算書，利益の処分又は損失の処理に関する書類 

その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書（以下「財務諸表」という。）を作成し，当該事業年度の終了 

後三月以内に主務大臣に提出し，その承認を受けなければならない。  

２  ２ （略） 

   ３ （略）  

４  ４ 独立行政法人は，第一項の規定による主務大臣の承認を受けたときは，遅滞なく，財務諸表を官報に公告し，か 

つ，財務諸表並びに第二項の事業報告書，決算報告書及び監事の意見を記載した書面を，各事務所に備えて置 

き，主務省令で定める期間，一般の閲覧に供しなければならない。  

 

                                                 （出典 機構本部公式ウェブサイト） 
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                                         資料10－３－①－２ 

財務諸表等（抜粋） 

 

                                （出典 機構本部公式ウェブサイト） 
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（分析結果とその根拠理由）    

  財務諸表等については，国立高等専門学校機構本部で官報に公告する等，独立行政法人通則法 

に基づき適正に公表している。また、本校においても適正に公表している。 

  以上のことから，適切な方法で公表されている。 

 

 

観点10－３－②： 財務に対して，会計監査等が適正に行われているか。 

 

（観点に係る状況）  

毎年，高専相互内部監査（資料10－３－②－１）を実施し，監査報告書（資料10－３－②－２）

の指摘により改善を図っている。     

                                        資料10－３－①－３ 

財務諸表等（収入・支出決算額） 

 

（出典 本校公式ウェブサイト） 



沼津工業高等専門学校 基準10 

585 

 

 

 

資料10－３－②－２ 

高専相互会計内部監査報告書 

 

   独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則第４５条に基づき、内部監査を実施しましたので、 

下記のとおり報告します。 

記 

被監査高専名 沼津工業高等専門学校 

監査実施日 平成２２年１１月１８日 ～ １１月１９日 

監査担当者 

鳥羽商船高等専門学校 総務課長    ○○ ○○ 

           総務課課長補佐 ○○ ○○ 

           総務課調達係長 ○○ ○○ 

【監査結果の詳細】 

被監査部署及び対応者名：総務課 ○○総務課長、○○総務課課長補佐、○○財務係長 他 

①被監査部署の現状 

・総務課には、課長の他、課長補佐２名と専門員 1 名及び５係が配置されている。 

・会計を担当する職員は、予算決算、収入支出を担当する財務係４名(うち再雇用職員 1 名)、契約事務を

担当する用度係４名(うち再雇用職員 1 名)、施設係２名の３係、計１２名（課長、課長補佐を含む）とな

っている。 

②監査結果により把握された重要な問題点と所見 

・別添「高専相互会計内部監査チエックリスト」に従って、会計事務全般について聞き取り調査及び書類

確認等を行ったところ、概ね良好な会計処理が行われており、重要な問題点は見受けられなかった。 

③発見事項及び指摘事項 

 ④のとおり 

④指摘事項等（指示、考究） 

・別添「高専相互会計内部監査チエックリスト」のとおり 

指示（改善を求めたもの）・・・・４件 

⑤被監査部署の意見等 

・上記の指摘事項についは、速やかに対応を検討し、業務の改善を図りたいとのことであった。 

⑥関係資料等（徴収資料等） 

・組織図、「会計機関の補助者等の指定について」、「会計機関の事務の一部委任について」、 

「公印規則」、「公的マイレ－ジ取得・使用等一覧表」を参考のため聴取した。 

 その他特になし 

     （出典 総務課作成資料） 

資料10－３－②－１ 

独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則（抜粋） 
 

独立行政法人国立高等専門学校機構規則第３４号 
               制定 平成１６年４月１日 
           一部改正 平成２０年１２月２４日 
 

                  （略） 
 
第７章 内部監査及び責任 

  （内部監査） 
 第４５条 理事長は、予算の執行及び会計処理の適正を期するため、必要と認めるときは、特に命令した 

教職員に内部監査を行わせるものとする。 
  ２ 内部監査について必要な事項は、別に定めるものとする。 
  
                 （略） 

                         （出典 国立高等専門学校機構公式ウェブサイト） 
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また，平成21年度においては，監査法人監査（資料10－３－②－３）を受検し，平成22年度にお

いては，高専機構監事監査及び内部監査（資料10－３－②－４）を受検し，適正な財務執行管理を

図っている。 

 

 

 

さらに，外部評価委員による運営諮問会議（資料 10－３－②－５）において，財務に関する意

見を聴取し，改善を図っている。 

                                       資料 10－３－②－４ 
監事監査及び内部監査講評（会計関係） 

    

 

監事監査及び内部監査 

 

                                      2010.12.20～12.21 

講評（会計関係） 

１． 工事について 

高専相互内部監査において指摘された、契約書及び予定価格の作成基準については、規則に則って対 

応していくよう指示があった。 

２． 入札関係 

① 入札公告等において、「郵便による入札は不可」との表示があるが、今後、郵便による入札も可と 

するよう、本部から通知する予定である。 

② 競争参加資格について、Ａ～Ｄを認めているが、規則に則って対応するように指示があった。 

例：規則に則り資格を限定したため、応札者がない場合において、再度（５日に短縮して）公告す 

る。 

３． 予定価格の算出方法について 

役務関係（派遣、警備、清掃等）の積算において、前年度実績を根拠に積算しない方が望ましいとの 

指示があった。（前年度と状況が変化しているため） 

４． 自動車購入について 

自動車購入については、最低価格方式で競争しているが、今後「総合評価」で契約するよう指示があ 

った。 

（出典 総務課作成資料） 

                                       資料 10－３－②－３ 

国立高等専門学校監査法人監査報告書（抜粋） 

 

   

沼津工業高等専門学校 監査講評 MEMO 

2010.1.27（水） 

 

（全般的事項） 

１．予算執行と損益業績との整合性分析（利益分析） 

独立行政法人は，年度末に決算報告書の作成を義務付けられており，この開示には，国の時代（法人

化前）より踏襲される予算執行状況と発生主義会計による損益計算書情報の双方が含まれることがポイ

ントとなります。 

よって，当該両情報のギャップの分析を実施することが必要不可欠です。貴高専における第１期から

第 6 期事業年度（中間）における利益分析推移表は別紙の通りとなります。 

そのうち，第 6 期事業年度（中間）における収入支出決算上の収支差額（経営努力認定の対象額）と

会計上の利益との差異は以下の通りです。 

 （以下 略） 

（出典 総務課作成資料） 

 



沼津工業高等専門学校 基準10 

587 

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

毎年，高専相互内部監査を実施し，機構本部より随時に監査法人監査，高専機構監事監査及び内 

部監査を受検することにより，適正な財務執行管理を図っている。 

 さらに，外部評価委員による運営諮問会議において，財務に関する意見を聴取し改善を図っている。 

以上のことから，会計監査等が適正に行われている。 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

本校では，総務委員会において予算配分方針を決定し，その内容を教職員に明示した上，教

育研究活動を助長するシステムを構築しているとともに，それに基づいた予算を適正に配分し

ている。 

   校長リーダーシップ等の特別計画経費は，教員，各学科等から申請要領に基づき申請された全

ての事業について，校長，副校長，事務部長によるヒアリングを行い，必要性を審査し，採否を

含め配分額を決定している。 

 

資料 10－３－②－５ 

沼津工業高等専門学校 運営諮問会議委員 

平成 21 年度年度計画評価シート意見対応表（抜粋） 

 
（出典 平成 22 年度運営諮問会議報告書） 
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（改善を要する点）  

  該当なし。 

 

（３）基準10の自己評価の概要 

   本校では，教育研究活動等を将来にわたって適切かつ安定して遂行するために必要な資産を有

しており，債務はない。 

本校の経常的収入は，運営費交付金については，国から高専機構を通じて継続的に交付されて

おり，安定的に確保されている。さらに，科学研究費補助金，受託研究費等の外部資金の受入れ

にも努力している。 

   本校中期計画は，独立行政法人国立高等専門学校機構中期目標・中期計画を踏まえ，本校にお 

ける中期目標・中期計画及び具体的な教育研究活動の方針を総務委員会において審議し運営して 

いる。 

収支は適正に管理されており，支出超過はない。 

予算配分については，総務委員会において予算編成方針及び予算配分案が示され，その内容は 

総務委員会委員（各学科長等）より学科会議等を通じて教職員に明示されており，教育研究を助 

長するシステムを構築している。また，特別経費等は，教員，各学科等から申請要領に基づき申

請された事業について，校長，副校長，事務部長によるヒアリングを行い，必要性を審査し，採

否を含め配分額を決定している。さらに，学内マスタープランを作成し，長期的な視野に立つ計

画的な整備を実施している。 

財務諸表等については，国立高等専門学校機構本部で官報に公告する等，独立行政法人通則法

に基づき適正に公表している。また、本校においても適正に公表している。 

毎年，高専相互内部監査を実施し，機構本部より随時に監査法人監査，高専機構監事監査及び

内部監査を受検することにより，適正な財務執行管理を図っている。 

さらに，外部評価委員による運営諮問会議において財務に関する意見を聴取し改善を図ってい

る。 
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基準11 管理運営 

（１）観点ごとの分析 

観点11－１－①： 学校の目的を達成するために，校長，各主事，委員会等の役割が明確になって

おり，校長のリーダーシップの下で，効果的な意思決定が行える態勢となってい

るか。 

（観点に係る状況） 

校長の役割については，学校教育法第120条第３項の規定に基づき，独立行政法人国立高等専

門学校機構の組織に関する規則第５条第２項で「校長は，校務をつかさどり，所属教職員を監督

する。」と定められている(資料11－１－①－１)。 

 

資料 11－１－①－１ 

独立行政法人国立高等専門学校機構の組織に関する規則（抜粋） 

（学校） 

第５条 各学校に，校長，教務主事，学生主事及び寮務主事を置く。 

２ 校長は，校務をつかさどり，所属教職員を監督する。 

３ 第１項に掲げるほか，仙台高等専門学校，富山高等専門学校，香川高等専門学校及び熊本高等専門学校 

に，副校長２人を置く。 

４ 第１項及び前項に掲げるほか，各学校に，必要に応じ，副校長その他の校長を補佐する職又は校務を分 

担する主事等を置くことができる。 

５ 前２項の職は，教員をもって，これに充てる。 

６ 第１項，第３項及び第４項に掲げる主事等の任期は２年とし，欠員が生じた場合の主事等の任期は，前 

任者の残任期間とする。 

７ 前各項及び次条に規定するほか，学校の内部組織，職制及び事務の分掌については別に定める。 

（出典 国立高等専門学校機構規則集） 

 

副校長（教務主事），校長補佐（学生主事及び寮務主事）の役割については，学則（資料11－

１－①－２）及び教員組織規則（資料11－１－①－３）で定めている。また，更に校長補佐（専

攻科長），校長補佐（国際交流・ＦＤ担当）及び校長補佐（学際教育担当）を加え，校長を補佐

する体制を構築している。 

資料 11－１－①－２ 

沼津工業高等専門学校学則（抜粋） 

 

第９条 本校に副校長(教務主事)・校長補佐(学生主事及び寮務主事)を置く。 

２ 副校長(教務主事)は、校長の命を受け、教育計画の立案その他教務に関することを掌理する。 

３ 校長補佐(学生主事)は、校長の命を受け、学生の厚生補導に関すること(寮務主事の所掌に属するもの 

を除く。)を掌理する。 

４ 校長補佐(寮務主事)は、校長の命を受け、学生寮における学生の厚生補導に関することを掌理する。 

 

（出典 本校規則集） 
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資料 11－１－①－３ 

沼津工業高等専門学校教員組織規則（抜粋） 

（副校長） 
第４条 機構組織規則第５条第３項及び学則第９条第１項の規定に基づき、本校に副校長を置く。 
２ 副校長は、本校の教授の中から校長が任命する。 
３ 副校長は、校長を補佐し、本校の校務を掌理する。 
４ 副校長は、校長が不在のときはその職務を代行する。 
５ 副校長の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、副校長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前 
任者の残任の期間とする。 

 
（校長補佐） 

第５条 機構組織規則第５条第３項及び学則第９条第１項の規定に基づき、本校に校長補佐を置く。 
２ 校長補佐は、本校の教授又は准教授の中から校長が任命する。 
３ 校長補佐は、校長の職責遂行を助ける。 
４ 校長補佐の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、校長補佐に欠員が生じた場合の後任者の任期 
は、前任者の残任の期間とする。 

 
第５条の２ 前条に定めるもののほか，本校に臨時の校長補佐を置くことができる。 
 
（主事） 

第６条 学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第１７５条、機構組織規則第５条第１項及び 
学則第９条第１項の規定に基づき、本校に教務主事、学生主事及び寮務主事（以下「主事」という。）を 
置く。 

２ 独立行政法人国立高等専門学校機構の主事等の任免に関する規則（独立行政法人国立高等専門学校機構 
規則第６１号）の規定に基づき、教務主事については本校の教授の中から、学生主事及び寮務主事につい 
ては本校の教授又は准教授の中から、それぞれ校長の推薦を受けて独立行政法人国立高等専門学校機構理 
事長が任命する。 

３ 主事は、それぞれ学則第９条第２項から第４項までに掲げる職務を掌理する。 
４ 主事の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、当該主事に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前 
任者の残任の期間とする。 
 

（出典 本校規則集） 

 

本校の運営に関する組織として運営会議（資料11－１－①－４），総務委員会（資料11－１－

①－５），教員会議（資料11－１－①－６）及び各種委員会等がある。運営会議は校長，副校長，

校長補佐，事務部長, 各課長を構成員とし，総務委員会に諮る事項の事前審議及び管理運営上の

重要な事案について協議する場として毎月定期的に開催している。総務委員会は，校長，副校長，

校長補佐，各学科長，各施設長等及び事務部長を構成員として組織され，校長が議長を務め，教

育・研究・管理運営等の総括責任者として提案議題について審議し，学校の方針を決める最高意

思決定機関として，毎月１回開催している。教員会議は，校長及び全教員が構成員となり，意思

の統一及び情報の共有を図っている。また，各種委員会等については，各委員会規則（資料11－

１－①－７）に基づき，専門的分野での見知から効果的な運営が行われている。 

 

資料 11－１－①－４ 

沼津工業高等専門学校運営会議規則 
（設置） 

第１条 沼津工業高等専門学校に、沼津工業高等専門学校運営会議（以下「運営会議」という。）を置く。 
（任務） 
第２条 運営会議は、全校的視野に立った機動的な学校運営を推進するために必要な連絡調整を図ることを 
任務とする。 

 （組織） 
第３条 運営会議は、次に掲げる者をもって組織する。 
 (1) 校長 
 (2) 副校長（教務主事）、校長補佐（学生主事）及び校長補佐（寮務主事） 
 (3) 事務部長 
 (4) 総務課長及び学生課長 
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 (5) その他校長が必要と認める者 
 （議長） 
第４条 運営会議に議長を置き、校長をもって充てる。 
 （会議の開催） 
第５条 運営会議は、原則として毎月２回開催する。ただし、議長が必要と認めるときは、臨時に開催する 
ことがある。 

 （意見の聴取） 
第６条 議長が必要と認めるときは、第３条に規定する者以外の者の出席を求め、その意見を聴くことがで 
きる。 

 （事務） 
第７条 運営会議の事務は、総務課において処理する。 
 （雑則） 
第８条 この規則に定めるもののほか、運営会議の運営に関し必要な事項は、運営会議が別に定める。 

附 則 
 この規則は、平成１６年５月１２日から施行する。 

附 則 
この規則は、平成１８年４月 １日から施行する。 
附 則 

この規則は、平成２１年４月１７日から施行し、平成２０年８月１日から適用する。 
附 則 

この規則は、平成２２年４月１４日から施行し、同年４月１日から適用する。 
 

（出典 本校規則集） 

 
資料 11－１－①－５ 

沼津工業高等専門学校総務委員会規則 
（目的） 

第１条 沼津工業高等専門学校の管理運営の円滑を図るため,総務委員会(以下「委員会」という。)を置く。 

（組織） 
第２条 委員会は、校長が主宰し、次の委員をもって組織する。 

(1) 副校長（教務主事）、校長補佐（学生主事）及び校長補佐（寮務主事） 
(2) 学科長、教養科長及び専攻科長 
(3) 本校教員で校長が任命した者 
(4) 事務部長 
（審議事項） 

第３条 委員会は、校長の諮問に応じ、次の事項を審議する。 
(1) 教育の方針に関すること。 
(2) 学校の管理運営に関すること。 
(3) その他必要と認められること。 
（会議） 

第４条 委員会は毎月１回校長がこれを招集する。ただし、必要あるときは、臨時にこれを招集することが 
できる。 

２ 校長に事故あるときは、副校長（教務主事）がその職務を代行する。 
（委員以外の者の委員会への出席） 

第５条 校長が必要と認めたときは、その都度委員以外の者に委員会への出席を求め、その意見をきくこと 
ができる。 
（幹事） 

第６条 委員会に幹事をおき、会務を整理する。 
２ 幹事は、総務課長及び学生課長をもって充てる。 
（委員会の事務） 

第７条 委員会の事務は、総務課において処理する。 
（雑則） 

第８条 この規則の改廃の必要あるときは、委員会の審議を経て校長が定めるものとする。 
附 則 

この規則は、昭和 49 年２月 25 日から施行する。 
附 則 

この規則は、平成 10 年４月１日から施行する。 
附 則 

この規則は、平成 11 年４月１日から施行する。 
附 則 

この規則は、平成 16 年４月 14 日から施行し、同年４月１日から適用する。 
附 則 

この規則は、平成 17 年４月１日から施行する。 
附 則 

この規則は、平成 18 年４月１日から施行する。 
   附 則 
この規則は平成 21 年 4 月 17 日から施行し、平成 20 年 8 月 1 日から適用する。 
 

（出典 本校公式ウェブサイト） 
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資料 11－１－①－６ 
 

沼津工業高等専門学校教員会議規則 
 

（目的) 
第１条 沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)の教務・厚生補導及びその他に関する校長の諮問事
項を審議するため教員会議(以下「会議」という。)を置く。 
（組織） 

第２条 会議は、校長が主宰し、本校専任の教授・准教授・講師・助教・助手をもって組織する。 
(教員以外の者の会議への出席) 
第３条 校長が必要と認めるときは、その都度前条以外の者を会議に出席させ、その報告及び意見を求める 
ことができる。 
（会議） 

第４条 会議は校長がこれを招集し、毎月１回開催することを原則とする。ただし、必要あるときは臨時に 
これを招集することができる。 

２ 会議の司会及び進行は、校長の指名する教員がこれにあたる。 
（常置委員会への審議事項の付託） 

第５条 会議の審議事項について必要と認められたものは、常置の委員会にその審議を付託することができ 
る。 

２ 常置委員会の委員長は、付託された審議事項の審議結果を会議に報告するものとする。 
（会議の事務） 

第６条 会議の事務は、総務課において処理する。 
（雑則） 

第７条 この規則の改廃の必要あるときは、会議の審議を経て校長が定めるものとする。 
附 則 

この規則は、昭和 50 年２月 12 日から施行する。 
  附 則 
この規則は、平成 16 年４月 14 日から施行し、同年４月１日から適用する。 

附 則 
この規則は、平成 18 年４月１日から施行する。 

附 則 
この規則は、平成 19 年４月１日から施行する。 
 

（出典 本校規則集） 

 
資料 11－１－①－７ 

沼津工業高等専門学校規則集一覧（抜粋） 
 

沼津工業高等専門学校規則集 
 

第１章 諸規則 

  第２節 組織・運営 

○沼津工業高等専門学校教員組織規則  
○沼津工業高等専門学校事務組織規程  
○沼津工業高等専門学校事務分掌細則  
○沼津工業高等専門学校技術室規程  
○沼津工業高等専門学校運営会議規則  
○沼津工業高等専門学校総務委員会規則  
○沼津工業高等専門学校教員会議規則  
○沼津工業高等専門学校教務委員会規則  
○沼津工業高等専門学校学生委員会規則  
○沼津工業高等専門学校寮務委員会規則  
○沼津工業高等専門学校寮務運営委員会規則  
○沼津工業高等専門学校就職委員会規程  
○沼津工業高等専門学校国際交流委員会規則  
○沼津工業高等専門学校自己点検・評価委員会規則  
○沼津工業高等専門学校専攻科担当教員規程  
○沼津工業高等専門学校専攻科担当教員会議規則  
○沼津工業高等専門学校専攻科担当教員間連絡ネットワーク組織規程  
○沼津工業高等専門学校学科長、教養科長及び専攻科長に関する内規  
○沼津工業高等専門学校教務副主事、学生副主事及び寮務副主事に関する内規  
○沼津工業高等専門学校学級担任に関する内規 
 

（出典 本校公式ウェブサイト） 

（分析結果とその根拠理由）  



沼津工業高等専門学校 基準11 

593 

校長，副校長，校長補佐，委員会等の役割は学則等で明確に定められている。重要な管理運営

事項については，校長が主宰し，定期的に開催している運営会議や総務委員会において, 校長の

運営方針等が具体的施策に反映できるよう意見の聴取及び情報の共有が図られ，校長のリーダー

シップの下で，学校の目的を達成するために効果的な意思決定を行える態勢となっている。 

 

観点11－１－②： 管理運営の諸規程が整備され，各種委員会及び事務組織が適切に役割を分担し，

効果的に活動しているか。また，危機管理に係る体制が整備されているか。 

（観点に係る状況） 

学校の管理運営に関する組織は, 学則（資料11－１－②－１）及び教員組織規則（資料11－１

－②－２），事務組織規程（資料11－１－②－３）において定められている。管理運営に関する

重要事項については，総務委員会で審議されるが（資料11－１－②－４），その決定方針等につ

いて, 教員会議や各種委員会等へ反映すべく，校内意見の調整を行い，校長が効率的に意思決定

を行えるよう運営されている（資料11－１－②－５）。  

総務委員会は，関係主事（副校長及び校長補佐）, 各学科・各施設等の代表委員及び事務部長

で構成され，教員会議は，校長及び専任の教員で構成されているため，関係者の意見を十分くみ

取り，各事項についての効率的な意思決定とその周知徹底が図られ，効果的な運営ができる態勢

となっている。 

資料 11－１－②－１ 

沼津工業高等専門学校学則（抜粋） 
 
第８条 本校に、校長・教授・准教授・講師・助教・助手・事務職員及び技術職員を置く。 
２ 職員の職務は、学校教育法その他法令の定めるところによる。 
 
第９条 本校に副校長(教務主事)・校長補佐(学生主事及び寮務主事)を置く。 
２ 副校長(教務主事)は、校長の命を受け、教育計画の立案その他教務に関することを掌理する。 
３ 校長補佐(学生主事)は、校長の命を受け、学生の厚生補導に関すること(寮務主事の所掌に属するもの 

を除く。)を掌理する。 
４ 校長補佐(寮務主事)は、校長の命を受け、学生寮における学生の厚生補導に関することを掌理する。 
 
第１０条 本校に事務を処理するため、事務部を置く。 
 
第１１条 前条に規定するもののほか、本校の組織に関する事項は、別に定めるところによる。 
 

（出典 本校規則集） 

 

資料 11－１－②－２ 

沼津工業高等専門学校教員組織規則（抜粋） 
 
（趣旨） 
第１条 この規則は、独立行政法人国立高等専門学校機構の組織に関する規則（独立行政法人国立高等専門 
学校機構規則第１号。以下「機構組織規則」という。）第５条第６項及び沼津工業高等専門学校学則（昭 
和３７年４月１日制定。以下「学則」という。）第１１条の規定に基づき、沼津工業高等専門学校（以下 
「本校」という。）における教員の組織に関する事項を定め、もつて教員の責任体制を確立し、校務の円 
滑な運営を図ることを目的とする。 

 
（定義） 
第２条 この規則において「教員」とは、学則第８条第１項に規定する教職員のうち、教授、准教授、講師 
及び助教で、本校に常時勤務する者をいう。 

２ この規則において「専門学科」とは、学則第７条第１項に定める学科をいう。 
（教員組織） 
第３条 本校に専門学科のほか教養科を置き、原則として、教員は専門学科及び教養科（以下「学科等」と 
いう。）のうちいずれかの組織に属するものとする。 
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（副校長） 
第４条 機構組織規則第５条第３項及び学則第９条第１項の規定に基づき、本校に副校長を置く。 
２ 副校長は、本校の教授の中から校長が任命する。 
３ 副校長は、校長を補佐し、本校の校務を掌理する。 
４ 副校長は、校長が不在のときはその職務を代行する。 
５ 副校長の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、副校長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前 
任者の残任の期間とする。 

 
（校長補佐） 
第５条 機構組織規則第５条第３項及び学則第９条第１項の規定に基づき、本校に校長補佐を置く。 
２ 校長補佐は、本校の教授又は准教授の中から校長が任命する。 
３ 校長補佐は、校長の職責遂行を助ける。 
４ 校長補佐の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、校長補佐に欠員が生じた場合の後任者の任期 
は、前任者の残任の期間とする。 

 
第５条の２ 前条に定めるもののほか，本校に臨時の校長補佐を置くことができる。 
 
（主事） 
第６条 学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第１７５条、機構組織規則第５条第１項及び 
学則第９条第１項の規定に基づき、本校に教務主事、学生主事及び寮務主事（以下「主事」という。）を 
置く。 

２ 独立行政法人国立高等専門学校機構の主事等の任免に関する規則（独立行政法人国立高等専門学校機構 
規則第６１号）の規定に基づき、教務主事については本校の教授の中から、学生主事及び寮務主事につい 
ては本校の教授又は准教授の中から、それぞれ校長の推薦を受けて独立行政法人国立高等専門学校機構理 
事長が任命する。 

３ 主事は、それぞれ学則第９条第２項から第４項までに掲げる職務を掌理する。 
４ 主事の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、当該主事に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前 
 任者の残任の期間とする。 

     （以下省略）                          （出典 本校規則集） 

 
資料 11－１－②－３ 

沼津工業高等専門学校事務組織規程（抜粋） 
 

第１章 総則 
（趣旨） 

第１条 独立行政法人国立高等専門学校機構の組織に関する規則（独立行政法人国立高等専門学校機構規則 
第１号）及び沼津工業高等専門学校学則に基づく沼津工業高等専門学校（以下「本校」という。）の事務 
組織及び所掌事務は、この規程の定めるところによる。 
（事務部、課） 

第２条 本校に事務部を置き、総務課及び学生課を置く。 
（事務部長） 

第３条 事務部に事務部長を置く。 
２ 事務部長は、校長の命を受け、事務部の事務を総括する。 
 （課長） 
第４条 総務課及び学生課にそれぞれ課長を置く。 
２ 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理する。 
（課長補佐） 

第５条  総務課に総務課課長補佐（総務担当）及び総務課課長補佐（会計担当）を、 学生課に学生課課長 
 補佐を置く。 
２ 総務課課長補佐（総務担当）は上司の命を受け、総務に関する高度の専門的知識を必要とする事務を処 
 理するとともに専門的見地から課長を補佐する。 
３  総務課課長補佐（会計担当）は上司の命を受け、会計に関する高度の専門的知識を必要とする事務を処
理するとともに専門的見地から課長を補佐する。 

４ 学生課課長補佐は上司の命を受け、学務に関する高度の専門的知識を必要とする事務を処理するととも
に専門的見地から課長を補佐する。 

５ 総務課課長補佐（総務担当）、総務課課長補佐（会計担当）及び学生課課長補佐の分掌事務は、別に定
める。 

  （専門員） 
第６条 総務課に、専門員（法規担当）を置く。 
２ 専門員は上司の命を受け、法規に関する高度の専門的知識を必要とする事務を処理するとともに専門的見地から課
長を補佐する。 

３ 専門員（法規担当）の分掌事務は、別に定める。 
  （係） 
第７条 課に係を置き、係の名称及び分掌事務は別に定める。 
  （係長） 
第８条 係に係長を置き、事務職員をもってあてる。 
第９条 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。 
 
        （以下省略）                        （出典 本校規則集） 
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資料 11－１－②－４ 
総務委員会議事要録（例）(抜粋) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（以下省略） 
 
 

                    （出典 総務委員会議事要録） 
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＜構成員＞

アドミッション委員会
専攻科入試実行委員会

安全衛生委員会
就職委員会
尚友会館運営委員会
レクリエーション委員会
組換えＤＮＡ安全委員会
動物実験委員会
防災対策委員会
施設整備計画委員会
環境保全委員会

　　　　　　　　　　　他

資料11－１－②－５

教務小委員会

学生小委員会

寮務運営委員会寮務委員会

学生委員会

専攻科企画運営委員会

沼津工業高等専門学校運営組織図

自己点検・評価委員会

運　営　会　議

運 営 諮 問 会 議

　そ  の  他  委　員　会　等　

副校長（教務主事）

校長補佐（学生主事）

各学科長

教務委員会

　　　校　　　　　長　　　

技術室運営委員会

校長補佐（寮務主事）

校長補佐（専攻科長）

校長補佐（特定業務担当）

専攻科担当教員会議

国際交流委員会

図書運営委員会

総合情報ｾﾝﾀｰ委員会

地域共同テクノセンター長

図書館運営委員会

総合情報センター運営委員会

地域連携・研究支援委員会

（出典　総務課作成資料）

広報委員会

各学科会議総務委員会

教　　　員　　　会　　　議

図書館長

総合情報センター長

学生生活支援室長

事務部長

技術室長
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事務組織は，事務部長の下に, 総務課・学生課の２課を配置し，各所掌業務を行う体制となっ

ている（資料11－１－②－６）。また，部課長, 課長補佐, 専門員で構成する事務連絡会(資料

11－１－②－７）を月１回開催し(資料11－１－②－８），管理運営事項の連絡調整と意思疎通

を効率的に行える態勢となっている。各委員会規則には担当課が明記され（資料11－１－②－９

規則例添付），事務職員も委員として参画する等，必要に応じて直接校務を分担し，機能的に活

動している。 

 

資料 11－１－②－６ 

沼津工業高等専門学校事務分掌細則（抜粋） 

 

第１章 総則 

 

（趣旨） 

第１条 沼津工業高等専門学校事務組織規程第５条から第７条までの規定に基づく分掌事務並びに第８条の 

 規定に基づく係の名称及び分掌事務は、この細則の定めるところによる。 

      第２章 課の係等 

 

  （総務課） 

第２条 総務課に総務課課長補佐（総務担当）、総務課課長補佐（会計担当）、専門員（法規担当）、 

総務係、人事係、財務係、用度係及び施設係を置く。 

 

  （課長補佐） 

第３条 総務課課長補佐（総務担当）においては、次の事務を分掌する。 

 (1) 総務事務の業務統括補佐並びに連絡調整に関すること。 

  (2) 将来計画に関すること。 

  (3) 自己点検評価及び外部評価に関すること。 

  (4) 研究助成に関すること。 

  (5) その他総務に関する事務のうち、重要な企画及び調査に関すること。 

 

第４条 総務課課長補佐（会計担当）においては、次の事務を分掌する。 

  (1) 財務係、用度係及び施設係の業務統括補佐及び連絡調整に関すること。 

  (2) 会計検査及び会計監査の総括に関すること。 

  (3) 防災及び防火対策に関すること。 

  (4) 国立高等専門学校機構損害保険プログラムの総括に関すること。 

  (5) その他会計に係る事務のうち、重要な企画及び調査に関すること｡   

 

 （専門員） 

第５条 専門員（法規担当）においては、次の事務を分掌する。 

 (1) 学則その他諸規程の制定及び改廃に関すること。 

 (2) 独立行政法人国立高等専門学校機構の規則等の整備に関すること。 

  （総務係) 

 

第６条 総務係においては、次の事務を分掌する。 

  (1) 学校の事務の総括及び連絡調整に関すること。 

  (2) 儀式及び会議に関すること。 

  (3) 渉外に関すること。 

 (4) 個人情報保護及び情報公開に関すること。 

  (5) 学術団体等との連絡に関すること。 

  (6) 公印の管守に関すること。 

  (7) 郵便物の接受、配布、発送、整理、編集及び保存に関すること。 

  (8) 郵便切手類の受け払いに関すること。 

      （以下省略）  

                     （出典 本校規則集） 
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資料 11－１－②－７ 

 

沼津工業高等専門学校事務連絡会設置要項 

 

（設置） 

第１ 沼津工業高等専門学校（以下「本校」という。）の事務を円滑に運用・実施するために、事務連絡会 

 を置くものとする。 

 

（目的） 

第２ 事務連絡会は、本校の業務を円滑に行うため、事務的な実施方法等を検討・協議することを目的と 

 する。 

 

（組織） 

第３ 事務連絡会は、以下に掲げる者をもって組織する。 

 1) 事務部長 

 2) 総務課長及び学生課長 

 3) 各課長補佐及び専門員 

 4) その他、事務部長が特に必要と認めた者 

 

（議長） 

第４ 事務連絡会の議長は、事務部長とする。 

２ 議長に事故あるときは、総務課長又は学生課長がその職務を代行する。 

 

（事務連絡会の開催） 

第５ 議長は定期的（月１回程度）に事務連絡会を開催する。ただし、議長が特に必要と認めた場合、臨 

 時の事務連絡会を開催することができる。 

 

（ワーキンググループの設置） 

第６ 議長が特に必要と認めた事項について、検討させるためのワーキンググループ（以下「ＷＧ」とい 

 う。）を設置し、検討させることができる。 

２ ＷＧは、議長から与えられた事項について検討し、事務連絡会に報告しなければならない。 

３ 議長が特に必要と認めた場合、事務連絡会の構成員以外の者をＷＧの構成員とすることができる。た 

 だし、ＷＧの長は、事務連絡会の構成員の中から議長が任命するものとする。 

４ ＷＧ長は、ＷＧに構成員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。 

 

第７ 事務連絡会の事務は、総務課総務係が行うものとする。 

 

第８ その他、この要項に規定しない事項については、事務連絡会の審議を経て、議長が決定するものと 

 する。 

 

  附 則 

 この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

 この規則は、平成２３年５月９日から施行する。 

 

 

(出典 本校規則集) 
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   資料11－１－②－８ 

 

（出典 事務連絡会議資料） 
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                                    資料 11－１－②－９ 

 

 
沼津工業高等専門学校教務委員会規則（担当課等明示例） 
 
 
第１条 沼津工業高等専門学校の教務に関する重要な事項を審議するため、教務委員会（以下「委員会」と
いう。）をおく。 
（組織） 

第２条 委員会は、次の委員をもって組織する。 
(1)副校長（教務主事） 
(2)教務副主事 
(3)教務主事補 
(4)学科長、教養科長及び専攻科長 
(5)図書館長 
(6)本校教員で校長が任命した者 
（審議事項） 

第３条 委員会は、校長の諮問に応じ、次の事項を審議する。 
(1)教育課程及び授業時間割の編成に関すること。 
(2)学校行事に関すること。 
(3)学生の教科履修に関すること 
(4)入学、退学、編入及び転科等に関すること。 
(5)指導要録等教務記録に関すること。 
(6)その他教務に関し必要と認められること。 
（委員の任期） 

第４条 委員は、校長が任命し、その任期は１年とする。ただし、再任は妨げない。 
２ 補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
（委員長） 

第５条 委員会の委員長は、副校長（教務主事）とする。 
２ 委員長に事故あるときは、教務副主事がその職務を代行する。 
（委員会の開催） 

第６条委員長は、必要と認めたとき委員会を開催し、その議長となる。 
（小委員会） 

第７条 委員長が必要と認めたときは、適時に小委員会をおき、委員長から委嘱された者は、指定された事
項について調査及び研究し、委員会に報告するものとする。 
（委員以外の者の委員会への出席） 

第８条 委員長が必要と認めたときは、その都度委員以外の者に委員会への出席が求め、その意見をきくこ
とができる。 
（校長への報告） 

第９条 委員長は、委員会で審議された事項を、校長に報告するものとする。 
（幹事） 

第１０条 委員会に幹事をおき、会務を整理する。 
２ 幹事は、学生課長をもってあてる。 
（委員会の事務） 

第１１条 委員会の事務は、学生課教務係において処理する。 
（雑則） 

第１２条 この規則の実施について、この規則の規定によりがたいときは、委員会の審議を経て、委員長が
定めるものとする。 

 
附 則 
この規則は、昭和 49 年４月１日から施行する。 
附 則 
この規則は、平成 10 年４月１日から施行する。 
附 則 
この規則は、平成 11 年４月１日から施行する。 
附 則 
この規則は、平成 16 年４月 14 日から施行し、同年４月１日から適用する。 
附 則 
この規則は、平成 17 年４月１日から施行する。 
附 則 
この規則は、平成 20 年４月１日から施行する。 
 
 
 
 

（出典 本校規則集） 
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危機管理体制については，あらゆる危機管理事態に対応するため，リスク管理室を設置し、そ

の下に対策本部及び対策本部連絡会議を設置する等、組織的な対応をするための危機管理規則

（資料11－１－②－10）が明確に定められ，初動体制・連絡体制等を明記した危機管理対応マニ

ュアル（資料11－１－②－11）も作成するなど，危機管理に係る体制整備を図っている。 

                                       

 
資料 11－１－②－10 

 
沼津工業高等専門学校危機管理規則 
 
（目的） 

第１条 この規則は、沼津工業高等専門学校（以下「本校」という。）において、円滑な管理運営に支障
をきたすことが想定される様々な事象に対し、迅速かつ的確に対処するため、本校における危機管理体
制及び対処方法を定めることにより、本校の学生、教職員及び近隣住民等（以下「学生等」という。）
の安全確保を図るとともに、本校の社会的な責任を果たすことを目的とする。 

 
（危機管理の事象） 

第２条 この規則において、危機管理の対象とする事象（以下「危機管理事象」という。）は、次の各号
のいずれかに該当するものとする。 

 1) 教育研究活動及び業務運営に関する重大な事態 
 2) 学生等の安全に関する事態 
 3) 施設管理上の重大な事態 
 4) 社会的影響のある重大な事態 
 5) その他、前各号に相当するような事態であって、全校的に対処することが必要と考えられる事態 
 
（危機管理のための校長等の責務） 

第３条 校長は、本校における危機管理を統括する責任者であり、危機管理を推進するとともに、必要な
措置を講じなければならない。 

２ 副校長は、校長を補佐し、危機管理の推進に努めなければならない。 
３ 学科長、専攻科長、図書館長及び各センター長は、当該学科、専攻科、図書館及び各センター（以下
「学科等」という。）における危機管理責任者であり、全校的な危機管理体制と連携し、当該学科等の
危機管理を推進するとともに、必要な措置を講じなければならない。 

４ 教職員は、その職務の遂行に当たり、危機管理に努めなければならない。 
 
（リスク管理室の設置） 

第４条 本校に、危機管理を総合的かつ計画的に推進するため、リスク管理室を置く。 
２ リスク管理室は、次の各号に掲げる者をもって組織する。 
 1) 校長 
 2) 副校長 
 3) 事務部長 
 4) 総務課長及び学生課長 
 5) その他、校長が必要と認めた者 
 
（リスク管理室の業務） 

第５条 リスク管理室は、次の各号に掲げる業務を行う。 
 1) 危機管理事象への対処に関すること。 
 2) 危機管理事象に関する情報の収集分析及び周知に関すること。 
 3) 危機管理ガイドライン及び危機管理マニュアルの策定並びに周知に関すること。 
 4) 危機管理に関する教育、研修及び訓練等の実施に関すること。 
 5)  危機管理対策の評価及び見直しに関すること。 
 6)  緊急時の組織体制及び情報伝達方法の整備並びに周知に関すること。 
 7)  危機管理に関し、機構本部リスク管理対策本部と相互連携を図ること。 
 
（対策本部の設置） 

第６条 校長は、危機管理事象に対し、緊急に全校的な対応が必要と判断した場合は、リスク管理室の下
に、沼津工業高等専門学校危機管理対策本部（以下「対策本部」という。）を設置するものとする。 

２ 対策本部は、緊急の危機管理事象に対し、組織的かつ迅速に対応するため、第７条で規定する沼津工
業高等専門学校危機管理対策本部連絡会議（以下「対策本部連絡会議」という。）の招集の可否及び具
体的な対処方法について協議・決定する。 

３ 対策本部に本部長及び副本部長を置き、本部長は校長をもって充て、副本部長は副校長をもって充て
る。 

４ 対策本部の構成員は、次の各号に掲げる運営会議構成員とする。 
 1) 本部長（校長） 
 2) 副本部長（副校長） 
 3)  校長補佐（学生主事）、校長補佐（寮務主事）及び校長補佐（専攻科長） 
 4) 事務部長 
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 5) 総務課長及び学生課長 
 6) その他、校長が必要と認めた者 
５ 本部長に事故あるときは、副本部長がその職務を代行する。 
 
（対策本部連絡会議の招集） 

第７条 対策本部は、危機管理事象に対し、対策本部の決定した事項の迅速な周知及び実施を行うために
必要と認めた場合は、対策本部連絡会議を招集する。 

２ 対策本部連絡会議は、原則として次の各号に掲げる総務委員会構成員とする。 
 1) 校長 
 2) 副校長 
 3)  校長補佐（学生主事）、校長補佐（寮務主事）及び校長補佐（専攻科長） 
 4) 学科長及び教養科長 
 5) 各施設長 
 6)  事務部長 
 7) その他、校長が必要と認めた者 
 
（権限） 

第８条 学生及び教職員は、対策本部の指示に従わなければならない。 
２ 対策本部は、当該危機管理事象の処理に当たり、本校の諸規定等により必要と定める手続きを省略す
ることができる。また、当該危機管理事象の処理に当たり、対策本部の行う決定は、他のいかなる委員
会等の決定よりも優先する。 

 
（機構本部リスク管理本部等との連携） 

第９条 対策本部は、危機管理を総合的かつ有機的に実施するため、機構本部リスク管理本部と相互連携
を図るものとする。必要に応じて関係行政機関及び保護者等と連携して対応するものとする。 

 
（秘密保持の義務） 

第 10 条 本校のリスク管理又は危機対策に関する業務に従事する教職員は、その業務に関して知ることが
できた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

 
（事務） 

第 11 条 危機管理に関する事務は、総務課において処理する。 
 
（雑則） 

第 12 条 この規則に定めるもののほか、危機管理に関する必要な事項は、別に定める。 
 
附 則 

 この規則は、平成２１年６月１０日から施行する。 
 

附 則 
この規則は、平成２３年５月１１日から施行する。 
 

                           （出典 本校規則集） 
     



沼津工業高等専門学校 基準11 

603 

 

資料11－１－②－11 

危機管理対応マニュアル 
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（出典 本校公式ウェブサイト） 
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（分析結果とその根拠理由）  

本校の管理運営に関する各種委員会等は，その趣旨，目的，組織等が規則に明記され，適切な

役割分担と責任体制が確立し，効果的に活動している。事務組織は，事務部長の下，事務分掌に

従い，組織間の意思疎通と連携を保ち，効率的な管理運営を行っている。更に，委員会等の構成

員として加わるなどして学校運営に参画し，適切に役割を分担し効果的に活動している。 

危機管理体制については，危機管理に係る事態に，迅速かつ的確に対応するために，危機管理

規則を定めるとともに，危機管理対応マニュアルを作成し，統一的かつ迅速な対応ができる体制

を整えている。 

 

 

観点11－２－①： 自己点検・評価が学校として策定した基準に基づいて高等専門学校の活動の総

合的な状況に対して行われ，かつ，その結果が公表されているか。 

 

（観点に係る状況）  

本校では，学校教育法第109条第1項に規定された総合的な自己点検・評価を毎年実施している。

特に，独立行政法人化後は，高専機構本部の中期計画及び年度計画を踏まえ，本校独自の計画を

立案し目標を定め，その目標の下，健全な学校運営が図られている（資料11－２－①－１）。 

本校独自の年度計画については，教育・研究・社会連携・管理運営等の区分により，全部で62

項目にも及ぶ観点により，より具体的にそれぞれの目標が定められており，これらの目標に対す

る達成状況を把握することで学校全体の総合的な自己点検・評価を行っている。具体的には，総

務委員会（自己点検評価委員会）において，各部局毎の進捗状況について審議され，評価点（Ａ

ＢＣＤ評価）を付して自己点検・評価を行っている（資料11－２－①－２）。また，これらの結

果については，本校公式ウェブサイトや「運営諮問会議報告書」にも掲載しており，広く一般に

公表している（資料11－２－①－３）。 
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資料11－２－①－１ 

沼津工業高等専門学校 平成23--年度 年度計画 
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資料11－２－①－１の続き 

 



沼津工業高等専門学校 基準11 

610 

資料11－２－①－１の続き 
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資料11－２－①－１の続き 
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資料11－２－①－１の続き 
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資料11－２－①－１の続き 
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資料11－２－①－１の続き 
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資料11－２－①－１の続き 
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資料11－２－①－１の続き 
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資料11－２－①－１の続き 
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資料11－２－①－１の続き 

 



沼津工業高等専門学校 基準11 

619 

資料11－２－①－１の続き 

 

（出典 本校公式ウェブサイト） 
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資料11－２－①－２ 

沼津工業高等専門学校 平成22年度 年度計画自己点検評価表 
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資料11－２－①－２の続き 
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資料11－２－①－２の続き 
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資料11－２－①－２の続き 
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資料11－２－①－２の続き 
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資料11－２－①－２の続き 
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資料11－２－①－２の続き 

 
（出典 本校公式ウェブサイト） 
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資料11－２－①－２の続き 

 

（出典 本校公式ウェブサイト） 
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資料11－２－①－３    

自己点検・評価報告 公式ウェブサイト掲示項  

      

（出典 本校公式ウェブサイト） 
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（分析結果とその根拠理由） 

本校の総合的な状況に関する自己点検評価は毎年実施されており，その結果も公表されている。本

校の自己点検評価については，教育・研究・学生支援・社会連携・管理運営等学校全般に渡っての具

体的な目標を定めた年度計画の項目に沿って，その達成状況に基づき行われており，総合的な観点か

らの適切な自己点検評価システムを構築している。また，その自己点検評価結果は，公式ウェブサイ

トにも掲載し，また，自己点検評価の検証を行った外部評価会議（運営諮問会議）でも議論され，そ

の内容を取り纏めた「運営諮問会議報告書」にも掲載し，広く一般に公表している。 

 

 

観点11－２－②： 自己点検・評価の結果について，外部有識者等による検証が実施されているか。 

 

（観点に係る状況）  

本校では，外部有識者による「運営諮問会議」を開催し，毎年，外部評価を行っており，その審議

事項の一つに「自己点検評価の検証」を入れている（資料11－２－②－１）。具体的には，各委員に，

自己点検・評価表を送付し，その内容について確認した上で，「評価シート」に指摘事項等の意見を

記載し提出する（資料11－２－②－２）。また，これらの意見に対しては，意見を聴取するだけでな

く，それらの意見に対する学校側の回答として「評価シート意見対応表」を作成している（資料11－

２－②－３）。これらの資料を元に，運営諮問会議で自己点検・評価に関する審議・検証を行う形で

進めている。この内容については，「運営諮問会議報告書」において掲載し，公表している。 

 

 

                                      資料 11－２－②－１ 

   運営諮問会議報告書（目次） 

目   次 
 

Ⅰ．はじめに ………………………………………………………………………………………………  １ 

Ⅱ．沼津工業高等専門学校運営諮問会議規則  ………………………………………………………  ２ 

Ⅲ．沼津工業高等専門学校運営諮問会議委員名簿  …………………………………………………  ３ 

Ⅳ．概要説明  

  １．沼津工業高等専門学校概要（Power Point 資料）  …………………………………………  ５ 

２．将来構想 WG 中間報告 ―沼津高専教育課程におけるコース制導入について― ………… 17 

Ⅴ．審議事項 

１．平成 21 年度年度計画 自己点検評価の検証 

１）沼津工業高等専門学校 平成 21 年度 年度計画  ………………………………………  21 

２）平成 21 年度 年度計画 自己点検評価表 ………………………………………………  29 

３）平成 21 年度 年度計画 評価シート（運営諮問会議委員）……………………………  37 
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４）平成 21 年度 年度計画 評価シート意見対応表 ………………………………………  47 

 ２．平成 22 年度年度計画について  

１）沼津工業高等専門学校 平成 22 年度 年度計画   ………………………………………  61 

２）平成 22 年度 年度計画意見表（運営諮問会議委員）……………………………………  73 

３）「平成 22 年度 年度計画意見表」に対する対応表 ……………………………………  83 

 

Ⅵ．平成２２年度沼津工業高等専門学校運営諮問会議議事録  ………………………………………  95 

  （平成 22 年 7 月 30 日（金）本校３Ｆ大会議室）   

                                                             （出典 運営諮問会議報告書）      
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資料11－２－②－２ 

平成21年度 年度計画 評価シート（運営諮問会議委員意見） 
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資料11－２－②－２の続き 

 



沼津工業高等専門学校 基準11 

633 

資料11－２－②－２の続き 
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資料11－２－②－２の続き 
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資料11－２－②－２の続き 
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資料11－２－②－２の続き 
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資料11－２－②－２の続き 

（出典 運営諮問会議報告書） 
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資料11－２－②－３ 

平成21年度 年度計画 評価シート意見対応表 
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資料11－２－②－３の続き 
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資料11－２－②－３の続き 
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資料11－２－②－３の続き 
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資料11－２－②－３の続き 
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資料11－２－②－３の続き 
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資料11－２－②－３の続き 
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資料11－２－②－３の続き 
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資料11－２－②－３の続き 
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資料11－２－②－３の続き 
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資料11－２－②－３の続き 

 

（出典 運営諮問会議報告書） 
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（分析結果とその根拠理由）  

自己点検・評価の結果については，毎年，運営諮問会議において検証が行われている。 

検証方法も自己点検・評価結果に対する外部委員の意見を聴取するだけでなく，これらの意見

に対する学校側の対応表も作成し，それらを踏まえ，双方が意見交換をすることで，より実のあ

る検証が行われる体制を整えている。 

 

観点11－２－③： 評価結果がフィードバックされ，高等専門学校の目的の達成のための改善に結

び付けられるようなシステムが整備され，有効に運営されているか。 

 

（観点に係る状況）  

自己点検評価の評価結果については，ウェブサイトに掲載し公表するとともに，その内容につ

いて総務委員会で報告することによりフィードバックされている。具体的には，総務委員会での

報告を受け，各事項を所掌する部局毎に，自己点検評価結果を持ち帰り，同結果を踏まえ，次年

度の年度計画策定に反映すべく，新たな改善点や新たな目標設定等に役立てている。これらのシ

ステムを循環させることにより，より効率的かつ効果的な学校運営に係る改善を図る仕組みが構

築されている（資料11－２－③－１）。 

実際に管理運営上の改善に結び付いた取組事例としては，学校全体の計算機システムの一元化

に絡んで，業務情報の一元化も図る必要があるとの提案があり，平成22年度から「業務情報ポー

タルサイト」（資料11－２－③－２）を新たに導入し，今まで別々に運用していた，総務，会計，

学生にかかる業務情報サイトの一元化を図り，学校全体の業務情報を効率よく取り扱うシステム

の構築を実現する等，有効に運営されている。 

資料11－２－③－１ 

 

（出典 本校公式ウェブサイト） 
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資料11－２－③－２ 

沼津高専 業務情報ポータルサイト 画面 
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（出典 本校学内限定ウェブサイト） 
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（分析結果とその根拠理由）  

     自己点検評価結果については，ウェブサイトに公表するとともに，総務委員会において報告さ

れ，同結果を踏まえ，各部局で次年度年度計画策定に際して反映していくシステムを整備し，実

際に目的達成のための改善に役立ており，有効に運営されている。 

 

 

観点11－３－①： 外部有識者等の意見や第三者評価の結果が適切な形で管理運営に反映されてい

るか。 

 

（観点に係る状況）  

前回（平成17年度）受審した機関別認証評価自己評価書の中で,「改善を要する点」として挙

げた事項に,「外部有識者の意見を学校運営の改善に結び付けるシステムが整備されていない」

と自己評価したが, これについては, 抜本的な改善を図っている。 

本校では，教育・研究・学生支援・社会連携・管理運営等学校全般に渡っての具体的な目標を

定めた年度計画及びその自己点検評価について，外部有識者から意見・提言を求め，今後の学校

運営の改善に活かすことを目的として「運営諮問会議」を毎年開催している（資料11-３-①-

１）。本校の外部評価システムについては，年に１回開催の「運営諮問会議」だけではなく，年

度計画策定時及び自己点検評価表作成時において，「年度計画意見表」（資料11-３-①-２）及

び「評価シート」（資料11-２-②-２）による意見聴取を行う等，一年を通して効果的に外部評

価を受けている。各委員からの意見・提言については，資料（資料11-３-①-３）に示したとお

り，実際に年度計画に反映されており，本校の学校運営の改善に活かされている。 

   外部評価の位置付けは、前述の業務改善運営ループ資料（資料11-２-③-１）に示したとおり

であり, これらのシステムを循環させることにより, より効率的かつ効果的な学校運営に係る改

善を図る仕組みが構築されている。 
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 資料 11－３－①－１ 

沼津工業高等専門学校運営諮問会議規則 
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（出典 運営諮問会議報告書） 
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資料 11－３－①－２ 

 

運営諮問会議委員年度計画意見表 

 

 運営諮問会議委員平成 22 年度 年度計画意見表例 

 

＜H22 年度年度計画意見表＞ 
【 氏名： 柳沢 正 】 
 
 全体的にはよく練られた計画であり、それが十分に実行されることを期待しています。 
以下の点について確認させていただきます。 
 
１．平成 22 年度年度計画項目 
○優れた教員の確保                                                  
②他機関との教員人事交流の実績はどれくらいか。もし尐ない場合の障害は何か（非常勤講師の確保が出来ない
からか・・・・。） 

④女性教員に関連し、現場教員の要望を反映できるような体制整備とは具体的に何か。 
⑤教員の FD に関し、授業参観の機会を設けることが望ましい。 
⑥教員顕彰制度への応募状況及び実績は如何か。 
 
○研究に関する事項                                                
①科学研究費の応募や採択の状況は如何か。説明会の開催だけでなく、申請内容や書類についてアドバイザー体
制(実績ある教員 OB の活用)をとってみてはどうか。 

・教員の研究時間は確保されているか。 
 
○社会との連携や国際交流に関する事項                                       
③近隣市町村の教育委員会との連携を深めることと、中学校理科教員への支援をすることのどちらに重点がある
のか。 

  もし後者の場合には、その目的をはっきりとさせて取組む必要があるではないか。（教育委員会からの要請
／小学校教員含む理科教員のスキルアップ／先生を通じた生徒の理科系マインドの啓発／高専入学生の確保対
策） 

⑥海外の教育機関との学術交流協定の実績はどれくらいあるか。学術交流協定に基づいて、双方の学生の交流機
会を広げていくのが現実的であろう。学生の海外インターンシップについては、自前の可能性を探るよりも、
まず機構の募集に応募することを優先させる方が良いのではないか。 

⑧留学生の受入れに関する目標（人数や達成時期や等）と受入れ体制の充実（寄宿舎の設置見通しや事務の整
備）は整合性をもって計画されているか。 

 
○その他意見                                                   
・教育研究交流協定締結（東京工業大、静岡大）の後の進捗状況は如何でしょうか。 
・コース制導入について：3～5 年次のコース制に関し、所属学科の基幹科目とコース制専門科目の両方の受講
が学生にとって負担超過とならないか。 

 
＜ 平成２２年度年度計画意見表 ＞ 
【 氏 名 ： 若 原 昭 浩  】 
 
１．平成２２年度年度計画項目 
○入学者の確保                                                  

  中学への広報の中身について、父兄や中学教員に対して、高専を出ると高校で学ぶのと違う能力を体得でき
ることを明確に説明する必要がないか？ 

  単に、広報活動をふやしても、効果は尐ない。高い向上意欲を持った学生を取れるような方策が必要では？ 
  大学全入時代の現在では、高校では身につけることのできない能力（複眼視的に物事を捕らえ、教科の枠を

越えた発想で企画・立案・開発できる能力を身につけることが、受験生個人はもとより日本が世界で生き抜
いていくために不可欠。 

 
○教育課程の編成等                                                
コース制導入に際しては、育成すべき（輩出を求められている）人材像をクリアにし、その人材像に基づき 
コース設定・カリキュラムを検討することが重要。人材像（体得する能力）を明確にすることで、入学者の 
確保、学生の自発的学習意欲の維持など良い面を引き出せるはず。 
ここを間違うと、負の面が強く現れリスクが大きい。 
専攻科での複合領域の工学教育については、複合領域での教育で陥りがちな「広く浅く」ではなく、本科で 
の専門能力をベースに、ウイークポイントを強化して数段階ステップアップする事を目指して欲しい。 
基礎学力の向上を専門と連携して行うことは、学生が学習目的を明確に意識できるため効果が高いので、推 
進して欲しい。 
卒業後を見据えて、自ら考え、意見発信できる技術者としての自覚と自信を涵養する教育について検討して 
いただきたい。 
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○優れた教員の確保                                                
助教などは、採用時点では十分な経験を積んでいるとは言えないため、学内・学科内での若手教員の指導・ 
育成の取り組みを行うことで、高専の教育の本質を良く理解し、また、外部機関等への派遣（短期・中期） 
することで、広い視野をもち技術者教育に熱意を持った教員の育成を目指すべきでは？ 
 

○学生支援・生活支援等                                              
友達と幅広い視点でのコミュニケーションができない若者が増えている。自分に興味のある点と点を結ぶだ 
けのコミュニケーションではなく、コミュニケーションを通じて、新しいものを作り上げる楽しみが芽生え 
る様な環境整備・支援が必要では？ 
 

○研究に関する事項                                                
  技科大 の高専連携プロジェクトに多数応募頂いていますので、教員を通しての共同研究に加えて、大学の 

共同利用設備・施設を積極的に活用していただき、外部資金の獲得につなげられるよう、教員の支援を御願 
いしたいと思います。 
 

○社会との連携や国際交流に関する事項                                       
 ③に関しては、学会等で進めている理科教室（応用物理学会などでは、小中学校教員向けのリメディアル教育
を推進）などと連携することで、ノウハウ、教材・支援内容の共有などを図れば、投入する労力が尐なくて成
果が上げられる可能性があるので、検討されては如何か？  

 
  ○そ の 他                                                     
  高校教員も指摘しているが、ゆとり教育を受けた学生は、「ゆとり→甘え」の構図に陥っている。高専での

５年間を通して、自信を持たせる教育を継続することで、外に向かって発信したくない内向き志向の学生
を、外向き（ポジティブ志向、アクティブ志向）に誘導できれば、高専教育の新たな強みを出せるので、検
討していただきたい。 但し、高専の環境は、アットホームになりやすいので、過保護にならないよう教員
側が常に留意することも御願いします。 

 
 

（出典 運営諮問会議報告書） 

 
 

資料 11－３－①－３ 
 
沼津工業高等専門学校平成２２年度年度計画（抜粋） 
 
※赤字表記の部分は、「年度計画意見表」及び「評価シート」による運営諮問会議委員の 
 意見を反映した箇所です。 
 
（1）入学者の確保   
 
  ② 受験生の確保の観点から、静岡県だけでなく高専のない近隣県（神奈川県、山梨県） 
    なども包含し、効果的な入学説明会を実施する。 
       女子学生の志願者確保の観点から、女子在校生及び卒業生の情報を基に、女子中学生を意識した広報誌

及びホームページ（女子の卒業生の情報を意識的に多く盛り込む）などの作成や機構本部作成の女子中学
生向けパンフレットの有効活用を行う。 

 
（２）教育課程の編成等 
 
   ① 産業構造が、環境、エネルギー、福祉、医用等の方向に変化していることを踏まえ、学科の大括り化、

コース制の導入及び新分野の学科の設置・改組・再編・整備等の必要性について、将来検討ＷＧを設置
し、同ＷＧにおいて調査・審議し、９月末日までに検討結果を纏める。 

       また、専攻科では本科で修得した領域工学の能力を基にして、複合領域の工学教育について検討を行
う。科学技術振興調整事業「富士山麓医用機器開発エンジニア養成プログラム」により育成するエンジニ
アが静岡県東部の地域再生計画に貢献する度合を調査しつつ、専攻科における「医用機器開発エンジニア
養成コース」の必要性と可能性について調査する。 

 
   ③  各学年に対応した外部英語試験の実施や、３年の全国高専学習到達度試験「数学」、「物理」への継続

的参加により、該当科目についての修得状況の把握に活用すると共に、試験結果の分析を行い、その結果
を教員ＦＤ研修会等で全教員に周知し、全教員が共通認識を持つことで、専門科目を通じて数学、物理の
力を伸ばすべく連携を図るなど、教育改善に役立てる。 

       英語力のレベルを学年の推移を追って客観的に把握しやすくするため、1,2 年生で TOEIC Bridge テス
ト、3,4 年生で TOEIC IP テストを全学生が受験する体制を整え実行する。 

 
   ⑥ 校外清掃などの体験活動を積極的に推進していく。また、学外における地域のイベント・出前授業等、

ボランティア活動への参加を推進するとともに取り組みを支援する。 
      工場見学など生産現場を見学する機会に、実際の社会での「清掃」の重要性を学ぶ場を増やすよう努力

する。 
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 （３）優れた教員の確保 
 
   ⑤  年度当初に計画した学内教員ＦＤ研修会（年４回開催 - 5 月,7 月,10 月,12 月）を実施し、教員個々の

教育力向上に資するための取組を積極的に展開すると共に、教員同士の授業参観等を新たに企画し実施す
る等、教員の意識改革・自己啓発を促す学内システムの構築を図る。 

 
 （４）教育の質の向上及び改善のためのシステム 
 
   ②  平成２１年度に受審したＪＡＢＥＥの継続審査の結果を踏まえ、学習教育目標の達成度評価方法の明瞭

化等、「総合システム工学」プログラムの教育システムの一層の改善を図る。また、実施している複合領
域の科目について、その教育効果に関する評価を行う。 

     引き続き、取得可能な資格を調査し、カリキュラムとの対応について検討する。 
 
   ⑨  e-ラーニングについては、現行の Blackboard からフリーソフトのシステムヘ移行するため、ソフトウ

ェア及びハードウェアの変更と更新を行う。高専ＩＴ教育コンソーシアムの教材の活用は継続して検討し
つつ、他の利用可能なコンテンツの調査を進め、学内 e-ラーニングコンテンツの充実に努める。 

 
 （５）学生支援・生活支援 
 
   ①  昨年度に引き続き、メンタルヘルスに関する学生支援、キャンパスハラスメント、AED を含む救命救急

に関する講習会等を継続して実施する。独立行政法人日本学生支援機構の主催する学生支援、就職・キャ
リア支援等の研修会やメンタルヘルス研究協議会に教員を派遣して学生支援体制の充実に努める。 

      すべての教員を対象としたメンタルヘルス講習を教員 FD にて実施する。 
     「友人づくり支援」を念頭に１年生、３年生の宿泊研修を活用する。 
 
 （６）教育環境の整備・活用  
 
   ③  現在行っている安全衛生管理のための年二回の講習会を継続して実施する。 
      安全衛生に関する資格等取得者のデータベース化を図り、それに基づき、外部の各種講習会に教職員を

積極的に派遣する。 
 
 ３ 社会との連携、国際交流等に関する事項 
 
   ③  近隣市町村の教育委員会との連携を深め、中学校理科教員への支援などの方策を検討する。 
 
   ⑥  国際交流推進のため、海外の教育機関との学術交流協定締結を目的とした調査を行う。さらに学生の海

外インターンシップの可能性を探るための調査を行う。 
      学生の語学研修や異文化交流体験事業を積極的に推進するという観点から、イギリスにて語学研修を実

施する。 
 
   ⑦  昨年度に引き続き、機構の募集する海外インターンシップなどに積極的に応募するよう学生を指導す

る。 
 
 

(出典 本校公式ウェブサイト) 

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

     外部有識者等の意見を適切な形で管理運営に反映させている。  

外部評価機関である「運営諮問会議」を開催し，外部有識者から学校の運営全般に渡っての意

見・提言を受けている他，年度計画策定時及び自己点検評価表作成時においても外部有識者から

意見聴取を行う等，積極的に外部有識者の意見を取り入れ，また，それらの意見を反映し，実際

の学校運営の改善に役立てるシステムを構築している。 
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観点11－３－②： 学校の目的を達成するために，外部の教育資源を積極的に活用しているか。 

 

（観点に係る状況）  

本校では，外部の教育資源の積極的な活用に関して，様々な取組を行っている。高等教育機関

との連携協定は地元の静岡大学をはじめ東京工業大学とも締結し（資料11－３－②－１），両大

学の理事を招いて講演会を行う等，積極的に交流を図っている。また，実社会で技術者としての

豊富な経験を持つ企業技術者等の協力を得て行う共同教育の一環として実施している「ものづく

りステップアップ実践プログラム」（資料11－３－②－２）を平成20年度から開講し，学生に対

する教育効果を上げている他、企業で人材育成の経験を積んだ本校ＯＢをキャリアコーディネー

タとして委嘱し、学生キャリア支援室を本年７月１日から発足させ、更なるキャリア支援業務の

体制強化を図ることとした（資料11－３－②－３）。その他に，地元沼津市の「緑の分権改革」

推進事業「エコタウンづくり」（総務省委託事業）（資料11－３－②－４）や沼津商工会議所と

連携した「ものづくり人材能力開発事業」（資料11－３－②－５）等に積極的に参画し，科学技

術振興調整費採択事業「富士山麓医用機器開発エンジニア養成プログラム」（資料11－３－②－

６）を主宰する等，地元産業界の活性化に寄与する取組等の共同教育事業を積極的に推進してお

り，多様な連携による共同教育の更なる充実に向けて事業展開を図っている。産学連携も積極的

に取り組んでおり，企業との共同研究においては，平成21年度の実績では，受入件数及び受入金

額とも全国高専第２位と実績を上げている(資料11－３－②－７）。また，本校の学生による学

外における地域のイベント参加・校外清掃等の体験活動・特別支援学校の催事支援等のボランテ

ィア活動等を積極的に推進するなど，外部の教育資源の積極的な活用を図っている。 
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資料11－３－②－１ 

大学との包括協定書事例 
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（出典 大学との教育研究交流に関する包括協定書写） 
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資料11－３－②－２ 

ものづくりステップアップ実践プログラム内容 
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 （出典 学生課作成資料） 
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資料11－３－②－３ 

沼津工業高等専門学校学生キャリア支援室規則 

 

○沼津工業高等専門学校学生キャリア支援室規則 

（平成23.6.8制定） 

（設置） 

第１条  沼津工業高等専門学校に、学生キャリア支援室（以下「支援室」という。）を置く。 

（業務） 

第２条  支援室は、次に掲げる業務を行う。 

（１）学生のキャリア支援及び職業意識の啓発の総括に関すること。 

（２）ガイダンス等就職支援事業に関すること。 

（３）学生のキャリア相談への対応に関すること。（各学科において対応するものを除く。） 

（４）学生の就職（インターンシップを含む。）に係る資料収集、整理及び分析に関すること。 

（組織） 

第３条  支援室は、次に掲げる支援室員で組織する。 

（１）室長 

（２）各学科及び専攻科就職担当教員  各１名 

（３）キャリアコーディネーター 

（４）キャリアカウンセラー 

（５）その他室長が必要と認めた者 

（任期） 

第４条  前条第２号及び第５号に掲げる者の任期は１年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者

の任期は、前任者の残任期間とする。 

（室長） 

第５条  支援室の室長は、校長補佐（学生主事）をもって充てる。 

２ 室長に事故あるときは、あらかじめ室長の指名した学生主事補がその職務を代行する。 

（任務） 

第６条  室長は、支援室の業務を統括する。 

２  室長以外の支援室員は、室長の命を受け、支援室の業務に従事する。 

（報告及び協力） 

第７条  室長は、必要に応じて運営状況を校長に報告する。 

２  支援室員は、必要に応じて関係教職員に協力を求めることができる。 

（事務） 

第８条  支援室の事務は、学生課において処理する。 

（雑則） 

第９条  この規則に定めるもののほか、支援室の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

      附  則 

  この規則は、平成２３年７月１日から施行する。 

（出典 本校規則集） 
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資料 11－３－②－４ 

沼津市の「緑の分権改革」推進事業「エコタウンづくり」（総務省委託事業） 

 

（出典 沼津市「エコタウンづくり」事業資料） 
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資料11－３－②－５ 

ものづくり人材養成開発事業内容 

 

（出典 ものづくり人材養成開発事業リーフレット） 
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資料11－３－②－６ 

富士山麓医用機器開発エンジニア養成プログラム事業内容

 

（出典 富士山麓医用機器開発エンジニア養成プログラム事業リーフレット） 
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資料11－３－②－７ 

沼津高専における産学官連携活動状況 

 

（出典 本校公式ウェブサイト） 
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（分析結果とその根拠理由）  

外部の教育資源の活用という観点では，企業技術者を活用した「ものづくりステップアップ実

践プログラム」により教育効果の高揚を図る等の実践例を挙げているとおり，本校は，静岡県を

はじめ地元市町村，商工会議所，高等教育機関及び地元企業等との連携を強く持ち，多様な連携

による共同教育の取組を実践しており，今後も更なる充実に向けた事業展開を図っている。その

他，産学連携や地域の催事・多様な交流体験等にも積極的に取り組んでおり，学校の目的を達成

するために，外部の教育資源を積極的に活用している。 

 

 

観点11－４－①： 高等専門学校における教育研究活動等の状況や，その活動の成果に関する情報

を広くわかりやすく社会に発信しているか。 

 

（観点に係る状況）  

本校の教育研究活動等の状況については，学校教育法第113条及び第115条に基づき，本校公式

ウェブサイトへ掲載することにより公表されている。学校教育法の改正を踏まえ，本校の教育研

究活動等の状況をより分かりやすく公表するという観点から、公式ウェブサイトのトップページ

に「情報公表」のバナーを新設し、そこから容易に内容を確認出来るよう工夫をするとともに、

施行規則第172条の２に規定されている項目については，学校概要，高専の目的，教育理念，組

織，施設等の基本事項及び学科案内や入試案内等の情報を掲載し，広く分かりやすく一般社会に

発信している（資料11－４－①－１）。また，最新情報については，公式ウェブサイトのトップ

ページに『NEW TOPICS』として掲載し，常に新しい情報について，簡単にアクセスできるよう工

夫をしている（資料11－４－①－２）。 

更に，ウェブサイトによる情報発信だけでなく，新聞・テレビ等のマスメディアへの情報提供

も積極的に行っており，本校の教育研究活動の状況・各種行事・イベント等の本校関連の情報に

ついては，事前に記者クラブ等に説明文書を配布し，テレビ放映及び新聞記事等への記事掲載依

頼を行う等広く一般社会への情報発信に努めている（資料11－４－①－３）。また，研究活動に

おいては，本校教員の「研究・技術シーズ集」（資料11－４－①－４）や「地域共同テクノセン

ターニュース」（資料11－４－①－５）を刊行し，地元企業をはじめ，共同研究先企業に配布し

たり，各種イベントの際に配布する等，情報提供を活発に行い，地元企業からも好評を得ており，

技術相談や共同研究の件数の増加にも結び付いている。 
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資料11－４－①－１ 

沼津工業高等専門学校公式ウェブサイト 情報公表ページ 

 
（出典 本校公式ウェブサイト） 
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資料11－４－①－２ 

沼津工業高等専門学校公式ウェブサイト トップページ(NEW TOPICS) 

 

（出典 本校公式ウェブサイト） 



沼津工業高等専門学校 基準11 

671 

資料11－４－①－３ 

新聞記事掲載内容例 
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（出典         ） 
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資料11－４－①－４ 

沼津工業高等専門学校 研究・技術シーズ集事例 

 

（出典 本校 研究・技術シーズ集） 
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資料11－４－①－５ 

地域共同テクノセンターニュース表紙 

 

（出典 地域共同テクノセンターニュース第６号） 
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（分析結果とその根拠理由）  

本校の教育研究活動の状況については，学校教育法に基づき，主に本校公式ウェブサイトに掲

載し，広く一般社会に情報発信している。また，積極的な情報発信手段として，ウェブサイトだ

けでなく新聞等のマスメディアにも情報発信を行っている他，本校の研究シーズ集発行等，研究

に関する資料も作成し情報発信する等，活動の成果に関する情報を広くわかりやすく社会に発信

している。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

本校においては，「社会と共に次世代の技術者を育成する」という共同教育に力を入れており，

静岡県をはじめ地元市町村，商工会議所及び地元企業等との連携を強く持ち，多様な連携による

共同教育の取組を実践しており，今後も更なる充実に向けた事業展開を図っている。 

外部評価については，自己点検・評価の検証も含め，運営諮問会議等を通じて，各委員からの

意見及び提案を積極的に取り入れ，それらの提案を次年度の年度計画に反映させる等，継続的に

改善を行うための体制整備を図っている。 

 

（改善を要する点）  

該当なし。 

 

（３）基準11の自己評価の概要 

本校では，校長，副校長，校長補佐及び各種委員会等の役割が明確に規定されており，学校の

目的を達成するために，各種委員会等で検討・提案された事項は運営会議で審議された上で，最

高意志決定機関である総務委員会に諮られ決定されており，校長のリーダーシップの下で，効果

的な意思決定が行える体制となっている。管理運営に関する各種委員会及び事務組織等において

も，その役割を規定に定め，適切に役割を分担し，効果的な運営がなされている。また，危機管

理については，あらゆる危機管理に組織的に対応するための危機管理規則を定め，各部局の役割

分担等を明記した危機管理対応マニュアルを作成する等，危機管理に係る体制整備を図っている。 

自己点検・評価については，教育・研究・学生支援・社会連携・管理運営等学校全般に渡って

の具体的な目標を定めた年度計画の項目に沿って，その達成状況に基づき行われており，総合的

な観点からの適切な自己点検・評価を行っている。また，その結果を次年度の年度計画に反映さ

せ，継続的に改善を行うための体制が整備されている他，同結果については，本校公式ウェブサ

イト等により広く一般に公表している。 

外部評価については，外部評価機関である「運営諮問会議」を開催し，外部有識者から学校の

運営全般に渡っての意見・提言を受けている他，年度計画策定時及び自己点検評価表作成時にお

いても外部有識者から意見聴取を行う等，積極的に外部有識者の意見を取り入れ，また，それら

の意見を反映し，実際の学校運営の改善に役立てるシステムを構築している。 

本校は，静岡県をはじめ地元市町村，商工会議所，高等教育機関及び地元企業等との連携を強

く持ち，多様な連携による共同教育の取組を実践しており，今後も更なる充実に向けた事業展開

を図っている。その他，産学連携や地域の催事・多様な交流体験等にも積極的に取り組んでおり，

学校の目的を達成するために，外部の教育資源を積極的に活用している。 
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最後に，本校の教育研究活動の状況については，学校教育法に基づき，主に本校公式ウェブサ

イトに掲載し，広く一般社会に情報発信している。また，積極的な情報発信手段として，ウェブ

サイトだけでなく新聞等のマスメディアにも情報発信を行っている他，本校の研究シーズ集発行

等，研究に関する資料も作成し情報発信する等，活動の成果に関する情報を広くわかりやすく社

会に発信している。 

 




